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Ⅰ 調査の概要 

 

１．調査の内容と結果 

 

1.1 調査研究課題名 

科学技術を契機とする我が国未来社会形成のための政策的対応に関する調査研究－社会的

基盤形成と社会的受容に係る事例分析を手掛かりにして－ 

 

1.2 調査研究の概要 

本調査研究では、従来から新技術振興渡辺記念会からの委託調査を通じて未来工学研究所

に蓄積されてきた「科学技術と社会」に係る知見を踏まえ、我が国のあるべき将来社会像について

根拠を明示して構想し、そのための政策的展開方策を具体的事例に則して考察する。この作業を

通じ、我が国社会に関わる基盤的政策（社会に係るマクロ政策）と科学技術を主要な契機とする

具体的な政策群（科学技術イノベーション政策）の社会的受容との緊密な連携階層関係を整理し、

科学技術と社会に係る一体的な政策体系の在り方に関し構想する。 

 

1.3 調査研究の背景と目的・内容 

（１）社会的課題に係る科学技術イノベーション政策は、社会的受容を必須とするため、

それに伴う固有の困難さがある。そのためかこの領域に対する我が国での取組みは、決し

て活発とはいえず、多くの課題が積み残されている。 

（２）従来から展開され、また現在も繰り返されている方式は主として二通りある。第一

は、社会的課題に狙いを定めて、それに資する技術開発を実施するという典型的なシーズ

プッシュ・リニア型の方式であり、また第二は、社会ニーズを抽出し、その解決に資する

技術開発を行い、成果を社会に実装するというニーズプル・ノンリニア型である。これら

の欠陥についてはここでは指摘しないが、確たる実績を挙げていないことが、その実態を

物語っていると言えよう。 

（３）本調査研究では、この領域に相応しい適切な政策形成方式を新たに構想し、現在展

開されている（あるいはされようとしている）我が国の重要政策を事例的に取り上げ、独

自の政策形成方式の有効性を確認すると共に、あるべき政策の姿を提示する。 

（４）事例としては、①戦略的イノベーション創造プログラム SIP で採択された 10 課題

の内、社会的受容に最も困難な問題が存在すると思われる４課題を選び、社会的普及にタ

ーゲットを置いた個別プログラムのあり方を提示する。一方で、②上位政策の事例として

は第５期科学技術基本計画を取り上げ、我が国の社会的特性や将来社会に対する分析なし

に進行している現在の計画内容と、本格的な社会分析に基づき把握される「真の課題」と

の比較を行う。 

（５）科学技術イノベーション政策のための本格的な社会分析が我が国において実施され

ていない理由としては、方法論上の困難さと、そのスキルを備えたエキスパートが策定体

制に組み込まれていないことを挙げることができる。本調査研究の、最後の成果は、事例
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を対象にして用いた新規の概念・モデル・手法等を体系的にまとめた方法論集であり、我

が国の欠陥を補てんするための参考に供したい。 

 

1.4 調査研究の実施方法 

実施プロジェクトの順に、実施方法をまとめる。有識者へのヒアリングの他に、文献分

析およびビッグデータの収集を行う。また、調査研究グループを中心メンバーとした発見

的検討を行う。 

分析的アプローチを中心にして 

 科学技術イノベーション政策の社会的基盤の把握を本格的に行う。 

①日本人及び日本社会の特質の分析 

通常の日本人論の他に、脳科学的知見のような自然科学分野でのファクツ、感性・嗜好

等に係るビッグデータ、さらに未来社会に反映される人口動態とその各種内部構造、及び

それらの国際比較、等。確かな根拠に裏付けられた姿を描く。 

②将来社会像の探索 

 ①の収集データに基づく妥当な将来社会像を構想し、政策形成現場で参照されている将

来社会像と比較する。 

構成的アプローチを中心にして 

③実現すべき社会に向かうプロセスの構想 

 社会の持続的誘導に有効な３要因（社会的動因、社会機能の支配的要因、社会経済的価値

創造基盤）を構想し、各要因の形成を支援する政策のプログラム化を図る。 

④政策の社会学モデルの構想 

 政策形成の社会学モデル事例を収集し社会的受容の実態を整理する。 

上位政策と個別政策の事例分析を中心にして 

⑤上位政策の真の課題の把握 

 (1)の分析結果に基づき、我が国近未来の科学技術イノベーション政策に関係した真の課

題を把握する。第５期科学技術基本計画との異同を把握し、上位政策課題の補完を検討す

る。 

⑥個別政策の事例分析 

 社会受容を必須とする SIP４課題を事例として、それぞれに対する適切なプログラムを

構想する。現実に進行している４課題の実態と比較し、実行すべきプログラムを提案する。 

⑦社会に係る未来科学技術の抽出と事例分析 

 各種ロードマップ等で構想されている未来科学技術案を収集し、それらを事例とした社

会基盤形成及び社会的受容について検討し、⑥を補完する。 

まとめ 

⑧科学技術と社会に係る政策体系の整理 

 事例分析結果の一般化により、政策体系を構想する。 

⑨方法論 

 もっとも重要な方法論関連事項として、分析的アプローチの普及を支援するための体制

整備のあり方と、構成的アプローチの方法論を体系的にまとめる。 
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1.5 調査結果 

 「Ⅱ調査の結果」について概要を以下にまとめる。下記はⅡの目次で、分担した個別課

題でもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「社会」を考察する場合、二通りのアプローチがある。第一は、社会に宿る課題を探索

するアプローチであり、この場合社会そのものは静止した状態を想定している【1.1】。通

常の社会分析はこの方法に拠っている。第二は、社会そのものが変化していくことを想定

する動的アプローチである。この場合、変化には二種類あり、時系列的に社会が変わり行

く「変遷」と、社会の内部構造が変化する「動態」である【1.2】。いずれにしても、未来

社会を考察する場合社会に対する動的アプローチは必須である。 

 将来社会の姿は、大きく区分すると二通りの根拠に基づいて描かれている。第一は、論

者の願望に由来するもので、ここではそれを願望的社会像と呼ぶ【2.5】。我が国の長期計

画はほとんどこの区分に属する。第二は、何らかの「確からしさ」を根拠にして描こうと

している場合で、ここではまず「不可逆的現象」に着目している【2.3】。時間に対して逆

１． 方法論の開発 

１．１ 静的アプローチ 

１．２ 動的アプローチ 

２． 将来社会像の把握 

２．１ 日本社会の特質が反映した社会像（１） 

２．２ 日本社会の特質が反映した社会像（２） 

２．３ 不可逆的トレンドの先にある将来社会像 

２．４ 社会経済的トレンドから構想される社会像 

２．５ 願望的社会像 

３． 我が国の未来社会と課題 

３．１ トレンドの先にある未来社会 

３．２ （後世代のための）あるべき未来社会 

３．３ 我が国の戦略的課題 

４． 事例研究 

４．１ 防災・減災 

４．２ インフラ維持管理・更新 

４．３ エネルギーキャリア 

４．４ 自動走行システム 

５． 政策体系の構想 

５．１ 現状の確認 

５．２ 上位政策 

５．３ 個別政策 
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行しない現象は、必然的にそのトレンドの先に将来がある。人口構造が典型的な事例で、

数量的に将来社会を規定する最も有力な根拠である。数量的に将来社会を把握できない場

合であっても、個別の専門分野内で多くの時系列的変化に対する経験的知識の集積を経験

していると、集積された知識が示す方向に将来社会を構想することができる。その多数の

経験的知識を集約して得た根拠は不可逆現象に由来するものほどではないにしても、十分

確からしさを保証する。社会経済現象であるとか国際比較に関し【2.4】、集積された経験

的知識を活用することを試みた。集積された経験的知識の発展系として、その知識が示す

展開方向をモデル化し、数段階の発展モデルを構想することも良く行われている。しかし、

この発展段階を対象にしたモデル化の根拠はそれほど確からしくなく、整理された形に幻

惑されないことが肝要である。最後に、不易流行の不易の側の根拠に依拠することも考え

られる。我が国社会を対象にした場合、日本社会の特質に着目し、将来もそれが変わるこ

となく有効に機能することを期待して将来像を描くこともできる。この場合、前章の静的

アプローチに相当する方法による場合【2.2】と、動的アプローチによる場合【2.1】とを

分けて論じた。 

 将来社会像をベースにして、トレンドの先にある未来社会を総合的に構想した【3.1】。

目標とした年は長期計画（総合戦略）策定時に最長で見通すことが求められている 15 年

先の 2030 年とした。国際的枠組み、経済的側面、政治的側面のほかに、国民意識の変化、

科学技術を中心にした変動要因からの考察を加えた。これらはいわば蓋然性を論じたもの

であるが、さらに願望的未来からの観点を加え、後世代のためのあるべき未来社会を描き、

それに至る過程をプロットした【3.2】。この具体的に描かれた未来社会を実現するための

我が国の戦略的課題を抽出した【3.3】。 

 以上の作業と並行して、事例研究を行った。社会的受容を必須とする研究開発課題とし

て現在取り組まれている「戦略的イノベーション創造プログラム」（ＳＩＰ）の中から 4

課題を取り上げた。防災・減災【4.1】、インフラ維持管理・更新【4.2】、エネルギーキャ

リア【4.3】、自動走行システム【4.3】である。ＳＩＰでは発足当初、技術開発主導の体制

で進められたが、次第に社会受容にも目配せが行われるようになってきているが、ここで

の事例研究としての取り組みは、将来社会像を基点としたプログラム設計をターゲットに

して行った。 

 最後に、事例研究の成果も参考にしながら、2030 年の未来社会を見据えた長期政策の政

策体系を構想した。まず近年の我が国の状況を確認し【5.1】、政策体系としては、長期計

画に相当する上位政策【5.2】と、個別政策として展開すべき重要政策【5.3】をまとめた。 

 

 以上の主要部は、2016 年 6 月までに検討作業を行い、その後ドラフト原稿を作成した

ものである。特に、3 章に関しては、最近の世界的枠組みの激変を考慮して修正すべき部

分も多少存在するが、修正の代わりに、最近の現象をどのように捉えるべきか、「補論」の

形で検討結果をまとめ、Ⅲに追加した。 
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2. 調査の枠組みと体制 

 

2.1 調査研究の実施者等 

（１）調査研究の責任者 

平澤 泠  公益財団法人未来工学研究所 理事長  

 

（２）調査研究の実施場所 

公益財団法人未来工学研究所 

〒135-8473 東京都江東区深川２−６−１１ 富岡橋ビル 

 

（３）調査研究の実施期間 

平成 27 年 3 月 27 日から平成 28 年 12 月 15 日まで 

 

（４）調査研究の実施体制 

代表研究者 平澤  泠 理事長・上席研究員 

共同研究者 和田 雄志 フェロー 

多田 浩之 主席研究員 

大竹 裕之 主任研究員 

宮林 正恭 研究参与 

橋本  健 研究参与 

中崎 孝一 研究参与 

宮下  永 研究参与 

力  利則 アクティブシニア 

北村  浩 アクティブシニア 

葉山  雅 特別研究員 

姜      娟 特別研究員 
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Ⅱ 調査の内容 

 

1. 方法論の開発 

科学技術と社会を一体的に把握するためには、二通りのアプローチがある。第一は静的アプロ

ーチであり、社会という上部構造に宿る真の課題を把握し（アナリシス）、その課題を具体的に攻

略するための政策プログラム群から成る下部構造を構想する（シンセシス）。第二は動的アプロー

チで、実現すべき社会像を把握し（アナリシス）、そのような社会に至る動的過程を想定し、科学技

術と社会に係る３要因（社会的動因、社会機能の支配的要因、社会経済的価値創造基盤）、を構

想する（シンセシス）。そしてこれら要因を構築し運用するための政策プログラムを設定する（シンセ

シス）。これら二通りのアプローチは、いずれも分析（アナリシス）と合成（シンセシス）から成り、この

両者の共同作業に基づく発見的（ヒューリスティック）な「構成力」に依存しており、難度が高いが、

その困難な過程に実務的な道筋をつけることを意図している。 

 

1.1 静的アプローチ（構成的アプローチ） 

 

1.1.1 戦略構想 

(1) 本調査における基本的考え方 

未来の目標とすべき社会像として、どのような姿を描くのか。そして、その目標と現状

とのギャップ（問題・課題）をどのような戦略施策で解消し、狙いを達成するのか。たと

えば、問題・課題の解決手段が科学・技術である場合、未来に向けた社会的期待を発見し、

その社会的期待を機能レベルに詳細展開し、関連する科学・技術領域の研究を領域融合や

役割連携により組み合わせた機能と邂逅させ、バックキャスト的に狙いを達成する国レベ

ルでの戦略立案手法は、まだ未確立といってよい（吉川弘之, 2010）1。 

一方、企業レベルでは、比較的狭い領域、短期間が対象であり、かつ精度も必ずしも高

くはないが、従来からバックキャスト的な製品開発計画や研究戦略、事業戦略、等の検討

が実務として行われてきている。本稿の対象は、マクロな国レベルの科学・技術政策を睨

んだ戦略構想の検討であるが、ミクロな企業レベルでの戦略検討の考え方や手法を参照し

つつ、戦略構想を検討した点が第 1 の特徴である2。ここで企業レベルの考え方と称してい

る内容は二種ある。一つは、創発的な戦略形成を前提に考える、ということである3。未来

の社会ニーズの大枠は予測できても具体的市場ニーズは不確実である。そして課題解決手

段として選択した新規技術開発、等の施策案の妥当性はさらに不確実性が高い。そういっ

                                                 
1 吉川弘之（2010）, 研究開発戦略立案の方法論：持続性社会の実現のために, JST 研究開発戦略センター. 
2 企業であれ国であれ、戦略検討の骨格が、外部環境と内部環境の分析、自組織の強みの構築・活用と弱みの

カバーであることは同じである。但し、公開情報の範囲では、企業経営領域における各種戦略立案・策定手法

（ex. PEST 分析、VRIO 分析、SWOT 分析、ポートフォリオ・マネジメント、ビジネス・スクリーン、等）

や実施計画作成・管理手法（PPP、ステージ・ゲート、品質機能展開、等）の検討実績が最も豊富である。 
3 「創発戦略」：当初の戦略を途中の状況変化に対応、学習しつつ修正し戦略形成すること。下記に詳しい。

H. Mintzberg, et al. (1998), Strategy Safari : A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management, 
Free Press. (齋藤嘉則監訳（1999）「戦略サファリ：戦略マネジメント・ガイドブック」東洋経済新報社).  
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た不確実な状況下においては、如何に事前に情報を収集し熟慮した戦略であっても、当初

の戦略の妥当性は保証しきれず、ロードマップは画餅に近い。したがって、戦略遂行（個々

のプログラムやプロジェクトの実施計画遂行）段階で、自組織の計画進捗状況（特に問題

のレベルと発生状況）と外部環境の変化を継続的にモニターし、個々の計画や戦略方向に

フィードバックしたり、なるべく早い時期にプロトタイプを限定市場に投入したりし、市

場の反応を観察・学習し、計画や戦略を修正するマネジメントの仕組みが必要となる4。つ

まり個別テーマの計画マネジメント・システムがセットで存在することを前提に、戦略構

想を検討することを意味する。二つ目は、前述の検討に当たって、実際に企業の事業戦略

や技術戦略の立案・策定で多用されている SWOT 分析や経営資源の質と量をベースにし

た戦略パターン分類、ポートフォリオ・マネジメント、等の考え方、そして個々のプロジ

ェクトやプログラムの進捗管理で用いられている PPP（Phased Project Planning）法や

ステージ・ゲート法、等の考え方を、より積極的に活用しよう、という意味である5。 

第 2 の特徴は、日本人および日本社会の特質に関する分析を付加したことである。日本

の強み・弱みの調査、分析は、通常、表出した結果系指標（ex. 国レベルの GDP 成長率

や各種競争力ランキング、世界のビジネス領域別の企業収益ランキング、領域別の論文や

特許の質と量、等）の比較評価によって行われるが、そこから導出される強みと弱みの背

景には幾つかの理由が存在する。それらは外部環境の変化によってレベルが変化（含む逆

転）し得るし、強み・弱みの内部要因を考察しないと、現在の強みが未来も強みとして機

能するか否か、弱みが容易に改善し得るのか否か、等が不明である。本調査では、要因の

ポイントとして、日本人および日本社会の特質に注目し、結果系指標と日本人・社会の特

質との関連について深掘りを実施した。これは日本の次世代コア・コンピタンスのデザイ

ンや環境変化対応力を強化する上で有用と考えている。 

第 3 の特徴は、現在具体的に進められている「戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）」の中から、社会のあり方に関係の深い 4 課題6を対象にして、具体的な戦略構想

や政策プログラムのあり方について検討し、それらを手掛かりとして科学技術と社会に係

る戦略的な政策体系のあり方について考察を深めたことである。これは、前述の創発戦略

の考え方に基づく検討の一環としても位置付けられる。 

 

(2) 戦略構想検討の概要 

具体的にどのような内容をどのような手順で検討したのか。図 1-1 に戦略構想検討の概

要を示した。以下、各ステップ別に方法の概要を記述する。各ステップ（Sx）の検討は、

S0 → S1 → ・・・S5 の順に実施するが、必ずしもシリーズに進行するわけではなく、

パラレルに実施される部分も多い。 

                                                 
4 プロトタイプによる市場探索（もしくは実証実験）は、技術完成度が低い（= R&D 投資が安価）段階で実

施する方が、有利な場合が多い。失敗時の傷が浅く、市場・顧客が新たな方向を示唆してくれる可能性がある。 
5 手法の形式的適用を意図しているわけではない。たとえば、”白川展之・野村稔・奥和田久美（2010），IEEE
定期刊行物における電気電子・情報通信分野の領域別動向：日本と世界の差異，NISTEP 調査資料-176.”は、

科学・技術用に工夫したポートフォリオ分析といえる。分析に加えてマネジメントでの実践が期待される。 
6 4 章の事例研究で採りあげた、①防災・減災、②インフラ維持管理・更新、③エネルギーキャリア、④自動

走行システムの 4 課題。 
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図 1-1 戦略構想検討の概要 

 

[S0a]「日本の現状」：経済状況、貿易状況、産業競争力、科学技術指標、等の最近の動

向（含む国際比較）と人口動態や国土の特徴を調査し、現状の問題を抽出。情報源は政府

統計データおよび白書類、業界紙誌情報、等を使用（[S1]と重複する部分もある）。 

[S0b]「目指すべき未来社会像」：執筆陣が、2030 年を中間目標年として 3 種の観点から

未来社会像を其々、考察し（作業シート、図 1-2 参照）、議論により（仮）イメージをまと

める。観点①は、根拠やトレンドに基づいて描かれた未来の「起証的社会像」。②は、こう

ありたい（あれは回避したい）という「願望的社会像」。③は、発展段階モデルやパラダイ

ム転換、等の思考をベースにした「論理的社会像」である。[S0a]や[S1]の参考文献を参照

しつつ、[S0a]や[S1]と並行実施。→全ステップ終了後に再精査し、[S5]としてまとめる。 

[S1]「地球と日本の社会課題の把握」：2030 年を中間目標年として、米国の「Global 

Trends 2030」、OECD や国連、等、海外機関の未来社会像や課題に関連した調査報告書；

政府の「日本再興戦略」、「第 5 期科学技術基本計画」、その他の外部環境変化予測や社会

課題に関連した調査報告類、NISTEP や未来工学研究所による科学・技術関連フォーサイ

ト資料、一般紙誌の予測情報、等を参照しつつ、執筆陣で議論・検討する。 

[S2]「ワイルド・カード」：戦争、大地震、火山噴火、等の自然災害、疫病、経済危機、

等のリスクに関して[S1]同様にまとめる。 

[S3]「日本人および日本社会の特質」：[S0a]の内部要因系として調査・分析。（図 1-3） 

[S4]「未来社会設計の戦略構想」および[S5]「未来社会像（2030 年）」：[S1], [S2], [S3]

の結果に基づき、優先順位を考慮して、2030 年の目標案と戦略構想をスケッチする。 
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図 1-2 に未来社会像や戦略施策案の考察・議論に用いる「作業シート」を例示した。 

 

 

図 1-2 社会像作業シート見本 

 また、図 1-3 には[S3]「日本人および日本社会の特質」分析方法の概略を補足した。 

図 1-1 の[S0a]「日本の現状」の予備調査で抽出された近年の日本の問題点（ex. イノベー

ションの停滞、経済成長の停滞、等）は、日本人や日本社会の特質とどのように関連して

いるのか。また、日本の特質あるいは強み・弱みを活かした未来社会のデザインや科学・

技術の研究方向選択は、どうあるべきか。これらの問いに答を出すことを狙って、①日本

人・社会の価値観や行動特性の戦後の変遷、②日本人・社会の価値観は国際比較でどんな

特徴があるのか、を調査する。さらに、③日本的な価値観・行動特性の要因を追究すべく

心理学的分析や遺伝子との関連に関する研究動向を調査する。同時に、④戦後日本の代表

的イノベーション事例の特徴や最近でも元気な日本企業の特徴を分析し、日本の強みと弱

みを考察する。また、⑤「日本人論」に関する多くの文献が指摘する日本人・社会の特質

を調査し、①から④の分析・考察結果と対比することで、日本の現在の問題と絡む日本人・

社会の特質を浮き彫りにし、さらに日本人・社会の強みを活かす未来の戦略構想や弱みの

改善案導出を検討する。 

 

図 1-3 日本人および日本社会の特質分析の方法概要 
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 どんな基準に基づき、戦略の方向を決めるのか。本調査では、主に SWOT 分析の考え

方に準拠して戦略の方向を検討、選択する7。先ず、個々の達成すべき課題候補（[S5]と[S0a]

の差）毎に、関連する外部環境分析結果（[S1], [S2]）と内部環境分析結果（[S0a], [S1], [S3]）

を図 1-4 の如く整理する。この際、強み・弱みは VRIO 分析（図 1-5）の考え方を活用し

て吟味する8。 

 

図 1-4 外部および内部環境分析結果の整理（SWOT 分析-1） 

 

図 1-5 内部資源の競争力分析（VRIO 分析） 

 
                                                 
7 SWOT 分析は、基本的にミクロな個々の事業単位で、新たな提供価値とそれを提供する対象市場・顧客を

明確に特定して行うものである。日本とか○○産業といったマクロな単位では、思考の概略整理に止める。 
8 図 1-4～図 1-9 および表 1-1, 1-2 は、以下の図書を参考にして作成した：①M.E. Porter 著, 土岐坤, 他訳

（1995）, 「新訂 競争の戦略」, ダイヤモンド社.②J.B. Barney 著, 岡田正大訳（2003）,「企業戦略論（上）」,
ダイヤモンド社. ③嶋口充輝（1986）,「統合マーケティング：豊饒時代の市場志向経営」, 日本経済新聞社. 
④日本総合研究所 経営戦略研究会（2008）, 経営戦略の基本, 日本実業出版社. 
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  次いで、個々の課題解決を狙う個別テーマ毎に、戦略の方向を図 1-6 に示した標準的戦

略（定石）を定性的な基準として参照しつつ、検討する9。 

 

 

図 1-6 戦略の方向検討（SWOT 分析-2） 

 

  なお、戦略の方向検討、選択に際しては、図 1-6 の基準の外に、経営資源の質・量に依

存した標準的戦略に関する考え方（図 1-7, 表 1-1）も、必要に応じて参照する10。本調査

の性格上、経営資源は主に各領域の特許・論文と読み替えて検討する。 

 

 

図 1-7 経営資源の質と量に基づく戦略の選択 

 

                                                 
9 標準的戦略（定石）を金科玉条と捉える事は危険である。既存市場や既存のビジネス・モデルでは弱みだっ

た特性を、新たなビジネス・モデルを考案することで強みに転化し、新市場を創出した例もある。 
10 図 1-7 および表 1-1 は、元々、マーケティング戦略の分類として提案されたものだが、経営資源の質・量

を特許の質・量と読み替えて、技術戦略や知財戦略に展開されるケースもある。 
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表 1-1 各競争地位の標準的戦略（定石） 

 

 

本調査の活動は、全体をカバーする詳細な戦略構想の提示ではなく、戦略的に注力すべ

き方向案の提示までとなるが、以上のステップで望ましい未来社会像のイメージを描き、

未来に向けた環境変化と問題・課題を想定した上で、日本の強みを活かし弱みをカバーす

る戦略構想案の描画を可能化する。 

 

(3) 個別テーマ（プロジェクト、プログラム）のマネジメントに関する補足 

 冒頭で記述したように「戦略構想は、策定したら終わり」ではなく、戦略構想案に基づ

き、どのようなテーマ（プロジェクトやプログラム）を選択するのか、そしてスタートし

たプロジェクトやプログラムは、どのように進捗を管理し創発的に戦略を修正し、イノベ

ーションの成功確率を向上させるか、が問われる。つまり、戦略構想は、個別テーマのマ

ネジメント・システムとセットではじめて有効といえる。そこで、本調査の戦略構想検討

の前提とした個別テーマのマネジメントのポイントに関して、簡単に補足する。プロジェ

クト・マネジメントやプログラム・マネジメントの知識体系としては、日本の P2M 標準

ガイドブックや米国の PMBOK が知られているが11、ここではそういった知識体系の議論

ではなく、創発的な戦略修正にとって重要な、①テーマの設定、選択のポイントと②テー

マをスタートした後の進捗管理のポイントに絞って記述する。 

 

＜テーマの設定、選択＞ 

  改善、解決すべき市場顧客の問題や社会課題を、どう科学・技術の研究テーマに展開す

るのか。そもそもこれが難題であるが、テーマのエントリー時に、研究テーマと解決を志

                                                 
11 P2M に関しては、日本プロジェクトマネジメント協会の「改訂 3 版 プログラム＆プロジェクトマネジメ

ント（P2M）標準ガイドブック」参照。PMBOK（The guide to Project Management Body of Knowledge）
は米国プロジェクトマネジメント協会がまとめたプロジェクトマネジメントの知識体系。 
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向する問題、課題との関連を明記すべきである： 

 先ず、問題・課題は、それが改善、解決された場合、どこの誰に、どんな新たな価値

提供もしくは効果発現（例：経済効果）が期待されるのか、出来れば第一段階（初期

の製品やサービス）での小さな効果と最終段階（事業の多様な展開を含む）での想定

効果を分かりやすく併記する。可能ならビジネス・モデル素案も添付する。 

 次いで、問題・課題の解決を研究テーマの定量目標値として展開し、同時にどのよう

な考え方（論理、仮説、直観、想い、等）に基づき展開したのか、を明示する12。 

 目標値は、QCD+I+S を通常ワンセットとし、出来れば達成したい want 目標値だけで

なく、クリアしなければ前に進めない必達の must 目標値（≒撤退基準）を（仮）設

定し13、どういった仮説・施策でその目標値を達成するのか、可能な限り詳細に記述

する。そして一連の施策検討に必要な予算と工数の見積りを提示する。 

 自分達の目標値の横には、競合もしくは代替アプローチの現状値と自分達の目標値と

同じタイミングの未来の予測値も明記する。 

 また、問題・課題を改善・解決するために、自身が担当する研究テーマだけではなく

他者のテーマとの連携が必須である場合は、他者の連携研究テーマも明示する（特に

問題・課題解決のボトルネックが他者のテーマと絡む場合は、必須）。 

 形式はともかく、最低限、これらの内容を、最初のテーマ提案に盛り込んだ上で、採

否の検討を行う必要がある。 

 

＜テーマの進捗管理＞ 

  原理検証やフィージビリティ―確認が終了した後の「開発」活動と比べて、それ以前の

「研究」は不確実度が高く、予想外のトラブル発生は日常茶飯事である。したがって、進

捗と発生したトラブルの管理、そしてタイムリーな計画（さらには戦略）の見直しが重要

となる： 

 マネジメントの方法としては、NASA アポロ計画以来の PPP（Phased Project 

Management）法や R. Cooper が提唱したステージ・ゲート法が代表的であり、マネ

ジメントの骨格は、これらの考え方に準拠すればよい。但し、細部は自分達のテーマ

の性格に合わせて自分達で工夫する。 

 ポイントは、目標値の達成状況と共に発生トラブルを分類し（C, M, O）、解決に注力

するだけでなく、其々の増加・減少動向を指標として管理することである14。 

 原則として毎月、進捗と問題の状況を簡単に報告し（ex. A4で1-2枚の定型フォーム）、

                                                 
12 社会ニーズ、問題・課題（社会や顧客の言葉）を研究テーマ（企画や技術の言葉）に展開する、あるいは

既存の科学・技術シーズを社会ニーズと連結する方法としては、「品質機能展開」として知られる手法が便利

であろう（水野滋・赤尾洋二（1978）, 品質機能展開, 日科技連）。改善型製品開発の場合は、両者の連結は

合理的かつ容易に実施し得るが、新たな課題と新たな科学・技術の連結は飛躍を伴い難度が高い。 
13 Q：品質（機能や性能に関連した定量目標）、C：コスト、D：納期、I：IP もしくは特許と論文、S：安全

性；定量化が困難な場合でも、極力「仮」値を設定し、改訂予定時期を併記する。want 目標は、多くの人が

賛同するが達成し難い。must 目標（≒撤退の判断基準）は意見が分かれるが、ここを真剣に議論することで、

テーマの理解が深まり、かつ無意味なプロジェクト延命が減らせる。 
14 トラブルの発生・終息状況は、多くの場合、選択したアプローチの素性および/もしくは研究チームの能力

レベルを反映する。トラブルの分類は、C:クリティカル、M:メジャー、O:オーディナリー。 
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計画上のチェック・ポイントで（チェック・ポイント間の間隔は、半期に 1 回を目途

とする）、総合レビューを実施する。 

 そして、早期にプロトタイプをつくり、限定市場で市場の反応を観察することが重要。

市場の反応によっては、狙う方向を修正する。 

 また、外部環境変化のモニターや競合・代替アプローチとの比較も継続的に実施し（ベ

ンチマーク）、各チェック・ポイントでの総合レビューにおいて報告し、必要に応じて、

計画や戦略構想に修正を加える。 

以上が、本稿における戦略構想が前提とする個別テーマのマネジメントの要件である。 

  

 こういった作業を研究者や現場の研究マネジメントに課すべきではない、といった意見

も一部にはあるが、科学・技術の研究に必要な資源を獲得するために、各テーマの狙いや

期待効果、競合状況を明確にし、進捗を管理するのは必須かつ当たり前のことであって、

その原資が税金の場合は、なおさらである。この作業スキルは研究スキルと同様に研究者

が学修すべき必須スキルであろう。但し、個々の研究者や現場マネジメントの事務的負荷

を過大にすべきではなく、資源配分を司るマネジメント側は、使いやすい定型フォームの

検討・採用、納得感の高いテーマの採否や優先順位の判断基準、さらに各ステップでの

Go/No Go 判断基準を検討、明示し、かつ検討プロセスを透明化すべきである15。 

 また、戦略構想の全体をカバーする場合は、高リスク・高リターンから低リスク・低リ

ターンまで、長期から短期まで、等の多様なテーマへの資源投入バランスの検討が重要と

なり、それらはポートフォリオ・マネジメントの対象となる。BCG が創始したポートフォ

リオ・マネジメントの原型といえる①製品ポートフォリオ（図 1-8, 表 1-2）と GE とマッ

キンゼーが開発した②ビジネス・スクリーン（図 1-9）の考え方を以下に参考添付する16。 

 

 

図 1-8 製品ポートフォリオの概念図 

 
                                                 
15 既存領域の延長線上の科学テーマや既存産業・事業のカテゴリー内での改善型の技術テーマは、期待効果

や市場規模を語り易いが、不確実度の高い新規領域を狙ったテーマ、新規市場創出を狙ったテーマは、事前に

該テーマの経済合理性を語り難い。事前の R&D 合理性と期待効果をベースにして、納得感の高い新規テーマ

の優先順位やマネジメントの判断基準をどう設定、明示するか。資源配分側が最初に検討すべきことである。 
16 あくまでも考え方の参考。科学・技術研究のポートフォリオは製品開発とは異なるので、縦軸・横軸およ

び使い方は、マネジメント目的に合わせて工夫する必要がある。 
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表 1-2 製品ポートフォリオの標準的戦略（定石） 

 

 

 

 

図 1-9 ビジネス・スクリーン法の概要 
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1.2 動的アプローチ 

 

本節では、変動する社会、つまり社会そのものの動的状態（ダイナミックス）を扱う方

法論についてまとめる。 

∙ 社会のダイナミックスは、大別して２種類ある。社会の「変遷」と社会の「動態」

である。変遷とは、対象全体の時系列的な変化であり、したがって社会の変遷は社会の歴

史に相当する。一方、動態とは対象内部の時系列的な変動である。地球になぞらえると、

地球誕生以来の変遷と、その間の各時点で生起する水圏や地圏の動態に相当する。 

1.2.1 社会の動的過程を担う要因 

 社会の変遷を惹起する要因について考える。 

 P. F. Drucker は17、産業革命の推移と対比させて情報革命の行く末を議論する際に、次

の三つの要因を挙げている。 

 

a. 未来に向かう社会的動因 

たとえば、産業革命においては、社会的動因は「動力機関」であり、情報革命において

は「コンピュータ」である。 

b. 未来社会を機能させる支配的要因 

同様に、産業革命においては、新たな社会の価値統合を図り、その社会を機能させる支

配的要因としては「資金ないし資本」であり、情報革命においては「情報ないし知識」で

ある。 

c. 未来社会における価値創造基盤 

同様に、産業革命においては、新たな付加価値を創造する基盤となる仕組みは「鉄道や

工場」であり、情報革命においては「インターネットやサイバー空間」であると考えられ

る。 

これら３要因が相互に作用しあうことによって18、その社会は持続的に発展すると考え

られる。 

 

 そもそも、社会は人によって構成されている。歴史上、強力なリーダーが社会を統合し、

その治世下で統治機構を整備し、何世代にもわたって、その社会体制を維持してきた事例

を我々はいくつも認識している。しかし、ここで焦点を絞って議論したいのは、日本の未

来社会についてである。 

ヒトの歴史は、ヒトが科学技術的手段から成る「外部補助装置」を実用化することを通

                                                 
17 Managing in the Next Society 記載の事例をこの原理に当てはめて記述したものです。 
18 たとえば、産業革命においては、動力機関の発明という技術的成果（社会の動因）が社

会変革に結びつくためには、動力機関により社会経済的な付加価値を生み出す仕組み（価

値創造基盤）や、生み出された付加価値を広く社会一般で享受するための媒介となる事項

（支配的要因）が同時に用意されなくてはならない。 
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じて、飛躍的に発展させてきた19。第一の要因「社会的動因」は多くの場合、この「外部

補助装置」を想定してよい。 

第二、第三の要因は第一の要因による効果を社会が有効に受け止めるために社会の側で

整備すべき要因である。第三の要因「価値創造基盤」は、第一の要因を利用してそれまで

の社会では不可能であった新たな手段や仕組みを組み立て、社会的な制度や体制を整備し

て多額の社会経済的な付加価値を生み出すことが可能となる。第二の要因は、上記のよう

な新たな手段を社会全体に広めるために必要となる媒介項に相当し、社会全体で共有でき

る価値を具現化する仕組みやモノである。 

このような要因は、国全体から地域社会、さらには組織を含む様々な規模の人間集団に

対して適用可能である。 

また戦略論において、目指すべき社会に至る過程を設計したり、逆に用意されている既

存の要因に修正を加えることによって、新たな社会を実現したりすることも可能となる。 

1.2.2 社会の動的内部構造 

 社会の動態を構造化することによって、社会の変動を把握することも出来る。社会の内

部構造として人口構造、世代構造、世帯や個人の収入に係る階層構造、さらには社会学的

調査で多用される、定型的質問紙に対する回答パターンに基づき区分される調査対象集団

のクラスター構造、等様々な指標に基づく内部構造化を図ることが可能である。 

 たとえば、第３章で国民意識の変化を論じる際に、世代区分によっているが、我が国の

逆三角形様の人口構造を意識すると、若手世代である新人類ジュニアー（1984-1997 年生）

の意識特性に期待して社会変革を起こすことはかなり困難であることが想定される。これ

に対して、米国では今回の大統領選挙の過程でサンダースを支持した M（ミレ二アル）世

代は、米国で最大人口を擁しているので、次回選挙では大きな発言力を発揮する可能性を

秘めているといえる。同様の視点から考えるならば、我が国では、最大人口を擁する団塊

世代の帰趨がポイントとなり、子育てや住居の確保（ローンの返済等の終了）を終え、ま

た医療革命の恩恵を受けて、健康寿命を延伸した彼等・彼女等の活動の方向性を生産的・

戦略的に示すことがきわめて重要であることが理解できる。 

  

                                                 
19 たとえば、金属材料の利用の歴史をみると、高い還元温度が得られるようになって、鉄

の使用が可能となり、武具をはじめとした道具の世界は一変し、鉄の利用の高度化のたび

に社会変動をもたらした。 
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2. 将来社会像の把握 

 

2.1 日本社会の特質が反映した社会像（１） 

 

2.1 節では、未来社会を構想するひとつの方法論として、日本社会の特質を日本の歴史

的な経済発展の原動力となった文化社会的特質に焦点をあてて明らかにし、その視点の先

に未来社会像をみすえるアプローチを提起する。 

未来工学研究所の創設者の一人である林雄二郎は 1976 年、『資本主義の文化的矛盾』の

日本語版刊行にあたって著者ダニエル・ベルと対談し、これからの日本社会には個人主義

が重要であると述べている20。利己的個人主義・快楽主義が行き過ぎたアメリカ社会には

共同体的メカニズム「公共家族」の建設が必要であるとの同著書の文脈において述べたも

のである。1970 年代後半のこの時期は、その前の 20 年間の高度経済成長を推進した日本

の特質的な経済発展モデルが、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(1979 年)をはじめ、多

くの経営学者、産業社会学者の研究対象となった時代である。1980 年代には世界の多くの

企業が日本的経営の手法を採用し、世界では次のイノベーションは日本から起こるのだと

信じられていた。 

その後、90 年代になって日本経済が長い経済停滞の時代に入ると、グローバル企業経営

のホットトピックは日本モデルからカスタマー・エクスペリエンスなどの新しいテーマへ

シフトし、今日では世界のエコノミストから日本モデルは失敗の教訓として語られるよう

になってしまった。自信を喪失した日本社会は、長い経済停滞から脱却しようとする社会

の共通目標のための処方箋をアメリカ型のグローバリズムに求めてきたようである。実際、

この間、公社民営化、金融ビッグバン、アメリカ型コーポレートガバナンスの採用などが

進められ、日本はグローバル化の反応型(reactive)国家ではなく、主役クラスの順応型

(adaptive)国家になったとの評価がなされている21。しかしながら、グローバル化は長い経

済停滞に対する処方箋としての確実な成果をもたらすには至っていない。また、ワシント

ン・コンセンサスという意味において単一の経済発展モデルをその理念的理論的基盤とす

るグローバリズムに対しては、当初からヨーロッパの経済学者・社会学者を中心に、資本

主義の経済発展にはそれぞれの社会や文化に適合した多様なモデルがあるとの理論的挑戦

を受けてきた。さらに近年においては、アメリカ大統領予備選における世論動向にみられ

るように、グローバリズムはその発信地であるアメリカ社会においても国民大衆的な挑戦

を受けているようである。 

このような歴史的な位置において、日本のこれまでの経済発展を牽引してきた社会文化

的な特質は何であったのかをみつめなおし、その文脈上で（林が 70 年代にそうしたよう

に）これからの日本社会にはどのような社会文化的資質が必要なのかを問い、そこから未

来社会を構想することによって、戦略性と気概をもった未来社会がみえてくるのではない

だろうか。 

                                                 
20 [ベル、ダニエル, 『資本主義の文化的矛盾』, 1976] 

21 [ルシュヴァリエ、セバスチャン, 2015] 
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2.1.1 経済発展の基本資質「合理主義・個人主義」の視点から 

近代における経済発展（産業化）に関連して日本の社会文化的特質を論じるにあたって

は、実務家とはいえ、その教科書的基礎である「合理主義（rationalism）」や「個人主義

（individualism）」くらいは踏まえておかなければならない。この場合の「合理主義」は、

伝統的・宗教的価値から離脱して一定の目的のために最適化された行動をとる価値観・資

質という意味でとらえられ、個人と神が直接につながるプロテスタンティズムが合理性に

行動することによって産業革命を促進したとするマックス・ウェーバーの古典をはじめ多

くの社会科学者によって、産業化の文化的倫理的な基盤（あるいは産業化を支配する文化

的倫理的な資質）として着目されてきた。また、「個人主義」は、合理主義と複合的に価値

体系を構成されるものとして、集団の目的よりも個人の目的を優先する価値観・資質とい

う意味でとらえられる。合理主義と個人主義に加えて、科学主義、能動主義、進化主義な

どが付帯される場合もある。 

社会学者ロナルド・イングルハートは、世界の社会学者をネットワーク化して世界 60

か国での価値観調査を実施し、産業化によって相互作用的に高まる価値観「合理主義価値」

22を数量的に表現（指標化）した。世界価値観調査(World Value Survey)とよばれるこの

調査は、世界 81 か国各国 1000 から 1500 のサンプルで、約 400 の変量に対して（属性デ

ータを含む）、1981-85 年の第 1 回調査から 5 年間隔で 2011-2015 年の第 6 回まで継続的

に 6 回実施され、1990 年代から今日に至るまで、多くの政策研究者によって利用されて

きた23。イングルハートの「合理主義的価値」指標はこの 400 の変量のうち、「神は重要」

(因子負荷量：0.91)、「子供に大切な資質：信仰心」(因子負荷量：0.88)、「子供に大切な資

質：恭順さ」(因子負荷量：0.88)、「人生にとって大切なもの：宗教」（相関係数：0.89）

に一方の極「伝統的価値(Traditional Value)」をおき、「中絶を容認する」(相関係数：0.81)、

「子供に大切な資質：決断力」(0.70)、「子供に大切な資質：節約」(0.70)、「政治に対する

関心：高い」(0.65)、「子供に大切な資質：責任感」(0.60)をもう一方の極「非宗教的-合理

主義価値(Secular-Rational Value)」をおいた指標である。そして、この世俗・合理性価値

因子における国別順位は、1 位:日本、2 位:スウェーデン、3 位:ドイツ、4 位:ノルウェー、

5 位:デンマークとなっている24。 
 
 
 
イングルハートの「非宗教的-合理主義価値」指標は、出版物にも数値が限定的にしか掲

載されておらず 2 次加工できないため、本調査では、日本社会の特質を探る初期作業とし

                                                 
22 [Inglehart、Ronald, Modernization and postmodernization : cultural, economic, and political change in 

43 societies, 1997] 

23 例えば、日本政策投資銀行設備投資研究所 [稲葉陽二, 2002]、世界銀行  [Knack、Stephen, 1997] 

24 [Inglehart、Ronald, Modernization and postmodernization : cultural, economic, and political change in 

43 societies, 1997] 
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て、世界価値観調査の個票データ25を利用して、産業化によって相互作用的に高まる「合

理主義・個人主義」の指標を作成した。図 2-1 に OECD 諸国の各国別数値を、表 2-1 には

指標を構成する質問項目とその因子負荷量をしめした。 
 

表 2-1 「合理主義・個人主義」指標の主構

成変量の因子負荷量 

子供に大切な資質：決断力 0.64
人生にとって大切なこと：政治 0.59
人生にとって大切なこと：友人 0.54
大切にしていること：伝統 -0.70
子供に大切な資質：恭順 -0.76
子供に大切な資質：信仰心 -0.90
人生にとって大切なこと：宗教 -0.92

 

主な因子構成変量としては、「子供に大切な資質：決断力」(0.63)、「人生にとって大切

なこと：政治」(0.59)、「人生にとって大切なこと：友人」(0.53)を一方の最も合理主義的・

個人主義的な極とし、もう一方の伝統的な極には「自分が大切にしていること：伝統」(-0.69)、

「子供に大切な資質：恭順」(-0.76)、「子供に大切な資質：信仰心」(-0.89)、「人生にとっ

て大切なこと：宗教」(-0.9)を一方の極とする指標（（以下「合理主義・個人主義指標」ま

たは「産業化資質」とよぶ）となった。合理主義・個人主義指標においても、イングルハ

ートの「非宗教-合理主義価値」指標と同様、日本は突出して高い値をしめしている。 

                                                 
25 [World Value Survey Database, 日付不明] 
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日本社会がもつこのような高い合理主義・個人

主義的指向をめぐっては、日本が非西欧地域で唯

一、19 世紀に産業化を成功させたことから、その

産業化気質の獲得時期、経路、特質について、こ

れまでさまざまな特質論が展開されてきている。 

社会学者の芦川博通は、「江戸時代は合理主義・

科学思想が庶民にまで浸透し、高度な計算性、経

済合理性が、商工業における合理的経営組織がす

でに形成され、優れて近代的な経済精神がすでに

確立していた26と述べ、日本社会は合理主義的価

値観を江戸期にはすでに獲得していたことを歴史

検証からしめしている 。 

また、歴史学者の笠谷和比古は、「江戸期の武士

道は、決して服従を意味するものではなく、自立

自尊の強い自我意識をもった精神と、他方におい

てはリーダーや組織に対する忠誠の精神というも

のが備わっている。それは、自己の言葉に責任を

もち、誠実に行動するという観念、また、個とし

ての自立性、主体性にみちあふれ、能動的で意志

的な組織への関与をその根本としたものであり、

個人の能動性、主体性を発揮させることで組織を活性化させ、組織能力、危機克服の能力

をたかめていく、個人と組織関係は信頼を基調として、個人の自己実現と組織の反転とを

両立的にとらえようとする、いわば自立分散型システムであった」27とし、江戸期の日本

社会がすでに個人自律的な価値観、すなわち、集団よりも個人の目的を優先するという意

味においては「個人主義」と表現できる価値観）を獲得していたことをしめした。そして、

そのような武士道の自律的な精神は、江戸期には商人道にも庶民に広くいきわたって、為

替取引や米会所にみられる高度な信用経済を発達させた28と述べている。江戸期に日本社

会がすでに内生的に獲得していた個人自律的・自律分散型の特性をもった産業化の資質が、

江戸期の経済発展の動因となったとするものである。 

また、西欧における所有論的個人主義に対して、日本の個人主義は名誉的な感情に支え

られた「名誉型個人主義」であるとする論や29、また、西欧の個人主義がプロテスタンテ

                                                 
26 [芦川博通, 1997] 

27 [笠谷和比古, 『徳川社会と日本の近代化』, 2015] 

28 [笠谷和比古, 『徳川社会と日本の近代化』, 2015] 

29 [池上英子, 2000] 

図 2-1（「合理主義・個人主義」

指標） 
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ィズムの精神を基礎とした個人の独立を重視するのに対し、日本の個人主義は世俗内職業

生活において道を究めようとする個人の自己実現・自己開発を重視する「自己実現型個人

主義」30など日本社会の特質的個人主義について様々な論が展開されている。 

 

図 2-231 

 

 
日本社会がこのような合理主義・個人主義的資質・産業化資質を獲得した時期を追うた

め、図 2-2 に日本の江戸期から現代までの一人あたり GDP の成長率を国際比較的に示し

た。このように長期の経済成長は、時代とともに技術の国際的伝播速度が幾何級数的に高

まることから、絶対値ではどの国も同じように成長カーブが急になることしかみえてこな

いので、各計測年における英米独を 100 としたときの日本の一人当たり GDP の相対値で

あらわしている。ここから以下のことが読み取れる。 

(1) 日本は 1820 年江戸期後期において、すでにイギリスの 40%、アメリカの 55%、ド

イツの 63%の経済水準にあった 

(2) 明治維新以降 1870 年には国際的地位を下げ、明治期をとおして低成長 

(3) 大正期 1915 年に一時成長軌道にのるが、江戸期の国際的地位を完全に超えるには

至っていない 

(4) 1940 年代前半、戦争によるダメージが最も大きかった日本は大幅に相対的地位を

下げる 

                                                 
30 [寺西重郎, 2014] 

31 数値はマディソン推計 を使用 [マディソン、アンガス, 2000]。一人当たり GDP は 1990 年ゲアリー=

ケイミス・ドル購買力平価換算。1820 年から 1870 年の間と、1970 年から 1885 年の間は日本の数

値が算出されていない。それ以降は便宜上、5 年おきの数値をとっている。 
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(5) 大幅な落ち込みは 1945 年以降回復に向かい、ようやく 1960 年代前半に江戸期の

国際経済的地位を超える 

(6) その回復ペースは、大正から昭和初期の一時期にみられた成長カーブとそれほど大

きく変わらない（英仏が戦前まで植民地として独占していたアジアの広大な市場と

資源を失ったこと、そのアジアが自由競争市場として開放されて地理的に最も有利

な日本が最大の利益を享受したこと、同じくアジア市場へのアクセスで有利な中国

が事実上の反成長路線に走ったため 1990 年代になるまで日本の競合にならなかっ

たことなどの国際競争要因を考慮すると、この成長カーブはむしろ穏健なものとの

評価もありうる） 

(7) 1970 年代以降もその回復のモメンタムをそのまま維持し、1970 年代にイギリスを

1980 年代にドイツを追い越す 

いうまでもなく、江戸期は、海外とほとんど、隔絶されていた時代であり、その閉鎖環

境においてアメリカと同レベルの経済的な豊かさを築いていたことは日本社会が何等かの

内生的な経済発展資質を備えた社会であることを示している。また、その後西欧化の明治

維新が比較的低成長であったこと、1980 年代までの成長パターンがある程度連続的にとら

えうることなどは、江戸期には内生的に合理主義的・個人主義的産業化資質がすでに形成

され、それが今日に至る日本の経済発展を支えてきたとする笠谷らの論を支持するもので

あろう。政治学者のジョン・グレイは、「日本に関する理解はこの国が 19 世紀の終わりに

はすでに近代化されていたということから始まる。高い識字率、発展した都市生活、新技

術が吸収され・・・日本はこれら近代化のしるしを、その社会構造や文化的伝統を西欧化

することなく獲得していたのである」32と述べている。 

未来社会構想への示唆 

経済発展や「失われた 20 年」に関連して日本社会の特質が語られるとき、日本社会の

何等かの後進性を指摘したり、日本は欧米のキャッチアップしかできないといったりする

ような論が一般的によくみられる。そのような考え方が、外からやってくるグローバル化

に受動的に順応していこうとする考え方にも結び付いているようでもある。明治産業化が

西欧技術の導入という意味でのキャッチアップなしには達成できなかったことは間違いな

く、戦後の高度成長もアメリカ型消費社会へのキャッチアップをめざした側面が強い。し

かし、それらの経済発展を連続的に支えたのは、日本社会が江戸期までに内生的に醸成し

た高い産業化資質であったこと、その歴史的・特質的視点が与える未来社会構想への示唆

は大きいのではないだろうか。 

 

2.1.2 日本の産業化を支えた「民間活力」の視点から 

「自律分散型社会」、「自己実現型個人主義」、「名誉型個人主義」と論じられた経済発展

に関わる日本社会のこうした文化的特質は、江戸期から今日に至るまで、どのような仕組

みや社会的ファクターによって活性化され、江戸期や明治維新以降の日本の経済発展にむ

                                                 
32 [グレイ、ジョン, 1999] 
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すびついてきたのだろうか。これに関連して、歴史学者エリック・ジョーンズは、世界の

経済発展史の検証を通じて、「政治生活におけるお互いの政治的な力を弱めあう潮流」33が

江戸期に日本社会にうまれ、それがユーラシア大陸から摂取した技術遺産を飛躍的経済発

展に活かそうとする自律的な個人の活動を促進し、経済発展の原動力になったと論じてい

る。 

ジョーンズは、人間は本質的によりよい物質的な生活を求めて行動するものであり、経

済成長は阻害されない限りどのような社会でも起こりうるという立場をとる。そして、経

済成長を阻害するのは政治であるとし、文明の中心地ユーラシア大陸では、強大な中央集

権政治が地方や民衆からの自律的な経済発展を抑制する阻害要因となった。 その一方、

辺境に位置する日本と西欧では、ユーラシア大陸からの技術遺産を時間をかけて蓄積する

ことができ、その技術遺産を高い経済的繁栄にむすびつけようとする個人や民間、地方政

府による自律的で活発な経済行動を抑圧する力が働かなかったために「政治生活における

お互いの政治的な力を弱めあう潮流」がうまれ、これが西欧の産業革命、日本の江戸期の

経済的繁栄を同時並行的に促進したと述べたのである34。 

この発展経路を産業セクター別にみてみると、農業セクターにおいては、戦国時代には

戦国大名が農業インフラに多大な財政投資を行っていたが、徳川幕府は年貢を 17 世紀に

測量した米の産出量に固定したため（享保の改革で年貢を出来高制の検見法から固定制の

定免法に変更したこと）、「その後の経済成長で得られた利潤が世界経済史上のほとんどの

社会の経験を超える規模で藩と農民の手にはいった35」。この政策が生産性を向上させて余

剰生産を生み出そうとするインセンティブとなって「下からの近代化」が巻き起こる。農

業の核家族化が進み、農家の平均世帯規模は 18 世紀後半には 4.9-5.4 人、1 世帯あたり平

均夫婦組数は 1.3 組となった36。それによって、農業の商業化が進み、農民が都市に大量

に放出されて商工業人口が増大し、農村の残った人々も大規模に商工業などの副業をはじ

めるなど、意識的に経済的に合理的な行動をとる経済主体が成長した。また、農機具の改

善や新種の米の開発・普及などを促進し、村レベルでの革新熱の高さ、それにかかわった

地元のイノベーター、彼らのアイディアを並外れた識字率を持つ社会に広めた啓蒙書など

に支えられて、農業セクターでのイノベーションが加速している。 

商業セクターにおいては、鎌倉・室町期に商人が自律的に「座」と呼ばれる同業者組合/

コミュニティを組織し、座中法度を作成してビジネス活動のルールを定め、不正取引を抑

止するシステムもつくられていたが、戦国時代になると、戦国大名は座を自由化した楽市・

楽座として、制度的にビジネス上のさまざまな権限を保証し、税制上の優遇処置を定める

など、産業発展のインフラを整備した37。徳川幕府は、この活力のある各領地の商圏を全

国ネットワークに整備し、郵便、流通などの商業ネットワークが発達して流通・情報の全

                                                 
33 [ジョーンズ、E.L., 2007] 

34 [ジョーンズ、E.L., 2007] 

35 [ジョーンズ、E.L., 2007] 

36 [速水融, 2003] 

37 [横山和輝, 2016] 
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国ネットワーク化を確立している。金融セクターにおいては、手形、為替による商取引が

一般化し、信用経済が成立する。特に大阪―江戸間の隔地間取引においては商品代金の支

払いはもっぱら「江戸為替」と呼ばれる代金取立て型の為替によって行われており、これ

により金小判などの商品財貨の価値量をはるかに超えた巨大取引が可能となり経済規模の

飛躍的拡大に貢献することとなった38 。また、大阪の米会所は、リスクヘッジや資産運用

のツールであるデリバティブ（先物）を発明して、世界初の先物取引所として機能してい

た。その後、欧米で先物取引が始まるのは、280 年後、シカゴ商品取引所が設立される 1980

年代である。 

徳川幕府の全国統一・全国ネットワーク化の商業インフラ政策、その一方で、強力な政

治権力を発動せず、農村の核家族化や農村の工業化、都市への人口流入などを特に抑制す

ることなく放任したことが、もともと革新的で自律的な気質をもった日本社会の「強力な

市場の力を解き放ち」39、経済合理的な行動原理をとる民間や個人の自律的な気風に満ち

た「経済社会が成立」40し、今日的な意味でいうところの「民間活力」が発揮されて、近

代工業化につながる経済発展を推進する原動力となったのである。 

工業セクターについていうと、江戸期にはプロト工業化41とよばれる、産業技術が移植

されさえすれば産業技術の受容がスムーズに行われ、産業化が急速に進展しうる技術的ス

キルを備えたレベルに達していた。しかし、商業セクター・金融セクターのこうした目覚

ましい発展と比較すると、工業セクターに関しては、西欧と比較して相当遅れていたと言

わざるをえない。西欧においては工業における産業革命以前のエネルギー源も人力、畜力、

風力、水力と多岐にわたっていたが、日本においてはほとんど人力に依存し、限定的に水

力・風力が用いられたのみであったし、製品も、手段的な価値をもったものというよりは、

手工芸品的な価値をもったものにほぼ限定されている。これは、工業セクターに労働力を

供給する経路が根本的に異なっていたことによるものであろう。つまり、イギリスでは第

二次囲い込みなどによって、労働の商品化＝労働市場が先行的に発達して産業革命に必要

な大組織的労働力を供給したため大規模工業化が進んだが、日本では、ジョーンズが「下

からの近代化」とよんだような、農村の自発的に核家族化に起因して導かれるボトムアッ

プ型で技術革新や工業化がすすんだため、労働市場は発達することなく大規模生産をうみ

だせなかったからと考えられる42。歴史学者のスーザン・ハンレーは、江戸期の日本の庶

民の生活水準は英国の労働者のそれと遜色ないと論じたが、「1850 年時点で住む場所を選

ばなくてはならないなら、私が裕福であるならイギリスに、労働者階級であれば日本に住

みたいと思う」と述べた43。そのように日本の経済発展は大衆的・ボトムアップ的な色彩

                                                 
38 [笠谷和比古, 『徳川社会と日本の近代化』, 2015] 
39 [ジョーンズ、E.L., 2007] 

40 [速水融, 2003] 

41 [斎藤修, 2013] 

42 人力を拡大する外部装置としての動力（熱機関）の発明がなく、集約的な労働力の必要性が惹起

されなかったとも考えられる。 

43 [斉藤修, 2008] 
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が濃いものであった。 

こうした民間活力型で商業・金融セクター主導の特質をもった日本の経済発展は、明治

以降も継続したと考えられる。明治期には、在来的な資金を蓄積した地方の資産家が村の

事業への投資という初期的なリスクを負担し、活発な投資活動をおこなっており、それが

明治期の企業勃興、都市部だけでなく地方における広範な企業生成を支えていた44。民間

金融資産のうち証券の構成比は、明治期 1886 年には 55%、大正元年 1912 年には 62.2%、

昭和初期 1931 年には 47.8%45 である。今日の家計金融資産の株式構成比は 1980 年代の

バブル期をふくめても 10%前後（株式・投資信託・債券合計で 15%前後）46で推移してい

るので、明治から昭和初期までの日本社会のリスク指向性は、概ね今日のアメリカ社会の

リスク指向性（家計金融資産のうちの証券構成比(2015 年)：51%）と同レベルである47。 

直接金融による企業の自由活発な資金調達に加え、明治から昭和初期までは、株主が「経

営家」を雇うという経営スタイルが確立している48。工業化の推進においても、政府の果

たした役割はそれほど大きくなく、むしろ、民間活力が主導していた面が強い。公文俊平

は、明治工業化が政府主導によって達成されたとの見解に疑問を呈し、政府主導の産業育

成はうまく機能しなかった例が多いことを指摘した49。中谷巌は、明治・大正の官営工場

は適切な利潤動機の欠如や企業家精神の不足からなかなか効率性もあがらなかったと指摘

し、例えば繊維産業においては、成果の上がらない富岡官営工場をおいて、諏訪の中山社

（民間企業）がフランス式とイタリア式の技術を統合して日本に適合した技術を極めて高

い資本効率で編み出した事例、綿紡績においては官営工場の成績不良、その後結局は渋沢

栄一らが設立する大阪紡績が本格始動するのを待たなくてはならなかった50事例などを上

げている。 

このような直接金融中心のシステムは、1940 年の国家総動員法による戦時体制下で、直

接金融から間接金融への転換、政府による資金重点配分など政府の統制化におかれること

になる51。政府主導で銀行ベース・間接金融中心の経済発展モデルは、戦争のためにつく

られた体制なのであり、日本の経済発展を支えてきたモデルでもなければ、日本社会の文

化的伝統にもとづいたものでもなかったのである。 

外交官出身の国際政治学者グレゴリー・クラークは、日本は辺境に位置し歴史的に外国

と抗争したり、外国の支配を受けることが少なかったりしたから、日本人のアイデンティ

                                                 
44 [川口浩, 2016] 

45 [藤野正三郎, 2000] [カシャップ、アニル, 2006]（この時期の家計単独データは入手できないので、

この構成比の分母・分子には企業の純金融資産を含んでいるが、その額は大きなものではない。証

券資産総額は、証券の資産総額から金融機関保有分を控除して計算されている。） 

46 [日本銀行] 

47 [日本銀行, 2016]（株式・投資信託・債券の合計構成比） 

48 [野口悠紀雄, 2015] 

49 [公文俊平, 第 6 章「世界の中の日本型経済システム」（濱口惠俊『世界のなかの日本型システム』）, 1998] 

50 [中谷巌, 1998] 

51 [野口悠紀雄, 2015] 
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ティの基盤を何等かの普遍的・絶対的なイデオロギーにもとめることなく発展させること

ができ、そのため、個別主義的、直観的、「場」に対する敏感さから文化を生む「感性主義」

社会となった（ユーラシア大陸の社会が普遍主義的、理論的、イデオロギー的で抽象的な

ものに関する敏感さが文化を生む「原則主義社会」に対して）52と述べている。 

辺境にあったため、宗教的・イデオロギー的権威による強大な中央主権権力を必要とし

なかったことから、お互いの政治的力を弱める感性主義的な気風が江戸期の日本社会にう

まれ、それが個人と地方の自律的経済活動を活性化し、民間活力型、ボトムアップ型、商

業・金融セクター主導の特性をもった経済発展を促進したのである。 

 

図 2-3（民間か国か）53 

 

■ 未来社会への示唆 
日本の経済発展が民間活力型、ボトムアップ型、商業・金融主導型の特質をもっていた

ことは、今日的な意味においては、 
① 民間活力を喚起する仕組み 
② 小規模集団によるイノベーションを支援・促進する仕組み 
③ ボトムアップ型の新しい資金供給経路を創出するベンチャー・キャピタル 

などに示唆をあたえるものであろう。 

                                                 
52 [クラーク、グレゴリー, 1979] 

53 横軸は、世界価値観調査の「企業や産業の私的所有を増やすべきだ」対「企業や産業の国家所有を増

やすべきだ」を 10 段階評価で問う質問項目 OECD22 か国の各国平均値。縦軸は世界銀行ガバナンス指標

のうち「規制の質」指数 2014 [WORLD BANK, 2014] 
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上記の①民間活力に関連して、そこに国民意識の側面から示唆を与えるものとして世界

価値観調査の「企業や産業の私的所有を増やすべきだ」対「企業や産業の国家所有を増や

すべきだ」の質問項目に関するＯＥＣＤ２２か国の各国平均値を図２－３の横軸にしめし

た。それによると、日本はアメリカ、ニュージーランド、カナダの３か国に次いで民間指

向が強いとの結果がしめされている。それに対して、縦軸に、世界銀行のガバナンス指標

のうち「規制の質」指数をしめした。世銀のガバナンス指標の「規制の質」指数は、その

国の政府が、民間セクター開発を促進するような政策や規制を 策定し、それを実施する能

力があるかどうかを示すもので、公正な競争、価格規制、差別的関税、新事業開始のしや

すさ、投資の自由度などにより計測される54、ワシントン・コンセンサスに基づいたグロ

ーバリズムの指標である。「規制の質」指数においては、日本はＯＥＣＤ２２か国中１０位

となっている。日本社会はアングロサクソン出自諸国と同じレベルに民間指向である一方

で、民間活力をひきだす政策はその国民意識には追いついていないことが示されている。 

 

2.1.3 日本のモノづくり感性「求道主義」の視点から 

■ 日本の経済発展を支えた「求道主義」 

次に、日本社会のボトムアップ型経済発展は今日までどのような特質的・文化的原動力

に支えられてきたのかに関して、経済学者寺西重郎が日英の膨大な歴史資料の分析に基づ

いて仮説提唱した「求道主義」という概念を基礎にして明らかにしていきたい。 

西欧における 18 世紀産業革命は、新大陸の発見による経済環境の激変、教皇庁の弱体

化などから大衆救済の必要性が高まったためにプロテスタンティズムが台頭し、それが文

化的原動力となったのであるが、寺西はこの西欧のプロテスタンティズムに相当する日本

の宗教変化を平安時代末期 12 世紀の「仏教の易行化」にみいだした。平安末期には古代

律令制秩序が解体に向かい、内乱と天変地異により苦しむ民衆が宗教的救済を希求したた

め、「仏教が易行化」（比較的容易な宗教実践で悟りに達し、救済を受けることができると

いう教え）という宗教変化がおこる55。 

易行化の結果、人々は従来の難行を伴う膨大な仏門内での知的作業から解放され、宗教

的世界観・人生観を日常的・世俗内生活における職業・芸術活動の中で追及することがで

きるようになり、それが律令制時代の官営工房の伝統とあいまって「求道主義」に帰結し

た56。これは、西欧におけるプロテスタンティズムが、世俗内における勤労主義と家族に

よる私有財産の運用を正当化したのとは基調の異なるものであったが、世俗的生活におけ

る能動主義的な経済活動を宗教的に正当化したものとして、西欧と日本それぞれの社会に

おける近代経済発展を牽引した文化的要因としたのである。 

「求道主義」の歴史的な最初の成果は、鎌倉・室町期に発達した能・狂言・茶の湯・蓮

歌・書院など、今日的にいうところのコンテンツ・ビジネスを中心としたサービス産業に

                                                 
54 [World Bank Governance Indicators, 日付不明] 

55 [寺西重郎, 2014] 

56 [寺西重郎, 2014] 
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あらわれる。それらは、優れて都市的で商工業的な色彩をもったが、貴族はもちろん武士

や僧侶を含み、商人に代表されるが農民をもふくめて広く庶民の間にも広がり、京都だけ

でなく広く地方社会にまでみられる現象となり、江戸期には、工芸品としての価値をもつ

手工業製品の生産は、農民の副業にまで広がっている57。 

山崎正和はこれらが 18 世紀西欧におけるサロンのような色彩をもち、今日の消費文化

にもつながるものとして着目した。禅の精神にもとづく簡素さ、枯淡の味わい、風雅、幽

玄、わび、さびなどを精神的基調とした感性を、仏教的真理を探究するという意味での「求

道主義」と概念化し、今日の日本のモノづくりの経済発展につながる文化的原動力であっ

たとする寺西の理論は、今日の経済生活実感に照らして感覚的に共鳴できるところが多い

のではないだろうか。例えば、日本人の職業成果物に対する独特の思い入れ、正確さやデ

ィテールに対する特別のこだわり、成果物に対する美意識に近いような職業倫理観は、多

国籍の人材をマネージするグローバル・ビジネスの現場において一般的によく語られる日

本人に対する評価である。 

ほかの例をあげれば、生産工程における品質管理において、一般的には個々人の成果物

としての品質の報酬とのリンク付けや独立した品質管理チームの設置などの施策によって

一定の品質水準を達成させようとするが、その生産チームが日本人だけで構成される場合、

金銭的インセンティブを与えなくても、品質管理チームによって監視されていなくても、

個々人の自発的な努力によって高い品質を達成することができる。また、職業意識にかか

わる日本人のこのような特質が定量的にしめされた例としては、国民性の違いを説明した

ホフステードの国民文化モデルがある。国民文化モデルの 1 次元、「昇給・承認・昇進・

やりがい」を「人間関係・協力・勤務地・雇用の保障」よりも優先する傾向が日本人にお

いて顕著にみられる58。「昇給・承認・昇進・やりがい」を優先する傾向が強い国（その度

合を示すホフステードのスコア）は、日本(95)、オーストラリア(79)、イタリア(70)、ドイ

ツ(66)、イギリス(66)、アメリカ(61)の中でも日本が突出して高く、「人間関係・協力・勤

務地・雇用の保障」を優先する傾向が強い国デンマーク(16)、オランダ(14)、ノルウェー(8)、

スウェーデン(5)からは相当な差がある59。 

■ ネットワーク型システムで経済発展を支える「求道主義」  

「求道主義」はまた、より効率的でより創造的な求道の方法を見いだすための評価シス

テムと競争システムを備えたものであった。寺西は次のように述べている：「プロテスタン

ティズムにおいては、個人は神と直接相対し、個人は神に対してのみ責務を負う、身近な

他人からの影響を排除して、神に対するコミットメントにのみ忠実にふるまうことが自己

に求められたのであり、個人がそのようにふるまうことの集合体が、集団における最適化

行動となって効率的な市場秩序を形成して自生的に公共善となるという考え方であったか

ら、労働は市場において評価されるものであり、他者からの干渉から自由であるための他

                                                 
57 [寺西重郎, 2014] 

58 [ホフステード、G, 1995] 

59 [ホフステード、G, 1995]（ホフステードはこの指標を「男性らしさ」「女性らしさ」と名付けている

が、ここでは同指標を指標構成主変量により表記した） 
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者を排除する競争原理がはたらいた」60。それに対して、日本の「求道主義」おいては、「自

己実現と自己表現に励むことを善行とし、それが集団の目的に優先したという意味におい

て優れて個人主義的」61なものであったが、身近な他者からの影響力を排除する必要はな

く、同じ道を極めようと志す者たちが「他者を身近に感じつつ、生産者と消費者が密接な

関係をもち、商人が生産者と消費者を結び付ける役割をはたして」62、求道という目的を

共有する一種のネットワークあるいはコミュニティが形成された。そこでは、「人々は知の

探究を世俗の職業生活において実行するというインセンティブを与えられ、より創造的、

より効率的な求道の方法を見出し、求道の達成度を競うための競争システムができ、また、

仏門にかわって職業的求道の成果を評価するための消費者から生産者への評価システムが

できた」63。（このような競争・評価システムが内蔵された日本の「求道主義」の消費者・

生産者・商人のネットワークを以降「求道主義ネットワーク」とよぶ。） 

「求道主義ネットワーク」における競争・評価システムは、今日のグローバル・ビジネ

スの現場においては、ハイアラーキー型・垂直型の経済行動特性をもつ欧米人、ネットワ

ーク型・水平型の経済行動特性をもつ日本人という対比において観察できる。グローバル

企業幹部の間では、一般的に「日本人は管理が難しい」と評される。欧米人が上司の命令・

方針に忠実であり、上司からの評価を企業内活動においては最重要視するのに対して、日

本人は上司の命令・方針・評価よりも、個々人がどこか「己の信じる道」を追究している

ような、あるいは、上司に忠実であることを善とせず、顧客や製品、ブランドに対して忠

実であることを善とするような行動特性が顕著にみられるからである。このことは次のよ

うに説明できるだろう：西欧の労働市場による評価システムでの評価主体者は企業幹部で

あるのだから、生産者は企業幹部（上司）の評価を最重要視し、そのような意識の集合体

はハイアラーキー状となる。一方、日本の求道主義ネットワークにおける評価システムで

の評価主体者は消費者であるのだから、生産者は消費者からの評価やその評価対象となる

製品、評価がシンボライズされたブランドを重視する、そのような意識の集合体はネット

ワーク状になる。 

歴史的にみても、労働市場によって評価される欧米の評価システムは、テイラー主義に

典型的にみられるようにハイアラーキー型の人間を機械のように扱う特性をもったが、ネ

ットワーク型の「求道主義ネットワーク」の評価システムにおいては、個々人の自律性が

尊重される。例えば、江戸期の武家社会の合議制は、今日の日本の組織における稟議制に

受け継がれる水平情報共有型の意思決定であった。笠谷は「武士道における忠義とは、決

して服従の意味などではなく、上位者の命令であっても、疑問のある命令に対しては、自

己の意見を堂々と主張して屈せず、決して周囲の情勢に押し流されることのない自立性こ

そが真の忠義であり、このような人間をどれだけ多く抱えているかという点に組織の強さ

                                                 
60 [寺西重郎, 2014] 

61 [寺西重郎, 2014] 

62 [寺西重郎, 2014] 

63 [寺西重郎, 2014] 
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は依存するという思想である」64と述べている。 

明治においては、ネットワーク型意思決定システムは、例えば、紡績業の現場労働者の

発言が、職場での仕事にとどまらず、企業の成長力の根幹にかかわる生産ラインや新製品

の設計にまで及んでいたし65、今日的には、例えば生産者一人ひとりがラインを止める権

限をもつトヨタのカンバン方式に典型的にみられる。『歴史の終わり』で 1990 年代に冷戦

後の新しいパラダイムを提起して脚光をあびた政治学者フランシス・フクヤマは、トヨタ

のカンバン方式を例にあげ、アメリカにおけるテイラー主義との対比において、日本社会

は経済的繁栄を築くための基本的な資質「自発的社交性」（革新的な組織で信頼を共有して

協働しようとする能力）を現代国家の中で最も高度に発達させた社会であると述べた66。

労働市場からではなく、高品質を追究する「求道の達成度」に対する消費者（顧客）から

の評価を高める目標を共有するネットワーク型の組織が日本の経済発展を牽引したのであ

る。 

ただし、求道主義のネットワーク型・自律分散型システムは、決して競争を排除するシ

ステムでなかったことも強調しておかなければならない。むしろ、求道の達成度を競うた

めの競争システム、能力主義的雇用システムが組み込まれているものであった。江戸期の

商家の雇用制度は能力主義的な指向が強いものであった。現代の新卒にあたる手代 1 年目

と支配人役通勤という最高位のサラリーは 15 倍の差があったし、手代から職階をあがっ

ていく過程で相当の退職者があった67。終身雇用の制度もなく、業績を上げた被雇用者は、

のれん分けが行われ、そのコースには乗れなかった被雇用者は実家に帰省後戻らないとい

う自然離職が一般的であった68。享保の改革以降は武家においても能力主義（足高制）が

採用されてサラリー差は 500 倍にもなっていたし69、塾においては、塾の席次、入門時期

に関係なく能力主義によって席次が決められ、それは塾に求人があった際に席次の順に就

職をあっせんするという知的労働市場のシステムがあり、例えば秀才新井白石が漢学塾に

おいて入門後すぐに塾頭に進んでいる70。 明治以降の役人や商人の賃金制度も、例えば

1890 年の陸軍では少尉と大将の棒給差は 18 倍であったなど、江戸期の武家と商家のシス

テムを受け継いで、年功賃金という観念とはだいぶん違う、職務給であった71。明治から

昭和初期までも、労働流動性は全職能階層で高く、労組も職能別に構成されていた。これ

が変容するのは、1940 年の国家総動員法によって、年齢別・男女別・地域別・産業別に政

府が細かく給与水準を規定するようになってからであり、その戦時体制が戦後の左翼運動

によって強化され、長期雇用の習慣がうまれる。行動成長期においては労働市場における

                                                 
64 [笠谷和比古, 『徳川社会と日本の近代化』, 2015] 

65 [小池和男, 『高品質日本の起源：発言する職場はこうして生まれた』, 2012] 

66 [Fukuyama, 1996] 

67 [小池和男, 『日本産業社会の「神話」：経済自虐史観をただす』, 2009] 

68 [笠谷和比古, 『武士道と日本型能力主義』, 2005] 

69 [小池和男, 『日本産業社会の「神話」：経済自虐史観をただす』, 2009] 

70 [小池和男, 『日本産業社会の「神話」：経済自虐史観をただす』, 2009] 

71 [小池和男, 『日本産業社会の「神話」：経済自虐史観をただす』, 2009] 
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供給不足から活発な中途採用が行われている。新卒採用を基本として中途採用の排除・限

定する年功序列・終身雇用とよばれるような雇用慣習が実質的に定着するのは、早くとも

労働需給が安定均衡に入った 1970 年代半ばになってからのことである。 

 

■ ブランド重視で経済発展を支える「求道主義」 

「求道主義ネットワーク」における評価システムから生じる経済行動特性を、経営者レ

ベルで観察してみると、企業の社会的評価を重視する日本社会の経済行動特性がみえてく

る。西欧の評価システムにおける経営者は株式市場と株主によって評価されるのであるか

ら、欧米企業の経営者は株主利益を最優先するが、日本の求道主義ネットワークの評価シ

ステムにおける経営者は消費者や商人によって求道の達成度を評価されるのであるから、

日本企業の経営者は顧客の製品やブランドへの信頼感（暖簾）やコーポレート・アイデン

ティティ、従業員の福祉など広く社会的価値を重視する傾向につながるのである。 

江戸期の商人は、成長性、財務健全性、製品の品質、選択と集中、WinWin 関係などを

重視する、優れて近代経済合理主義的な能動性をもっていたが、同時に組織の社会的な役

割、今日的にいうところの企業社会的価値を重視する経営理念をもち合わせていた。当時

の商家の資料には次の経営倫理が掲げられている： 

○ 商人の心得として 

(1) 禁欲と勤勉、(2)社会奉仕の精神、(3)正直、(4)堪忍、(5)和合の精神 

○ 経営の心得として 

(5)安定成長、(6)自利利他の商い、(7)堅実経営、(9)算用と勘定、(10)商品吟味 

○ 商人と経営一般の心得として 

(11)信心、(12)ご先祖様と世間様、(13)家業第一主義、(14)物質流通の職分観と「利は余

沢」の経済観、(15)遵法商法72。 

 明治維新には、西欧の組織形態である株式会社制度が明治維新において導入されたが、

明治期の活発な企業生成を牽引した投資家たちは、一定の合理的な投資リターンを求めつ

つも、その投資行動は公共性や社会貢献に動機づけられたものであったし73、経営者につ

いても、企業は従業員や社会全体など公共的な装置であるという意識が強く、そのために

は短期的な株主利益を犠牲にすることをいとわなかった。所有論を基礎として株主利益の

最大化のための装置として西欧で発明された株式会社制度を、日本社会は日本文化の文脈、

「求道主義」の文脈に適合的に読み替え、同じ「道」を究めようとする者が集う「場」と

して機能させたものと考えられるだろう。そこでは、商品や組織のブランドは重要な意味

をもった。日本人の消費者・生産者双方におけるブランド・ロイヤリティの高さは、グロ

ーバル企業経営幹部の間でよく知られている。欧米においては、ブランドはマーケティン

グ上の心理学的テクニックを構成するパーツとして高等教育で学習するものであるが、日

本社会における「暖簾」「ブランド」は、より大衆的に、生産者と消費者双方にとっての求

道の成果を表すシンボルとして意識されるからと考えられる。 

                                                 
72 [芦川博通, 1997] 

73 [川口浩, 2016] 
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社会学者ロナルド・ドーアは、株主利益よりも「わが社」の繁栄と名声、株価よりも市

場シェア・販売マージン、金銭的インセンティブよりも昇進のインセンティブ、従業員を

服従させる能力よりも共同体としての一体感をつくる能力などを重視する日本企業の経営

文化を「福祉資本主義(Welfare Capitalism)」とよび74、アングロサクソン型の「株式市場

資本主義(Stock Market Capitalism)」とは異なる「健全ですばらしい」75ひとつの資本主

義モデルであると位置付けた。「求道主義」にねざして社会性・公共性を重視するこのよう

な経営文化特性は、ブランド価値に企業の社会的価値を包摂する、優れて今日的な意味に

おいて、「ブランド重視」なのである。 

■ 革新的マーケティングで経済発展を支える「求道主義」 

「求道主義ネットワーク」を主導した商人の役割も重要である。ジョン・グレイは「大

商社三井は鎖国の江戸時代から近代化に入り、現代日本の重要な組織になった。三井の長

命は、日本の工業化における一つの根本的な真理を示す。それは、ヨーロッパ大陸諸国で

起こったような封建的社会秩序との決定的な断絶を伴わなかったということだ」と述べた

が、江戸期から今日にいたるまでの日本の経済発展の中心的な役割をはたした総合商社は、

欧米企業的な目でみると不思議な存在である。欧米企業においては、B2B のビジネスの取

引での中核的な業務―契約、ビジネス・モデル設計、プロジェクト設計など―を他社に依

存することは通常考えられないからである。また、日本企業において「営業」が担う広範

な役割にも特質がある。欧米企業においては通常、戦略部門や製品企画部門が担う広範な

役割を、日本企業では個々人の営業に与えている場合が多く、日本企業の営業部は、欧米

企業的な目には、あたかも個人商店の組合のようにうつる。これは日本企業での営業が「企

業内商人」として、「求道主義ネットワーク」において生産者を消費者と結び付ける重要な

役割を担っているからであろう。労働が労働市場によって評価される西欧の評価システム

においては、支配権は生産活動にあったので、経済発展は生産主導・供給主導の特性をも

ったのに対し、労働が求道主義ネットワークにおいて消費者や商人が評価されるシステム

においては、支配権は商業活動にあったので、経済発展は消費者主導・商人主導・需要主

導の特性をもったのである76。 

このことは、イギリスにおいては労働市場が先行的に発達し、商品市場は未発達であっ

たことに帰結し、日本においては、商品市場が先行的に発達し、労働市場は未発達であっ

たことに帰結する。イギリスでは、未熟練労働からなるオープンな労働市場はすでに 13

世紀には存在、17 世紀市民革命期には十分に発達した労働市場が存在したのに対して、日

本においては、徳川時代 18 世紀には農民や手工業者による商品生産が飛躍的に拡大し、

全国の消費者と生産者を結び付ける役割を商人が果たして、商業ネットワーク、商品市場

は極めて高い発展度にあった77。また、西欧においては工業が先行的に発達したのに対し、

日本では商業が先行的に発達している。西欧においては、工業における産業革命以前のエ

                                                 
74

 [ドーア、ロナルド, 2001] 

75 [ドーア、ロナルド, 2001] 

76 [寺西重郎, 2014] 

77 [寺西重郎, 2014] 
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ネルギー源も人力、畜力、風力、水力と多岐にわたっていたが、日本においては、ほとん

ど人力に依存し、限定的に水力・風力が用いられたのみであった78。 

明治維新以降も商人は主導的役割を果たす。明治期の製糸業においては三井物産を筆頭

に、日本綿花会社（ニチメン）、横浜生糸合名会社などが外国貿易の担い手となり、国内で

は東京・大阪・横浜・名古屋・神戸を拠点とする商業ネットワークが形成され、生産者と

小売業者のネットワークを形成していた79。江戸期の三井越後屋に起源をもつ三越は、明

治になって、展覧会・美術展を開催して先進的な美術の普及を担い、芸術家・学者集団と

の対話などを通じて80、「日本美術史のなかでも重要な出来事の多くが、百貨店の美術展を

舞台として展開され」（岩淵潤子）「文化装置としての百貨店」（山口正男）として機能して

いた。百貨店の市民化は明治末期に始まったが、大正末期から昭和初頭にかけて大衆化し、

東京で百貨店の出店ラッシュがおきている。 

こうした活発な商業活動、今日でいうところのマーケティング活動によって、モボ、モ

ガと呼ばれる洋装男女が銀座の街を闊歩する大正期の新しい消費文化が創出される。これ

は、「自由恋愛」が新しい社会慣習となるような価値観やライフスタイルの変化をともない、

東京と京阪神に私鉄がうまれ、映画や宝塚歌劇などの西欧的な娯楽施設が大衆のものとな

っていく。 

本節冒頭で引用したイングルハートは、社会の価値観の変容をもたらすのは世代交代・

世代循環であると述べているが81、日本社会の世代交代の速度には目覚ましいものがある。

明治新政府創出に力をつくした福沢諭吉・大隈重信らを「天保老人」とよんであっさり捨

て去り、新しい気風をもった新しい世代が台頭している。新世代に属する夏目漱石、森鴎

外、正岡子規らは自由主義的な新しい時代の空気をリードしていった82。こうした世代循

環性の高さ、新しいライフスタイルを探究する旺盛な好奇心をもった消費者・商人主導の

日本の経済発展は、プロテスタンティズムの禁欲主義に端を発し、労働市場が主導してき

た西欧の経済発展とは異なる色彩を帯びていた。 

消費者が主導する「求道主義ネットワーク」の評価・競争システムに支えられた商業・

流通活動にかかわる高い革新行動が、求道主義のモノづくりをより高度に洗練された段階

へと導き、日本のイノベーションを導いてきたのである83。 

  

  

                                                 
78 [速水融, 2003] 

79 [横山和輝, 2016] 

80 [矢内賢二, 2016] 

81  [Inglehart、Ronald, Modernization, cultural change, and democracy : the human development 

sequence, 2005] 

82 [長山靖生, 2014] 

83 [寺西重郎, 2014] 
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■ 未来社会構想への示唆 

 

仏教的真理を職業生活

において探究する「求道

主義」のモノづくり感性

を基調として、より効率

的、より創造的な求道の

方法を見出し、高品質の

求道の成果を達成しよう

とする競争システムと評

価システムが、ネットワ

ーク型、ブランド重視の

経済行動特性と消費者・

商業の高い革新行動をう

みだし、日本の経済発展

を牽引してきた。このこ

とは、今日的な意味にお

いては、 

① 雇用システムや

人材開発システムにおい

て「求道主義」競争メカ

ニズムと評価メカニズム

の活性化 

② 企業の社会的価値を高める仕組み 

③ 消費者主導・ディマンドサイド主導で消費者・生産者・開発者から構成されるイノ

ベーション・ネットワーク 

④ 革新的な消費者行動の創出・刺激する仕組み 

                                                 
84 世界価値観調査 第 5 回 2006-2010 年実施データ使用： 

∙ 横軸は「収入はもっと平等にすべきだ」⇔「個々人の努力を刺激するようもっと収入の開きを

大きくすべきだ」を 10 段階評価で問うた質問項目の結果の国別平均点を OECD 諸国のみに限定して

標準偏差をとった。数値が低い（右方向）ほど「平等」⇔数値が高い（左方向）ほど「努力を刺激

するよう収入の開きを大きく」を示す。  

∙ 縦軸は「長い目でみると、勤勉に働けば生活がよくなって成功するものだ」⇔「勤勉に働いて

も成功するとは限らないーむしろ運やコネによる部分が大きい」を 10 段階評価で問うた質問項目

の国別平均点を OCED 諸国のみに限定して標準偏差をとった。数値が高い（上方向）ほど「努力は

報われる」、数値が低い（下方向）ほど「努力は報われない」を示す。 

 

図 2-4(平等か成果主義か)84 
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などに示唆を与えるものであろう。 

上記①に関連して、国民意識の側面からひとつの示唆を与えるものとして、図 2-4 に、

世界価値観調査の二つの質問項目について国際比較の数値をしめした。横軸には、努力の

インセンティブとしての収入格差をどの程度肯定するかという「べき」論の変量「収入は

もっと平等にすべきだ」対「個々人の努力を刺激するようもっと収入の開きを大きくすべ

きだ」を 10 段階評価で問う質問項目の国別平均点の標準偏差を示した。数値が低い（右

方向）ほど「平等」、数値が高い（左方向）ほど「努力を刺激するための収入差」を示す。

これによると、日本はアメリカと同程度に努力のインセンティブのための収入格差を望ん

でいることがわかる。縦軸には、努力が報われる社会かどうかの現実評価型の変量「長い

目でみると、勤勉に働けば生活がよくなって成功するものだ」対「勤勉に働いても成功す

るとは限らない－むしろ運やコネによる部分が大きい」を 10 段階評価で問うた質問項目

の標準偏差化された OECD 諸国国別平均点が示されている。数値が高い（上方向）ほど「努

力は報われる」、数値が低い（下方向）ほど「努力は報われない」を示す。これによると日

本は OECD 諸国の中では比較的「努力は報われない社会」として否定的に評価されている。

2 つを掛け合わせると、日本は OECD 諸国の中では、イタリア、ポーランド、オランダと

ともに、「努力しても報われない」現実評価に対して「努力を刺激するための格差はよい」

と考えている社会に分類される。 

 

2.1.4 「産業化資質」対「情報化・知識化資質」の視点から 

日本社会が極めて高い産業化資質を備えていると述べたが、このことをさらに今日的文

脈でとらえるのなら、1980 年代以降の先進資本主義社会が、産業化の時代をすでに終え、

新たな段階に入ったことを考慮しなくてはならない。脱工業化、情報化、知識社会、第 3

次/第 4 次産業革命などの様々な概念で説明されるこのような構造的変化は、経済発展に必

要な社会的資質にも変化をもたらしたと考えられるからである。これまで、様々な社会科

学の分野から、次のような構造変化・基軸原理の変化が 1980 年頃以降の先進資本主義社

会に起こったと指摘されてきた（これらをまとめて以降「情報化・知識化」とよぶ）： 

 裕福化の文明的動因：「産業力」から「情報力・知識力」へ変化85 

 社会目標：「経済成長」から「主観的幸福」へ変化86 

 個人レベルの価値観的動機：「達成感」から「自己実現価値」へ変化87 

 社会的ゲームの理念：「繁栄」から「愉快」へ変化88 

 社会的ゲームの原理：「組織の世界」から「人と人のネットワークの世界」へ変化89 

                                                 
85 [公文俊平, 『文明の進化と情報化：IT 革命の世界史的意味』, 2001] 

86 [Inglehart、Ronald, Modernization and postmodernization : cultural, economic, and political change in 

43 societies, 1997] 

87 [Inglehart、Ronald, Modernization and postmodernization : cultural, economic, and political change in 

43 societies, 1997] 

88 [公文俊平, 情報社会のいま : あたらしい智民たちへ, 2011] 
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 消費の中核的価値：手段的(instrumental)価値から即時達成的(consummatory)価値

へ変化90 

 消費性向：社会間の多様性は破壊されるが、社会内部の多様性は創造される91 

世界の先進資本主義社会が、産業化から情報化・知識化への段階に進むにつれ、経済発

展の動因となる資質に関する着目も、古典的な合理主義や個人主義から、「ソーシャル・キ

ャピタル」「信頼」「寛容」などにシフトしてき。その中でも世界の政策研究者の間でとく

に広く論じられてきた「ソーシャル・キャピタル」は、1990 年代に政治学・社会学の分野

で概念化され、2000 年代から経済学者に着目された。ソーシャル・キャピタルは、社会構

成員によって共有される「信頼」意識が、マクロ経済パフォーマンスの資本として果たす

機能を重視する。フクヤマは、「社会の中で一緒に働かねければならない人たちが、一人残

らず共通の倫理規範に従って仕事をしているために互いに信頼し合えれば、ビジネスは安

上がりになり、組織の革新を行う能力も高くなる」92と述べている。また、行動経済学者

のウヴェ・ジャン・ホイザーは、「信頼」とは、一種の集団的合理性、「何を行い、何を思

いとどまるべきか」に対する社会共通の考え方であり、規範や習慣、社会制度の形をとっ

て、人々の行動に作用するものであり、人々の中に信頼が目覚め、それが投資されるとき

のみ、市場経済は機能する」と述べている93。 

また、社会学者リチャード・フロリダは、知識社会におけるイノベーションは社会資本

よりもクリエイティブ資本によって創出されるとした。そこではクリエイティブ階級が台

頭し中核的役割を担って経済発展を牽引し、「社会的結束力」、「信頼」、「寛容性」の 3 要

素が社会のイノベーション創出能力の優劣を決定づけると述べている94。 

神経経済学者(neuro-economist)のポール・ザックも「寛容」や「共感」を重視し、経済

繁栄はオキシトシン（共感と協力）とテストステロン（攻撃性）のバランスにおいて現れ

出てくるものと論じている95。「テストステロンに導かれた弱肉強食、勝者総取りという冷

酷な競争はゼロサムゲームに陥りやすく」、また、「共感の不在によって、オキシトシンの

分泌が妨げられてしまうことにより、消費意欲が下がり、それが景気後退につながるとし

ている。こうした共感の不在・オキシトシン分泌抑制による停滞や後退は過度な競争によ

る格差社会やトップダウン型の統制などによってもたらされるとし、どんな社会や市場や

ビジネスにおいても、オキシトシン分泌を促進し共感・信頼による協力行動が繁栄をもた

らし、それがさらにオキシトシン分泌を促進する好循環を生み出す持続的な繁栄のサイク

                                                                                                                                                      
89 [公文俊平, 情報社会のいま : あたらしい智民たちへ, 2011] 

90 [村上泰亮, 2010] 

91 [コーエン、タイラー, 2011] 

92 [Fukuyama, 1996] 

93 [ホイザー、ウヴェ・ジャン, 2010] 

94 [フロリダ、リチャード, 2008] 
95 [ザック、ポール・J, 2013] 
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ルを生む」と述べている。96 

このような研究成果にならい、本調査では、情報化・知識化段階の先進資本主義社会の

経済発展を推進する情報化・知識化資質を計量化する試みとして、「信頼」と「寛容」の 2

つの指標（以降、「情報化・知識化資質）とよぶ）を作成した。 

「信頼」指標は、世界価値観調査の変量のうち、「一

般的に言って人は信用できるか」という単一の質問項

目から作成される。これは、上で述べた神経経済学者

のザックが「寛容」指標とともにオキシトシンの分泌

作用を高めて信頼と共感、経済的繁栄の善循環を促進

する社会の能力の高低を計測する指標として用いたほ

か、政策研究者の間でも広くソーシャル・キャピタル

や社会的拘束力を計測する変量として用いられている

変数である。 

「信頼」指標について図 2-5 にしめした。日本は

OECD22 か国中 10 位であり、英米独とともに中位に

ある。 

「寛容」指標は、前項で述べた「合理主義・個人主

義」指標と同一のユニバースから抽出された 2 因子の

うちの第 2 軸として抽出された因子である。イングル

ハートも前項で述べた「非宗教的-合理主義価値」を第

1 軸、「寛容」の変数に最も相関係数が高く情報化・知

識化（彼の言葉では「脱近代化」「脱物質主義」）との

相関が高い指数（彼の概念では「脱近代化価値」「自己

表現価値」）を抽出97している。ほかに、神経経済学者

のザックも、同様に世界価値観調査の寛容に関する変

数から抽出される「寛容」指標により、経済的繁栄を築くための資質共感度の高さを数量

化している。 

「寛容」指標の OECD 諸国の数値を図 2-6 に、指標の主構成変量とその因子負荷量を表 

2-2 にしめした。「寛容」指標の主な構成変量は、「子供にとって大切な資質：寛容」（0.91）、

「自分にとって大切なこと：隣人を助ける」(0.87)、「人生にとって大切なこと：余暇」(0.49)、

「子供にとって大切な資質：想像力」(0.46)を一方の極に、「人生にとって大切なこと：仕

事(-0.37)」をもう一方の極においている。 

 

                                                 
96 [ザック、ポール・J, 2013] 

97 [Inglehart、Ronald, Modernization and postmodernization : cultural, economic, and political change in 

43 societies, 1997] 

図 2-5（「信頼」指標） 
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表 2-2「寛容指標」の主構成変量の因子負荷量 
子供にとって大切な資質：寛容 0.913 
自分にとって大切なこと：隣人を助ける 0.877 
人生にとって大切なこと：余暇 0.499 
子供にとって大切な資質：想像力 0.463 
人生にとって大切なこと：仕事 -0.3748 

 

この情報化・知識化資質「寛容」指標に対し、前項で述べた産業化資質の「合理主義・

個人主義」指標を比較してみると、産業化資質「合理主義・個人主義」は、1990 年の一人

当たり GDP との OECD 諸国間での相関係数が 0.68 であるが、2014 年の一人当たり GDP

との相関係数は 0.66 となり、やや低下している。それに対して、情報化・知識化「寛容」

変数は、1990 年の一人当たり GDP との OECD 諸国間での相関係数が 0.71、2014 年の一

人当たり GDP との相関係数が 0.76 と上昇している。情報化・知識化の進展とともに「寛

容」指標が経済発展との関連性を強めていることがわかる。 
 
前項でみたように、産業化資質「合理主義・個人

主義」指標において、突出して高い値をしめしたの

であるが、図 2-6 にしめされたように、情報化・知

識化資質「寛容」指標においては、日本は OECD22
か国中平均以下の 15 位であり、ドイツとともに下位

にある。産業化資質「合理主義・個人主義」指標に

突出して高い日本は、情報化・知識化資質「寛容」

指標、「信頼」指標に関しては中位から下位であるこ

とをしめしたものである。この不均衡を図 2-7 およ

び図 2-8 にしめした。図 2-7 に「合理主義・個人主

義」指標と 1990 年（すなわち、概ね産業化の時期

が終わる時期）の一人当たり GDP の関係をしめし、

図 2-8 に「寛容」指標と 2014 年一人当たり GDP の

関係をしめしている。 
図 2-7、図 2-8 から、抜群の産業化資質「合

理主義・個人主義」を備える一方（図 2-7縦軸）、

情報化・知識化資質「寛容」にはやや劣る日本

（図 2-8 縦軸）が明白であるが、これを、マクロ経

済パフォーマンスとの関連性でみると、日本は産業

化資質「合理主義・個人主義」指標と 1990 年一人

当たり GDP の相関からの正のかい離が OECD22 ヵ

国中最も高い。 
これは、文化が経済を決定するという文化上部構

造派の立場からいうなら、産業化の社会的能力のわりにはそれが経済パフォーマンスには

むすびついていない「アンダーパフォーム」の状態をしめし、経済が文化を変えるという

経済上部構造派の立場にたつなら、産業化に「過適応」の状態をしめすものである。一方、

情報化・知識化資質「寛容」指標については、対一人当たり GDP 相関とのかい離はやや

図 2-6（「寛容」指標） 
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負にかい離しているのみで、これはややオーバーパフォームあるいはやや不適応の状態を

しめしている。 

 

図 2-7（合理主義指標と経済パフォーマンス）

 

図 2-8（寛容指標と経済パフォーマンス） 

 

 

抜群に優れた産業化資質をもち、産業化に過適応、情報化・知識化資質にはやや劣り、

情報化・知識化へやや不適応。このことは、知識情報産業におけるグローバル・ビジネス

の現場においても観察できる日本企業の傾向にもみられる。知識情報産業において、日本

企業は産業型ウォーターフォール手法へのこだわりが強く、知識産業型のペルソナ手法・

アジャイル手法の採用には消極的である。 

■ 未来社会構想への示唆 

消費者のライフスタイルの具体像をえがくペルソナ手法や、マーケティングからエンジ

ニアまでが水平横断型にスクラムを組み、チーム共感型で消費者とインタラクティブに研

究開発を進めるアジャイル手法。このような情報化・知識化型のワークスタイルは、「求道

主義ネットワーク」による消費者主導、ボトムアップ・水平型の特質をもつ日本社会が本

来得意とするワークスタイルではなかっただろうか。「寛容」や「信頼」についても、例え

ば、江戸期の商人の社会的価値重視の経営理念、明治維新における社会貢献に動機づけら

れた起業家・投資家、求道主義の信頼関係でむすばれたネットワーク型のモノづくり感性

など、寛容や信頼の社会的資質にむすびつけていくことのできる特質を日本社会はもって

いるはずである。田中優子は江戸期の日本社会において、「和」と「武」の相対する意識が

共存し述べている。「武」は「華夷」の優越意識、自己を「華」に似せようとする上昇志向、
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「忠孝」の秩序志向98を意味するのに対し、「和」は「やわらかい、平らか、安らか、円満、

色好み、人も自然も穏やかで豊かで平和」99の意識であり、これは今日の情報化・知識化

資質「寛容」にも通じるものがあるのではないか。 

しかし一方、自己実現型個人主義で道を究めようとする「求道主義」には、寛容さや共

感を排除する面があることも間違いない。本節冒頭に述べた 1980 年代の世界の企業によ

る日本モデルの採用は、決して日本モデルへの受動的適応などではなく、トヨタ式生産方

式などを自らの文化的文脈に適合するよう組み換えてきたのであり、また、日本の明治維

新における西欧制度の採用も、西欧モデルの「求道主義」など日本文化への適合的で創造

的な組み換えであった。今日の日本に求められているのは、情報化・知識化に求められる

資質「寛容」や「信頼」の資質を、「求道主義」の感性に支えられた日本社会に適合的、創

造的に組み込んでいくことではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
98 [田中優子, 2015] 

99 [田中優子, 2015] 
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2.2 日本社会の特質が反映した社会像（２） 

 

2.2.1 日本人および日本社会の価値観、行動特性の特徴 

(1) 戦後の経済成長から最近の停滞までを振り返る 

本節では、未来（2030 年）の目標とすべき社会像の検討に向けて、日本社会を構成する

日本人の特質を分析、整理することを試みる。最初に、未来を考える準備として、戦後か

ら現在までの日本の社会・経済状況や産業構造、競争力の変化を概観する。 

第 2 次世界大戦後、日本は敗戦から急速に復興し、1950 年代後半から高度経済成長期

に入り、1970 年代初頭まで平均 10%を超える高い実質経済成長率を達成、1973 年の石油

危機による混乱を経て、1974 年から 1980 年代前半までは経済成長率 3～5%前後の安定成

長期に移行した。この間に、就業構造は第 1 次産業から第 2 次産業、第 3 次産業にシフト

し、第 2 次産業もマイクロエレクトロニクスの進展と共に、当初の「重厚長大」型産業（製

鉄、造船、化学工業、等）から「軽薄短小」型産業（電機・電子、自動車、情報、等）へ

と主役が替わってきた100。こういった産業構造の変化は、大都市への人口の集中（地方の

過疎化）、女性の社会進出、家電や自動車の普及と大量消費、そして日本人の価値観や生活

様式の変化を伴うものだった、といえる。日本企業の「より速く、より高く、より強く」101

的な製品開発、改善努力は（日米）貿易摩擦を生んだが、1985 年のプラザ合意後、円高（ド

ル安）により製造業の輸出競争力が低下し、海外現地生産、輸入拡大、内需拡大へと転換

した。一方で、低金利政策が財テクを促進し、結果的にバブル経済（1986 年～1990 年）、

更にバブル崩壊を誘発した。1991 年以降 2015 年までの実質経済成長率は平均 1％弱とな

る。顕著な少子化と高齢化の進展により、日本の生産年齢（15～64 歳）人口は、1995 年

をピークに以後、減少が始まっており102、これも GDP 成長の抑制要因の一つになる、と

推測される。 

日本の産業競争力の陰りが目立ち始めたのも、1990 年代からである。たとえば、Fortune 

Global 500 では、1995 年にランクインした日本企業は 149 社あったが、2015 年には 54

社と減少している。IMD の国際競争力ランキングで、日本は 1990 年には 1 位であったが、

1995 年に 4 位、2000 年に 21 位と急落し、2015 年は 27 位となっている103。一方、特許

に着目したTop 100 Global Innovatorsには、2015年も日本企業が 40社ランクインしNo.1

である104。知財力や研究開発力はまだ健在な部分もあるが105、必ずしも収益には結びつい

                                                 
100 たとえば、吉川洋・宮川修子（2009）, 産業構造の変化と戦後日本の経済成長, RIETI D.P.09-J-024.は、

1955 年から 2005 年の間の国内産業構造の変化を、産業別 GDP スカイライン分析に基づき、国際比較を含め

て検討している。 
101 日本企業による既存枠組み内の改善や「創造的模倣」を、オリンピックのモットーとして知られる表現で

例えた。（出所：公益財団法人 日本オリンピック委員

http://www.joc.or.jp/olympism/olympian2008/index2.html） 
102 総務省統計局, 日本の統計 2016, 第 2 章人口・世帯（http://www.stat.go.jp/data/nihon/pdf/16nikkatu.pdf） 
103 データの出所は IMD（International Institute for Management Development）の World 
Competitiveness Yearbook 各年版。なお、本ランキングの評価基準は毎年一定ではない。また WEF（世界経

済フォーラム）の競争力ランキング 2015 では、日本は 6 位、WIPO の Global Innovation Index の 2015 年

国別ランキングでは、日本は 19 位である。 
104 出所は、Thomson Reuters 社：http://top100innovators.stateofinnovation.thomsonreuters.com/ 
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ておらず、日本発の新たなイノベーション促進や産業競争力の強化が期待されている。 

戦後の日本を牽引してきた製造業は、現在、国内総生産（名目 GDP）の 20%弱を占め、

国内生産額では約 30%を占めているが、2015 年版ものづくり白書（経済産業省）による

と、2003 年に 96.6 兆円（全産業の 19.5%）あった製造業の名目 GDP が、10 年後の 2013

年には、88.3 兆円（18.5%）に低下していることが分かる。そして製造業の減少分 8.3 兆

円を産業別にみると電気機械の減少が 4.5 兆円と顕著であることが確認できる。この電機

産業を中心とする近年の日本の既存企業の低迷状況は、幾つかの観点から分析されており、

代表的な要因は：（１）インターネットが企業間取引コストを下げ、オープン・イノベーシ

ョンと称する（国際）水平分業が優位となったが、日本はそういった変化に十分対応でき

ていない、（２）1930 年代から人工物の科学が生まれ、技術が見えるもの（機械）から見

えないもの（システム）へと移行したが、日本はこの転換に対応できていない、そして（３）

付加価値がハードウェアからソフトウェアやサービスにシフトした、であろう106。一言で

くくるなら、ICT 革命をベースとする環境変化に対応しきれていない、となる。 

こういった産業構造の変化への対応やイノベーションの推進に関して、日本人と日本社

会の特質や価値観（の変化）はどのように影響してきたのであろうか。そして、日本の特

質、つまりその強みと弱みを活かした未来社会や科学・技術の進むべき方向の選択、デザ

インとは、どのようなものであろうか。本節では、こういった問いを踏まえて、日本人と

日本社会の特質を再考したい。 

以下、2.2.1（2）で既存のアンケート調査結果に基づく戦後の日本人の意識・価値観の

変化を概観し、2.2.1（3）では、イノベーションや科学・技術の競争力に関連すると考え

られる価値観に関して、日本と海外の違いを比較しつつ日本の特徴を把握する。次いで

2.2.2 で、そのような日本の特徴は何に起因するのか、を社会心理学、文化心理学そして遺

伝子の研究に基づき考察する。そして、2.2.3 で過去の「日本人論 s」を題材として過去と

現在の日本人と日本社会の特質を再考する。最後に 2.2.4 で日本的特質を総括し、日本の

特質を反映した将来の社会像をラフ・スケッチする。 

 

(2) 日本人の価値観の変化 

日本人のものの見方や考え方とその変化に関しては、統計数理研究所が 1953 年から 5

年毎に「日本人の国民性調査」という社会調査を実施しているが107、中には大きく変化し

た項目もある。図 2-9 に「あなたにとって一番大切と思うものはなんですか」という質問

に対する回答の変遷を示したが、1958 年に 4 位回答だった「家族」が 2013 年には回答の

半分近くを占めるレベルに大幅上昇し、1 位となっていることが分かる。 

                                                                                                                                                      
105 日本が特許的に対米欧劣勢分野は、製薬、バイオ、医療機器、有機化学・化粧品、等。（特許庁, 2015） 
106 たとえば、①野口悠紀夫（2014）, 変わった世界 変わらない日本, 講談社現代新書；②木村英紀（2009）, 
ものつくり敗戦：「匠の呪縛」が日本を衰退させる, 日経プレミアシリーズ ；③西村吉雄（2013 - 2014）, 電
子立国はなぜ凋落したか, 日経テクノロジー ONLINE（http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/ 
20131120/317532/?rt=nocnt）に詳しい。 
107 統計数理研究所, ①日本人の国民性調査（http://www.ism.ac.jp/kokuminsei/）、②統計数理研究所（2014）, 
「日本人の国民性 第 13 次全国調査」の結果のポイント. 
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図 2-9 日本人の国民性の変化：一番大切なものは何か？ 

統計数理研究所「国民性の研究」データに基づき、未来工学研究所が作成 
（データの出所：http://www.ism.ac.jp/kokuminsei/table/index.htm） 

 

イノベーションに関係しそうな質問としては、「仕事や遊びなどで自分の可能性をためす

ために、できるだけ多くの経験をしたい」と思うか、「わずらわしいことはなるべく避けて、

平穏無事に暮らしたい」と思うか、自分の気持ちに近い方を選ぶ質問項目がある。1983

年と 2013 年の回答の変化を年齢別に比較すると（図 2-10）、この 30 年間で「自分の可能

性をためすために、多くを経験したい」若者（20 歳代～40 歳代）は減少し、「平穏無事に

暮らしたい」若者（20 歳代～40 歳代）が増加したことが分かる。高齢者（50 歳代以上）

は、若者と逆の変化を示しているため、結果的に世代間差は縮小した。 

 

 

図 2-10 日本人の国民性の変化：自分の可能性をためすか？ 

統計数理研究所「国民性の研究」データに基づき、未来工学研究所が作成 
（データの出所：http://www.ism.ac.jp/kokuminsei/table/index.htm） 
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統計数理研究所の調査とは独立に、NHK も 1973 年から 5 年毎に「日本人の意識」調査

を実施している。高橋幸一・荒牧央（2014a）の結婚観に関する NHK 調査の分析による

と、1993 年に 51％あった「結婚しなくてよい」回答は、その後の 20 年間継続的に増加し

2013 年には 63％に達した108。逆に「結婚するのが当然」回答は、45％から 33％に減少し

ている。同様に、「子どもをもたなくてよい」回答は、同期間に 40％から 55％に増加、「子

どもをもつのが当然」回答は 54％から 39%に減少しており、近年の少子高齢化状況と対

応している。回答者の生年別・調査年別分析から、これらの増減変化は、若い世代ほど「結

婚しなくてよい」や「子どもをもたなくてよい」回答割合が高いことが主因といえる109。 

表 2-3 には、NHK 調査で経年増加の大きい項目と変化の小さい項目を表示した。左側

の表 2-3a は、同じ質問項目に対する同一回答選択肢の 2013 年の回答割合（%）と 1973

年の回答割合（%）の差を増加量として、増加量の大きい順に 8 項目を示した。「変化の大

きい」項目を選ぶと、多くの場合、同一質問項目が 2 度出現するため、ここでは「増加の

大きい」項目のみを表示した110。表 2-3b は、同じ質問の回答選択肢に対する 40 年間の回

答割合の最大値と最小値の差を変化量として、変化量が小さい順に、7 項目を示した。「夫

の家事手伝い：するのが当然」、「家庭と女性の職業：両立」、「女子の教育：大学まで」が、

大幅増加のトップ 3 となっている。この NHK の調査でも、前述の統計数理研究所の調査

でも、家族・男女関係に関連した項目での意識変化が大きい傾向にある、といえる。 

 

表 2-3  NHK「日本人の意識」調査：40 年間の変化のポイント 

 
出所：高橋幸一・荒牧央（2014b）と荒牧央（2015）のデータを未来工学研究所が抜粋、加工して作成 

 

 

(3) イノベーションに関連した価値観の国際比較 

「日本人の国民性調査」も「日本人の意識」調査も、長期に渡る蓄積があり、日本人の意

                                                 
108 高橋・荒牧は、他の調査結果（「現代の生活意識」調査）も踏まえて、結婚したくない人が多くなってい

る訳ではなく「必ずしも結婚する必要はないが、自分自身は結婚したい」人が多い、と説明している。 
109 「結婚しなくてよい」、「子どもをもたなくてよい」の割合は、共に、生年が 1960 年頃（正確には生年＝’59
～’63 年）まで単調増加だが、それ以降の世代は、ほぼ一定。調査年差から世代効果だけでなく、時代の社会

状況の影響もある。 
110 変化量で選ぶと、同じ質問の対をなす他の回答選択肢が減少量大として選択される（ex. 「夫の家事手伝

い：するのは当然」が増加量大で選ばれると、「夫の家事手伝い：すべきでない」も減少量大で選ばれる）。ま

た、「政治課題：経済の発展」が増加量大だが、逆に減少した回答選択肢は「政治課題：福祉の向上」である。 
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識や価値観の変遷を理解する上で有用なデータベースであるが、国際比較が限定され、ま

たイノベーションや科学・技術の競争力と直接的に関連しそうな質問項目が余りない点が、

本節の狙いに対しては弱点である。そこで、世界価値観調査（World Value Survey）の結

果、特に最新の第 6 回（WVS wave 6）の調査結果に注目した111。 

では、イノベーションや科学・技術の競争力に関連した意識や価値観としては、どのよ

うな項目に着目すべきか。例えば Sam Palmisano（元 IBM 社 CEO）のイノベーションの

定義は、”Innovation is a social – not a technological – phenomenon, that arises from 

the intersection of invention and insight.”と表現されており、invention と insight が

innovation の要因と位置付けられている。これを参考にして、本稿では、目標とする未来

像を構想し、①新たな価値を追求もしくは追究する「創造志向」（主に現場力）と②該価値

の具現化に向けて不確実な中で「リスクをとる洞察と覚悟」（主に経営力）の 2 つを主要

因として注目することにした。「創造志向」が invention に、「リスクをとる洞察と覚悟」

が insight に対応している。 

日本における第 6 回世界価値観調査（国民の意識に関する国際比較調査）は、東京大学

「価値・政治・社会意識」研究会をアンケート実施主体として、2010 年に実施されている。

質問項目は、回答者の属性に関するものは除いて全 95 問あり、その中の問 23 に個人の創

造志向や冒険・リスク志向を直接的に問う質問が含まれている112。そこで、これらの質問

に対する回答結果をイノベーションや科学・技術の競争力に関連した意識や価値観の代用

指標として検討した。結果を、日本と他国の回答がどう異なるか比較できる形で図 2-11a,b

に示した。二つの回答における日本の位置は共にグラフの右端であり、日本は、世界で最

も創造志向ではなく、冒険・リスク志向でもない、という結果になっている。 

 

                                                 
111 世界価値観調査は、社会科学者の国際ネットワークにより行われており、第 1 回調査は 1981 年に、第 6
回調査は、2010 年から 2014 年にかけて実施されている。

（http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp） 
112 問 23 の質問は「人によって大切なことは異なります。次のような人がいるとすれば、それぞれのあり方

について、あなたはどの程度当てはまりますか」であり、（A）から（L）まで 12 種の「次のような人」タイ

プが提示されている。 
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（a）「創造志向」 

 

（b）「冒険・リスク志向」 

図 2-11 「創造志向」と「冒険・リスク志向」に関する国際比較 

グラフは、WVS wave6 の online analysis のデータ（2015 年 11 月 15 日現在）に基づき未来工学研究所作成 

 

図 2-11 の結果から、日本と米国、ドイツ、中国、韓国の 5 ヵ国を選び、創造志向を横軸

に、冒険・リスク志向を縦軸として、5 か国の平均スコアをプロットすると図 2-12 とな

る113。 

                                                 
113 ①回答を世代別にみると、当然、世代間差があるが、日本の世代間差は 5 ヵ国中では小さく、かつデータ

に特異な傾向が見られないので、世代差の議論は省略した。②「創造志向」、「冒険・リスク志向」は、世界価

値観調査に最近追加された質問項目だが、第 5 回調査（2005 年）の日本の結果も、第 6 回（2010 年）同様で

あった。③ここで採り上げた問 23 以外にも、類似の関連質問があるが、何れの質問においても結果は同様の

問）あなたは「新しいアイデアを考えつき、創造的であるこ

と、自分のやり方で行うことが大切な人」ですか？ 

問）あなたは「冒険し、リスクを冒すこと、刺激のある生活

が大切な人」ですか？ 
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また、表 2-4 には、5 ヵ国の平均スコアと共に標準誤差と標準偏差を示した。5 ヵ国の平

均値の差は、概ね 1σ（標準偏差）内の小さな差ではあるが、日本と他国の平均値の差は、

標準誤差の数倍を超える差であり、正規分布を前提に考えると有意差レベルといえる。 

 

 

図 2-12 イノベーション志向：5 ヵ国の平均スコア比較 

 

表 2-4  5 ヵ国のスコアの標準誤差と標準偏差 

 

WVS wave6 の online analysis のデータに追加計算を加えて未来工学研究所が作成 

 

  イノベーションの最初のタネであれ、科学研究の着想であれ、最初の一歩は 3σ（標準

偏差）を超える挑戦的および/もしくは創造的個人の活動に依存するケースが多いであろう

から、平均の差を必要以上に気にすることはないかもしれない。また、経済的に生活が安

定している先進国では、冒険・リスク回避が支配的になるのは当然、ともいえる。しかし、

日本の価値観平均スコアが、経済水準が近い米国・ドイツとも、同じ東アジア圏の韓国・

中国とも異なる傾向を示し、かつ世界で最も後ろ向きな結果となっていることは、過去の

日本の科学・技術の成果やイノベーション実績を勘案すると、かなり違和感もある。 

                                                                                                                                                      
傾向を示すので問 23 で代表した。 

平均 標準誤差 標準偏差 平均 標準誤差 標準偏差
日本 3.64 0.0259 1.21 4.83 0.0217 1.02
ドイツ 2.92 0.0285 1.28 4.38 0.0322 1.45
米国 3.02 0.0273 1.28 3.93 0.0288 1.35
中国 3.37 0.0288 1.35 4.16 0.0287 1.34
韓国 3.38 0.0386 1.33 3.41 0.0413 1.42

創造志向 冒険・リスク志向
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問 23 には、創造志向、冒険・リスク志向以外にも 10 種、合計 12 種の小問が含まれて

いるが、それらすべてにおいて日本の平均スコアは、他国比較で同様の傾向を示した。つ

まり提示された 12 種すべての人間タイプ（価値観）に対して、日本の回答平均は、「私は

当てはまらない」という方向にシフトしているわけであり、これはさすがに不自然に思え

る。図 2-13 「創造志向」に対する 5 ヵ国の回答分布の比較に「創造志向」に関する 5 ヵ

国の回答分布を例示したが、この回答分布から、日本の回答の特徴は、強い yes 回答が少

なく、中間的回答（回答の中心化）と DK（don’t know）回答が多い、と読み取れる。こ

れらから、日本の回答者は、自己の価値観を明示したがらない（もしくは明示できない）

人が多く、結果的に回答が曖昧化、後ろ向き側にシフトする、といった解釈が妥当ではな

いかと推測される114。しかしながら世界価値観調査の結果を受け止めて、ある程度の対応

を検討することも必要かもしれない。 

 

図 2-13 「創造志向」に対する 5 ヵ国の回答分布の比較 

WVS wave6 の online analysis のデータに基づき未来工学研究所が作成 

 

もうひとつ、リクルートワークス研究所が 2014 年に 5 ヵ国（日本、米国、中国、タイ、

インド）の企業マネジャに対して実施したインターネットモニター調査結果を紹介する115。

この調査には、「創造志向」に関連して「いままでのやり方を活かす」か「新しいやり方を

試す」か、を選択する質問がある。そして「新しいやり方を試す」回答の割合は、日本（59.5%）

＞中国（55.4%）＞米国（51.2%）＞インド（50.4%）、タイ（50.4%）の順であった。質

問が同一ではなく、国間差も大きな差ではないが、日本のマネジャが最も「創造志向」的

な回答比率が高く、前述の世界価値観調査とは異なる結果といえる。 

                                                 
114 一般に、日本人の日本語アンケートに対する回答は、他国の回答に比べて中間化や曖昧化しやすいことが

知られており、その理由は、日本語の言葉の問題と日本人の心情に由来すると考えられている。 
（参考：林知己夫（1996）, 日本らしさの構造, 東洋経済新報社.） 
115 リクルートワークス研究所（2015）, 「5 ヵ国マネジャー調査」基本報告書 
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同調査には「業績を上げるためにとっている行動」として、「リスクをとる」か「リスク

を回避する」か、を選択する質問があり、こちらは世界価値観調査よりもイノベーション

を意識した「冒険・リスク志向」関連質問といえるかもしれない。そして国別の「リスク

をとる」回答の割合は、インド（78.8%）＞米国（55.2%）＞中国（51.2%）＞タイ（47.0%）

＞日本（36.3%）の順であった。「冒険・リスク志向」に関しては、前述の世界価値観調査

と同様の結果であり、日本が最もリスク回避傾向が強い、となった。 

また、日本生産性本部の新入社員「働くことの意識」調査では、「冒険をして大きな失敗

をするよりも、堅実な生き方をする方がいい」という価値観に対する yes 回答が、2001

年から 2015 年の間で約 3 割増加している116。これは、若い世代の冒険志向が低減傾向に

あることを示唆する。 

 

2.2.2 日本的価値観の要因 

  前項では、イノベーションや科学・技術研究と関連する価値観として、「創造志向」と「冒

険・リスク志向」に注目し、日本の回答結果を国際比較した。そして、特に「冒険・リス

ク志向」で日本が、非常に後ろ向きな傾向を示すことを確認した。本項では、遺伝子研究

や心理学研究の成果に基づいて、その要因を分析、考察する。 

 

(1) 心理学からのアプローチ 

日本の「創造志向」は、世界価値観調査では低い結果を示したが、過去の日本の科学・

技術、イノベーション実績とは親和し難く、該調査とは相反する結果（5 ヵ国マネージャ

ー調査）もあった。一方、日本の「冒険・リスク志向」の低さは、かなり広く認知されて

おり、単に回答のバイアスだけではなく、実態的にも符合する面がある、と考えられる117。 

では、日本が先進国の中でも特に「冒険・リスク志向」が弱い理由は何か？社会心理学

者の山岸俊男と社会学者 M. C. Brinton の対談に基づく山岸・ブリントン（2010）は、文

字通り「リスクに背を向ける日本人」を表題として、日本人がリスク回避的な理由は、日

本が高リスク社会だからである、と主張している118。日本では、企業、等の組織に所属し

ている間は問題ないが、該組織から一度、解雇されると新たに他企業での雇用を確保する

ことが、米国、等に比べて困難である。つまり、日本は不利益が無い状況で、所属組織・

コミュニティから移動することが困難な社会であり、セカンド・チャンスが無い（少ない）

ので、国際比較で相対的に高リスクとなる。そのため、組織からはじき出されない様な行

動をとりやすくなり、それが集団主義的秩序形成やプロモーション志向（何かを得ること

に向けて動く）よりもプリベンション志向（損失回避にむけて動く）につながる、として

いる。 

 

                                                 
116 日本生産性本部, 各年の「新入社員『働くことの意識』調査結果」（2001 年~2015 年）に基づく。 
117 ビジネス紙誌で、しばしばテーマになっている。2008 年 10 月には、MOT シンポジウム「リスクを取る！」

も東工大にて開催されている。 
118 山岸俊男 & メアリー・C・ブリントン（2010）, リスクに背を向ける日本人, 講談社現代新書；関連論

文や資料は、山岸俊男教授のホームページ（http://toshio-yamagishi.net/）参照。 
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(2) 遺伝子研究からのアプローチ 

個人の意識、価値観や行動特性、等は、心理学や社会学の対象として研究される場合が

多いが、遺伝子との関連も研究されている。Cloninger（1987）は、個人の気質を、「入力

刺激→脳内システム（神経伝達物質）の反応→行動反応」といった仮定に基づいて捉え、

気質を構成する 3 因子と神経伝達物質の関係を、①新奇性追求⇔ドーパミン、②損害回避

⇔セロトニン、③報酬依存⇔ノルアドレナリン、と考え、TPQ と称する自己記入式質問票

で 3 因子の測定を検討した119。その後、遺伝子多型と気質との関係が研究され、1990 年

代後半以降、多くの発表がある。たとえば、ドーパミン D4 受容体（D4DR）の配列の繰

り返しは、それが長い程（2 回、4 回配列よりも 7 回配列が）、新奇性追求傾向が強く（Ebstein

他, 1996 ; Benjamine 他, 1996）、D4DR の繰り返しの長さは、日本は 80％以上が 4 回配

列と短い人が多く、米国は 7 回配列が約 50％と長い人が多い（Chang, 1996 ; Ono, 1997）、

といった報告がある120。これらの結果は、前項で紹介した世界価値観調査結果と見掛け上

対応し、日本人が新奇性追求（⇔ 創造志向、冒険・リスク志向）に消極的傾向を示す遺伝

的要因からの説明可能性を示唆する。しかしながら、その後の研究では、D4DR の繰り返

し多型と新奇性追求、等の気質との関連を否定する結果も多く（たとえば、Kluger, 

Siegfried & Ebstein, 2002 ; Schinka, Lestch & Crawford, 2002 ; 石浦章一, 2005）121、

遺伝子多型の影響は有り得るであろうが、まだ、そのレベルやメカニズムは十分理解でき

ていない。近年、文化心理学の領域でも、文化と遺伝子に関する研究が行われており、た

とえば Kitayama, et al（2014）は、遺伝子（DRD4）が長いと「相互独立的自己観」、短

いと「相互協調的自己観」と対応し、遺伝子が文化の差（自己観の差）を調整する122、と

している。何れにせよ、遺伝子と価値観の関係に関しては、今後も要継続検討であろう。

なお、相互協調的自己観（主に東アジア）は、前述の山岸・ブリントン（2010）の説明と

                                                 
119 C. R. Cloninger (1987), A systematic method for clinical description and classification of personality 
variants: A proposal, Archives of General Psychiatry, 44, 573–588. 
120 ①R. P. Ebstein, O. Novick, R. Umansky, Beatrice Priel, Yamima Osher, D. Blaine, E. R. Bennett, L. 
Nemanov, M. Katz &  R. H. Belmaker (1996), Dopamine D4 receptor (D4DR) exon III polymorphism 
associated with the human personality trait of Novelty Seeking, Nature Genetics, 12, 78 – 80；②J. 
Benjamin, L. Liz, C. Pattersonz, D. H. Hamer (1996), Population and familial association between the D4 
dopamine receptor gene and measures of Novelty Seeking, Nature genetics, 12, 81 – 84；③Fong-Ming 
Chang, J. R. Kidd, K. J. Livak, A. J. Pakstis, K. K. Kidd (1996), The world-wide distribution of allele 
frequencies at the human dopamine D4 receptor locus, Hum Genet , 98 : 91–101；④Y. Ono, H. Manki, K. 
Yoshimura, T. Muramatsu,, H. Mizushima, S. Higuchi, G. Yagi, S. Kanba, and M. Asai, (1997), Association 
between dopamine D4 receptor (D4DR) Exon III polymorphism and novelty seeking in Japanese subjects., 
Am. J. Med. Genet., 74: 501–503. 
121 ①A. N. Kluger, Z. Siegfried & R. P. Ebstein (2002), A meta-analysis of the association between DRD4 
polymorphism and novelty seeking, Mol Psychiatry, 7(7), 712 ; ②J. A. Schinka, E. A. Letsch & F. C. 
Crawford (2002), DRD4 and novelty seeking: results of meta-analyses, Am J Med Genet, Aug 8, 
114(6):643-8 ; ③石浦章一(2005),ドーパミン関連遺伝子と行動についての分子生物学的解析, 行動医学研究, 
p.18. 
122 ①S. Kitayama, A. King, C. Yoon, S. Tompson, S. Huff and I. Liberzon (2014), The Dopamine D4 
Receptor Gene (DRD4) Moderates Cultural Difference in Independent Versus Interdependent Social 
Orientation, Psychological Science, 25(6), 1169 –1177；②「相互独立的自己観」（欧米）：自己は他者や周囲

と区別された実体で、自己の性格や能力は個人的属性で定義される。「相互協調的自己観」（東アジア）：自己

は社会の構成要素の一部であり、関係志向的な実体。その場の状況や他者で自己の定義も変わる。集団目標や

対人関係維持を重視する（Markus & Kitayama , 1991)。 
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もオーバーラップする。 

セロトニン・トランスポーター5-HTTLPR には長い l 遺伝子と短い s 遺伝子があり、長

い l 遺伝子はセロトニンの輸送を高めて精神を安定化、短い s 遺伝子はセロトニンの輸送

を減少させ不安を高める。つまり、短い s 遺伝子を持つ人は、持たない人よりも神経質（不

安が強い、慎重）な傾向が強い（Klaus-Peter Lesch, 1996）。そして日本と米国の s 遺伝

子の保有者比率を比較すると米国人は 67.7%、日本人は 98.3%である（Klaus-Peter Lesch, 

1996 ; Nakamura, 1997）123。これらの結果も日本人の冒険・リスク回避傾向に対する遺

伝的要因からの説明可能性を示唆する。文化と遺伝子の関係という観点からは、

5-HTTLPR の s 遺伝子の保有が、ユーラシア大陸では、歴史的に感染症に対する防御とし

て作用し、東アジアでは、その結果 s 遺伝子の保有者比率が選択的に増加し、それが集団

主義と関係する、といった報告もある（Chiao & Blizinsky, 2010 ; Eisenberg & Hayes, 

2010）124。また 5-HTTLPR は、当然、うつ病との関連でも多くの研究が行われてきてい

るが、メタ分析も含め、両者の関係を否定する報告もあり（Risch, etal., 2009）、遺伝子多

型の違いに基づく効果ですべてを解釈できるレベルにはない125。そして近年、うつ病を含

む精神疾患に関しては、遺伝×環境因子としてエピジェネティクスが新たなメカニズム候

補として脚光を浴びつつある（森信繁, 2013 ; 音羽健司, 2014）126。日本人の意識・価値

観も遺伝子だけでなくエピジェネティクスを含めた要因検討が必要と思われる。 

こういった状況から、日本人の平均的な気質や意識・価値観の形成に対する遺伝的要因

の影響は有り得るが、一般に認知されているアルコール適性（飲酒）のように、遺伝子の

違いで明確な説明が可能なレベルとはいえない。今後は、エピジェネティクスを含めた遺

伝的要因の研究進展を期待したい。 

 

2.2.3 複数の「日本人論」と対比した考察 

 明治以来、現在に至るまで、日本（人や社会、文化）を論じた著作は多い。大半は日本

人の著書だが、外国人によって執筆された図書も何点かあり、さらに多数の「日本人論」

                                                 
123 ①Klaus-Peter Lesch, D. Bengel, A. Heils, S. Z. Sabol, B. D. Greenberg, S. Petri, J. Benjamin, C. R. 
Müller, D. H. Hamer, D. L. Murphy (1996), Association of Anxiety-Related Traits with a Polymorphism in 
the Serotonin Transporter Gene Regulatory Region, Science 29 November 1996: Vol. 274 no. 5292 pp. 
1527-153；②Nakamura, T., Muramatsu, T., Ono, Y., Matsushita, S., Higuchi, S., Mizushima, H., 
Yoshimura, K., Kanba, S. and Asai, M. (1997), Serotonin transporter gene regulatory region 
polymorphism and anxiety-related traits in the Japanese. Am. J. Med. Genet., 74: 544–545. 
124 ①J. Chiao & K. Blizinsky (2010), Culture–gene co-evolution of individualism –collectivism and the 
serotonin transporter gene, Proceedings of Royal Society B, doi:10.1098/rspb.2009.1650 ; ②D. Eisenberg 
& M. Hayes (2010), Testing the null hypothesis: comments on‘Culture-gene coevolution of 
individualism-collectivism and the serotonin transporter gene’, Proceedings of Royal Society B, 
doi:10.1098/rspb.2010.0714 
125 N. Risch, R. Herrell, T. Lehner, K. Lianq, L. Eaves, J. Hoh, A. Griem, M. Kovacs, J. Ott, K. 
Merikanqas (2009), Interaction between the serotonin transporter gene (5-HTTLPR), stressful life events, 
and risk of depression: a meta-analysis, JAMA, 301(23):2462-71. 
126 ①エピジェネティクス（epigenetics）：DNA の配列変化を伴わないが遺伝子機能が変化し、その機能変

化や表現型が細胞分裂後も継承され、子孫に伝達される現象。ゲノム DNA のメチル化と脱メチル化、ヒスト

ンのメチル化とアセチル化、クロマチンの構造変化、等のパターンが知られている；②森信繁（2013）, エピ

ジェネティクスからみたうつ病の病態, 精神神経学雑誌, 115(11), 1101 - 1112 ; ②音羽健司（2014）, 不安障

害の遺伝研究, 不安障害研究, 5(2), 73 – 84. 
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を対象としたレビュー資料やメタ分析的資料もある127。それらの中で描かれてきた日本人

や日本社会の特徴は、どのようなものであろうか。文化人類学者の船曳建夫（2003）は、

過去の「日本人論」は近代の中に生きる日本人のアイデンティティの不安を、日本人とは

何かを説明することで取り除こうとする性格を持つ、としている。そして日本人が不安を

持つのは、日本が近代の中で特殊な歴史的存在であること、すなわち「近代」を生み出し

た西洋の地域的歴史に属さない社会であったから、と説明している。「日本人論 s」で語ら

れた言説の多くは、必ずしも実証されたものではない。しかし、科学・技術やイノベーシ

ョンにフォーカスして近年の日本社会を概観した時、過去の「日本人論 s」の指摘や主張

で「なるほど」と思える部分もある。それらを分析の切り口として、ICT やバイオ関連の

新産業創出で先行する米欧と急成長するアジア新興国との狭間で、低迷感のある近年の日

本社会や産業の状況考察を試みる。 

 

(1) 日本人の感性の特徴 

  最初に日本人の感性における特徴の有無を考える。約 50 年前（1968 年）川端康成が、

ノーベル文学賞を受賞した時の受賞講演「美しい日本の私：その序説」128に対して、共感 

できる現代の日本人（特に若者）はどの位いるだろうか。現代人の多くは、「わび・さび（侘・

寂）」という言葉を知っているだろうが、実際に「わび・さび」を感じるのは、伝統工芸や

茶道、文化財に接した時だけかもしれない。いや、それらに接した時も、実際に感じるの

ではなく、学習した知識を思い出しているだけなのかもしれない。一方、京都で龍安寺の

石庭に感動する外国人もいる。従来、日本的美意識や感性として、しばしば強調されてき

た内容の多くは（定量的）比較が難しく、時代による差や個人差も大きそうなため、議論

し難い。感性や美意識の原点であり、科学や技術、社会とも密接に絡む自然観（感）の方

が比較しやすそうである。16~17 世紀以降のヨーロッパ的自然観（感）では、自然は人間

にとって立ち向かうべき対象であり、理性をもって細かく分けて分析・説明し、さらに制

御・管理する対象とされている。一方、日本人の自然観（感）は、より共生的で、自然（天

地、あめつち）を分析対象とするのではなく、「自然の中に一つとなり融け入って相手と自

分をともに生かすのが、本来の姿だ」とされている129。実際、統計数理研究所の日独比較

調査データでは、「自然に手を加えるべきか否か」を問う質問に対して、ドイツ人の「自然

に手を加えるべき」回答は、日本人よりも多い結果となっている130。また、同所の日本の

国民性調査データでは、1970 年代以降「自然に従え」回答が「自然を征服」回答を上回り、

現在までほぼ継続的に増加傾向を示している131。さらに、この自然観は、心理学者 R. 

                                                 
127 レビュー資料としては、たとえば、南博（1994）, 日本人論：明治から今日まで, 岩波書店；船曳建夫（2003）, 
「日本人論」再考, 日本放送出版協会；メタ分析としては、たとえば真鍋一史・H. Befe（1989）, 日本人論

の検証：日本人論の諸命題の浸透度とその機能. 
128「雪月花」に代表される美意識、「無」の心、等を記述。講談社現代新書（1969）に E. G. Seidensticker
訳付き収録。 
129 小塩節（2008）, 強みと弱み, 21 世紀フォーラム, No. 109/110, 12 – 14. 
130 林知己夫・櫻庭雅文（2002）, 数字が明かす日本人の潜在力：50 年間の国民性調査データが証明した真

実, 講談社. 
131 中村隆（2015）、変わる日本人の国民性：コウホート分析から見る戦後社会の変化. 
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Nisbett（2004）が実験的に示した東洋人（包括的認知）と西洋人（分析的認知）の認知

法の違いとも類似している132。これらの結果は、日本人であっても、科学者や技術者は、

日常業務ではヨーロッパ的自然観（さらには分析的認知）で分析的に業務を遂行する場合

が多いだろうが133、オフ時は、現在でも共生的自然観（さらには包括的認知）に親和的な

可能性が高いことを示唆する。日本人のこの自然観（感）の二面性を、悩みの種と捉える

と弱みになるかもしれないが、二刀流としてうまく活用できれば日本独自の強み候補にも

なり得る。 

自然ではなく、人工物に対する感性は、どうであろうか。たとえば、海外に行くと、服

や家・街並みの色が違う、と感じる場合が多い。これは、気候風土の影響が大きいと思わ

れるが、色に対する感度は、眼の色の影響を受けると言われている。歴史的には、神社仏

閣や城、浮世絵、等が日本的な人工物の代表であろう。これらは、中国やヨーロッパ、ア

フリカ、等の建造物や絵画と比較可能だが、「共通点と共に差異がある」ということ以上の

メッセージを導出することは難しい。そこで、現代の日本人の人工物デザインが世界的に

どう評価されているか、といった観点から、1979 年に創設された建築分野で著名なプリツ

カ―賞（The Pritzker Architecture Prize）に注目すると、日本人（国籍）受賞者数は 7

名（2016 年現在）とトップレベルであった134。現代の日本人の人工物（有形）に関する

感性が特異かどうかは別として、世界に通用する部分があることは確かである。 

戦後日本が世界市場を牽引した小型車（含む軽自動車）、トランジスタ・ラジオ、電卓、

ノートパソコン、等の工業製品に注目すると、近年の日本の人工物の一つの特徴は「軽薄

短小」志向といえる135。「軽薄短小」を盆栽や俳句、弁当（箱）、等にも通じるものと考え

るなら、これも日本的特質の一つといえるであろう136。工業製品の「軽薄短小」化は、い

わゆるモジュールの組合せだけでは実現し難い特性（GPC: global performance 

characteristics）であり137、多くの場合、製品毎に設計最適化や「すり合わせ」と称され

る作業が必要となる。こういった作業は技術の本質的進歩には必ずしも直結せず、特に技

術が成熟化した後は、製品のコスト上昇の主要因にもなる。つまり、工業製品の過度の「軽

薄短小」志向は、競争力低下リスクを高める、といえる。日本の製造業も、成熟段階にあ

る既存事業や既存技術に対しては、「軽薄短小」志向の技術改善よりも感性に訴求するデザ

インへの注力を重視すべきであろう。 

 

(2)「内と外」というキーワード 

次に、日本人の外部交流の特徴を考えてみたい。2.2.1(1)で、日本企業がオープン・イノ

                                                 
132 リチャード・E・ニスベット（村本由紀子 訳）, 木を見る西洋人 森を見る東洋人, ダイヤモンド社；な

お、移住者の実験結果から、両者の認知の差は後天的なものであり、学習可能といえる。 
133 欧米人（もしくは一神教的世界）は演繹志向だが、日本人の場合は帰納志向が多い、といわれている。 
134 二重国籍者を含めると米国籍が 8 名（単独籍は 6 名）でトップ、日本が 2 位。HP は、

http://www.pritzkerprize.com/ 
135 第１次石油危機に際し、既存のエネルギー多消費型「重厚長大」産業からの転換方向としても唱えられた 
136 たとえば、李 御寧（1982）, 「縮み」志向の日本人, 学生社.；志村幸雄（2009）, 日本のモノづくりの

文化論的考察, 季刊 政策・経営研究, vol.3, 1 – 16. 
137 GPC とは、多くの部品・要素が影響する製品特性を意味する。出所は K. Ulrich (1995), The role of product 
architecture in the manufacturing firm, Research Policy, 24, 419 – 440. 
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ベーションに十分対応できていないことに言及した。自社の得意技と他産業・他社の技術

や仕組み、大学発の未来のタネやベンチャー企業の新奇な芽を組合せて、新たな価値を創

出したり、該価値を生むエコシステムを主導したりすること、或いは既存産業の枠を超え

る新産業を創出するといった点で、米国企業、等の後塵を拝しているケースが多い。これ

を日本企業と海外企業の交流ネットワークの違いとして捉えると、日本企業は米国、等の

海外企業よりも、「弱い紐帯（weak ties）」の活用が不得手な点が主な要因と考えられる。 

 また、科学者の世界においても、ネットワーク化が科学研究の姿に大きな影響を及ぼし

つつあるが、日本はその流れに乗れていない、といった指摘もある（國領二郎, 2015）138。 

M. Granoveter (1973) が示した様に、新たな有益な情報は、個人であれ組織であれ、凝

集性の高い集団内での「強い紐帯」ではなく、広域的で開放的なネットワークを構成する

「弱い紐帯」に専ら由来する139。そして若林（2002）が指摘したように、「強い紐帯」を

強みとする凝集性の高い閉鎖的なネットワークは、同質的情報の深い共有に有効で漸進的

イノベーションに適し、「弱い紐帯」を強みとする開放的なネットワークは異質的・新規情

報の流通に有効でラジカルイノベーションに適する140、とされている。日本企業の社外ネ

ットワークは、「系列」が象徴する様に「強い紐帯」が主流であり、既存の改善には積極的

だが、既存事業の枠を超える新たな構想や活動は後手に回る傾向が強い。日本では、個人

も組織も「弱い紐帯」の活用が不得手といってよいが、この問題は、2.2.2 で述べた集団的

秩序形成やプリベンション志向とも関連し、さらに日本人論 s で「内と外」といった言葉

で表現されてきた組織集団の境界線の引き方や「内と外」での対応の違い、と同根といっ

てよいであろう141。中根（1967）は、日本の社会集団は、個人の「資格」（職業、身分、

血縁、等）の共通性で形成されるのではなく、「場」（地域、学校、企業、等の枠）によっ

て形成され、資格や能力よりも上下の序列で縛られる、と指摘した。また「場」の内と外

を分け、「内」は tangible な相互接触を重視（強い紐帯）して同質化、「外」に対しては排

他的、としていたが、前述の議論と概ね対応する。中根（1967）の記述は 50 年前の議論

だが、現在でも通用する部分が多い。 

 

(3)「タンジブル（tangible）」というキーワード 

最後に、2.2.1(1)で言及した、見えにくいシステムやソフトウェア、サービス分野での日

本企業の苦戦について検討する。 

米国をはじめとして、世界のビジネスではソフトウェアやサービスの比重が高まり、そ

                                                 
138 研究者をつなぐソーシャル・ネットワーク、ネットワークを介して知を発展させるオープン・サイエンス、

同様にネットワークが意味を持つビッグ・データ科学、等での遅れだけでなく、クラウド・コンピューティン

グの発達を背景に、英語を共通言語として研究成果や評価情報を集積する国際プラットフォームが形成されつ

つあるが、日本は、このプラットフォーム構築競争で主導権がとれていない。（出所：「孤立する日本の研究プ

ラットフォーム：放置すれば日本の科学そのものが衰退する」, NIRA オピニオンペーパーNo.15/2015.5） 
139 M. Granoveter (1973), The strength of weak ties, American Journal of Sociology, 78(6), 1360 – 1380. 
140 若林直樹（2002）, 企業間取引と信頼：新しい経済社会学の視点, 京都大学総合人間科学部・研究会講演

資料. 
141 たとえば、①中根千枝（1967）, タテ社会の人間関係：単一社会の理論, 講談社現代新書；②土居健郎（1971）, 
甘えの構造, 弘文堂；③司馬遼太郎・山崎正和（1978）, 日本人の内と外, 中公新書；④苅部直（2013）, 内
と外：中国崇拝から西洋崇拝へ, 岩波講座 日本の思想 第 3 巻 1 章, 岩波書店. 
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れらを組み合わせたシステムやプラットフォームが重視されつつあるが、日本の産官学は、

相変わらずハードウェアと「ものつくり」に対するこだわりが強い。製造業では三現主義

（現場・現物・現実）が基本とされ、徹底されている。これらは「菊と刀」（R.Benedict, 1946）

や中根（1967）がかつて日本説明のキーワードとして注目した”tangible（触れて感知可

能、有形の、実体的な）”とよく符合する。日本人や日本の技術や産業の志向性の特徴とし

て、”tangible”は、現在もそしておそらく将来も重要なキーワードと推察される。 

日本企業では、既存技術や既存事業が成熟化しても、それらの「改善」にこだわり、「極

める」ことが重視されやすい。「改善」志向は、船曳（2003）の「職人」モデル142とも符

合する。船曳（2003）によると、「職人」に限らず現在の多くの「日本的行動」は江戸時

代の辛苦で成り立った「持続可能な循環型社会」143で原型が形成され、江戸時代に 200 年

以上に渡って、循環システムを壊すリスクを避け，システムを維持することに腐心してき

た歴史に由来する、と解釈できる。システム維持を志向するため、小さな相違（反対）で

も集団の中でそれをなくすよう努める。そしてどうしても問題が解けない時は、問題は「な

い」とする。また，問題を作り出す人間を極力押さえ込む、それが全体を新たな段階に進

ませるかもしれない可能性は検討しない、と説明されている。これらの説明は、前項で紹

介したプリベンション志向や集団主義的秩序形成の考え方とも、よく親和する。 

 

2.2.4 日本の特質を活かした将来社会像 

(1) 日本的特質のまとめ 

 ここまでの内容を、「日本の産業と科学・技術の平均的現状」を「日本人・社会の特質」

を要因として説明する形で、簡単に整理すると下図の様になる（要因仮説イメージ）。 

 

                                                 
142 職人：職業ではなく，日本人そのものの生き方。「工夫をこらして生きる」という生き方をする人たち、

を意味する。この起源は江戸時代と考えられ、日本人すべてが，特に江戸時代の社会システムの中で勤勉さ，

忙しく働くことを身につけ，「技」と「心」に高い価値を置き、生活の中に知恵と工夫をこらす生き方を獲得

してきた、としている。 
143 江戸時代は、2 世紀以上，平和（戦争，飢饉，疫病が無い）を維持した農業文明。「女」の労働力と「ケ

ア」に多く依存し、可耕地はすべて耕し，何でも無駄にせず食べ，食べた後の排泄物も肥料にするという循環

型社会。 
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図 2-14 現状の要因：日本の特質（平均）に基づく要因仮説イメージ図 

 

(2)日本の特質を活かした将来社会像 

 日本の特質を活かしつつ、2030 年に向けて望ましい将来社会を実現する方向とは、どの

ようなものか。先の図 2-14 からは、幾つかの展開方向が示唆されるが、ここでは最初に、

「既存の生態・秩序の維持向上志向大」と「共生的自然観（および自然観の二面性）」をベ

ースとする「人と人工物と自然が調和、共存する社会」を将来像サンプルとした日本的イ

ノベーションの戦略方向を例示、議論する： 

 

① インフラ（人工物）の劣化診断、メンテナンス技術とサービス・システムの開発 

 戦後の成長期につくられたインフラ建造物の劣化が、関連事故と共に問題化してお

り、インフラ等の劣化診断、予測、修復・補強、等のメンテナンス技術やサービス

に対する国内ニーズの増加が脚光を浴びつつある。 

 勿論、対象建造物の構造に依存するが、精密劣化診断・予測は、日本が得意とする

センサー技術や画像技術の応用分野であり、さらに今後、ロボットやドローン活用

による自動化、効率化、そしてビッグ・データと AI を活用した診断や予測精度の向

上が期待される新たな分野横断的 ICT 活用技術・サービス領域といってよい。 

 修復・補強も、日本が得意とする材料技術、等の応用分野であり、今後、同様にロ

ボットやドローン活用による自動化、効率化が期待される新たな分野横断的 ICT 活

用技術・サービス領域といえる。 

 そして、最終的なサービスとしては、劣化診断と修復・補強が其々独立に存在する

だけでなく、全体がシステム・パッケージ化され、ワンストップで対応可能な選択

肢も必要であろう。また、新たなインフラ建造物の設計・作製とメンテナンスがす

べてパッケージ化されたサービスも海外展開に向けた選択肢としては必須であろう。 

 従来、日本は、産業分野横断的な連携を不得手としてきたが、ニーズは明確であり、

アプローチの方向もある程度明確である。そして、従来からの日本のコア技術領域
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と将来有望と期待される ICT 技術領域の組合せ・融合が必要な分野である。この分

野をひとつのモデルとして、産業間連携型のイノベーションを推進することで、国

際競争力があり国際貢献も可能な新たな産業創出が可能と推察される。 

 補足）インフラ建造物以外、たとえば伝統的建造物や文化財の劣化診断と修復・補

強に対しても、上述のイノベーションは部分的に展開可能であり、観光産業の成長

や国際競争力強化にも有用と考えられる。 

② 社会セキュリティ技術とサービス・システムの開発 

 既存の社会システムに対する、サイバー・テロや物理的テロの脅威が急速に増大し

つつあるが、日本のセキュリティ対応は弱く（特に可触性の低いネットワーク関連）、

国内セキュリティ関連産業もまだマイナーである（特にサイバー・セキュリティ）。 

 リスク（そしてデンジャー）回避傾向の強い日本としては、本分野の強化は必須で

あろうし、この領域の強化なくして将来の ICT を基盤とする社会像は描きにくい。 

 確かに、トータルでは弱体だが、部分的には得手領域もある（サイバー関連：暗号・

認証技術、物理関連：監視カメラ、センサー、等）。新たな産業創出も視野に入れて、

早急に優先順位を上げ、産官学で一斉に重点化、強化すべき領域といえる。 

③ 自然の変化を分析し、減災・防災に展開する技術とサービスの開発 

 火山噴火や地震、等の自然災害が多い日本は、ICT 技術の進展を活用して（①イン

フラのメンテナンスで述べた内容とオーバーラップする部分が多い）、従来よりも広

範な対象地点を対象に、より解像度を上げて火山や大地の変化を計測・分析するこ

とで、新たな地球工学の構築や、減災・防災、自然エネルギー活用、等の実用価値

に直結する新たな地球技術・関連サービスの開発可能性で優位なポジションにある。 

 しかしながら、従来、このポテンシャル優位性は活用されていない（たとえば、「火

山研究者数 / 火山数」は、国際比較で少ない）。近年、活発化しつつある 1 次産業

への ICT 活用（栽培条件の最適化、等）の如き展開も要検討であろう。 

 

  以下、詳細議論は略すが、図 2-14 で示唆される強み・弱みをベースに、望ましい将来

社会の具現化を狙う日本的イノベーションのポイントを、簡単に例示する： 

 

① 「tangible」を日本の強みとして次世代の「考える機械」でも No.1 を狙う 

 → そして、人と「考える機械」の協業により、高生産性社会を実現する。 

 先ず、人と「考える機械」の未来の分業構造をデザインし、それに基づき、未来の

「考える機械」産業のビジョン・戦略検討と教育課程の見直し検討を実施する。 

 見えなかったもの・ことの計測や可視化の新規事業・産業化 

（たとえば ICT, AI を活用した各種マッチング・サービス、等） 

 “connected”ではなく”connect on demand”志向（含むセキュリティ） 

 強い部品・材料は世界トップレベルを維持（この領域は「軽薄短小」志向も可） 

② 「共生的自然観（感）」を強みとする独自の科学・技術創出で存在感 

 生物・生態模倣技術の開発（「創造的模倣」対象を先行者の人工物から生物・生態系） 

 自然エネルギーの研究活性化と自然エネルギーの活用 No.1 へ 
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 省エネ技術や環境技術で No.1 を狙い、関連産業の国際競争力を強化 

③ 環境変化への対応では弱みとなる「既存の生態・秩序の維持・向上志向」等の改善 

 創造性を育み、創造と挑戦的失敗を評価する教育体系のデザイン 

 日本が目指すべき社会構造のあり方に関する議論の活性化 

（たとえば、高校教育で各国文化・状況の比較学習と議論の場を設定する） 

 日本の弱みのカバーに「考える機械」を活用する 

（たとえば、音声自動翻訳で言語障壁低下、AI アシスト意思決定） 
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2.3 不可逆的トレンドの先にある将来社会像 

 

2.3.1 人口減少及び少子高齢化 

(1) 2008 年から日本は人口減少局面に入っている 

将来社会の検討に際しては、社会的に発生する確実性の高い情報、つまり、「不可逆的ト

レンド」から検討する。それは将来社会像を規定する最も基本的要因であり、例えば、人

口推計、気候変動（温暖化）、エネルギー問題など。その内、人口推計及び動態は、全ての

社会現象と関わると言っても過言ではないため、もっとも基盤である。この節では、人口

動態を中心に、その先――本報告では、2030 年を目標年としているが、人口動態という問

題の性格から、より長いタイムスパンを視野に入れる――にある将来社会像を検討し、把

握することを試みる。 

 

図 2-15 我が国における総人口の長期的推移144 

戦後、我が国の総人口は増加を続け、1967 年にははじめて 1 億人を超えたが、2008 年の

1 億 2,808 万人をピークに減少に転じた。2015 年 12 月 1 日現在は 1 億 2710 万人（総務省

統計局、人口推計、平成 28 年 5 月 20 日）である。国立社会保障・人口問題研究所「日本

の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」の出生中位・死亡中位推計によると、2050 年には

9,708 万人と 1 億人を割り込み、2100 年には 4,959 万人になると推計され、今後加速度的

に進む、いつまで経ても安定しないことと予測される。 

 

(2) 世界全体人口の推移 

世界全体の人口は 2050 年まで一貫して増加傾向にある。全部で約 90 億人であるが、人

口シェアではアジアが過半を占める。その内、過半は中国とインド。アフリカでは、今世

紀中も人口増が続くものと見られている。2050 年に向けてアジアの人口シェアはほぼ変わ

らないが、東アジア全体では、2040 年までの人口は約 3 億人増加するが、その後は減少

                                                 
144出典：厚生労働省「厚生労働白書」（平成 27 年版） 
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に転じる。 

 

図 2-16 地域別の世界人口推移 

(3) 超高齢化社会へ 

 

図 2-17 高齢化の推移と将来推計145 

これからの日本の人口減少局面において、特に留意すべき点は、急速な高齢化であるこ

と。年齢４区分別に総人口に占める割合をみると、1950 年当時は 0～14 歳と 15～64 歳

の合計で総人口の 95％を占めており、65 歳以上は 5％程度と非常に若い人口構成であっ

たことが分かる。これに対し、2030 年の推計結果では、前者の割合は 68.4％にまで低下

する一方、後者の割合は 31.6％にまで上昇する見通しとなっている。総人口が減少する中

で高齢者が増加することにより高齢化率は上昇を続け、2035 年に 33.4％で 3 人に 1 人と

なる。2042 年以降は高齢者人口が減少に転じても 65 歳到達者数が出生数を上回ることか

                                                 
145 出典：内閣府「平成 28 年版高齢社会白書」 
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ら高齢化率は上昇を続け、2060 年には 39.9％に達す。このように、国民の約 2.5 人に 1

人が 65歳以上、4人に一人が 75歳以上の高齢者となる社会が到来すると推計されている。

高齢化率の推移について主要国と比較すると、日本の高齢化率は最高水準であるのみなら

ず、高齢化のスピードが著しく速いことが分かる。 

 

図 2-18 主要国における高齢化比率の推移 

(4) 少子化の進展 

若者人口の減少の背景には、出生率の落ち込みがある。戦後の出生数の推移を見ると、

1940 年代後半の第 1 次ベビーブーム、1970 年代前半の第 2 次ベビーブームを経た後、出

生数は減少し、特に 1970 年代から 1980 年代にかけて大きく減少した。その後も減少は続

き、2011 年には過去最低の出生数（105 万人）となった。合計特殊出生率（当該年次の

15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が仮にその年次

の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当）は、1947 年に 4.54 だ

ったものが 1975 年には 1.91 へと減少し、さらに、2005 年には過去最低の水準となる 1.26

となった。2015 年の合計特殊出生率は 1.46 で、前年を 0.04 ポイント上回って２年ぶりに

上昇し、2005 年の 1.26 を底に緩やかな回復傾向にある。しかし、水準は依然として低く、

人口を維持できる水準とはかけ離れており、今後も人口減少が続く見通しとなっている。 

仮に、合計特殊出生率が 2020 年に 1.6 程度、2030 年に 1.8 程度、2040 年に 2.07 程度

まで上昇すると、2060 年の人口は約 1 億 200 万人となり、長期的には 9,000 万人程度で

概ね安定的に推移するものと推計される。 

仮に合計特殊出生率が 1.8 や 2.07 となる年次が５年ずつ遅くなると、将来の定常人口が

概ね 300 万人程度少なくなると推計される。 

つまり、今後 100 年間で 100 年前（明治時代後半）の水準に戻っていく。この変化は、

千年単位でみても類をみない、極めて急激な人口減少である。 
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図 2-19 出生数・死亡数及び合計特殊出生率の推移146 

(5) 東京一極集中と地方の過疎化の両極化 

人口減少の状況は、地方によって大きく異なり、地方から始まり、都市部へ広がってい

く147。国立社会保障・人口問題研究所が公表している「日本の地域別将来推計人口（2013

年 3 月推計）」によれば、2020 年から 2025 年にかけては、全ての都道府県で総人口が減

少すると推計されている。特に、2035 年 から 2040 年になると、22 道県が-5％を下回る

見込みとなっており、地方においてより人口減少が加速していくと見込まれている。 

 

図 2-20 圏域別の人口（全年齢）の変化率（2010 年から 2040 年まで）148 

 

図 2-21 圏域別の人口（20 代）の推移（2010 年=100）149 

                                                 
146出典：厚生労働省「厚生労働白書」（平成 27 年版） 
147 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/souseikaigi/h26-12-26-siryou1.pdf 
148 http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h24/hakusho/h25/html/n1111000.html 
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人口減少は地方から始まり、都市部へ広がっていく。その原因は、日本では地方から大

都市圏、とりわけ東京圏への若年層を中心とした大量の人口移動があったからである。こ

のような人口移動によって、地方では、将来世代の形成が期待される若い世代が大量に流

出する人口の「社会減」と、出生率の低下という人口の「自然減」の両者があいまって、

都市部に比べて数十年も早く人口減少に至ったのである。そして、大都市圏への人口移動

が現在のペースで持続すると仮定した場合、人口の再生産を中心的に担う「20～39 歳の

女性人口」 が 2010 年から 2040 年にかけて半数以下になる地方公共団体は、896 団体

（全体の 49.8％）に上るとされている。  

2025 年までに、「国土の長期展望」中間とりまとめにより（2011 年 2 月）、現在、人が

居住している地域の約 2 割が無居住化になり、国土の約 5 割に人が居住しているが、約 4

割にまで減少すると推定される。 

人口減少は、地方に限ったことではない。地方の人口が減少し、地方から大都市への人

材供給が枯渇すると、いずれ大都市も衰退する。日本の人口減少は、地方から始まり、そ

の後地方の中枢都市に及び、そして最後は大都市を巻き込んで、日本中に広がっていくこ

ととなる。 

高齢人口(65 歳以上人口)は、広域ブロック別では、三大都市圏の方が地方圏を上回るス

ピードで増加し、特に東京圏では増加率、増加数ともに突出する（増加率は約 90%、増加

数は約 500 万人） 

 

図 2-22 高齢人口の増加（地域別）150 

その原因は、大学進学時ないし大学卒業後就職時の転入がその主たるきっかけとなって

いることが分かる。かつては、東京圏の大学に進学しても、就職時に地元に帰る動きが一

定程度あったが、近年そうしたＵターンが減少する一方、地方大学卒業生、特に、若年女

性が東京圏へ移動する傾向が強まっている。東京圏への人口流入は、今後更に拡大してい

く可能性があるが、人口流入数は、雇用情勢に大きな影響を受けてきた。2020 年オリン

ピック・パラリンピック東京大会の開催は、それを増幅させる可能性が高い。さらに、東

京圏では今後、高齢者の急増が予想されている。全ての団塊世代が 75 歳を超える 2025 年

以降は、介護や医療サービスの需要が一挙に増大する可能性が 高い。東京圏では、現状に

                                                                                                                                                      
149出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2013 年 3 月推計）」より 
150 http://www.mlit.go.jp/common/000135838.pdf 
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おいても介護分野は人手不足が深刻であるが、高齢者数の増加傾向がこのまま推移するな

らば、今後膨大な数の介護人材が追加的に必要となる。高齢者が減少し、介護市場の停滞・

縮小が見込まれる地方とは対照的である。こうしたことが、東京圏への人口流入を更に拡

大させる要因となる可能性が高い。 

 

図 2-23 首都圏への人口集中の国際比較 

首都圏への人口集中を諸外国と比べ、日本のように首都圏の人口比率が高くかつ上昇を

続けている国は韓国のほかには見られない。 
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(6) 国土の構造への影響151 

人口減少による地方のまち・生活へのそれぞれの影響は、生活利便性の低下や地域の魅

力の低下を通じて、さらなる人口減少を招くという悪循環に陥ることが考えられる。 

 

図 2-24 人口減少による国土構造への影響152 

① 日常生活を送るために必要な各種サービスは、一定の人口規模の上に成り立っている。

必要とされる人口規模はサービスの種類により様々である。例えば、ある市町村に一

般病院が 80％以上の確率で立地するためには、27,500 人以上の人口規模が必要（50％

以上の確率で立地するためには 5,500 人以上の規模が必要）である。人口減少によっ

て、こうした生活関連サービスの立地に必要な人口規模を割り込む場合には、地域か

らサービス産業の撤退が進み、生活に必要な商品やサービスを入手することが困難に

なるなど、日々の生活が不便になるおそれがある。しかし、サービス業等の第 3 次産

業は地方圏の雇用の 6 割以上を占めており、こうしたサービス産業の撤退は地域の雇

用機会の減少へとつながり、さらなる人口減少を招きかねない。 

② 人口減で、地方公共団体の税収入は減少一方、高齢化の進行から社会保障費の増加が

見込まれており、地方財政はますます厳しさを増していく。こうすると、それまで受

けられていた行政サービスが廃止又は有料化されるといった場合が生じることも考え

られる。さらに、高度経済成長期に建設された公共施設や道路・橋・上下水道といっ

たインフラの老朽化問題への対応も必要となる。 

③ 地域公共交通は主として民間の事業者によって支えられてきた。しかし、人口減少に

よる児童・生徒や生産年齢人口の減少が進めば、通勤通学者が減少し、民間事業者に

よる採算ベースでの輸送サービスの提供が困難となり、地方の鉄道や路線バスにおい

て、不採算路線からの撤退や運行回数の減少が予想される。高齢化の進行に伴い、自

家用車を運転できない高齢者等の移動手段として公共交通の重要性が増大しており、

地域公共交通の衰退が地域の生活に与える影響は従前より大きいものとなっている。 

④ 住宅需要の減少に対し、空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地等の増加。世帯数

の伸び以上に住宅ストックが増加し、ストック超過が拡大してきている。これに伴い、

空き家数も増加し続けている。 
                                                 
151 http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h26/hakusho/h27/html/n1122000.html 
152 前出 
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⑤ 地域の過疎化が進む。平均的な人口密度（約 51 人/km2）を下回っている国勢調査上

の小地域の人口は、2005 年時点で約 289 万人に対して、2050 年には約 114 万人に

なると推計されている。その人口減少率は 約 61％であり、全国平均の約 25.5％を大

幅に上回っている。 

⑥ 地域コミュニティの機能の低下に与える影響も大きい。町内会や自治会といった住民

組織の担い手が不足し共助機能が低下するほか、地域住民によって構成される消防団

の団員数の減少は、地域の防災力を低下させる懸念がある。 

⑦ 児童・生徒数の減少が進み、学級数の減少、クラスの少人数化が予想され、いずれは

学校の統廃合という事態も起こり得る。こうした若年層の減少は、地域の歴史や伝統

文化の継承を困難にし、地域の祭りのような伝統行事が継続できなくなるおそれがあ

る。  

⑧ このように、住民の地域活動が縮小することによって、住民同士の交流の機会が減少

し、地域のにぎわいや地域への愛着が失われていく。 

 

(7) 経済への影響 

人口減少に伴う就業者数が減少する。厚生労働省の雇用政策研究会が 2013 年にとりま

とめた報告書で示された数値によると、もし、経済成長と労働参加が適切に進まない場合

は 2030 年の就業者数は 5449 万人と、2012 年の 6270 万人と比較して 821 万人減少する

とされている。また、経済成長が実現し、それに、全員参加型社会の実現により、女性、

若者、高齢者、障害者などの労働市場への参加が適切に進む場合であっても、 2030 年の

就業者数 6,103 万人は、2012 年と比べて 167 万人の減少が見込まれている。また、人口

減少により消費が減少することで、潜在的な経済成長率を低下させると指摘されている。 

さらに、高齢化によって総人口の減少を上回る「働き手」の減少が生じ、その結果、総

人口の減少以上に経済規模を縮小させ、一人当たりの国民所得を低下させるおそれがある。

働き手一人当たりの生産性が高まれば、一人当たりの国民所得を維持できる可能性はある

が、社会保障費の増大等により働き手一人当たりの負担が増加し、勤労意欲にマイナスの

影響を与えるとともに、人口規模の縮小がイノベーションを停滞させるおそれがあること

から、楽観視することはできない。日本の場合は、人口減少と高齢化があまりに急速に進

むことに留意する必要がある。 
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図 2-25 将来の就業者数の推計 

EC(2010) “Global Europe 2030-2050”によると、ヨーロッパの 2050 までの 60 歳以

上の人口の割合は 37%、中国は 31%であると予測される。中国は、2030 年までにはピー

クアウトして老齢化が始まるとされるが153 、インドは 2050 年以降にピークアウトする

と云われている。一方、生産年齢人口の割合では、日本は 1990 年をピークにすでに減少

しているのに対し、韓国、中国、米国、EU では、2010 年を境に生産年齢人口の割合が減

少する。インドは、2040 年まで生産年齢人口の割合が増加する。 

 

 

図 2-26 各国の生産年齢人口（15－64 歳）割合の推移 

 

 

 

 

                                                 
153 2015 年、中国政府は 1979 年から実施してきた「一人っ子政策」を廃止、労働人口の減少や男女比率の偏

りなど人口構造のアンバランスの是正を図る。 
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医療・介護の供給及び社会保障の維持や財政健全化に対し影響 

 

図 2-27 2025 年に向けた介護人材の需給推計154 

2014 年度に各都道府県において行った介護人材にかかる需給推計結果では、2025 年に

は約 253 万人の介護人材が必要との見通しが示されている。 一方、生産年齢人口が減少

局面に入っている中、現状の施策を継続した場合、2025 年には約 37.7 万人の介護人材が

不足するとの見通しが示されている155 。 

 

図 2-28 社会保障給付費の推移156 

人口減少が進むなかで、高齢化に伴って年金・医療・介護等の社会保障支出はこれまで

延び続けており、今後も増大が見込まれている。社会保障給付費のこれまでの推移を示し

ている。 一方で、図が示すように、この社会保障給付費の財源は保険料と税により賄われ

                                                 
154 http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/15/dl/1-00.pdf 
155 前出 
156 前出 
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ている。このまま人口減少が大幅に進み、少子高齢化がさらに進んでいけば、現役世代（生

産年齢人口）の全世代に占める割合がますます減少していき、増え続ける社会保障給付費

を賄えるだけの保険料収入や税収を確保することが困難になる。ともすれば、現役世代の

負担の増大、ないしは負担増を抑制・回避するための借金（国債の発行）による、将来世

代への負担のさらなる先送りを余儀なくされることにもつながる。このように、人口減少

は、社会保障の担い手の減少により、社会保障制度を安定的に維持していくことや財政の

健全化にも影響が及んでいくこととなる。 
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2.4 社会経済的トレンドから構想される社会像 

 

  本節では、日本を取り巻く大きなトレンドの変化といえる（１）人口減少、（２）経済成

長の停滞、（３）産業構造の変化を主に採り上げ、そのトレンドの先に構想される社会像に

ついて検討する。 

 

2.4.1 注目すべきトレンドの変化 

(1) 人口構造の変化（人口減少、あるいは少子化と高齢化） 

  戦後日本の合計特殊出生率157は、概ね低下傾向にあり、1970 年代中頃以降は人口置換

水準158を下回るレベルとなった。2005 年に 1.26 の最低値を記録した後、やや持ち直して

2015 年で 1.46 と上昇したが、超少子化傾向の継続に変わりはない159。合計特殊出生率が

人口置換水準以下になってからも約 30 年間は、出生数が死亡数を上回る状況が続いたた

め、総人口としては微増であったが、2005 年を境に人口減少時代に入った。国立社会保障・

人口問題研究所（社人研）の推計によると、2010 年の総人口 1 億 2805 万 7 千人（15～64

歳の生産年齢人口は 8173 万 5 千人）が、2030 年には 1 億 1661 万 8 千人（生産年齢人口

6773 万人）、そして 2048 年に 1 億人を割り込み、2050 年には 9707 万 6 千人（生産年齢

人口 5001 万 3 千人）と予測されている160。人口動態の概要を下図に示した。 

 

図 2-29 日本の人口構造の推移と見通し161 

  人口構造変化の予測は確度が高いが、少子化と高齢化、そして人口減少は、日本の社会

                                                 
157 合計特殊出生率（TFR, total fertility rate）：一人の女性が生涯で出産する子どもの平均数。 
158 人口置換水準：人口が増加も減少もしない均衡状態になる合計特殊出生率。現在の日本は、2.07。 
159 出所は厚生労働省の平成 27 年人口動態統計月報年計（概数）の概況。2015 年の合計特殊出生率の全国平

均は 1.46 だが、都道府県別では、最高が沖縄県の 1.94、最低が東京都の 1.17 である。 
160 社人研（2012）の出生中位・死亡中位仮定に基づく推計。 
161 図の出所は、内閣府（2015）, 平成 27 年版 少子化社会対策白書 p.7. 
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に幾つかの新たな問題・課題を誘発する。しばしば話題になるのは、社会保障の問題であ

る。高齢化と少子化の同時進行による高齢化率の上昇は、年金や医療費、等の社会保障支

出の増大を招き、財政を直撃し、社会保険料や税金を高くせざるを得なくなる。医療や介

護の施設や現場スタッフの不足も発生する。人口減少は、生産力の低下や国内市場の消費

力低下要因となり、経済の悪化、「総合国力」の低下と密着する162。経済環境の悪化は、

少子化や人口減少をさらに促進する要因にもなる。現在、人口が集中する首都圏では、近

未来の人口減少問題は実感し難いかもしれないが、地方においては、既に問題化しつつあ

る。 

  政府や自治体も、約 20 年前から少子化や高齢化対策を始めている。少子化対策関連で

は、1994 年に「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について（通称エンゼルプラ

ン）」を策定して以来、幾つかの施策を展開し、2003 年に「少子化対策基本法」、2015 年

には「少子化社会対策大綱」を策定している。高齢化対策では、1995 年に「高齢社会対策

基本法」を、2012 年に「高齢社会対策大綱」を策定している。しかし、日本の社会保障予

算は、海外と比べて、子ども向けよりも高齢者向けが多く、少子化や人口減少に対する効

果は低い。既知の問題や想定課題にどう取り組むか、改めて戦略の再考が必要であろう。 

 

(2) 経済成長の停滞と産業構造の変化 

  戦後の高度経済成長から近年の停滞に至る状況、および停滞の主要因の一つが産業構造

変化への対応不足であることは、2.2.1 で概略を記述した。ここでは一人当り GDP を指標

として概観する。下図は、1980 年以降の日本の一人当り GDP（名目 GDP, 円表示）の推

移を示すが、1990 年代以降は、400 万円前後で停滞・減少傾向にあることが分かる163。 

 

 

図 2-30 日本の一人当り名目 GDP の推移 

                                                 
162 「総合国力」は NIRA（2004）の定義（①市民生活向上力、②経済価値創造力、③国際社会対応力）採用。 
163 図は、IMF World Economic Outlook Database 2016 のデータ（2015 年のデータは推算値）に基づいて、

未来工学研究所が作成。また、総人口当たりではなく、生産年齢（15～64 歳）人口当たり GDP に着目する

と、1990 年代以降、生産年齢人口は継続的に減少しているため、GDP は成長傾向を示す。 
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  豊かな成熟国家は、必要以上に成長を追求する必要はないのかもしれないが、他国と比

較するとどうなるのであろうか。次図では、一人当り GDP（購買力平価ベース、＄表示）

の推移を、日本と米国、ドイツ、フランス、イギリス、そしてアジアの韓国、中国、台湾、

香港、シンガポールと比較した164。ここから、日本は、成熟した対欧米先進国との比較で

も、成長著しい対アジア新興国との比較でも相対的に低成長であり、豊かさも決して上位

とはいえないことが分かる。 

 

 

図 2-31  一人当り GDP（購買力平価ベース）推移の国際比較 

 

  では、インプット指標の代表として研究開発費は、どうなっているのか。そして産業的

成果に向けた中間アウトプット指標としても位置付けられる論文や特許の動向はどうなっ

ているのか。以下、主に NISTEP の「科学技術指標 2015」を参照しつつ動向を概観する。

先ず、日本の研究開発費の近年の伸びはほとんどないが、それでも 2013 年の研究開発費

総額（名目）は 18 兆 1,336 億円（OECD 推計は 16.7 兆円）であり、米中に次ぐ高い水準

にある。購買力平価換算で比較すると、日本の研究開発費は、別格の米国（$4,525 億, 2012

年）の約 4 割弱、急増中の中国（1 兆 1847 億元, 2013 年）の約 5 割強である。それに対

して、アウトプットである日本の論文数（整数カウント）は、かつては世界 2 位の時期も

あったが、その後低下し、2012 年（2011-2013 年(PY)の平均）時点で、日本は、米、中、

独、英に次ぐ第 5 位である。質を考慮したトップ 10％補正論文数（整数カウント）では、

2012 年（2011-2013 年の平均）に、米、中、英、独、仏、加、伊に次いで第 8 位、Top1％

補正論文数では第 12 位と同様に低下が目立つ。また、Top10％補正論文数に注目して研究

分野のポートフォリオを見ると、日本は物理学、化学、材料科学分野が厚く、計算機・数

                                                 
164 IMF World Economic Outlook Database 2016 のデータに基づき未来工学研究所が作成。なお、ドイツ、

韓国、シンガポールの 2014 年以降は推算値、その他の国は 2015 年以降が推算値。 
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学、環境・地球科学、工学分野が薄いという特徴を有している。インプットとアウトプッ

トのバランスと共に、研究の方向選択の妥当性が気になる状況といえる。 

  産業に直結する特許出願では、少なくとも量的には、日本はまだ強く165、質的にも高く

評価される部分を有している166。パテントファミリー数のポートフォリオでは、日本は電

気工学、一般機器に厚く、バイオテクノロジー・医薬品、バイオ・医療機器が薄い、情報

通信技術関連は増加しているが、中国・韓国の増加が顕著なため世界シェアでは減少、と

いった特徴を有している。特許に関しても、既存技術・事業分野では強いが、情報通信関

連やバイオ関連といった未来の産業にとって期待大の新興領域が弱い傾向がみられる。他

との違いは差異化の源泉として利点にも成り得るが、現状は出遅れ感が強い。下図に、ハ

イテクノロジー産業の国別貿易収支比の推移を示したが、これも、上述の特許（や論文）

の状況と対応しているようにみえる167。日本は、近年、電子機器を中心に輸出が減少し（中

国・韓国の輸出増加）、電子機器および医薬品の輸入が増加しており、入超となっている。 

 

 

図 2-32  国別のハイテクノロジー産業の貿易収支比の推移 

   以上、GDP と科学・技術分野のインプット指標とアウトプット指標の一部を、大雑把

に概観しただけだが、日本の近年の停滞の要因は、インプットの量の問題というよりも、

2.2.1（1）でも言及したように、産業構造の変化を含めて、世界の新たな環境変化に対応

できていないこと、といえるであろう。つまり企業レベルから国レベルまで、インプット

の方向選択、要するに舵取り（ビジョン・戦略）のマネジメントの問題が示唆される。 

 

                                                 
165 日本企業の国内出願は減少しているが、海外出願は増大中。 
166 たとえば、特許をベースに選ばれる Thomson Reuters 社の Top100 Global Innovaters にランクインした

日本企業は 40 社で No.1 である（2015 年）。 
167 ハイテクノロジー産業：OECD の定義に基づき、具体的には「医薬品」、「電子機器」、「航空・宇宙」の 3
つの産業を指す。内訳を見ると、「電子機器」の貿易額が最も大きく、全体の約 7 割を占める。なおグラフは、

NISTEP「科学技術指標 2015」に基づき、未来工学研究所が作成。 
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(3) 産業構造の変化：製造業のストーリー例 

  スマートフォンは、携帯電話の進化形？モバイル PC の進化形？あるいはディジタル・

カメラの進化形？、自動走行 EV は、自動車？ロボット？動くオフィス？エネルギー端

末？・・・ICT 関連技術やバイオ関連技術の進展、シェアリング・エコノミーの展開と共

に、既存のカテゴリーでは分類し難い新たな協業方式、ビジネスモデル、製品やサービス

が、増加しつつある。 

日本企業の多くは、1960 年頃から 1990 年頃まで、主に既存コンセプトの枠組みの中で

要素や製法の革新、改善に注力し、高品質、高性能の製品開発で成功を収めてきたが、既

存技術・事業の成熟化とともに従来の成功パターン（縦型イノベーション168）は通用しな

くなってきた。一方、米国を中心に、1990 年前後から、オープン・イノベーション、新興

国企業を巻き込んだビジネス・エコシステムに基づく開発・生産方式や複数の産業間にま

たがる技術や構想を組み合わせた新たなビジネスモデル、新規製品・新規サービスの開発

（横型イノベーション169）が活発化してきた。かつて P. F. Drucker が指摘したように、「人

口構造の変化」も「産業構造の変化」も代表的なイノベーションの機会であるが170、日本

企業の多くは、未だにこういった変化をうまく活用できていないのが実態である。 

縦型イノベーションの時代は、次に目指す方向は概ね明確であり、「何を目指すか」といっ

た大目標・大戦略検討の必要度は低く、「より速く、より高く、より強く」的な戦術レベル

の目標をベースに技術の研究・開発を行えばよいケースが多かった。しかしながら、横型

イノベーションでは、次の方向は自明というわけではなく、不透明である。何をやるべき

か、何をやりたいのか、進むべき方向を自ら設定しなければならない。 

次の方向が不確実なら、技術の研究・開発の前に、「何をやるべきか」を検討すべく、社

会やビジネス、イノベーションの研究が必要となるが、実際にこういった研究を行ってい

る企業は少ない。また、社会やビジネスの本格的な研究を行わなくても、先発企業の行動

を観察し、創造的模倣の方向を探索することは可能であろうし、研究現場には幾つかの新

たなネタがある場合も多い。障壁となるのは研究・開発の現場というよりも、シニア・マ

ネジメントである。大半の日本企業はプリベンション志向的な組織である。大失敗のリス

クが無い既存市場向け既存技術の改善と、大成功のチャンスはあるかもしれないが、失敗

リスクの高い新市場創出を意図した新規コンセプトを天秤に掛ければ、余程の事情が無い

限り、既存技術の改善が選択される171。1990 年代以降、日本企業による新規市場創出型

のイノベーションは、米国企業に比べて少ない。また、新興国企業とのコスト競争も激化

した。こういった状況が 20 年以上も継続したため、多くの企業においてシニア・マネジ

メントは、イノベーションではなく既存事業・技術の改善やコスト削減を主体とするオペ

レーションで実績を上げた人が主流となっている。イノベーションを主導した経験や身近

                                                 
168 縦型イノベーション：既存コンセプト内の改善、要素レベルの革新が主要な競争力。主に垂直統合型組織。 
169 横型イノベーション：異分野技術や概念を組合せた新コンセプトで新価値創出。主に（国際）水平分業。 
170 P. Drucker（上田淳生 訳）, 「イノベーションと企業家精神」ダイヤモンド社. 
171 日本企業に、こういった傾向が顕著だが、米国企業であっても類似の傾向はある。「既存大企業は，市場・

顧客のニーズがあれば既存技術の改善だけでなく，高難度の新規技術 R&D にもチャレンジし資源配分・動員

を行う。しかしながら，市場・顧客のニーズが見えない新市場創出型イノベーションに対しては，簡単な技術

応用でも資源配分の優先度が下がり，後手に回る可能性が高い」（Christensen & Bower, 1997） 
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な見聞の無いシニア・マネジメントは、当然、高リスクの新規コンセプトへの投資は理解

し難く、避けたがる。そして既存市場・技術領域で、囚人のジレンマ的な研究・開発競争

が継続される。個々の現場には、それなりに新たなアイデアのタネはある。しかし、長年、

成熟化した既存技術・事業を優先する意思決定が続くと、チャレンジの場が無いために人

材は育たず、新たなのアイデアも枯渇する。成熟分野では、如何に努力しても成果は小さ

く達成感に欠けるため、「希望」が持てなくなる172、・・・と悪循環に陥る。多くの日本企

業のマネジメントが、長年に渡って産業構造変化、等の環境変化に対応できていない理由

は、業種毎や企業毎に多様なパターンがあろうが、これが一つの典型ストーリーであろう。 

 

2.4.2 停滞からの脱却に向けて 

 人口構造の変化に対する対応策も煎じ詰めれば、生産性の向上と経済成長、そして再配

分の見直しがポイントである。したがって、ここでは、人口構造の変化、産業構造の変化、

といった環境変化の波に飲み込まれることなく、変化を活用してイノベーションを促進し、

経済成長と産業競争力を強化する舵取りについて検討する。 

 

(1) 戦後日本の代表的イノベーションに学ぶ 

 （公社）発明協会が、110 周年記念事業として選定した「戦後日本のイノベーション 100

選173」を見ると、幾つか面白いことが分かる。アンケート投票トップ 10 を、年代順に例

示すると①内視鏡、②インスタントラーメン、③マンガ・アニメ、④新幹線、⑤トヨタ生

産方式、⑥ウォークマン®、⑦ウォシュレット®、⑧家庭用ゲーム機・同ソフト、⑨発光ダ

イオード、⑩ハイブリッド車となる。確かに「軽薄短小（省）」志向のモノ系技術が多いが、

昨今、日本企業の不得手領域とされている、異分野連携に基づくオープン・イノベーショ

ンや新規ビジネスモデルを伴うイノベーション、大規模システムのイノベーション、等も

しっかり含まれている。 

内視鏡技術を飛躍的に発展させたのは、1950 年に宇治（東大病院）とオリンパス光学工

業（現オリンパス）が開発した胃カメラである。これは、今流では「オープン・イノベー

ション」と呼ばれる異分野・産学の協業であり、かつ未来産業としても期待大の医療機器

分野における画期的成果であった。オリンパスは、現在でも該分野シェア No.1 である。 

手塚治虫は、新たな手法をマンガ作成に持ち込みその後の日本のマンガの原型をつくっ

たが、虫プロダクションとして始めたアニメにより注目したい。1963 年に「鉄腕アトム」

の TV アニメ放送（毎週 30 分）が開始されたが、そこには幾つかの革新的手法が盛り込ま

れていた。ディズニーのアニメ映画と違い、毎週放映される TV アニメには安価な作成が

要求されるが、それに対しては、1 秒間の枚数減少、口パク手法、背景の使いまわし、等

の省力システムを開発して対応した。著作権は虫プロが保有し、海外の放映に関しては、

売り切り主体の時代に期間を限定して独占放映権を付与するライセンス方式を採用、さら

に玩具、文具、衣料、食品、製菓、等でキャラクター・グッズ販売を組織的、計画的に行

                                                 
172 Randolf M. Nesse, 「希望は、努力が報われるという見通しがあるときに生じ、逆に、努力をしてもしな

くても致し方がない、と思ったときに絶望は生じる」（出所：山田昌弘, 2004） 
173 「戦後日本のイノベーション 100 選」：http://koueki.jiii.or.jp/innovation100/innovation.php 
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うことで、海賊版を排除し、利益を上げる版権ビジネスを展開した。マンガの連載、単行

本化、アニメ化といったメディア・ミックスも含め、これら一連の展開は、ビジネスモデ

ルの大革新といえる。日本のマンガ・アニメは、海外でも高く評価されているが、それら

のビジネスのベースは手塚治虫と虫プロにより構築された、といってよい。近年の日本の

マンガ市場規模は 3766 億円、狭義のアニメ市場は 1725 億円、キャラクター・グッズ販売

等を含めた広義の市場は 1 兆 3721 億円（すべて 2012 年）とされている。 

詳細は略すが、任天堂のファミリーコンピュータ（1983 年）に代表される「家庭用ゲー

ム機・同ソフト」も、ゲームセンターから家庭へ、ファミコンをプラットフォームとした

多様な参画者によるソフト開発等、開発手法やビジネスモデルの革新といってよい。また、

豊田喜一郎が提唱した経営思想「ジャスト・イン・タイム」にはじまり、スーパーマーケ

ット方式を採用した大野耐一によって基礎がつくられた「トヨタ生産方式」（1963 年から

全社展開）は、世界的に評価の高いビジネス・システムである。1964 年 10 月に開業した

「新幹線」は、産官学連携の一大事業であったが、後年、米国 IEEE マイルストーンにも

選ばれており、大規模システムの開発として位置づけられる。 

今回紹介した事例の数は少ないが、「日本企業の不得手領域」と昨今評価されている類の

イノベーションが、かつての日本で世界に先駆けて行われていたことは非常に興味深い。

これらの事例には、多くの場合、目的意識が強く明確な技術者や経営者の固有名詞が登場

する。跡付けサクセス・ストーリー固有の脚色やバイアスも含まれている可能性があるが、

企業という組織レベルでは不得手な領域も個人レベルでは決して不得手ではない、といっ

た解釈（仮説）も考えられる174。何れにせよ、現在、不得手とされる劣勢領域を、日本企

業には本質的に適性の無い領域、と短絡的に捉えることは間違いかもしれない。 

 

(2) 現在、元気な産業からのヒント 

 日本の産業構造変化を、産業別の GDP シェアで追うと、情報通信業とサービス業が成

長していることが分かる175。しかしながら、現在、国内の情報通信業やサービス業は、国

際比較で元気とは必ずしも言い難い。ここでは国際比較で元気な産業に注目する。 

2000 年代以降，関連企業の財務業績が良好で，関連製品・サービスの世界市場でのシェ

アが高い（＞20%）産業を例示すると、①自動車と関連部品、②産業用車両（フォークリ

フト、等）、③複合機（複写機・プリンタ）、④ディジタル・カメラ、その他撮像系製品、

⑤機能素材（高張力鋼、Si ウェハ、炭素繊維、等）、⑥小型モーター，⑦ワイヤーハーネ

ス，⑧機能部材・部品（ロジック IC，セラミックコンデンサ，バリスタ，センサ，レアア

ースマグネット，⑨光学部品（レンズ，偏光板，等），⑩2 次電池と関連材料，等の製造業

がリストアップされる176。そして、製品システムでは、ディジタル製品の苦戦は周知の事

実だが、ディジタル要素とアナログ要素（機械や光学系）の複合製品は、まだ優位である

ことが確認できる。また、ディジタルであれアナログであれ、製品システムのキー要素と

                                                 
174 個人と組織の違いの寄与が大きいとする解釈の外、戦後間もない当時の社会・経済環境や当時のまだ若い

企業組織の状況が、より大きな影響を与えた、等の解釈も成り立ち得る。 
175 出所：内閣府 経済社会総合研究所（2014），平成 25 年度国民経済計算確報 
176 出所：富士キメラ総研（2014）, 我が国企業の国際競争ポジションの定量的調査（経済産業省委託）. 
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なる機能素材・部材、部品や 2 次電池の類も強みを維持している、といえそうである。 

 次に、ビジネス紙誌でしばしば採り上げられる、元気で利益率の高い企業に着目してみ

よう。しばしば話題になるのは、関西（主に京都）の中堅大企業であり、そういった企業

は売上高の海外比率も高い（＞50％）企業が多い。京都では、堀場製作所（計測器関連）、

島津製作所（計測器、医用機器、等）、村田製作所（セラミクス機能部品、等）、オムロン

（FA 主体に電子部品、社会システム，ヘルスケア，等）、日本電産（世界トップの総合モ

ーター企業）、等。京都以外では、大阪のキーエンス（FA 関連、センサー）、や日東電工

（粘着、フィルム、高分子応用）、等が挙げられる177。これら企業の共通点を探ると、①

先発チャンピオン企業と競合しないニッチ市場 No.1 志向、②B2B 型ビジネスが多い、③

最終システムではなく、部分要素（部品、素材、計測・評価、作製、ネットワーク・シス

テムの中では一つの要素となるシステム製品、等）の製品・サービスが多い、④オーナー

経営が多い、⑤規模の追求より安全志向が多い、といった特徴が浮上する。 

 以上、二つの視点で現在の元気な産業、企業を概観した。共に、専ら製造業が抽出され

たが、元気な産業、企業に共通しているのは、素材や部品・要素を事業対象としていると

ころが強い、ということである。日本企業は、コア技術志向が強い、といわれているが、

長命のコア技術も、概ね化学や材料・デバイス産業の製造技術、評価技術、素材や中間材、

部品技術に集中しており、電機産業、等のセット企業の場合は，コア技術も短命なケース

が多い178。エンド・ユーザーと直結する最終システムより，部分要素（部品，素材，計測・

評価，作製，ネットワーク・システムの中では一つの要素となるシステム製品，等）の製

品やサービス（結果的に B2B 型ビジネス）が状況的には有利である。また、2.2 で述べた

ように、「軽薄短小（省）」や「極める」といった日本的特質も、最終製品システムよりも

部品や要素の方が、親和性が高い。最終システムで「軽薄短小（省）」を志向すると、性能

は向上しても開発効率は低下し、コスト上昇を招きやすく、競争力が低下しやすい179。一

方、部品や要素での「軽薄短小（省）」や「極める」志向は、独自の高性能部品として多様

な分野の最終システム製品でキー・モジュールとして採用される可能性がある。 

 では、セット企業はどうすればよいのか。セット企業を含む多くの日本企業にとって有

用な方向は「先発チャンピオン企業と競合しないニッチ市場 No.1」を志向する戦略であろ

う。前述の如く、日本企業は、基本的な技術基盤を有していても、未来の産業で期待され

ている ICT 関連領域（AI や IoT を含む）やバイオ関連領域、そしてハードからソフト、

サービス化の流れにおいては、どちらかというと劣勢（主に量的に）である。つまり、現

在の自分達のコア技術、コア・コンピタンスを有する領域と未来の産業で有望と期待され

ている ICT 関連やバイオ関連を組み合わせた新たな境界領域、融合領域を想定するならば、

そこは経営資源（もしくは技術力）の質は高いが量的には弱い、といった状況である可能

性が高い。こういった状況下の定石的戦略が、ニッチ戦略（「棲み分け」戦略）であり、こ

                                                 
177 各社のホームページと会社四季報（東洋経済新報社）から。 
178 セット企業は、事業対象の最終製品・サービスに近いイメージでコア技術を定義すると、短命な傾向が強

い（ex.「液晶」のシャープ）。ある程度、抽象化した上位概念や、より基盤的に捉える方が有利であろう。 
179 俗にいう「すり合わせ」型設計の弊害である。 
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の戦略は「和」を尊ぶ日本的特質とも親和性が高い180。未来の産業の ICT 活用、バイオ活

用、サービス化、等のマクロなトレンドを考慮して、先発競合とバッティングせずに自社

の強みを活かせそうな適切な生息圏を探索し、そのニッチで先ず No.1 を目指す。こうい

った舵取り方向が有望と考えられる。 

 

(3) 改善余地に着目する 

 経済成長、産業競争力の強化といっても、そもそも各産業の現状の立ち位置は異なる。

代表的な産業の現状を、「伝統的⇔非伝統的」、「closed⇔open」の 2 軸で大雑把に概観し181、

改善余地の大きな産業の探索を試みた。多くのビジネスは国内市場を対象に行われている

わけであり、「closed（国内志向）」自体を問題視しているわけではない。同様に、伝統を

必須要件とする産業も重要なわけであり、「伝統的」を否定する意図もない。しかし一方で、

社会・経済環境や、産業構造が変化しつつある環境下で、国際競争力の維持・向上が期待

される先端技術関連産業では、「open（国際志向）」や「非伝統的」方向や施策の検討も必

要であり、既に多様な施策も検討されている。それらを概観し、特に中間的産業で先端技

術産業類似の施策で改善余地の大きそうな産業を探索した。 

 

 

図 2-33 国内産業のポジション概観 

 

                                                 
180 経営資源の質と量を競合と比較し、自社の優位性を確保するためにニッチ戦略を考えるのが、米国流（た

とえば P. Kotler）の戦略論だが、京都企業の代表のひとつである村田製作所の創業者は、「同業者と同じこと

をやれば，安売り競争となり，同業者も自社も困る」といった趣旨の言葉を残している。同じニッチ戦略であ

っても、出発点が微妙に異なり、後者の考え方は、日本的特質と対応する。 
181 2 軸の基準概略は、①非伝統的：新規事業創出状況、外国人・女性の経営参画、等、②Open：海外とのオ

ープン・イノベーション実績、売上高海外比率＞50％、等。業界トップ企業もしくは主要 3 社のホームペー

ジ情報、会社四季報（東洋経済新報社）情報、等に基づき、定性的に判断した。 
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 図の第 1 象限に自動車産業が、第 1、2 象限に跨る部分に ICT サービス、電機、化学、

等が配置されるが、これらの産業は、今後も技術イノベーションやサービス・イノベーシ

ョンと競争力の強化が期待される産業であり、概ね第 1 象限が狙うポジションであろう。

改善余地大という観点から、最も注目すべきは第 3 象限である。第 3 象限に配置される産

業で、市場拡大や国際競争力向上を志向する一部の産業、企業が、相対的にイノベーショ

ンの余地が大きく、経済成長に対して注目すべき産業候補と捉えられる。図からは、観光

産業、1 次産業および食品関連、教育関連、そして医療・ヘルスケア関連が182、未来に向

けた有力候補として示唆される。また、伝統工芸関連産業のホームポジションは、第 3 象

限であろうが、ICT 技術を活用した発信やビジネス拡大を志向すれば（ex. クール・ジャ

パン）、ポジションが移動する例として第 4 象限に配置した。 

 

(4) 日本企業のマネジメント考察 

 以上、2.4.2（1）から（3）では、停滞から脱却するための舵取りが狙うべき領域や方向

を簡単に議論したが、2.4.1（2）で述べたように、企業レベルから国レベルまで、日本の

舵取りの問題はマネジメントの意思決定の寄与が大きい、と推察した。（4）、（5）では、

企業レベルを例として、マネジメントの問題を考察する。 

 既存技術や事業の改善は、既にある組織が対応するが、新規技術・事業立ち上げの組織

は、通常は存在しない。したがって、新たな技術や事業を本格的にを立ち上げる際の最大

の課題は、新組織構築のための資源動員である。新規技術や新規事業の検討は、既存技術・

事業とは別の、自由度の高い小さな組織に担当させる・・・近年、ここまでは多くの企業

で実施されている。しかし、小さな組織のままでは、市場導入までの道は遠い。新規構想

のフィージビリティが確認され、市場導入、さらには事業化に向けて本格的に始動する際

は、規模は小さくても既存事業の組織機能と同様の多様な機能を整備し、一定レベルの組

織拡大と投資増大が必要となる。しかしながら成否不確実な新規事業に関して、イノベー

ターが、この段階で論理や経済合理性に基づいてシニア・マネジメントを説得するのは困

難である183。この関門は、日本企業に限定されるものではないが、昨今の日本経済の停滞

状況下（そして自社の財務実績もかつての勢いはない状況下）では、イノベーション志向

を有するマネジメントであっても、前向きの意思決定を下しにくい環境といえるであろう。

それに加えて、リスク回避傾向の強い日本のマネジメントでは、よりハードルが高くなる。

特に、連続的な改善で実績を挙げたマネジメントと非連続的なイノベーションは、親和性

が低い。過度の「三現主義」は、形をつくりきれていない「夢」と相反するし、まだ見え

ない「新規市場」や見え難い「システム」に対する理解を妨げる。少なくともプロトタイ

                                                 
182 医療・ヘルスケア関連産業は、第 3 象限から第 1（第 2、4）象限に跨る。狭義の「医療」自体はローカル

性が高く第 3 象限がベースであるが、医薬や医療機器は概ね第 1 象限にまたがる位置にあり、バイオ、ICT
関連の進展と共に、さらに第 1 象限方向へのシフトが要求かつ期待される。そして狭義の「医療」自体も、 
高齢化対応（医療＋介護）や医療ツーリズム対応も含めて、内容・制度の改善余地大であり、第 1 象限方向へ

のシフトが期待される。 
183 武石・青島・軽部（2008）の大河内賞受賞 18 事例の分析によると、資源動員の正当化は、客観的、普遍

的理由ではなく個別・局所的理由に依存する、とされている。正当化のパターーンは 4 種に分類され、多い順

に、①社内外の支持者獲得＞②技術重視の考え方＞＞③当事者の危機感＞④経営トップのリーダーシップ。 
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プによる市場探索・実証までは、事後の経済合理性ではなく事前の R&D 合理性と期待効

果で、プロジェクトの前進を可能とする判断基準を、其々の産業・企業の状況に合わせて

整備し、個々のリスク回避傾向を制度的にカバーする施策が望まれる。 

 知識創造過程であれ、資源動員過程であれ、新規市場創出を狙ったイノベーションに、

一発必中や百発百中はあり得ない。創造を奨励し、挑戦的な失敗を許容し、むしろ称賛す

る企業風土の醸成が望ましい。産業や企業、あるいは職種によって其々の文化や風土が異

なる実態は、企業風土・文化の変革が、ある範囲で制御可能であり、それ程の難題ではな

いことを示唆する。シニア・マネジメントにとって風土変革のキー制御因子は予算と人事

評価、そして教育制度であろう。たとえば、創造的な試行のための時間的余裕と予算を準

備し184、創造的試行や挑戦的失敗を高く評価する人事、敗者復活型の人事を積極導入して

機能させれば、組織は、より創造的、リスク・テイク的に変化し、その雰囲気はシニア・

マネジメントにも逆に伝染し、良い循環の始動が期待される185。 

 経営もしくは人事にとっては、上述の如き施策検討の優先順位が高いはずだが、日本の

企業（人事・教育）には幾つかの迷信がある。日本の企業（人事）によくみられる勘違い

の一つは、「従業員満足度を向上させることで、企業業績を上げる」という施策（仮説）で

あろう。確かに、両者に相関がみられる場合は多く、業種によっては、この施策が有効な

場合もある、と思われる。しかしながら通常、因果は基本的に「業績向上（因）→ 従業

員満足度向上（果）」である186。勿論、従業員満足度の定点観測や向上検討自体は悪いこ

とではないが、従業員意識調査結果を詳細に分析し、それらに対する改善施策を検討して

も、業績が向上する保証はない。意識調査結果に基づく改善施策は従業員のコミュニケー

ション向上策が含まれる場合が多いが、これは元々、「報・連・相」を重視した「すり合わ

せ」型のマネジメントを好む日本企業の場合、「報・連・相」過多となり逆に生産性低下に

もなりかねない。当たり前であるが、結局、イノベーション促進、等の業績向上に正面か

ら取り組む施策が、業績向上に直結し、従業員満足度も向上する結果となる。なお、高橋

伸夫、ほか（2013）187は、見通し指数（≒未来に対する見通し）が満足率（≒従業員満足

度）と高い相関を示す、と報告しており、未来に向けたビジョンや戦略の重要性も示唆さ

れる。 

日本の人事・教育の分野には、この外にも根拠不明だが、長く信じられている言説が幾

つかある188。それらの見直しも、生産性向上に寄与するであろう。 

 

                                                 
184 成熟化した技術・事業の改善は、顧客ニーズと乖離するケースも多い。「改善活動」の改善や削減が、時

間的余裕を生む。予算は、新規（奇）領域の探索、創造的人材の育成を兼ねた予算であり、失敗 OK を前提と

した予算である。基本的な考え方は、多様な産業に適用可能だが、試行錯誤のコストが安い産業（ソフトウェ

ア系、化学系）の方が、検討は容易。 
185 組織の大半はイノベーション担当ではなくオペレーション担当である。両者向けの異なるマネジメント施

策が両立する組織設計、制度設計が必要である。 
186 P. Rosenzweig 著, 桃井緑美子 訳（2008）, なぜビジネス書は間違うのか, 日経 BP 社；B. Schneider,  
P. J. Hanges, D. B. Smith, A. N. Salvaggio (2003), Which comes first: Employee attitudes or 
organizational financial and market performance?, Journal of Applied Psychology, 88 (5), 836 – 851. 
187 高橋伸夫・大川洋史・稲水伸行・秋池篤（2013）, 組織の打診調査法, 組織科学, 47(2), 4 – 14. 
188 従業員満足度の外、顧客満足度、受講者満足度・理解度、等の意識調査の分析・評価における勘違いが比

較的多い模様。 
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(5) 日本的意思決定の構造 

 2.4.1（3）から 2.4.2（4）で議論してきた企業の行動特性やマネジメントの考察に基づ

いて、イノベーション促進に向けた日本的意思決定の構造を整理する。 

2.2 で述べた様に、日本社会は、プリベンション志向が強く、リスクをとらない傾向が

強い（日本的行動バイアス）。しかしながら、戦後、比較的初期のイノベーション事例を振

り返ると、昨今は苦手とされている横型イノベーションの事例も含まれていることに驚か

される。前述の日本的行動バイアスをブレーキとするならば、イノベーションに向けた意

思決定のアクセルは何であろうか。戦後のイノベーション事例や元気な京都企業に共通す

る特徴から、アクセルは、強く明確な目的意識、つまり個人であれば、志（とその背景を

支える世界観）189、組織であれば、ビジョンや理念ではないか、と考察した。さらに外圧、

等の環境の影響を加味して、概念図をまとめた。このモデルから、イノベーション促進の

マネジメントとしては、ブレーキ因子（リスクをとらない日本的行動バイアス）の緩和策

および/もしくはアクセル因子（志・世界観、組織ビジョン、等）の強化策が有効となる。 

 

 

図 2-34 イノベーションに向けた意思決定の構造（概念図） 

2.4.3 2030 年に向けて 

 従来トレンドの外挿延長線上に明るい未来は期待できない190。我々は、望ましい未来に

向けたビジョンを設定し、未来をデザインすべきである。人口構造の変化、産業構造の変

化に対応した望ましい将来社会像は、人材立国とイノベーション立国であると想定し、

2.4.2 までで記述した内容をベースに、以下、簡単に方向をまとめる。 

                                                 
189 志の外に、気概、野心や反発心、チャレンジ精神、等の精神的エネルギー全般を含めてよい、と思われる。 
190 たとえば、英エコノミスト編集部（2012）, 2050 年の世界：英エコノミスト誌は予測する, 文藝春秋.； 
経団連（2015）, 「豊かで活力のある日本」の再生：Innovation & Globalization.参照。 
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 急に大きくは、変われない。先ず、現在の強みを維持、強化し、同時に弱みのカバーを

検討することが、2030 年に向けた基本的な戦略方向である。 

①現在の強みの維持・強化（ICT やバイオ進展、等のマクロなトレンドの取り込み） 

 人と「考える機械」の分業構造をデザインし、それに基づくビジョン設定 

 部品、素材、計測・分析技術、関連産業（特に IoT に対するセンサー） 

 自動車、等の輸送機器（AI 化、自動運転、等での競争ルール変化への対応） 

 ロボット（産業用ロボット技術のサービス・ロボットへの展開） 

 モノつくり全般（3D プリンタ、IoT 等による競争ルール変更への対応） 

②改善余地大の産業の育成・強化 

 観光産業（音声自動翻訳、等の活用、ブランド発信）← ICT の進展活用 

 農業、等の 1 次産業と関連食品産業 ← ICT, バイオの進展活用（＋観光） 

 教育・研究（国際競争力強化） ← ICT 活用、制度改革（含む人材流動性） 

 医療（AI 診断、遠隔医療、個別医療、等）← ICT, バイオの進展（＋観光） 

③弱みの改善を含む未来の設計 

 教育制度の抜本改革（人と「考える機械」との分業を前提に見直し、創造性強化、

対話力、マネジメント、現代史、リスク教育、博士課程・社会人再教育の強化） 

 国際水平分業を含むオープン・イノベーションの拡大 

 海外出身者の活用 

 欧米型エコシステムとは異なる日本型の産業間連携可能性も検討する191 

 補足：下表参照 

表 2-5 米国と対比した日本的組織の特徴：強みと弱みの現在と未来192 

 

                                                 
191 たとえば、「産業共和制」。（出所：藤村修三（2013）, 価値創造 21, 251 – 273.） 
192 各比較項目は以下の資料を参考にしてピックアップした：1 は R. E. Nisbett（文化心理学），2 は北山忍（文

化心理学），3 と 4 は山岸俊男（社会心理学），5 は青木昌彦（比較制度論），6 は船曳建夫、R. Benedict と中

根千枝（文化人類学），7 から 10 は，榊原清則（経営学）. 
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2.5 願望的社会像 

 

(1) 願望的社会像の構造について 

将来社会像については、これまでの日本社会の特質、社会経済学的トレンド等のほか、

願望的社会像がある。願望的社会像とは、社会経済等のトレンドを踏まえつつも、将来社

会として出力される情報は策定者の願望を反映されたものである。この点、“ビジョン”と

“フォーキャスト”、“フォーサイト”の違いについて、未来工学研究所が実施した「日本

の長期ビジョン策定の在り方に関する調査研究」193では、“ビジョン”について、策定者

の願望を反映させるのみならず、将来にどのように関わっていくかも考慮し策定されるも

ので、量的情報が重視される“フォーキャスト”や多様な参加者の質的情報を取り込みつ

つ策定する“フォーサイト”とは異なる思想で策定されるものとした。これらからも、願

望的社会像は、“ビジョン”等で描かれることが多く、策定者の意思や想い等の主観的な要

素が強く反映されたものである。 

将来社会に関する予測文献等における情報は、「定量的予測情報」と「解釈情報」により

構成される194。「定量的予測情報」とは、これまで述べた経済社会トレンド等の不確実性

の高い情報や人口動態、気候変動等の不可逆的な推計情報等のデータからなる。また、社

会制度や組織体制に基づく将来への言及等も当該情報に含まれる。「解釈情報」は、「定量

的予測情報」に基づき解釈した内容であり、情報の内容は外的要因と政策的要因に分ける

ことができ、前者にはリスクへの対応が求められ、後者は政策的対応が求められる。 

願望的社会像に係る情報は、定量的予測情報（もしくは定量的現行情報）を踏まえつつ

も、解釈情報の部分で願望的要素が反映されたものと整理することができる。 

                                                 
193 未来工学研究所、「日本の長期ビジョン策定の在り方に関する調査研究調査報告書」、一般財団法人新技術

振興渡辺記念会委託調査、2011 年 12 月． 
194未来工学研究所、「第 4 期科学技術基本計画及び科学技術イノベーション総合戦略における科学技術イノベ

ーションのシステム改革等のフォローアップに係る調査」、内閣府委託調査（三菱総合研究所再委託）、2013
年． 
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図 2-35 予測情報の構造 

出所：未来工学研究所、「第 4 期科学技術基本計画及び科学技術イノベーション総合戦

略における科学技術イノベーションのシステム改革等のフォローアップに係る調査」、内

閣府（三菱総合研究所再委託）． 

 

 

(2) 国等が示す願望的社会像 

願望的社会像の概況 
直近において、国等が作成したビジョン、戦略に相当するものとして、下記のものがあ

げられる。各ビジョン・戦略等では、中長期のあるべき姿（ありたい姿）等の方向性を示

し、別途作成される基本計画等の参照情報との位置づけが多い（農林水産省、環境省、国

土交通省等）。 

 

《関連ビジョン・戦略等》 

・内閣府：「第 5 期科学技術基本計画」「科学技術イノベーション総合戦略」、 

・農林水産省：「農林水産業・地域の活力創造プラン」、平成 26 年 6 月 24 日改訂 

・環境省：「低炭素・資源循環・自然共生政策の統合的アプローチによる社会の構築」、 

平成 26 年 7 月 

・経済産業省：「「新産業構造ビジョン」中間整理」、平成 28 年 4 月 27 日 

・総務省・ICT 成長戦略会議：「ICT 成長戦略」、2013 年 

・国土交通省：「国土のグランドデザイン 2050」、平成 26 年 7 月 4 日 

・厚生労働省・保健医療 2035 策定懇談会：「保健医療 2035 提言書」、平成 27 年 6 月 

・文部科学省・夢ビジョン勉強会：「夢ビジョン 2020」、2014 年 1 月 14 日 

 

 

長期の将来社会（2100 年頃）を示したものとして、環境省の中央環境審議会意見具申「低

⽬的

⼿法

プロセス

定量的予測情報定量的予測情報定量的予測情報

予測⽂献
資料

予測情報 定量的予測情報 解釈情報

データ
データ外
・社会制度
・実施体制

解釈情報

予測情報のタイプ
「A」…数量分析に基づく、トレンドを踏まえた予測
「B」…トレンド＋他のパスを踏まえた予測
「C」…トレンド、他のパス、社会構造を踏まえた予測

外的要因 政策的要因

リスク

確実性の⾼い
データ

（不可逆な社
会の変化）

不確実性の⾼
いデータ

※予測情報の信頼性は、予測に
⾄った⽬的、⼿法、プロセス等
に依存する。

政策動向
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炭素・資源循環・自然共生政策の統合的アプローチによる社会の構築」がある。2050 年に

おいて温室効果ガス排出量の大幅削減（80％削減）を達成した後の社会であり、産業、都

市の在り方の見直しに伴い、イノベーションによる社会変革に至った姿を示した。具体的

には、環境面では、物質循環型社会が成立し、経済面では環境投資による経済の牽引、高

付加価値消費と高賃金の好循環が実現され、社会面では里地・里山地域が維持されている

姿である。また、比較的長期（2050 年頃）の社会像を示したものに、国土交通省の「国土

のグランドデザイン 2050」がある。2050 年の社会では、ICT により「コンパクト（小さ

な拠点）＋ネットワーク」型で多様な主体が連携し、対流促進型国土（実物空間と知識・

情報空間の融合）が形成される姿を描いた。大都市は国際経済を牽引し、地方圏域はコン

パクトシティ、小さな拠点等による活性化である（離島等は“現代の防人”と称した）。こ

れらから、長期の願望的社会像では、里地・里山・漁村地域や離島等では、地域資源を活

用した産業等の雇用創出により、持続的な営みを実現していることが期待されている。 

中期の将来社会（2030 年前後）を示したものは、比較的個別分野別に描かれているもの

が多い。科学技術基本計画等では、持続的な成長と地域社会の自律的発展や安全・安心の

確保（質の高い生活）、地球規模課題、知の資産の創出等の課題に対応した科学技術振興を

掲げ、農林水産分野では、農林水産業の産業の競争力強化と美しく活力ある農山漁村の実

現に向けて、農業・農村全体の所得の倍増を掲げた。農林水産省の「農林水産業・地域の

活力創造プラン」では、農山漁村の活性化に向けて、2020 年までに全国で交流人口を 1300

万人まで増加させる目標を掲げ、教育、観光、福祉等の局面で都市住民と農山漁村の触れ

あう機会を創出し、地域活性化に向けた展開方策が示された。保健医療分野では、団塊ジ

ュニア世代の高齢者入りに備え、健康増進を核とした社会設計がなされた姿を示した。 

いずれの社会像においても、ICT による課題解決を期待しているものは多く195、ICT 関

連技術とサービスの進展に大きく依存している。 

 

 

表 2-6 国等が示す願望的社会像 

ビジョン、戦略

等 
想定年 大目標（願望的社会像、目指すべき姿等） 

内閣府：「第 5 期

科学技術基本計

画」「科学技術イ

ノベーション総

合戦略 2016」 

2025 年頃まで  持続的な成長と地域社会の自律的な発展 
 国及び国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現 
 地球規模課題への対応と世界の発展への貢献 
 知の資産の持続的創出 

農林水産省：「農

林水産業・地域

の活力創造プラ

ン」、平成 26 年 6
月 24 日改訂 

2025 年頃まで  「強い農林水産業」（農林水産業の産業競争力の強化）と「美しく活力

ある農山漁村」（多面的機能の維持・発揮）の実現 
 産業政策と地域政策を両輪に農業・農村全体の所得を今後 10 年間で倍

増させる。 

                                                 
195 「国土のグランドデザイン 2050」では、「小さな拠点」形成を図るために必要な科学技術、サービスとし

て、無料 WiFi 環境の整備、遠隔医療、遠隔教育、自動運転、バイオマス・小水力等の再生可能エネルギー、

小型無人ヘリによる配達サービスの実施等を挙げた。 
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ビジョン、戦略

等 
想定年 大目標（願望的社会像、目指すべき姿等） 

環境省・中央環

境審議会意見具

申：「低炭素・資

源循環・自然共

生政策の統合的

アプローチによ

る社会の構築」、

平成 26 年 7 月 

2100 年頃 
 
 
 
 
 

 環境面：物質やエネルギーの循環、森・里・川・海の連関や健全な水

循環等の再構築等、健全な生態系の維持、回復。 
 経済面：金融機関や企業・家計に潤沢に存在する資金が、低炭素分野

を始めとした環境投資に活用され、成長分野として経済を牽引してい

る。高付加価値消費と高賃金の好循環が実現している。 
 社会面：国土のグランドデザインに基づき、バイオマス等の再生可能

エネルギーやエコツーリズム関連ビジネスなどによる雇用が創出さ

れ、多くの里地・里山地域に人が戻ることで、多様性の源泉である国

土の多様性も維持・回復している。 

経 済 産 業 省 ：

「「新産業構造

ビジョン」中間

整理」、平成 28
年 4 月 27 日 

2030 年頃  第 4 次産業革命（IoT、ビッグデータ、ロボット、人工知能等の技術革

新）を的確に捉え、経済社会システムを変革する。「移動する」、「スマ

ートに暮らす」、「健康を維持し、高齢者を支える」、「スマートを手に

入れる」等の検討を深化させる。 

総務省・ICT 成

長 戦 略 会 議 ：

「 ICT 成 長 戦

略」、平成 25 年 6
月 

2020 年頃  世界で最もアクティブな国になる～ICT による経済成長と国際社会へ

の貢献～ 
 新たな付加価値産業の創出 
 社会的課題の解決（医療・介護・健康、地域活性化、防災、資源確保

等） 
 ICT 共通基盤の高度化・強靭化（オープンデータ・情報セキュリティ

等） 

国土交通省：「国

土のグランドデ

ザイン 2050」、平
成 26 年 7 月 4 日 

2050 年頃  実物空間と知識・情報空間が融合した「対流促進型国土」の形成 
 大都市圏域：世界最大のスーパー・メガリージョンが我が国を牽引し、

大都市圏域は国際経済戦略都市となる 
 地方圏域：小さな拠点、コンパクトシティ、高次地方都市連合などに

よる活力ある集積を形成する。大都市圏域とも連携 
 大都市圏域と地方圏域（東京一極集中から脱却） 
 海洋・離島：海洋再生可能エネルギーの使用の促進。離島は、我が国

の領域、海洋資源利用、自然環境の保全等の担い手。 

厚生労働省：「保

健医療2035提言

書」、平成 27 年 6
月 

2035 年頃  健康長寿社会：リーン・ヘルスケア（よりよい医療をより安く）／ラ

イフ・デザイン／グローバル・ヘルス・リーダー 
※団塊ジュニア世代が 65 歳に到達し始める 2035 年頃までには、保

健医療の一つの「発展形」が求められる。 

文部科学省・夢

ビ ジ ョ ン 勉 強

会：「夢ビジョン

2020」、平成 26
年 1 月 14 日 

2020 年頃  革新的な「価値創造社会」を実現する：革新的な新たな価値の創出、

人材・知識の集積と良循環 
 文化力を更に強化し、世界へ発信する：教育、科学技術、文化、スポ

ーツ等の無形の価値、伝統 
 変化に適応する「動的全体最適」な仕組みを構築する：戦略的ゆとり

づくり、対話からの創発 

 



 
 

91 
 

(3) 願望か、トレンドか（願望的社会像が汲み取るべき要素） 

国等のビジョン・戦略に係る文書では、現状認識から外挿した目標と、願望的な目標を

掲げたものがある。 

先に取り上げた、農林水産省の「農林水産業・地域の活力創造プラン」では、2020 年ま

での農林水産物・食品の輸出額の目標として 1 兆円への倍増を掲げた。背景には、世界の

食市場が今後 10 年間でアジアを中心に倍増すると見込まれていることを挙げている。他

方、今後 10 年間で国内の加工・業務用野菜の出荷量 5 割増加を掲げているが、背景は消

費構造の変化、国内需要の喚起等とし、願望的な要素が見られる。地域活性化に係る領域

では、2020 年までに 6 次産業化の市場規模を 10 兆円に増加するとし、農産物の直接販売・

加工・輸出・サービス事業からなる一般的な 6 次産業（1.44 兆円：2010 年）だけでなく、

農商工連携、医福食農連携等の新たな産業像（事業像）を踏まえたものと想起される。 

また、国土交通省が策定した「国土のグランドデザイン 2050」では、人口 30 万人以上

を要する都市圏196が少子高齢化により 2050 年には各県に 1 地域程度の存在するに留まる

との試算から、30 万人規模の都市圏を維持するための展開方策と、人口規模に依存しない

都市環境の展開方策を掲げた。前者は、現状の社会経済規模に基づく将来構想であり、後

者は ICT 環境の整備、遠隔医療、遠隔教育、自動運転等の科学技術の進展に期待した将来

構想である。 

 

表 2-7 農林水産分野における願望的社会像の例 

現状認識 願望 
農林水産物・食品の輸出額は 5000 億円程度 
世界の食市場（現状は 340 兆円）は、今後 10
年間で 680 兆円に倍増との見込み 

2020 年までに農林水産物・食品の輸出額を 1
兆円に倍増させ、その実績を基に、新たに 2030
年に 5 兆円の実現を目指す目標を掲げる 

国内需要：少子・高齢化やライフスタイルの

変化等により国内市場構造の変化。介護食品、

薬用作物、加工・業務用野菜等生産、地産地

消、食育等を通じた新規需要の掘り起こし要 

学校給食での国産農林水産物の使用割合を

2015 年度までに 80％向上 
今後 10 年間で加工・業務用野菜の出荷量を 5
割増加 

出所：農林水産省（2014）「農林水産業・地域の活力創造プラン」から作成 

 

表 2-8 国土交通分野における願望的社会像の例 

現状認識 願望 
人口 30 万人以上の都市圏（現状は 61 地域）

☞2050 年には 43 地域に減少（各道県当たり 1
地域程度）※三大都市圏を除く。 

交通 1 時間圏の拡大（人口規模の維持） 
小さな拠点の形成（人口規模に依らない社会

づくり：地域構造の転換） 

注）人口 30 万人規模の都市圏＝人口 10 万人以上の都市から交通 1 時間圏にある複数市町村か

らなる圏域 

出所：国土交通省（2014）「国土のグランドデザイン 2050」から作成 

                                                 
196 人口 30 万人規模の都市圏とは、大学、百貨店、救命救急センター等の高次の都市機能を提供することが

できる規模であり、若者流出の境目と言われている。 
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このように、国等をはじめとするビジョン・戦略では、予測に期待される性格から、願

望的な社会像を示す傾向が強く。現状認識に対する“解釈情報”の部分において、少子高

齢化等の外的要因に対する将来社会（解釈）と考えることができる。その結果、リスクへ

の対応の振れ幅として、トレンド情報として市場規模の倍増が見込まれるものは、市場が

倍増した姿を、トレンド情報に依らないものは、“予想”的なものから、科学技術の進展・

社会実装に依拠したものがある。 

一方で、願望的な社会像であるものの、解釈情報に含まれる要因は、将来社会に対する

考え方（アイデア）とすることができる。国土形成の例では、我が国の人口を最適配置す

るための計画も考えうることができるものの、「小さな拠点」の形成のように、人口規模に

依らない都市環境を構想したと捉えることができる。このような点から、願望的な社会像

の背景にある将来社会の考え方の多面性を把握することが重要と言える。 
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3. 我が国の未来社会（2030 年の社会）と課題 

 

3.1 トレンドの先にある未来社会 

 

3.1.1 国際的枠組み 

(1) 現状での問題認識 

 

日本の強み 
○ これまでの蓄積 

・ GDP 世界第 3 位（表 3-1 参照） 

・ 海外債権残高197 

・ 多数の国際社会で競争していける潜在能力を持った企業の存在 

・ 高いレベルの技術的ストック 

 

表 3-1 世界の主要国の名目 GDP 上位 6 国 

1 米国 17,947,000 
2 中国 10,982,829 
3 日本 4,123,258 
4 ドイツ 3,357,614 
5 イギリス 2,849,345 
6 フランス 2,421,560 

 

○ 地政学的要因 

・ 国境はすべて海洋にある 

・ 被征服国家として抑圧された経験はほとんどない 

・ 高度な独自文化を持ってきたと言う自信と自覚 

 

日本の弱み 
・ アメリカおよび中国の２大軍事大国の狭間にあり、その接点の地域にある。 

・ 軍事的圧力に対する対抗力の弱さ 

・ エネルギーおよび食糧資源持久力の弱さ 

・ 外交官庁の覚悟とノーハウの不足 

・ インテリジェンス能力の弱さ 

・ 国家指導人材および社会的リーダーのノーブレスオブリージ精神の欠如（政治家、高

級官僚、経営者、有力大学教授陣、評論家、マスメディアなど） 

                                                 
197 財務省統計（2016 年 5 月 24 日公表）によれば、2015 年末海外資産合計 949 兆円、海外純資産合計 339
兆円 
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・ 太平洋戦争による負の遺産 

・ 70 年前のことを取り上げて誹謗する隣国、中国および韓国 

 

懸念 
・ 中国の帝国主義的膨張による、直接、間接の侵略行為及び経済活動の妨害の動き 

・ 他国、他民族による経済および社会の支配 

・ 食糧、エネルギーなど必要資源の確保困難 

・ アメリカの唯我独尊的発想による我が国の負担増大、不本意な行動への強制 

 

(2) 既存の未来予測シナリオ分析 

 

近年示された分析 
状況は常に変化しているので、最新のもの以外はそれほど頼りにしてはならないと思わ

れる。もちろん学問的な意味での分析と言うことであれば古い情報も比較対象として有益

ではある。 

現在、我々が考えているタイムスパンは 2030 年までであり、このタイムスパンに沿っ

た包括的なレポートとしては。①Global Trends 2030: Alternative Worlds、National 

Intelligence Council :NIC, USA，2012（アメリカ国家情報会議作成）、②外務省国際問題

研究「将来の国際 情勢と日本の外交―20 年程度未来のシナリオ・プランニング―」、③

International relations in 2030:The transformative power of large  developing 

countries, Lauren M. Phillips, 2008 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik などが

ある。なお、Military and Security Developments Involving the People's Republicof 

China、「米国国防長官府の議会への報告 2013」は日本周辺問題を取り扱っている。 

公表されているか否か別として各国とも似たようなタイムスパンの情勢分析は行ってい

るはずである。もう少し長いスパンのものであれば英国エコノミストの「2050 年の世界」

などもある。 

 

現在我が国が置かれている状況と我が国がとっている方向 
俯瞰的に眺めた時の国際社会における、特に留意すべきと思われる現在のトレンドは、

大略以下の通りと考えられる。 

 

・ パックスアメリカーナと言われるアメリカによる全世界の安全保障は、アメリカの国

力の相対的減退によって、混乱が生じているとともに、アメリカ自身もその意欲を減

じていること。 

・ 中国がその経済力の伸張を背景に膨張主義を露骨に示しつつあること。 

・ ロシアは昔のソビエト時代、アメリカと拮抗しようとした思いから、国際政治の場で

イニシアティブを取ろうという動きがあること。 

・ ヨーロッパは EU と言う新しい地域政治構造を確立しようとする途上にあり、国際的

プレゼンスに割ける力に限界がある。しかも、 2016 年 6 月の国民投票によって英国
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が EU からの脱退の意思表示を行ったことや、北アフリカ、中東地域等からの大量の

難民問題を抱えていることなどに伴って、EU および EU 各国は地域内のいろいろな問

題に優先的に対応をせざるを得ず、国際関係において積極的なイニシアティブを取る

ことが困難であること。 

・ イスラム国（ISIL）と呼ばれる既存の国家構造を無視した権力構造が国際政治の中に

勃興し、これまでの国際構造にチャレンジし始め、イスラム圏を中心とした中近東に、

政治的不安定構造が生じていること。それはユダヤ（イスラエル）対イスラム圏と言

う対立関係及びアラブ対イランならびにスンニ対シーアと言うイスラム教内の対立に

もう一段の複雑さを加えている。このような動きは、また、避難民あるいは侵略者と

してイスラム圏が膨張する結果をもたらし、イスラムの全世界的拡散拡大という状況

が出現している。 

 

2030 年までの世界を考えたとき、大々的な熱い戦争はあまり予想されないが、地域紛争

は頻繁に起こるものと考えておかなければならない。特に、アフガンを含む中近東地域お

よび北アフリカはその可能性が高い。そのような地域紛争に中国、ロシア、アメリカ、ヨ

ーロッパなどがいろいろな形で介入をする事が少なくないから、そのやり方の行き過ぎな

どをきっかけとして、大型の熱い戦争を引き起こしてしまう可能性は排除できない。しか

し、国家間の争いの主流は、間接的なもの、例えば、サイバー攻撃、経済侵略、マスコミ

コントロール、支援政治勢力の構築などが中心になると考えられるので、熱い戦争となる

可能性は以前に比べると低いと考えられる。 

日本にとっての最大の問題は、対中国政策である。70 年以上前の問題を取り上げている

歴史認識問題や従軍慰安婦問題を言い立てて、日本および日本人を非難する中国や韓国の

アプローチは、結局、①日本が他の面で譲歩することを求める、②自国の優越感の満足、

③中国および韓国の現政権への国民の不満のはけ口などを目的としていると思われる。韓

国については、これまで日本が韓国に対して取って来たいろいろな好意的な行動や技術流

出の許容198など を全く無視し、敵意のみで対応してくるのならば、基本的には、そのよう

な国であり、民族であるとして取り扱わざるを得ない。従軍慰安婦問題は最近、米国の強

い圧力、韓国経済の困難などもあり、日韓間で今後ぶり返さないとの約束の下に、合意が

できたとされている199が、その合意の永続性についてはこれまでの韓国との歴史を見れば、

あまり楽観して考えることは妥当ではないであろう。中国については、その経済力、すで

に投資済みの資産、膨張する軍事力、そして日本に対する露骨な敵意の表明200などを考え

                                                 
198 例えば、外務省国際協力ホームページ「1991 年～1998 年の実績 韓国」、新日鉄のポスコへの技術提供、

三菱重工（三菱自動車）のヒュンダイ自動車への技術提供、金大中事件における韓国の名誉を尊重した処理

（1973 年）、日韓通貨スワップ協定（2005~2013、ただしそれ以前からあり韓国の外貨不足に対する信用補完） 
199 日韓両政府は日本の岸田文雄外務大臣と韓国の尹炳世外交部長による外相会談後に行われた共同記者発

表で、最終的かつ不可逆的に解決されることを確認すると表明（2015 年 12 月 28 日） 
200 例えば、「共産党機関紙、人民日報（電子版）は、軍事パレードの目的として、中国で最新の軍事力を誇

示することで、「日本を震え上がらせ、世界に向けて中国が戦後の世界秩序を守る断固たる決意を示す」など

とむき出しに説明した」SankeiBiz（サンケイビズ）2015.1.30 
10:00http://www.sankeibiz.jp/express/news/150130/exd1501301000004-n3.htm 他尖閣諸島問題など 
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ると、こちらが損をしないように付き合って行かざるを得ない。米国の唯我独尊的態度201に

怒りを感じてきた一部の日本人202の中には反米の心境が親中につながっているケースも少

なくない。また、米、中、等距離を目指す主張も行われている。問題はそのような政策を

取った時の日本の負担するコストの議論が抜けていることである。感情ではなく怜悧なリ

スク、ベネフィット、コストの総合分析が必要である。 

日本政府の取っている、あるいはこれまで取ってきたポジションは、「歴史的経過から言

って、日米安保条約があり、同盟国としての関係がある中で、核を持たない我が国は日米

同盟を主軸にしたポジションを持たざるを得ない。もちろんそれに伴うリスク、負担、不

条理などが存在するが、それは日本の生き残りのためのコストと割り切るしかない。特に、

最近の中国の傍聴主義、帝国主義的態度の下ではやむを得ない。」というものである。北朝

鮮の核武装ということもあり、現実を見れば、このような日本のアプローチを否定する要

素はあまり存在しないように見える。 

 

2030 年までの俯瞰的な国際情勢の変化に関する考察 

大きなトレンドとしてはこれまでのパックスアメリカーナと言えるようなアメリカによ

る全世界的な安定維持は、困難になっている。また、アメリカ自身が、その役割を担うこ

とに抵抗感を感じ始めているという実態がある。それを担うとするとそのコストは膨大で

あり、グローバル化した世界においては、アメリカにとって割が合わないということもあ

るであろう。さらに、アメリカの経済力が相対的に落ちてきた結果であるとも言える。こ

のような状況をアメリカの没落とみなす考え方も十分あり得る203。そして、現状維持を最

も好ましいとする立場をとれば、このようなアメリカの相対的弱体化が国際的安定性を失

わせていると考えることができる。しかし、そのような変化は歴史において常に起こるも

のであり、それを批判し嘆いてみてもあまり建設的ではない。 

そのようなアメリカの社会的地位の変化に乗じて、その勢力を拡張しようとする国や勢

力があるのも国際政治の常である。その最も先鋭的なやり方をとっているのは中国であり、

比較的利口に立ち回っているのがロシアであると言えるかもしれない。イスラム国などの

国家でない勢力やテロ組織は、このようなパックスアメリカーナ体制の弱体化に伴って自

己の主張を通そう、過去の栄光を取り戻そうとしているもと考えることもできる。また、

このようなアメリカの安定維持勢力としての機能減退に恐れを抱き、周辺効果への威圧的

対応、周辺における国家間安定を阻害することが好ましいとするイスラエルなどの動きも

ある。 

アメリカあるいはそれと近い政治思想や経済構造を持っている国（ここではアメリカ派

と仮に呼ぼう。）と、パックスアメリカーナ体制に抵抗し、それぞれの自己主張、利害主張

                                                 
201 国際海洋法条約不参加、第 2 次イラク戦争における化学兵器に関する虚偽など多数 
202 鳥越俊太郎、鳩山由紀夫、小沢一郎など 
203 例えば、「アメリカの没落を認めるアメリカ人」外交問題評議会とピュー・リサーチセンターの共同調査

から - Market Hack 2013 年 12 月 09 日 09:49 http://markethack.net/archives/51902798.html「アメリカ

の「後退」 − 戦う国へ転換したなら」東京大学政策ビジョン研究センター副センター長／法学政治学研究科

教授 藤原帰一（http://pari.u-tokyo.ac.jp/column/column139.html） 
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を通そうとする国や勢力（アンチアメリカ派と仮に呼ぶこととする。）とは基本的構造にお

いて非対称になっている。アメリカ派の持っている言論や行動の自由、非独裁的な政治シ

ステム、人道主義の尊重、男女平等、生命の尊重などの意識構造、社会構造の持つ柔らか

さを利用して、アンチアメリカ派はその社会へのいろいろな働き掛けをすることによって

有利な立場を取ることが可能である。一方、アンチアメリカ派に置いては、統治者の恣意

や強権が容易に発揮できるシステムとなっており、アメリカ派を攻めやすく、逆に、それ

からの攻撃を防ぎやすくなっている。少なくとも、アメリカ派の国々においては、施政側

の行動は、より暴露されやすく204、その進め方も非統制的やり方である。このような関係

にあることを無視して、イコールフィッティングであるかのような議論され取り扱われる

ことが多いが、これはかなり問題があるように思われる。しかし、現在のところ、わが国

ではこのことを無視して、きれい事の議論がされている場合が少なくない。ただし、これ

については、資本主義構造によるお金に基づく締めつけ、CIA 等による傍聴など別の汚い

手を使っているとの非難が行われることも少なくない。また、アメリカの唯我独尊、横暴

と思える点があることも確かであるが、どちらが相対的に好ましいかの問題であろう。 

アメリカ勢力の後退、非アメリカ勢力の伸張の趨勢は当面続いていくと観念せざるを得

ないかもしれない。そしてそれを許容する限りにおいては、いろいろな個所での小競り合

いはあったとしても総じて平和は維持されるものと思われる。しかしアメリカがずるずる

と後退をし、中国等がどんどん膨張していく状況が日本に立って好ましいかどうかは別問

題なのではなかろうか。 

一方、アメリカが断固とした態度をとり始めた時に、米中の間のいろいろな形の軋轢が

表面化し、日本もその軋轢の中に巻き込まれざるを得ないかもしれない。これについては

後ほどもう少し詳しく考察する。 

 

 2030 年の力のバランス関係 

国の国際的地位、立ち位置に影響する要素として、①経済力、②軍事力、③ファンダメ

ンタルズ（地政学的位置、人口、賦存資源量、これまでの歴史的国際関係、国民の国際セ

ンス、外交交渉力、国民の国際安全保障意識など）④その他、に分けて考えるとわかり易

い。ファンダメンタルズのほとんどの要素はその国に特有のものであり、一朝一夕には変

わらないことが多い。ファンダメンタルズの中で、努力により大きく変えることができる

ものは、技術による賦存資源量の飛躍的な変化、国際収集力およびその分析力ならびに交

渉企画力の涵養による外交交渉力、そして、教育による国際環境理解と国際安全保障意識

であろう。なお、科学技術力は、経済力あるいは軍事力を通じて影響を与えることができ

る。 

 

○ 経済力 

米国農務省のマクロ経済上の推定として示されたデータによれば、 2030 年の GDP の

                                                 
204 例えば、ウィキリークス、パナマ文書など 



 
 

98 
 

二十傑は下記の通りと推測されており、中国の急速な経済成長が予想されている。 

 

∙  

図 3-1 2030 年に想定される経済大国世界トップ 20（出典：米国農業省） 

 

このような中国の経済力の急速な伸張はイワン・ツエリッシェフの２０３０年の世界経

済（ＮＴＴ出版、２０１３）においても述べられており、「GLOBAL  TRENDS 2030; 

ALTERNATIVE WORLDS（アメリカ国家情報会議作成）2013 年」もそのような立場を

取っている。 

 しかし、人口ボーナスの消失、国有企業中心の経済のいびつさなどから、そのような考

え方を修正する声も最近の経済関係者等にあるようである205。特に 2015 年 6 月からの上

海株式市場の暴落、その後の不安定な動き、さらには、各種中国統計の信頼性の低さなど

から、中国経済の今後についてのリスクを問題にする声もある206。 

 

○ 軍事力 

軍事力は、経済力、科学技術力の反映である以外に、人口、国内統制力、国民の軍隊へ

の選好度などが大きく影響し、また、これまで培ってきた各種の蓄積（戦略戦術企画指揮

のノウハウ、兵器、練度、統制力、補給力、情報収集力、情報処理能力及びネットワーク

力等）、さらには、軍事的強大化に対する為政者の意欲の総和である。 

現在、世界的にはアメリカが飛び抜けて強大な力を持っており、多くの西側関係者は、

今後、中国がアメリカに対し肉薄していくであろうと考えてきているが、2030 年までには

アメリカを超えることはできないであろうとの論が多い。ただし、慶応大学の神保謙准教

授は「外交」vol.17（時事通信社発行）掲載の論文「米中転換の力学―アジア太平洋の安全

                                                 
205 例えば、「中国経済はすでに曲がり角に・・・何をやっても儲からない時代に＝中国」2016 年 5 月 24 日 

LiveDoor ニュース 
日経ネット：財部誠一：中国経済大崩壊の危機が迫っている 2016.01.20 
206 例えば、みずほ総研「中国・インド経済の中長期展望―発展段階に応じた課題の分析と政策対応を踏まえ

た考察」2016 年 7 月 29 日 16 ページ 
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保障と日本の外交戦略」に置いて、場合によっては、2030 年の国防費について、中国がア

メリカを上回ることがあると述べている（表 3-2）。 

 

表 3-2 アジア太平洋諸国の国防費の予測値（単位：100 万ドル、2010 年基準） 

 2010 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 
日本 54,641 63,722 71,516 77,538 81,493
米国（高位バス） 698,281 853,611 1,080,888 1,211,633 1,379,567
米国（削減バス） N/A 533,507 675,555 757,271 862,229
中国（高位バス） 169,490 311,083 493,317 741,779 1,067,895
中国（SIPRI、基準） 121,064 222,202 352,369 529,842 762,782

（出所：SIPRI Military Expenditure Database を基に筆者作成） 

 

中国は、南沙諸島において人工島の建設を行い、国際司法裁判所から違法とされている

南沙諸島の実効支配を強める方向に動いており、米太平洋軍のキーティング司令官（海軍

大将）が 2008 年 5 月に司令官として初めて中国を訪れ中国海軍高官と会談した際、太平

洋を分割し米国がハワイ以東を、中国が同以西の海域を管理してはどうかと中国側から“提

案”されたことを翌年の上院軍事委員会公聴会で明らかにしたという事実もある207。また、

国防予算の大幅増額などによって軍事力強化を図っている208。 

 

○ ファンダメンタルズ 

2030 年のアメリカの人口は 4 億とされており、引き続きなだらかに人口が増加してい

く。一方、将来の経済大国になるであろうと予測されている国々では、インドが 16 億を

超えるとされており、また、中国は少子高齢化の影響が 2020 年に出始めると考えられて

いる。 

外交交渉力は、中国やインドが伝統的に卓越していると信じられている。アメリカは、

国内の民主政治体制ということもあって、選挙、議会など国内事情の影響を受けやすく、

大統領も必ずしも外交問題に優れているとは限らない。したがって、外交交渉力には限界

があると考えられている。 

わが国については、外交交渉のほとんどが外務官僚の手に委ねられてしまっている。し

かも、太平洋戦争前の古典的外交交渉のノウハウに、戦後のアメリカに庇護された、しか

し、アメリカ追随であった外交交渉のスタイルによって新たな味つけが行われた方法論、

そして、一時期、わが国が経済力のある時代に、その経済力を背景とした外交交渉を行っ

た経験を基としたスタイルを抜け出ることができず、今後の課題となっている。例えば、

GDPの 200%を超える過剰な政府債務を抱えながら中国の数倍に及ぶ国際連合分担金を支

払いつつ、バラマキ的な ODA 資金の配分を行っている一方、わが国が豊かであった時代

の在外公館の体制を維持していることなどである。 

                                                 
207 例えば、四国新聞 「太平洋の分割管理“提案”／中国海軍が米司令官に」2008/03/12 10:16 
208慶応大学神保謙准教授「米中転換の力学―アジア太平洋の安全保障と日本の外交戦略」「外交」vol１７時事

通信社  
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表 3-3 国連分担金の多い国（単位：％、米ドル） 

（出典：外務省「2012-14 年 国連通常予算分担率・分担金」（2014 年）） 

順位 国名 分担率（％）
分担金額（米ドル） 

（百万未満四捨五入） 

1 アメリカ合衆国（米国） 22.000 6 億 2,120 万 

2 日本 10.833 2 億 7,650 万 

3 ドイツ 7.141 1 億 8,220 万 

4 フランス 5.593 1 億 4,270 万 

5 英国 5.179 1 億 3,220 万 

6 中華人民共和国（中国） 5.148 1 億 3,140 万 

7 イタリア 4.448 1 億 1,350 万 

8 カナダ 2.984 7,620 万 

9 スペイン 2.973 7,590 万 

10 ブラジル 2.934 7,490 万 

 

国民の安全保障意識については、尖閣問題を契機に関心は高まっていると言えるが、一

方では過去の認識を引きずる人たちも少なくない。 

中国の台頭とアメリカのプレゼンスの縮小などによって世界の力のバランスが大きく変

わる一方、 ISIL など、テロ活動の飛躍的な興隆によって、国際的な安全保障環境が大き

く変わる状況にある。それは、NATO の再団結の動きや ASEAN 諸国の軍事力状況をもた

らし、それぞれの各国が安全保障意識を高めている状況にある。しかし、そのような国際

的な力のバランスの変化を国民に説明すべき者たちが、十分な説明責任を果たさず、手順

を追った手続きを経ずに、これまでの制度的枠組みの経緯を無視して、実行上、新しい状

況に対応するように新しい制度的枠組みを導入する動きも出ている。 

 

国際安全保障上問題を抱えている地域の問題 
○ 中東地域 

中東地域にはいくつもの、国際安全保障上の問題がある。それらは①イスラエルおよび

パレスチナ問題（ユダヤ教対イスラム、ユダヤ人対アラブ人）、②ＩＳＩＬおよびアルカイ

ダなどのイスラムテロ組織と既存勢力の問題、③シーア派対スンニ派の宗派対立、④サウ

ジアラビア対イランの対立、⑤王政対西欧的民主主義対イスラム原理主義、⑥世界最大の

国を持たない民族と言われるクルド人問題、 ⑦イスラム原理主義対政教分離主義、⑧植民

地統治と西欧の勢力圏争いに基づく建国の歴史209、⑨イスラム的宗教意識対キリスト教的

宗教意識 などが絡んでおり、怨念、利害、感情、宗教的原則などに根差す複雑な構造を

持っている。しかも、石油天然ガスの世界的供給地であると言う世界経済に対する影響が

大きい地域であって、エネルギー輸入国やエネルギー販売世界企業の利害も絡む。そのた

め、西欧的合理主義や民主主義、資本主義などの論理で整理しようとしても整理できない

                                                 
209 西欧による中東地域の分割、例えばサイクス・ピコ協定（1916 年）、ヴァルボア宣言（1917 年） 
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状況である。すなわち、潜在的に存在するリスクだけではなく、それが顕在化した危機の

状況が常に存在している。 

 

 

図 3-2 伝統的中東と拡大中東210（濃緑色が伝統的中東、薄緑色が拡大中） 

 

 

図 3-3 伝統的中東の地図211 

このような地域環境条件のもとにおいては、いろいろな対立関係が存在し、また生み出

される。これがその地域内だけの問題に止まっておれば、大きな紛争とならず、そのうち

                                                 
210 Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%B1 
211 Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%B1 
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に解決する場合も少なくないのであるが、これに乗じて、自国の影響力を拡大しよう、国

際政治の中で利益を得ようとする大国があり、また、武器弾薬の輸出市場として捉える国

や企業があり、さらに、常にある種の動乱を求める産軍複合体や軍事産業がある。このよ

うな国や組織体は、この地域の対立関係に介入して、結果として代理戦争、直接的な軍事

介入等を行うこともある。そのため、この地域における安定した状況は容易に成立しない

と言う状況にあると考えられる。 

したがって「危機との共存」を前提に、暴発して大きな危機にならないようにするしか

ない状況にあるといえる。最も危険なのは、きれいごとを言って解決することを目指すよ

うな行動である。上記のような対立関係は、結局は、大きな力でもって、まず抑え込み、

ゆっくりと調和点を追求する手法しかないのかもしれない。ただし、その場合、かなりの

期間、いろいろな矛盾や不合理、我々の価値観から見た悪がはびこることさえもありうる

であろう。また、ますます怨念が増え、問題をこじらすこともあるであろう。それをどの

ように考えるかという問題である。   

 なお、世界的な大戦にもつれこむきっかけを作る可能性が最も強い地域であると考えら

れる。それが実際に世界的大戦になるとすれば、①イスラエル対イスラムの対立の巨大化、

及び、②サウジアラビアとイランの相克、特にそれを伴ったサウジアラビア絶対王政の崩

壊、そして、③ヨーロッパ世界が、イスラム世界からヨーロッパキリスト教社会に対する

大規模な侵略や挑戦が行われていると受け取った場合の可能性が高いであろう。 

 

○ 東アジアおよび東南アジア 

中国・北朝鮮対米国・日本あるいはプラス東南アジア諸国という構造である。 

台湾は、今や中国にとって、米国さえ出てこないことがわかればいつでも武力併合が可

能である。しかし、それを行ったとしても、特別な利益があるとは思えない。北朝鮮の暴

発的行動によって、中国がそれに巻き込まれ、米・日と戦わざるを得ないようになった場

合、あるいは、中国の南沙諸島支配の動きが強まり、ASEAN 諸国とアメリカの連合チー

ムと戦うような場合に起こると考える方が実際的である。これらの際に台湾問題が連動す

る可能性があるということである。 
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図 3-4 尖閣諸島の魚釣島の外観212 

 

 

図 3-5 尖閣諸島の位置とその詳細213 

 

                                                 
212日本の領土をめぐる情勢（外務省） 
213日本の領土をめぐる情勢（外務省） 
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図 3-6 中国の領有権主張（南沙諸島）214 

 

○ インド対中国・パキスタン 

インドの急激な興隆が起こり、中国にとっては、インド、ASEAN 諸国、米国、日本に

より封じ込められている状況が出現したと感じる場合、パキスタンとインドが相携えてイ

ンドと戦うのが 1 つのケースである。もう一つは、アフガニスタンの原理主義的勢力がパ

キスタンを支配し、それにインドが危機感を持ったとき、戦争が生じてくる可能性がある。

これがインド対パキスタンの争いの範囲でおさまれば良いが、中国や西欧諸国がそれぞれ

加担する動きが出てくると世界を分けた戦いになる可能性がある。 

 

 

 

                                                 
214 Wall Street Journal 2015 年 10 月 15 日 18:17 JST 
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図 3-7 旧カシミール藩国をめぐるインド、パキスタン、中国の争い215 

（赤枠内が旧カシミール藩王国の範囲。緑がパキスタン占領地、橙はインド占領地、斜線部は中国

占領地、茶は 1963 年にパキスタンが中国へ割譲した地域） 

 

○ ロシア対 NATO 諸国 

ロシアが昔のソ連邦の栄華を取り戻したいとして動く場合である。ウクライナ問題にお

いてロシアがそのような欲望の一端を示した結果、ロシアのそのような意図に対する EU

諸国の危惧は抜きがたいものになっている。実際に、バルト 3 国およびポーランドは NATO

軍の駐留を求め、常に緊張状態が存在している。なお、ウクライナ問題は、アメリカがそ

の対立国として中国に焦点を絞った結果、ロシアとは対立を解消する方向に動いているた

め、現在のところ、ロシアの思惑通りと言うことになっている。そして、ロシアと NATO

                                                 
215 Wikipedia カシミール紛争 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%B4
%9B%E4%BA%89 
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諸国との闘いの可能性はかなり弱まったと言えるであろう。 

 

 

図 3-8 欧露関係216 

（濃紺は NATO 加盟国、薄い青色は NATO 加盟準備国、濃い肌色は中立国及びロシア、 

黄土色は NATO との友好国） 

 

○ その他、 

アフリカ地域における政府軍と非政府軍の戦い、イスラム教徒と非イスラム教徒の戦い

は人道的な視点から問題を解決しようとすると、結局大国が後ろでコントロールしている

代理戦争となる可能性がある。しかし、そうでなければ 1 部の人たちには残酷な虐殺など

が起こる可能性があるが、大規模な紛争となる可能性は低いと思われる。フォークランド

問題は、潜在的には存在していると考えるべきであろう。 

テロ問題については、①他民族が侵入し原住民族を圧迫したり、その土地等を実質的に

奪ったりした歴史的事実が継続している場合、②宗教的争いがあり、互いに憎しみ合って

いる場合、③テロリストが、相手方の屈服しないのはそれを支援している国または組織が

あるからであるとして、その国または組織に対して仕掛ける場合などがある。基本的にテ

ロリスト側の論理で行われるものであり、話せばわかるというレベルの問題では無いのが

普通であるので、完全な対抗策は無いと考えるべきであろう。できるだけ被害を少なくす

                                                 
216 Wikipedia NATO  
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%A4%A7%E8%A5%BF%E6%B4%8B%E6%9D%A1%E7%B
4%84%E6%A9%9F%E6%A7%8B 
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るという努力とともに、むやみに人道主義を振り回してテロリストを利するようなことを

しないことが重要では無いかと思われる。 

 

○ 世界大戦の可能性 

理性的に行動する指導者であれば、大量核兵器の時代でもあり、大戦争は割が合わない

と考えるはずと言うのが大勢の意見である。したがって、瀬戸際的政策、あるいは、相手

が弱者の場合は力で押しつぶすという政策をとったとしても、それは限定的であろうと考

えられている。これはどちらかといえば西欧的合理主義に根ざした社会科学的研究の成果

として言われているものである。しかし、このような西欧的合理主義や論理性が通用する

人や社会ばかりでは無いことに十分留意する必要があろう。すなわち、世界大戦の潜在的

可能性は十分あるものとして考えるべきであると思われる。例えば、①偶発的な小さな事

件が国民感情などにつながり、大戦争になる。②軍内部の統制力が弱く、一部の軍人の先

走りによって軍先導で大戦争になる。③国内事情から国民の目を外部に向けさせるために

敵を作り上げる必要性があり、小競り合いを始めたものの、コントロールが効かなくなっ

て大戦争になる。④西欧的合理主義とは相反する主義主張のもとに大戦争を起こす。など

の可能性を排除することは非常に困難である。 

ただし、大国が、その圧倒的軍事力を背景に自分の意を通す横車的な行動は引き続き行

われる可能性は高いと考えられている。また、経済侵略、サイバー攻撃、マスメディアの

買収等を通じたコントロールによる世論操作、株式、土地、水源等の購入による企業や地

域コントロールなど、間接侵略の手法が従来以上に強力に駆使される可能性が高い。 

実際に世界大戦を引き起こすきっかけとなる可能性のある地域は、上述の中東地域、東

アジアおよび東南アジア、インド対パキスタンと中国、ロシア対西ヨーロッパと考えられ

ているが、現在最も注目を浴びるのは中東地域であり、次いで、東アジアおよび東南アジ

アである。 

 

○ 20～30 年に於ける、影響の大きい、わが国の周辺における国際的トラブルの発生の可

能性とその影響 

ここ 15 年位のタイムスパンを考えたとき、日本周辺で起こるトラブルとして想定する

必要があるものは、①朝鮮半島での戦乱、②キム・ジョンウン北朝鮮による腹いせ的日本

攻撃、③中国の台湾併合、④中国による南沙諸島および西沙諸島への攻撃、⑤米中両軍の

一時的交戦、⑥中国による尖閣列島占領と実効支配の試みであろう。 

中国内部における内乱的現象の可能性を言いたてる人もいるが、厳しい内部統制治安対

策を講じており、その治安要員は尋常では無い強さを持っているので、その可能性は排除

できないが、低いと考えるべきであろう。むしろ、国内の不満が政府に対する反乱的事件

となる可能性が出てくれば、躊躇なく外部に敵を求め、国粋的対応が行われることになり、

尖閣列島支配の動きやそれとの関連で先島諸島への攻撃などわが国が標的にされかねない

状況にあることに留意することが必要である。 

上述の①～⑥についてはどれも中国が絡む問題である。朝鮮半島問題については、中韓

平和条約の成立、韓国経済の中国依存度が約 25％近いという状況の創出によって、実質的
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に、韓国は中国の影響力をかなり受けている状況にあり、また、もしも起こった場合、経

済的繁栄が一瞬にして崩壊する事は確かであるので、第二次朝鮮戦争を望むような状況に

はない。このような第二次朝鮮戦争を避けようと言う利害は米中においても一致している

ものであり、朝鮮半島の戦乱が起こりかけても、米中でそれを抑え込もうとする可能性が

高い。しかし、北朝鮮の思考パターンは非常に特殊であるので、戦乱の開始の可能性は否

定できない。一旦、戦乱が開始されてしまった場合、中国がどのような出方をするかは、

大きな問題である。この際、中国の覇権を確立してしまおうということでアメリカの反撃

体制が整う前に、台湾、尖閣、南沙諸島など現在中国領として主張している地域の電撃的

な実効支配を企てる事はあり得ると思われる。 

それが本格的な第二次朝鮮戦争となった場合は、中国は、北朝鮮の側に立って参戦する

可能性が高い。一方、アメリカが地上兵力までも出して、韓国を全面的に支援するか否か

は、その時の国際情勢、米国内の情勢により決まる。総じて言えば、朝鮮半島から手を引

く可能性も否定し得ない。しかし、そのような情勢になれば、米中関係は完全に冷戦構造

となるので、中国経済に対する打撃は大きなものだろうから、中国は、北朝鮮の現政権を

切り捨て、自分たちに好ましい政権を作る方向で動く可能性は否定しえない。 

③の中国による台湾併合は、中国にとってはいつでも実行可能であると考えるべきであ

ろう。よほどの国内事情がない限りはそこまでやるインセンティブは無いはずである。も

ちろん、中華主義が心理的に高まり、中国帝国主義（膨張主義）が中国内において特別な

力を持つ心理状態になったときは、起こりうる。しかし、それに対しては、対抗策はほと

んど無いであろう。 

中国による南沙諸島および西沙諸島のうち中国が実効支配していない島への攻撃につい

ても十分あり得ると考えなければならない。しかし、それが大きな戦乱につながると可能

性は低い。結局、中国の膨張主義の前に成す術を持たないことになる可能性が高い。 

米中衝突も、末端ではありえたとしても国どうして戦う可能性は 2030 年までは低いと

考えなければならない。中国がそこまで軍事力を整備しきれるとは考えられないからであ

る。しかし、膨張主義の新興国と保守主義の老大国の図式は、過去の歴史の中にいくつも

あり、勢いの前に合理的な判断がなくなる場合もよく見られる。それでもって覇権が交代

したケースもあればそうでないケースもある。中国がどの程度自制的であるかどうか、そ

して、アメリカが中国をそのような膨張主義的対応に関して戦って抑える決意になるかど

うかかかっているように思われる。すなわち、アメリカの決意や態度により、中国の反応

ぶりも異なると考えられる。特に、アメリカは、大統領の考え方や立ち位置、あるいは国

内事情に左右されるところが大きく、必ずしもタイミングの良い対応ができなかったこと

も少なくない。その結果、時期を失して既成事実化をし、周りを非常に困らせたこともこ

れまでいくつもある。したがって、たとえ日米安保条約があるとしても、アメリカに全面

的に依存するのではなく、ある程度の期間、自立的かつ自律的に行動するだけの能力とそ

のための情報収集力、そして何よりも、外交力を持っている必要がある。ここで言う外交

力とは、通常、外交力と言われるものと異なり、戦略的、戦術的、そして実質的なきれい

ごとではない対外対応に関するマネジメント能力である。 

アメリカにこれまでの国際的コミットメントや責務を無視してアメリカ第一を唱える大
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統領が出現する可能性も、今や存在する。いわゆるトランプ現象と言われる共和党のトラ

ンプ大統領候補である。たとえ、トランプ氏が大統領にならなかったとしても有力な候補

者となったと言う現象は、アメリカ国民のかなりの部分がこれまでのアメリカの負ってき

た国際社会的責任を放棄する心情を持っているということである。トランプ候補は、日本

に米軍駐留経費を支払わせるか、米軍を撤収するかのオプションを公言217するとともに、

その後否定した218と言われてはいるが、日本が核兵器保有国となることを勧奨する発言を

した実績がある。一方、アメリカで CIA と近いと言われているシンクタンク（CIA の代行

的な活動も行っているとされているが詳細は不明。）ストラトフォーは、最新の予測として、

アメリカが北朝鮮の中枢を攻撃し、統治能力を奪う作戦を行うことを公表している。 

このように、アメリカの国内事情はわが国の側から見れば必ずしも安定的であるとは考

えられず、これまでのわが国のアメリカ側に立った外交政策そのものが否定される可能性

さえも出ている。つまり国の自立の後ろ盾としてのアメリカが存在し得るかどうかは不透

明な状況になりつつあると言える。その中でわが国はどのように生き抜くかが問われるこ

とになる。そのような場面におけるリスク危機管理的発想や思考は我が国ではほとんどさ

れておらず、政策当局者や外交担当者にそのような知識と知恵、そして何よりも胆力があ

るかどうかは大きな問題である。日本の国内は、自衛隊等の増強による自主独立を目指す

自立派、中国との融和的な関係を求め、中国の覇権に従おうとする中国派、アメリカがい

ざとなったら日米同盟を切る事はできないであろうと言うアメリカ期待派、何とかなると

する傍観グループ、そして、その他少数意見のグループが各々の主張を繰り広げることに

なりそうである。ただし、自立派はその自立の仕方について多様な意見が乱立する可能性

が高く、しかも、少子高齢化が進む中で日本の経済力は自立派が期待するような軍事力を

構築し維持するコストに耐えられるかどうかが大きな問題となろう。そのため、この問題

は、単純な整理では済まない可能性が高い。 

中国による尖閣列島占領と実効支配の試みについては、中国側の戦略のステップの中に

十分入っているものと考えるべきである。通常の我々日本人の感覚からすれば、尖閣列島

を占領して支配することにそれほど意味はないと考えがちであるが、 ①軍事的な意味では、

その占領および周辺海域からの他国船舶の締め出すことは中国の行動の秘匿性を高める効

果があり、また、将来日本側によってレーダー基地などが置かれた場合、中国は内部活動

が知られ、脅威を感じる可能性を取り除く事が出来る、➁中国国内において国粋主義的な

勢力の満足度を高めることになる、➂国内的不満が政府に向かおうとするときに、国民の

注意を外に向けさせるとともに、愛国心に訴えることによって政府への不満を和らげる効

果を期待できる、④日本国内における責任問題の発生など内部抗争の勃発などの効果、が

期待できる、などが考えられるので十分なインセンティブがある。問題はそれが日本側の

抵抗によって成功せず、泥沼化する可能性が高い場合、あるいは、米国の介入を招いてし

まい、米中の衝突となることを心配せざるを得ない場合は中国側も自制せざるをえないと

言うのが実情であると考えられる。しかし、状況によってはそのような論理的な判断が行

                                                 
217  日本経済新聞電子版「トランプ氏、日本の核兵器保有を容認 米紙に語る」2016/3/27 19:34 
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM27H0S_X20C16A3FF8000/ 
218 CNN.co.jp「トランプ氏発言、日本の核武装めぐり二転三転」2016.06.03 Fri posted at 13:21 JST 
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われないことがあることは人間の常であり、相手の心理的問題を含めた状況に対する十分

な監視と分析、推測が必要である。 

 

○ ワイルドカード 

 わが国にとってのワイルドカードは、①米中間の本格的な戦争、②北朝鮮による核攻撃、

③北朝鮮の崩壊と難民の大挙来襲、④中国国内の大混乱であろう。米中間の本格的戦争は

両国とも望んでいないので可能性は低いばかりではなく、日本はほとんど打つ手がない。

米中間の衝突した場合、日米安保条約を離脱し、中立を宣言したとしても、米中両国とも、

日本の経済力や技術力、そして軍事力の大きさ、さらにはその地政学的位置を考えれば、

日本をそのままほっておくわけにはいかないであろう。また、②〜④についても、十分あ

り得るものと考えざるを得ない。したがって、ワイルドカードは、起こりえないものとし

て処理すべきではなく、その可能性を十分認識し、リスク危機マネジメントの行動が必要

であると思われる。しかし、わが国はいまだそのような対応はしていないように見える。 

これらの問題においては外交政策が非常に重要であるが、日本の外務省にそれだけの外

交術があるとは思えないのが残念である。例えば、南沙諸島問題において、そもそも国連

の常任理事国が率先して国際司法裁判所の判決を否定し、無視するなどということは、国

際連合の存続そのものに関わる問題であるはずである。国連中心主義を掲げる日本の外交

は、大きな破綻をきたしている可能性が高い。そのような視点は日本政府にはないようで

ある。そのような存在である国連の存在意義そのもの基本にさかのぼって検討する必要が

あるであろう。したがってそのことと連動して、多額の分担金を支払うことの意味を、根

源に立ち返って再検討すべきなのではなかろうか。 

 

(3)めざすべき未来社会像と政策対応 

 

わが国の選択できる政策の候補 
我が国にとっての国際安全保障に影響を与える環境変化などとしては、①強大な経済力

と軍事力を持つ中国の出現、②アメリカの相対的な力の低下、③アメリカの双務主義的要

求とコスト負担要求、④わが国の経済力の低下、⑤日本政府の財政赤字と多額の債務 ⑥

理想主義的な有識者の言動やマスメディアの態度の変化などである。 

このような状況変化に対するわが国の選択としては大きく分けると次のようなものがあ

るであろう。 

 

A)：日米同盟を強化し、中国に対抗する。そのために、現在の日米同盟が片務的であると

の米国の不満を抑えるため、自衛隊の海外軍隊との共同作戦を受け入れる。また、米

軍の駐留基地の提供、駐留費を負担など、米国に協力的に行動する。 

B)：中国との軋轢を避けるために、中国よりにシフトしていく。いざとなれば尖閣諸島を

中国に譲ってもやむを得ないものとする。 

C)：日本の独自防衛力を強化し、ときには抑止力として核兵器を持つことも考える。 
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現在、日本政府が取っている方針は、A)であろう。 

なお、米国・民主党寄りの大手シンクタンク・カーネギー国際平和財団が 2013 年５月

に公表した「２０３０年の中国軍事力と米日同盟／戦略相対評価」という研究報告書219で

は、日米同盟が中国の圧力に抗しきれず、次第に侵食されていく、すなわち、中国の意図

を受け入れざるを得ないように追い込まれていき、どんどん相手に譲っていくという可能

性が 1 番高いと論じている。 

わが国は、 単に戦争は嫌だとか、米国に従属的であるのはおもしろくない、なるように

なるさ、といった態度ではなく、この問題を真剣に議論すべきであろうと思われる。（でき

ればリスク危機マネジメントの視点に立って行うことが好ましい。）もちろん、その議論を、

中国は面白く思わず、アメリカを困らせることもありうるであろう。したがって、そのよ

うな議論は、政府としてではなく、シンクタンクや大学としてしっかりと議論すべきもの

であると思われる。その意味では、知の総本山を自認する大学人にそのような気概と胆力

がない事は非常に残念なことである。日頃、国民の税金を使っている者として、しっかり

とした対応を期待したい。 

また、わが国の自衛隊等の戦力のあり方が、このような社会的な流れに呼応し、十分な

変化を遂げているかと考えると、残念ながらかなり不十分であると言わざるを得ないので

はなかろうか。どちらかといえば、アメリカ追随型の補完戦力的な発想が強いように思わ

れる。また、日本人社会の常として、既存構造を変えるスピード感に欠けるという側面が

強い。特に、サイバー戦能力、情報収集分析能力、間接侵略対応能力、直接侵略抑止力と

しての打撃力などにおいてかなり問題があると言わざるを得ない。その意味で、科学技術

力の駆使の能力も今ひとつである。要素技術、個別技術の分野では非常に優れたものを持

ちながらそれを統合化する力は低いと言わざるを得ない。それを全体運用、統合戦略とし

て実行する力はもっと低い。すべての要素技術に 100％を求めることは困難であるととも

にコストの問題もあるから、それらを含めたトータルシステムとしての軍事運用技術、軍

事戦略としての統合化能力の涵養が必要である。日本の多くの企業等で見られるように戦

略レベルの議論が戦術レベルの議論と全く別物として取り扱われるという欠点がここでも

出ているように思われる。 

 

現状をクールに捉えた生き残り 
上記に述べたような国際政治情勢は、大勢として、中近東における小競り合い的戦争状

況にある種の変化があると考えられる他は、大きな変化が 2030 年までに起こる可能性は

低いと思われる。 

 国際政治においては、人道主義や正義は中心ではなく、それらは端のほうにある一つの

側面として考えなければならない。正しいから理解してもらえる、良いことだから理解し

てもらえる、同意してもらえるということを前提条件としてはならない。したがって、わ

                                                 
219 Michael Swaine,  Mike M. Mochizuki,  Michael L. Brown,  Paul S. Giarra,  Douglas H. Paal,  
Rachel Esplin Odell,  Raymond Lu,  Oliver Palmer,  Xu Ren “China’s Military and the U.S.-Japan 
Alliance in 2030: A Strategic Net Assessment”Published May 03, 2013 Carnegie Endowment For 
International Peace 
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が国の意志を通し、わが国が生き残っていくためには、それなりの世界的プレゼンスを持

っている必要がある。正しく人道的である事はそのプレゼンスの一つの側面と考える必要

がある。プレゼンスを持つためには、それなりの環境条件を常に作る努力が必要である。

また、交渉力も必要である。一方で、わが国が負える負担には限度がある。自分たちの能

力を超えた負担は他のことや国民の犠牲のもとに行われていることが少なくない。したが

って、わが国の外交においては、最も効果的なやり方が行われる必要がある。多数の公館

の維持、過去の歴史的な理由から来る分担金、インテリジェンス能力、ODA 等の現状を

根本的に見直し、集中と選択を行い、現状で最もふさわしい形に整理し直す必要がある。 

同盟国であるアメリカは、覇権の衰えを強く認識しつつある。一方で、その覇権を維持

するための経済的能力、国内的条件は悪化している。さらに、トランプ大統領候補のよう

な一国主義的主張が大きな支持を得るような国民感情がある。中国及び北朝鮮をめぐる状

況は、上述のとおりであり、容易ならざる状況にあると考えざるを得ない。しっかりと国

益の根幹を見据えて、ときにはある程度の犠牲を厭わず、日本国および日本人の生き残り

のための政策と行動をとる必要がある 

そのためには、喫緊の問題として、以下のような対策が必要であろう。 

 

1) リスク危機マネジメントの考え方の導入とそれによるリスク軽減及び危機対応対策の

検討と実行 

・ 経済侵略、間接侵略への備えの向上 

・ 積極的な危機意識の公開と醸成、ただし右翼的な国粋主義とならないようなアプロー

チが必要である 

・ サイバー攻撃対抗力の向上 

・ 技術流出の防止 

・ リスクや危機に適切に対応できる能力を持った人材の養成と適切な配置 

・ リスクや危機に素早く対応できる簡素な組織体制 

 

2) 危機に備えた準備 

・ 自衛隊の近代化－選択と集中の推進（継戦能力の向上、情報戦への能力向上、先端技

術の積極的活用、コストダウン、少数精鋭のための隊員の能力向上、指揮能力の向上） 

・ 国民の覚悟涵養のためのリスクコミュニケーション 

・ 反戦意識だけでは通らない現状を明確化 

・ 国民的議論の環境を造成 

・ きれいごとだけを言っている評論家や学者の論理の不当性の追求、現実との乖離の究

明など 

 

 

3) アメリカの政策変化に対する準備 

トランプ現象が生じている以上、かなりの程度アメリカの政策がアメリカ第一主義に変

わっていく可能性が高い。そして、これまでの経緯などを無視して残り少なくなったアメ
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リカの覇権を振りまわそうとする動きが出てくる可能性があると思わなければならない。

そのような事態が生じたときの分析および対応方策を作成するとともに、アメリカの内部

構造の動きを十分監視し、適時、必要な行動をとらなければならない。いちばんいけない

のは、タイミング遅れとなることである。また、一方的なアメリカ同調的態度を避けけれ

ばならない。 

 

4) 北朝鮮の政権崩壊に伴ういろいろな波乱に備えた準備 

一連の核実験やミサイル発射実験に伴う国際的経済制裁、最も重要な同盟国である中国

との不和による経済的困難があり、秘密警察などによる恐怖政治に伴う人心の荒廃なども

あって、北朝鮮が内部崩壊の萌芽をいくつも抱えていると言われている。そのような環境

条件を見据え、中国経済の困難を考慮し、核兵器による米国本土攻撃の可能性を憂慮して、

ストラトフオーのような北朝鮮攻撃の考え方があると推測される。それは実際に行われる

かどうかは、次期大統領の問題である可能性が高いが、現大統領の置き土産のようなもの

も可能性としては排除しえないであろう。どちらにしろ、現在の北朝鮮の統治構造はかな

り無理がある事は確かであり、何らかの形での変更が発生する可能性が十分あり得る。し

たがって、そのような事態を想定して対応策を検討しておく必要があろう。 

 

5) 中国側が尖閣列島を占領しようとする行動に出る場合に備えた準備 

国際政治的、国内政治的、経済政策的、軍事的など幅広くリスク危機マネジメント的対

応策の立案と必要な事前準備を行っておく必要がある。 
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3.1.2 経済的側面 

(1) 経済的側面へのアプローチ 

経済的側面については、一般経済の動きの見通しについて検討する一方、我が国の財政

の見通しは特に別に取り上げて検討することとする。これは、財政の見通しが、特に国民

生活に直接影響をする可能性の高い大きな問題として意識されており、経済的のみならず

政治的でも大きな問題であって、わが国の今後の国内の動きの主要な影響要因となると考

えられるからである。これら 2 つの見通しは相互に影響し合うところが多いが、一般経済

については国際経済の影響を強く受ける。そのため国際経済情勢による変動が大きく反映

するので、結果として不確定な部分が非常に多い。 

 

公表されている一般経済の変動の予測 
一般の経済変動の予測については、経済シンクタンク、銀行等金融機関の関係組織が

2030 年の日本経済に関する予測を発表している220。しかし、これらについては、その境界

条件を必ずしも明らかにしていないので、わからないところもあるが、①世界経済につい

ては現在のトレンドは大きく変わらない、②日本経済のトレンドについても急速な大きな

変化が起こらない、③日本経済の成長を動かす主要な要因は人口問題にあるとの立場に立

っているように推測される。そして、予測の検討結果はそれが作成される時期の経済に関

する注目事象の影響を強く受けている様に見える。その結果、 2014 年以前と 2015 年半ば

以降とでは中国経済に関する見通しが大きく変化しており、かなりトーンが変わってきて

いる様に思われる。 2014 年以前のものは、中国経済が世界経済を牽引するという見方を

もとに考えられている傾向が強く、2015 年以降のものについては、中国に期待を表明しつ

つも世界経済の牽引役を務める国ははっきりしないという認識に立っているように見える。 

一方、わが国経済については、人口の減少が労働力不足、そして市場の縮小につながり、

わが国の経済規模は大きくならない、むしろ縮小するかもしれないとするかなり悲観的な

見方となっている。 

 もっとも最近のものとしては日本経済研究センターが中期予測として本年度 3 月に公表

したものがある221。それによれば、以下のような予測がされている（表 3-4 参照）。 

 

 標準シナリオ 

 ・成長力：現状は１％以下、2030 年度にはマイナスに、人口減少が大きく 

                                                 
220 例えば、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングによる 2016 年 3 月 7 日付「調査レポート日本経済の中期

見通し（201 5～20 30 年度）～豊かな生活と高い生産性の好循環の実現に向けて～、 
内外経済の中長期展望 2015-2030 年度 日本経済 - 三菱総合研究所 2015/05/28、 
2030 年日本の就業構造～JIDEA85 モデルによる経済・産業予測～JIDEA 研究グループ 
(財) 国際貿易投資研究所 季刊  国際貿易と投資 Spring 2013/No.91 121 ページ などである。 
221 第 42 回（最終報告）中期経済予測（2015―2030 年度） 
２％成長の実現に第３の開国を 
―女性・外国人・高齢者、ＩＣＴのフル活用で第４次産業革命を生き抜く 
―経済破綻回避への細く厳しい道 
2016 年 3 月 23 日発表 
主査：小林辰男・日本経済研究センター主任研究員 
総括：宮﨑孝史・日本経済研究センター研究員 
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 ・経済成長率： 20 年代後半にはマイナス成長時代へ 

 ・消費者物価：需給ギャップの解消で下落傾向に歯止め。上昇率は１％弱に 

 ・経常収支：2030 年度に赤字へ、成長力の低下が要因 

 ・財政赤字：悪化の一途。国・地方の債務残高のＧＤＰ比率は 250％に拡大 

 

 標準シナリオに基づく産業・業界予測 

 ・2030 年、エレクトロニクスは存続の危機 

 ・家電やパソコンなど利益が２割以下に低下 

 ・生産は一般機械、輸送機器、雇用は医療・介護が支える 

 ・医療・介護に 1200 万人従事、制度は持続困難にも 

 

 改革シナリオ 

 ・労働生産性の向上にＩＣＴ活用と省エネ推進、ムダな投資の回避も不可避 

 ・外資の呼び込みや競争促進で成長加速、ＧＤＰ600 兆円の実現は 2024 年度に 

 ・高齢者は 70 歳まで現役、女性は北欧並み、移民は８万人増、それでも労働力減 

 ・消費税率の大幅引き上げで、国・地方の債務残高のＧＤＰ比率は 200％以下へ 

 

 論点 

 ・“第４次産業革命”への備えを（情報通信技術が変える経済社会） 

  ― ＩＣＴ戦略と国家戦略・経営戦略の深い統合を 

 ・ＣＯ２削減は成長・豊かさ向上のバネ（エネルギー・環境選択の未来） 

  ― 環境税導入で法人税ゼロ、子育て支援の大幅拡充を 

 ・潜在需要の掘り起こしで、世帯減少時代への備えを 

  ― 市場活性化で目覚める中古 400 万戸の潜在力 

 ・少子高齢化対策は待ったなし 

  ― 結婚、家事支援の意識調査から考える処方箋 

 ・ジョブ型雇用も必要に 

  ― 外国人の評価は成果を中心に定量的、かつ多くの目で 
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表 3-4 総括表 2030 年度までの経済の姿 

 

（注１）原油価格と世界成長率は暦年、その他は年度。 

（注２）原則として、16 年２月 15 日までに利用可能であった情報に基づいて作成。 

（注３）単位は表記されているものを除き（％）。 

（注４）※は各期間の最終年。 

 

政府は、数次にわたり、中長期の経済財政に関する試算を公表しているが、その最新の

ものは、内閣府が平成 28 年 7 月 26 日に経済財政諮問会議提出したものである222。その

シナリオとしては、次の 2 つのケースを考えている。 

 

＜経済再生ケース＞ 

日本経済再生に向けた、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起 する成長

戦略（「日本再興戦略」1）を柱とする経済財政政策の効果が着実に発現。中、長期的に経

済成長率は実質２％以上、名目３％以上となる。消費者物価上昇率（消 費税率引上げの影

響を除く）は、中長期的に２％近傍で安定的に推移。   

 

＜ベースラインケース＞ 

経済が足元の潜在成長率並みで将来にわたって推移。この場合には、中長期的 に経済成

長率は実質１％弱、名目１％半ば程度となる。 

 

図 3-9 に、これらのケース別の試算結果を示す。試算結果は 2024 年までとなっており、

それ以降については、公表されていない。 

                                                 
222 内閣府ホームページ http://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/shisan.html 
中長期の経済財政に関する試算（平成 28 年 7 月 26 日経済財政諮問会議提出）（PDF 形式：508KB） 



 
 

118 
 

 

 

図 3-9 中長期の経済財政に関する試算 

（平成 28 年 7 月 26 日経済財政諮問会議提出）の結果 
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今回の検討に当たっての現状認識 
 

＜日本の強み＞ 

＊ GDP は世界第 3 位 

 

表 3-5 日本の GNP 推移（見込みを含む）（単位：10 億円）223 

2011 2012 2013 2014 2015 
471,578.70 475,331.60 480,130.50 487,596.80 499,822.29 

2016 2017 2018 2019 2020 
505,212.70 511,547.85 515,963.70 522,926.42 530,071.19 

 

表 3-6 世界主要国の GNP（2013 年）（単位：100 万米ドル）224 

1 位 アメリカ 17,348.08 9 位 インド 2,051.23 

2 位 中国 10,356.51 10 位 ロシア 1,860.60 

3 位 日本 4,602.37 11 位 カナダ 1,785.39 

4 位 ドイツ 3,874.44 12 位 オーストラリア 1,442.72 

5 位 イギリス 2,950.04 13 位 韓国 1,410.38 

6 位 フランス 2,833.69 14 位 スペイン 1,406.54 

7 位 ブラジル 2,346.58 15 位 メキシコ 1,291.06 

8 位 イタリア 2,147.74 

 

 

＊ 海外債権の純資産額は 366 兆 8560 億円 

 

表 3-7 2014 年末時点の海外資産および負債（財務省統計：単位 10 億円） 

資産合計 945,273 負債合計 578,416 

 純資産合計 366,856 

 公的部門純資産 70,351 

民間部門純資産 296,505 

うち銀行部門 60,255 

 

 

  

                                                 
223 IMF World Economic Outlook Databases (2015 年 10 月版) 
224 IMF Balance of Payments Statistics (2015 年 4 月 12 日閲覧) 
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＊ 総合収支は黒字基調 

 

表 3-8 我が国の総合収支（単位：10 億 US ドル）225 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

220.99 129.83 59.70 40.70 24.40 124.35 

 

 

＊ 債券インフラストラクチャーの比較的高度な整備 

・債券、特に国債価格維持及びの急激な価格変動の監視が十分できるようなメカニズムが

できあがっている。 

・ただし、 1016 年 6 月 3 日の三菱 UFJ 銀行による「国債市場特別参加者（プライマリー・

ディーラー）」資格返上の申し出があり、このメカニズムにほころびが出はじめているの

ではないかと疑われる状況が出つつある226。 

 

＜日本の弱み＞ 

＊ 災害の多発地域 

＊ 国家財政の大赤字 

＊ 低い潜在成長率 

＊ 人口減少と人口構成の老齢化による労働力不足  

＊ 人口減少と労働賃金の低下に伴う消費需要の縮小あるいは停滞（市場の縮小あるいは

停滞） 

＊ 新商品新サービス事業化意欲の乏しさ 

＊ 国の過大な負債 

 

表 3-9 我が国の公的債務の状況（単位: 10 億円）227 

2011 2012 2013 2014 2015 

1,083,243.10 1,124,865.90 1,164,763.10 1,200,331.20 1,229,042.15 

2016 2017 2018 2019 2020 

1,252,022.40 1,272,741.23 1,292,095.96 1,312,128.72 1,334,089.67 

 

＜現在のわが国の経済状況＞ 

大勢的な見解としては、アベノミクスは企業人のマインドを前向きにした効果があり、

円安により、輸出企業の業績を良くし、海外からの来訪者を増やすと言う効果があった。

石油の値段の低下によってエネルギーコストが下がったことに伴い、円安による物価への

                                                 
225 IMF - World Economic Outlook Databases (2015 年 10 月版) 
226 日本経済新聞 2016 年 8 月 7 日付朝刊一面「日本国債 綻ぶ鉄の三角形 
227 IMF - World Economic Outlook Databases (2015 年 10 月版) 
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影響はマイルドなものであったため、消費者への悪影響は低く抑えられ、結果として経済

にはプラスの効果が大きかった。しかし、実質的な力強い経済の成長と言う当初の目的は

必ずしも達成されていない。日本経済の成長力は今のところ 1～2％程度以上には期待でき

ない状況にあり228、今後とも、低成長あるいは現状維持が続くと考えざるを得ない。また、

大きな経済力を持ち我が国産業界が重要な相手国としている隣国、中国の経済は、これま

での急成長が急減速している状況にある。その悪影響が最小限のものとなるように工夫が

求められている。 

 

 

図 3-10 日本銀行による我が国の潜在成長率推移（推定） 

 

2030 年の日本経済について考える際の基本認識 

実体経済は、経済学で言われるような単純な各部分の合理的な解釈によって整理できる

ようなものではなく、複雑に絡み合った複雑複合系とも言うべきものである。経済学が、

その複雑な絡み合った関係を単純形に置き直して解明するよう努めてきたのであるが、そ

れは十分達成されていると言う段階では無く、ある意味ではまだまだ未熟と考えなければ

ならない。したがって、短い先の将来については過去から現在に至る動きを外挿すること

によって推測することが可能であったとしても、かなり先の将来を見通すことは、ほとん

ど不可能と言ってよいであろう。そのため、2030 年の経済を見通すにあたっては、いくつ

かの確定的と考えられる要件の影響を検討し、次いで、不確定要因の可能性を検討して、

確定的要件の検討結果へのバリエーションを考え、どのような可能性があるかを考えるこ

とになる。 

2030 年の日本経済を考える場合、主要な影響要素としては、内部的には、①人口減少お

よび人口構成の老齢化の影響、②関係する人材の能力の問題、③国内政治情勢や国民意識

                                                 
228 日本銀行 2016 年 7 月５日発表 需給ギャップと潜在成長率から推定

https://www.boj.or.jp/research/research_data 
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などの国内的環境条件、④それまでの経済の蓄積及びできている経済構造、⑤利用可能な

技術、⑥経営層のマインド及び能力、⑦政府の経済政策の上手さなどが主要なものであろ

う。外部的には、ａ）エネルギーおよび資源の確保、ｂ）輸出市場の確保、ｃ）自由な企

業活動、ｄ）資金の手当て、ｅ）環境問題等色々な規制、ｆ）公平な知的所有権、ｇ）交

易の安定性などが重要であり、加えて、海外の主要国の経済状況はどのようなものである

かが問題であろう。主要国としては、アメリカおよび中国が非常に大きな影響力を持って

いると思われる。また、イギリスの EU からの離脱及びそれに伴うヨーロッパの混乱の可能

性、インドの成長具合、 ASEAN 諸国の一体化の進み具合や勢力伸張の状況なども影響する

であろう。なお、外部環境の問題は、その時の国際政治の状況及び国民の安全保障の問題

と強く絡んでいる。これら内部環境および外部環境の諸条件の組み合わせによってそれぞ

れの時点の日本経済の姿ができてくると考えられる。 

自由資本主義においては、その目的を GDP の成長拡大においており、そのような成長が

無限に続くという前提で経済学は議論している。すなわち無限のフロンティアが存在し、

成長の限界などは存在せず、資源やエネルギーはお金さえ出せば自由に買えるものとして

捉えているところが大きい。そして、市場は人間の欲望に依存しているが、その人間の欲

望は限りなく大きいという前提に立っている。しかし、このような前提条件が適切である

かどうかという議論は、ほとんど行っていない。厚生経済学などにおいて、これについて

の一部議論があるとしても、ストレートには取り扱われていないという印象がある。また、

経済学で論ずる場合は、たとえ個々の個人や企業に誤謬があったとしても相互にその誤謬

を消しあって全体としては合理的判断が行われるという前提に立っている。もちろん、行

動経済学、神経経済学など人間の心理に着目した経済学の分野では心理的バイアス等を問

題にするが、それ以外では、知識蓄積の厚い合理主義的経済学で考えることが多い。また、

この方がわかりやすく説明もしやすい。 

ただし、将来見通しを考える際には、経済学が分析の手段として有用であっても、経済

学によって将来の見通しが明らかにできると考えるべきではないように思われる。経済学

の論理やその分析データを活用しつつも、それが示すものは、経済のある一面であって全

体では無いことに留意し、それに拘泥することなく、そのデータの比重をも勘案して、そ

れ以外の幅広いデータも含めて総合的に判断すべきということかもしれない。 

 

影響力の強いいくつかの要素を中心とした大胆な仮説的見通し 
 

○2030 年のわが国経済の状況に関する検討 

上記のような考え方のもとに、2030 年のわが国経済の状況を考えてみる。発表されてい

る各種経済見通しにおいて中心的要因として取り上げられることが多い、人口減少および

人口構成の変化は、非常に確定的な影響要因であると言えるであろう。しかも、その数値

はかなり信頼度が高い。一方、2030 年の日本経済を考える場合の前述した主要な要素は、

個々の問題について分析をして、それらの相互関係を含めて統合化し、確実性の高い結果

を得る事は困難である。そこで、一般的に言われていることを基に、①わが国の産業力の

相対的競争力低下、②日本人闘争心、競争心の減退、③わが国および企業のマネジメント
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スキルの低い発展、④自由資本主義の保持、⑤政治的側には、自由民主党体制あるいはそ

れの類似体制が維持され、米国からも中国からも自立することを目指しつつもそれを完全

には達成できない不安定な状況にある可能性が高い、などを仮説的にベースラインとして

検討する。このベースラインの基本的思想は、日本の在り方はあまり大きくは変わらない、

ただ、人口減少等自然現象として起こってくる変化や現在生じている開発途上国の追い上

げの実態はストレートに影響するものとする、そして、首都圏大地震などカタストロフィ

ックな現象も起こらないとするというものである。このベースラインに基づけば、上述の

日本経済研究センターの見通しは、日本経済について危惧しつつも、問題を声高に言わず、

聞く相手があまり悲観的にならないように表現されていると考えれば、それほど違和感は

ないであろう。 

 

○2030 年を考える際の経済における最大の懸案事項 

2030 年を考える際の経済における最大の懸案事項は、人口構成において団塊の世代が 75

歳以上となり、総人口 1 億 5,500 万人の約 20％を占める。これに伴う悪影響や過大な負担

が予想されることである。229。 

 

 

図 3-11 わが国の人口構造の変化230 

 

このような状況は、一時期、緩和されるとしても、全体としてはその後も増大する傾向

にあり、2055 年には団塊ジュニアの世代が 75 歳以上となって、総人口 9,000 万人の内の

                                                 
229 内閣府 未来への選択（参考図表編）「選択する未来」委員会 平成 26 年 5 月 

230 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/future/chuukanseiri/04.pdf 
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約 27％を占めることになると見込まれる231。この見通しは、死亡率が急変動するなど特別

なことがない限りほとんど確定的である。近年の医療技術の発達によって死亡率は減少す

ることがあっても急増することはあまり考えられないので、確定的と考えることができる。 

特に、65歳から 74歳までと 75歳以上の医療費及び介護費用の急増が大きな問題である。

この状況を 2013 年に例を取って調べてみると、一人当たり医療費が 4 倍、介護費用が 9

倍になっている232。 

 

表 3-10 65 歳から 74 歳までと 75 歳以上の医療費及び介護費用 

 
 

図 3-12 は、このような 75 歳以上の急増を主たる要因とする年金、医療費及び介護費用

の推計である233。 

 

                                                 
231 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」平成 24 年 1 月推計による 
232 財務省 日本の財政関係資料 平成 28 年 4 月 16 ページ 
233 社会保障に係る費用の将来推計の改定について（平成 24 年 3 月）厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/shouraisuikei.pdf ただし、

「65 歳から 74 歳までと 75 歳以上の医療費及び介護費用」に関しては 2012 年調査の結果を基にしていると推

定される。 
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図 3-12 75 歳以上の急増を主たる要因とする年金、医療費及び介護費用の推計 

 

2025 年以降についての社会保障に係る費用の推計は今のところ見当たらないが、最も大

きな増加要因とされてきた 75 歳以上の人口推移見通し234によれば、2025 年からの増加は

あまり大きくない。したがって、とりあえず、2025 年までの変化に主な焦点を当てるが、

その後事態が改善するわけではなく、問題は引き続き残ることになる。 

 

                                                 
234 https://www.pref.gunma.jp/contents/000010983.pdf 
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図 3-13 75 歳以上の人口の推移 

 

これまでややもすれば、財政当局の強いプロパガンダもあり、もっぱら公費負担分の増

加が問題にされてきている（これについては「(3)国の財政及び負債の状況の予測」におい

て別途検討する。）が、国民経済的にはこの増加全体が問題なのであり、特に保険料を始め

とする公費負担以外の部分に十分留意することが必要である。すなわち、このような社会

保障費用の負担の増加は、65 歳を超える人たちを扶養する 65 歳以下の勤労世代の国民の

生活を大きく圧迫する可能性が高い。しかもここで示された見通しは、新薬剤の導入を含

む医療技術の発展による医療コストの増加が十分織り込まれていない。現実には、医療技

術の発展がもっぱら医療コストを高める方向に動くことが多い。また、医師会、医療法人

協会を始め、医療関係者の医療費引き上げ要求の圧力は非常に高いものがあり、一方では

介護に関しては、その従事者の待遇改善が喫緊の課題となっている。 

そのような状況から、医療費及び介護費の増加が起こりがちである。勤労者の平均所得

が低下しつつある状況においては、これらの年金、医療費や介護費が支払われなければな

らないということは、勤労世代に大きな犠牲を強いる由々しき問題である。一方、その急

増する医療費及び介護費用を 75 歳以上の高齢者が主として負担すべきと言うことになれ

ば、多くの 75 歳以上の高齢者たちの生活状況が急速に悪化し、最低限の生活を維持するこ

とさえも困難な人が多数出ることになる可能性が高い。また、医療費及び介護費用の急増

は、経済構造をこの領域に偏った非常にいびつなものにすることにならざるを得ず、しか

も、非生産的な色合いが強く、これまで蓄積してきた財を費消するだけとなる可能性が高

いので、勤労世代である次の世代にとっては二重の苦しみとなる。加えて、医療や介護に

必要とされる人員は労働力が減少する中で異常に高い割合となる可能性が高い。実際問題
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として、それだけの人を確保することは困難であるとともに、従事すべき人員がこの分野

に取られるため、他の生産的な産業の縮小につながる恐れも考えなければならない。これ

に対し、移民を増やせばよい、出稼ぎ労働者を海外から連れてくればよいという議論はあ

り得るが、日本の産業経済がそのような費用を支払う能力があるかどうかは問題であり、

また社会的安定性を損なう可能性も考えられる。したがって、この問題に関する解決策は、

従来のやり方を踏襲していたのでは解決策がないように思われる。 

また、特に認知症は 2030 年でその数は 420 万人と見込まれている235、この認知症者は何

らかの支援が必要であり、1 人だけで放置しておくことができないから、その面倒を介護

施設などで見ようとすれば、大量の施設が必要となる。また、それに要する人員も直接間

接を入れれば認知症者の数に匹敵するか、上回る可能性が高い。2030 年における 20 歳か

ら 65 歳までの人口は 6,300 万人、74 歳まで広げても 7,700 万人であり、その人員の確保

は至難の業と言えるのではないかと思われる。さらに「認知症の最大の危険因子は加齢で

ある。65～69 歳での有病率は 1.5%であるが、以後 5 歳ごと倍に増加し、85 歳では 27%に達

する。（厚生労働省 Web サイト「みんなのメンタルヘルス」236。2030 年以降も人口構成の

老齢化が進むので、ますます厳しい状況になっていくと考えられる。 

 

 

図 3-14 認知症の人の数と将来の予想 

（栗田主一ほか、平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金研究分担報告書） 

 

このように考えると、実際には、人口減少および人口構成の変化と言う確定的な部分だ

けとってみても、上述のベースラインシナリオは成立しえない可能性が高い。ベースライ

ンシナリオを前提とした場合は、多数の高齢者を事実上医療や介護がほとんどない状況に

放置せざるを得ないことになりそうである。 

 

 

○人口構成の老齢化 

                                                 
235 栗田主一ほか：平成 19 年度厚生労働科学研究費補助金研究分担報告書. 2008. P135-156 
236 http://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_recog.html 
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人口構成の老齢化は、日本の製造業を支える中小企業の急速な減少と彼らの持つ技術の

消失をもたらすのではないかと恐れられている。中小企業は二次下請け、三次下請けとし

て製造業の底辺を支えてきた。近年の大手製造業者の海外移転や海外展開によって、比較

的容易な業務は現地企業に技術移転が行われ、次第に現地企業に取って代わられるように

なってきている。しかし、少数生産の高度な製品については、その付加価値の高さ、必要

とされる技術およびスキルの高度さ、発注者と生産者との頻繁かつ緊密な連絡の必要性な

どから下請けであっても他には替えがたい者として、その地位を高めてきている。それほ

どではなくとも、現在生き残っている中小製造業の多くは、製品の特殊性やユニークさ、

納期の短さや弾力的対応、信頼性の高さや気配りなどによって特色のある地位を築いてき

た。また、流通業においては、日本的なキメの細かいサービスやアフターフォロー、人脈

と歴史的経緯に基づくネットワークによりその存在感を示している。ところが、これらの

中小企業は、経営者、その道の専門家、スキルの保持者などいろいろな面で後継者不足に

悩んでいる237。特に、経営者の後継者不足は直接的に企業の消滅につながる可能性が高く、

その結果、製造業の基盤が崩れてしまう。そして、高付加価値産業を追及しても、国内の

経済価値の向上には大きくはつながらないと言う事態が起こりかねない。これは一例かも

しれない。 

2030 年の多数の老齢人口を抱えた国民が健全でいくためには、それだけの所得が必要で

あり、それを維持するための産業構造や産業規模が必要である。単に一般的な意味での自

由資本主義的な合理性追求だけではそれが困難な可能性が十分あり得ると考えなければな

らない。原理主義的な自由資本主義を振り回すだけでは理論的には正しくとも、多数の不

幸な国民を生み出す可能性がある。何のための経済なのかを見つめなおす必要があろう。

最大多数の国民の幸福を追求すると言う考え方で、経済構造、産業構造を見直す必要があ

る可能性が高い。トランプ現象や Briexit の背景にはこのような現代経済及び経済学の問

題が横たわっていると考えられる。 

 

○経済を予測する際に確定的とは言えない要素 

経済を予測する際に確定的とは言えない要素については、最近の国際経済の動き、米国

のトランプ現象と言われる自国中心主義強化の動き、ヨーロッパにおけるＥＵの不安定化、

中国の覇権追及姿勢の強まりや中国経済の変調など、日本が従来の流れでは生きていけな

いような環境条件が出現しつつあるのではないかと思える。特に、国の安全保障について

は、米国の支援削減の動きに対応するためにはそれなりの支出を必要とするかもしれない。 

 

○日本の過去の蓄積等の優位性 

このような状況においては、日本には過去の蓄積など優位なことがいくつかあると言っ

ても、激しい国際間の競争の中で、瞬く間にその優位性が覆され、過去の蓄積に頼ったや

り方は通用しない可能性が高い。 

                                                 
237 事業承継等に関する現状と課題について 平成２６年３月 中小企業庁 および｢平成 27 年度中小企業

の動向｣及び｢平成 28 年度中小企業施策｣(中小企業白書) 平成 28 年 4 月 
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○これまで提出されてきた経済見通しの問題点 

このように分析整理してみると、これまで提出されてきた経済見通しはかなり限定した

条件の下のものであり、出来る限り実態に迫ろう、問題を摘出しようと言うスタンスで作

成されたもののようには思えない。ある意味ではかなり楽観的な見通しと言う事では無い

かと思われる。 

したがって、政府も、医療をはじめとする関係者も、関係の学者たちも、真実を語ろう

とはしてきていないように見える。また、このような事態を取り上げなければならないマ

スメディアが取り上げないのも、不勉強にあるのか、非常に不思議なことである。 

上述した事項だけに限ってみても、 2030 年までのわが国の経済状況は、これまでの流

れや考え方に沿っているだけでは対応できないような非常に厳しいものであると思わざる

を得ない。国を挙げての知恵と工夫の創出、そして、時と場合によっては、これまでタブ

ー視されてきたものも、全面的に見直し、国民及び国の生き残りのために必要な措置を取

る必要があるのでは無いかと思われる。高額所得者や企業の負担の増大、高齢者への我慢

の要請、国民への現状の理解の要求なども必要となる可能性が高い。少なくとも、事態を

放置することは許されない問題である。 

 

摘出された問題点とそれに対する対策 
上述の仮説的見通しによる検討結果で摘出された問題点は、次のようなことであろう。 

 

2030 年までのみならず、それ以降も、75 歳以上の人口がかなり急速に増加する。これに伴

い、医療及び介護について、費用、必要とする人員、他の分野に対する影響などは、

従来のやり方を踏襲していては、日本経済が耐えられない可能性が高い。また、国民

生活の悲惨なものになる可能性がある238。 

それに対する対策は明確にされておらず、それに備えた工夫もないように見える。 

中小企業の継承後継者不足に伴う消滅は日本経済の基盤を崩壊させる可能性がある重大

な問題である。 

2030 年における国際環境は、国際的枠組みで述べるように国際安全保障の関係から、現在

よりも費用をかける必要が出てくる可能性が高い結果、経済には負担となる可能性が

ある。 

首都圏の大規模地震、東海、東南海、南海などの太平洋岸大規模地震、異常気象による大

規模水害、大型テロ活動やサイバーテロなどのカタストロフィックな事象のリスクを

含めて考え、そのリスクが実際に発現し、危機となる事態も考慮する必要がある。 

 

 

                                                 
238 社会保障に係る費用の将来推計について 総理官邸 平成 23 年 6 月 
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図 3-15 社会保障に係る費用の将来推計239 

 

これらの問題点に対する対策は、単一の方法では困難であって、色々な合わせ技によら

なければならないと思われる。しかも、それでも 100％対応できるということにはならな

いかもしれない。しかし対応をせざるを得ないことも事実である。このような前提で考え

てみると次のようなことが考えられる。 

まず基本的な考え方としては、 

 従来の既得権、あるいはそのような流れを無視した、この問題を解決するための措置

の優先的対応。そのためにある程度、弊害が出ることもありうると覚悟する必要があ

る。 

 目的追求型アプローチによる傾斜的人員投入及び資金投入を行い、既存の事業の淘汰

も必要である。 

 医療費及び介護費用並びに医療や介護のための人員の必要量を減らすための大々的

研究開発。その際には単に医療技術や介護技術に関するもののみならず、そのマネジ

メントシステム、高齢者の自助、共助システム、などあらゆる方法論を入手するよう

にする必要がある。 

 国際安全保障に関しては、好ましい姿の検討ならびに費用対効果比を十分考えた安上

がりな方策を追求し、実行する。 

 災害等のカタストロフィックな事態に備えるための対策に関しては、個人の希望優先

                                                 
239 社会保障に係る費用の将来推計について 総理官邸 平成 23 年 6 月 
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ではなく、全体最適を目指す対応を行う。 

 従来の考え方や既得権にとらわれない単純でわかり易い税制の導入およびその透明

性を拡大し、徴税費用を削減する。 

 人口減少や老齢化のために必要な経済力を維持涵養することができるための環境条

件の整備として、これまでの経済慣行や無駄あるいは不合理な部分の全面的見直しと

必要な制度的枠組みの設定。それは結果として、自由資本主義の 1 部改定だったとし

ても必要なことやるべきであろう。国際経済は中国のように国家資本主義をも認めて

きているのであり、日本がアメリカ型の自由資本主義と全く同一でなければならない

と言う要求は無いはずである。 

 

以下に、もう少し具体的かつ直接的な例を示す。 

 

○85 歳以上の老齢者の延命治療の健康保険対象からの除外240 

医療費のかなりの量は、延命治療において使われているといわれており、社会福祉費用

の削減に貢献するばかりではなく、医師不足の対策にもなる。 

 

 

図 3-16 年齢階級別 1 人当たり医療費、事故負担額及び保険料の比較241 

                                                 
240 年齢階級別１人当たり医療費、自己負担額及び保険料の比較（年額）（平成 22 年度実績に基づく推計値）、

厚生労働省 
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○85 歳以上の高齢者に対する自分自身の治療の停止を求める権利の付与 

本人が好まない延命治療を停止する権利を与えようというものである。延命治療は、再

び回復の見込みのない患者を「生命の尊厳」という理由のもとに生かし続けているもので

あり、本人の願いや苦しみは全く考慮されていないことを改めようとするものである。 

 

○年金受給者で働くことの可能な者に対する労働の義務付け 

年金受給者であっても、働くことの可能な者に労働を義務付け、そのような職場を用意

するとともに、そのため職業訓練を行う。 

 

○高度高齢者に対するグループ居住の要求 

高度高齢者の単独居住を禁止し、グループ居住を求める。 

 

○長寿よりも快適生活の維持の追及 

利益と副作用の害の相対的な比較分析が必要であるが、ドーピング、苦痛緩和利用など

薬剤による快適生活を送るための手段の積極的な利活用によって長寿よりも快適生活の維

持を目指す。 

 

○所得税に対する連続的な課税方式 

所得税の階段状の累進課税を改め、連続的な課税方式とする。 

 

○下請けの段階数の制限によるコスト削減 

下請けの段階を 3 段階程度以下とし、監督と称して不労所得や不必要な業務を行って過

大なコストをもたらすとともに人材の無駄使いをしている状況を改善することによりコス

トの削減を行う。 

 

○GDP の実質価値の増大化による税収の増加 

GDP が増大すれば経済成長しているとされるが、その中身は実質価値を伴っているもの

と実質価値を伴わず、コストだけが増大するものに分けられる。実質的にそれを分けるこ

とには困難が伴うが、できるだけそれを分けて考えることを試みて実質価値の増大を図る

ことにより、不労所得への税負担を拡大し、税収の増加を図る。 

 

以上は一例に過ぎず、今後基本的な考え方に立ち帰って検討し必要な内容が示されるべ

きであろう。 

 

科学技術と 2030 年までの経済 
科学技術の発展と経済との間の関係について、このようにすれば、このように貢献でき

                                                                                                                                                      
241 www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/nenrei_h22.pdf 
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るという明快な因果関係を示し、そのステップについても明確にしている理論は、今のと

ころ見当たらない。マクロ的には、科学技術のある発展が経済において大きなイノベーシ

ョンを起こし、経済の発展につながった例はいくつもある。しかしながら、現代社会の研

究開発において主流をなす分析的アプローチから出てくる個々の成果だけでは、大きな経

済的効果が期待できるかどうかはあまり明確では無い。特に、基礎研究の強化が言われる

が、基礎研究をやっておれば経済の発展に繋がると言うシナリオは見当たらないようであ

る。基礎研究が非常に重要なことは確かであるが、経済に直接貢献するのは技術であり、

科学の発見であってもそれを基とした技術の発明が行われて初めて社会への貢献とつなが

り、それが人間や社会のニーズと適合した時に経済に大きく影響を与えると考えられる。

このように考えると、現在のわが国の科学技術システムが経済の発展に適合しているかど

うかは大きな問題であろう。少なくとも近年のわが国の科学技術競争力の低下及び経済競

争力の低下を考えると、従来の科学技術政策のアプローチに何らかの変更を加える必要が

ある可能性が高い。アメリカや中国など、金銭的余裕がわが国に比べると大きい国と科学

技術政策において同じアプローチをすることは適切とは言えないであろう。 

経済の観点から言えば、特に、技術競争力の強化に取り組む必要があるということにな

ると思われるが、ＩＣＴの発達、ビジネス世界の大きな変化、人々の価値観の変化などを

前提として、技術そのもののあり方を含めた見直しを行ったうえで技術競争力の強化に取

り組むべきで必要があろう。 

科学技術の発展によって経済の活性化が期待できるものとしては、一般的には世間では

次のようなものが挙げられている。 

 

① iPS 細胞を利用した再生医療 

② ロボットスーツなどロボット技術 

③ 高度医療技術 

④ 新しい原理に基づく医薬品 

⑤ 人工知能 

 

このような先端技術分野の開拓は非常に重要であるが、日本の今後の経済を考える観点

から言えば、技術の発展によって経済の潜在成長力を高めることが求められている。経済

の潜在成長率=労働力の変化×設備投資等の資本投下の変化×全要素生産性で算出される

が、労働力が減少し、人口の減少による市場が縮小するために起こる資本投下の減少は避

けられないように考えられるので、期待するのは全要素生産性の向上である。技術革新は、

全要素生産性の大きな部分を占めるばかりでなく、新商品の産出によって、消費の喚起や

新市場の創出に伴って起こる資本投下の増大もあるので、日本経済を活性化する力は原理

的には大きいと言える。したがって、上述のような先端技術分野の開拓は新規産業の創出

と言う意味では、一旦成功すれば、その果実も大きく、わが国が世界に伍していくために

は、これらの研究開発に力を入れることは当然のことと言える。しかし、日本経済への貢

献は、これら先端分野を含め、技術を潜在成長力の向上に他よりも速く結び付けることが

できるかということにかかっている。しかも、ベンチャーの買収や技術の購入などによっ
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てオープンイノベーションの時代となっている。技術を経済価値に結びつけるやり方は、

これまでの川上から川下まで一貫したリニアプロセス的流れが主流ではなく、世界をまた

にかけたネットワーク型となってきており、そのような経済価値に結びつけるやり方その

ものが大きく変わってきている。 

技術の経済価値への活用においては、先端研究成果も重要ではあるが、それ以外の既存

技術の再評価や活用能力、使い勝手の向上やコストダウン、他者との差別化など多面的な

工夫と能力の駆使、そして他よりも速い行動が求められている。技術のあり方、技術者の

あり方、事務系と技術系との乖離、技術者養成のあり方等多面的な検討と改革が必要のよ

うに思われる。 

前の節で、経済のサイドから見た科学技術への期待を述べたが、 2030 年までに迎える

少子高齢化による若い世代の負担能力の限界を考えれば、 65 歳以下の世代の負担を減ら

し、逆に年寄り世代の経済への貢献をいかに増やすかと言うことが、わが国の最も大きな

課題であると言える。したがって、そのような道筋をもたらすような研究開発もまた、わ

が国にとって非常に重要であると言えるであろう。そのため、研究開発投資におけるポー

トフォリオが従来の発想で良いかどうか、科学、技術、基礎研究、応用研究などの本来の

性格に立ち返り、効果的な研究開発を行う工夫をする必要はある。 

これまでの経済に余裕があった時期には基礎研究の重視など理想主義的科学技術政策が

追及されてきた。そのために国の研究開発費を増やすことも行われてきた。それは先進国

としての研究開発のあるべき姿とされてきている。ある種のパトロン的な態度で研究者に

自由に研究させることが最も良いと主張されてきた。しかし、今やわが国の置かれている

環境条件は様変わりしているのであり、わが国の経済力の低下や国の大きな赤字はそのよ

うな理想主義的研究開発を許すレベルを超えていると思われる。もちろん、ある割合でそ

のような理想主義的部分が残される必要があることはま違いないが、全面的な見直しが必

要であろう。国民の税金を使う以上、まず国民が困っていることを解消するために大きな

ウエイトで投資される必要がある。その意味では、アルツハイマー対策、老人医療対策を

始めとして国民が非常に困るとともにその患者の面倒を見るために多数の人員と多額の費

用がかかるような領域について傾斜的に研究開発投資が行われるべきであろう。例えば、

老齢者ができるだけ他に負担をかけないための、通常否定的に考えられているドーピング

の活用と開発、死亡率の上昇などある程度の害を覚悟した医療措置技術の開発なども考え

られる。また、介護にロボットや人工知能などの活用も考えられる。 

少なくとも研究開発について、アメリカスタイルをモデルとし、アメリカと同じような

資金投下や環境条件整備を理想とする時代ではなくなったと考えられる。特に、 国民の税

金によって、そのサラリーや研究費のほとんどが賄われている研究者及びその管理者は国

民の負担のもとに自分たちの活動や生活が維持されていることに、十分留意する必要があ

る。あたかも、それを支払ってもらうのは権利であるかのような態度は取るべきではない

し、効果的な資金の使い方に十分配慮する必要はある。 

 

2030 年までの産業構造の変化がもたらす経済の影響 
2030 年に至るまでの産業構造の変化についての最近の報告としては、電力中央研究所の
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田口裕史氏、浜潟純大氏よる「産業・業務用電力需要に対する産業構造変化の影響」があ

る が、電力需要想定をするに必要な範囲においてマクロ的な変化を追っており、そのほか

の産業構造の変化に関する研究も、サービス業の比重の高まりなどマクロ的な動きの大き

なトレンドに焦点を当てている 。しかし、2030 年までについては、①人口構成の高齢化

に伴う医療介護分野およびそれに関連する検査や医薬品部門の急速な肥大化（特に 2025

年まで、前述）、➁IT 技術の既存分野への急速な取り入れ、例えば、フィンテックの急速

な伸張、AI（深層学習を活用した現在の世代のもの）の活用の急速な拡大、➂自動運転車

の本格的な利用拡大、④いろいろなもののシェア方式の急拡大、⑤テレビコマーシャル、

マスメディアなど既存の新聞・テレビ業界の地位の低下、⑥地球温暖化に伴う生活条件の

変化など、かなり大幅な変化が予想されるものも少なくない。そもそも、経済政策として

大きな期待がかけられているイノベーションは、経済社会の変革を引き起こすことを期待

しているのであり、思いがけない経済への影響をもたらす可能性を基本的な要素として持

っているはずである。 

 特に、現在のわが国の産業構造に大変革を起こし、明らかにわが国産業そのものに大き

な変化をもたらす可能性があるものとして、下記については十分な留意が必要であると思

われる。 

 

ⅰ）自動車産業の大構造転換の可能性 

 わが国のGDPにおける自動車関連産業に占める割合は 2014年で 5.4％とされている 。

また、自動車製造業の出荷額は主要製造業の約 2 割（約 52 兆円）関連産業就業人口は全

の約 1 割の雇用（約 550 万人）自動車の輸出額は全体の約 2 割（約 15 兆円） である。こ

れに、その材料である鉄鋼や化学製品、その製造機械設備やそのためのソフトウェアまで

含めるとその裾野はかなり大きいと推測される。 

このような中にあって、自動運転車の導入と、車をシェアする（カーシェア）という考え

方の変化とが生じており、加えて、車の動力源としては内燃機関から電池等への変更の動

きが起こっている。動力源の変更については、燃料電池自動車、そして水素社会の到来を

主張する声も存在するが、①水素供給網を新たに構築しなければならず、そのコストは非

常に大きいこと。➁水素取扱技術の難しさとそれに伴う安全性確保の困難などから、次第

に、それほど高度な製造技術を要求せず、メインテナンスが容易である電気自動車の優位

性が明確になってきていると考えられる。そして、電気自動車、自動運転およびカーシェ

アがほぼ同時期（2020 年代）に実現されようとしている。これは、人口構成の高齢化、若

年労働力の不足などの状況においては歓迎すべき趨勢ものとなろう。しかし、自動運転と

カーシェアが進めば、一家に 1 台と言う車保有の考え方が薄れることであり、車の需要の

減少となる。また、電気自動車化は、高度な技術力を要求される内燃機関による差別化が

なくなり、これまでの自動車産業の基盤を大きく変えてしまうと考えられる。その結果、

現在わが国産業が牽引的役割を果たしている自動車産業の力が相対的に落ちてくる可能性

が高い。 

 

ⅱ）人や物の流通に関わる産業の大幅な改変 
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無人運転、カーシェアの急増は、タクシー、トラック輸送などの人や物の流通システム

の大幅な改変をもたらすであろう。タクシー運転手、バス運転手やトラックドライバーは

ほとんど不必要となる。物流システムもそれに伴って変化する可能性が高い。それは、物

流システムの提供業者の事業の中身を変えていくことになろう。例えば、宅配便の配送が、

顧客とのヒューマンインターフェイスのみに人間の力を要求することになるかもしれない。

それさえも時と場合によっては、ロボット化が進むということも考えられる。 

 

ⅲ）AI の導入による判断や意思決定システムの大きな変革 

現在、第三次 AI ブームの真只中にあるといえる。その中核は、深層学習技術と言われ

るビッグデータの処理にある。深層学習技術そのものが未だ発展段階にあり、大量のデー

タの読み込みがなければ、深層学習はできない。一方、いわゆるビッグデータは、深層学

習にふさわしいようなデータのレベルと内容が必要であり、誤ったデータ、倫理的に問題

のあるデータ等を読み込ませた場合、後ほど大きな問題を引き起こしたり、人間や社会に

害悪を及ぼしたりする可能性もある。したがって、AI ブームの現象が、現在我々が知って

いる状況のままで進むかどうかは疑わしいが、シンギラリティ（AI が人間の頭脳の能力を

超えてしまう状況）さえも視野に入れた議論が行われるという状況においては、好むと好

まざるとにかかわらず、AI が情報の整理や意思決定の判断案の提供に使われるようになる

であろう。その内容については、未だあまり明確ではないが、AI の活用を含めた IT の進

展による職業に対する影響について研究したオックスフォード大学のオズボーン準教授等

は、今後 20 年で、現在のアメリカの雇用者の 47％が就く職業が、コンピューター化によ

り自動化される危険性が高いとしている 。このような AI 利用の進展を含めた IT 化の進

捗は、それに伴って産業構造を大きく変革すると予想される。 
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図 3-17 アメリカの雇用者の今後 20 年のコンピューター化による影響 

 

ⅳ）地球温暖化に伴う気象変動が引き起こす産業構造の変化 

現在、地球温暖化対策と言われるものは、もっぱら CO2 などの地球温暖化ガス削減で

ある。それはそれなりに非常に重要なことではあるが、現存する地球温暖化ガスの増加を

少しでも減らそうと言うものである。一方では、アメリカ、中国などの大量地球温暖化ガ

ス排出国と努力は限られたものであり、地球温暖化に伴う気象変動の進展は不可避のもの

として考えなければならない。したがって、その変動に伴う人類社会の悪影響を少なくす

るための努力が今後急速に必要になると考えられる。それは例えば、①海岸や河川の護岸

の増強、➁地下施設の浸水の防御、➂大量の雨水の 1 時貯蔵や排水システムの整備、④農

作物の工作適地の移動、⑤人間、家畜、植物等の気候変動に応じた防疫システムなどであ

る。その多くは既に既存技術があると考えられているが、これらに耐えられるわが国のコ

スト負担、投入できる人材が資金の量、そして、気候変動のスピードと対策のスピードの

適合性などから、これまでの産業構造では、対応できないことも考えておかなければなら

ない。  
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(2) 国の財政及び負債の状況の予測 

 国の財政及び負債の問題をわが国の一般的な経済見通し（予測）と別に取り上げること

とする。それは、日本政府が世界一大きな債務を抱え、国家財政破綻やカタストロフィッ

クな事象が起こったときの対応不全などを恐れる声も強く、国の財政及び負債の問題はわ

が国の経済活動の大きな悪影響要因と考えられるからである242。 

 

本問題を考える際のデータ等 
本問題を考える際に、データ等は事実上、政府、特に財務省の開示するものによらざる

を得ない。ＩＭＦなどの示すデータもあるが、すべて元々のオリジンは財務省である。ま

た、このデータについては、古いものは有効では無い。その意味で現在、最も使用に耐え

ると考えられるものは、平成 28 年 7 月 26 日経済財政諮問会議に提出された中長期の経済

財政に関する試算（内閣府名で提出されている。）のデータ及び平成 28 年 2 月に発表され

た財務省の日本の財政関係資料のデータである。 

 

 

図 3-18 一般会計における歳出及び歳入の状況 

 

  

                                                 
242 例えば大蔵省ＯＢの米沢氏「国際化の失敗で国債化が進んだ」日本国債（３）インタビュー  2016/8/11 
日本経済新聞、あるいは、伊藤隆敏・東大大学院教授の発現に関する Bloomberg の記事「Japan Crisis in 2023 
Awaits, University of Tokyo Professor Says」、John Detrixhe 2013 年 5 月１日、The Capitol Tribune Japan 
「日本の財施危機をめぐる虚実」Posted by Staff Editor on 2013 年 7 月 4 日など。 
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表 3-11 国の過大な負債の状況（IMF ベース）（単位:10 億円）243 

2011 2012 2013 2014 2015 

1,083,243.10 1,124,865.90 1,164,763.10 1,200,331.20 1,229,042.15 

2016 2017 2018 2019 2020 

1,252,022.40 1,272,741.23 1,292,095.96 1,312,128.72 1,334,089.67 

 

わが国の将来の財政状況については、上述の「中長期の経済財政に関する試算」におい

て、①国・地方の基礎的財政収支（対ＧＤＰ比）は 2015 年度に▲3.3％程度となり、2010

年度の水準からの対ＧＤＰ赤字半減目標（対ＧＤＰ比▲3.3％）を達成することが見込まれ、

②経済再生ケースでは、集中改革期間（2016～2018 年度）における改革努力のメルクマ

ールであるＰＢ（引用者注：プライマリーバランス）赤字対ＧＤＰ比▲１％程度の目安が

置かれている 2018 年度においては、▲9.2 兆円程度（対ＧＤＰ比▲1.7％程度）の赤字、

国・地方の基礎的財政収支黒字化目標年度である 2020 年度においては▲6.5 兆円程度（対

ＧＤＰ比▲1.1％ 程度）の赤字が残る姿であり、引き続き、経済・財政一体改革を着実に

推進していくことが重要、としている。 

これらは、政府側の意図が入っているから、批判的かつ慎重に見る必要があることは言

うまでもない。特にこのデータは、2016 年 5 月 31 日に安倍総理大臣が宣言した 2017 年

4 月からの消費税 2％引き上げの 2 年半延期を織り込んでいないので、今後、これによる

歳入年間 4 兆円がなくなることによる修正が必要になる。 

また、この試算では、過去については事実を示しているが、将来については、作成者の

期待であったり、意図であったりする可能性が高い。実際、実質経済成長率を 2％以上と

するなど、現段階においても不適当と思われるところが多々ある。なお、国及び地方の長

期債務残高合計については、2016 年 2 月、財務省が示した「日本の財政関係資料」によ

れば、1062 兆円、GDP 比 205％となっている。 

中長期の経済財政に関する試算で示された国の債務の推移の見通しは、図 3-19 に示す

とおりである。 

 

                                                 
243 日本の財政関係資料 平成 28 年 2 月 財務省による（IMF - World Economic Outlook Databases (2015
年 10 月版)） 
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図 3-19 国の債務の推移の見通し（「中長期の経済財政に関する試算」244による） 

 

日本の財政赤字の要因については、現段階で、日本の財政に関する全体像を取りまとめ

た最新の資料と言える上述の「日本の財政関係資料、平成 28 年 2 月 財務省245」では、

年齢構成の高齢化に伴う社会福祉費用の増大と税収の減少に伴う歳入の縮小にあると主張

している。これによれば、1990 年から 2016 年末までの公債等増加額は 664 兆円、そのう

ち税収源によるもの 197 兆円、社会保障費の増によるもの 251 兆円、1990 年代の景気浮

揚対策のための公共事業によるもの 59 兆円、 2000 年から 2015 年までの地方の税収不足

補てん 62 兆円が主なものであり、資産の売却等による収入増加分 59 兆円があったが、結

果としてこのような多額の債務になったとしている。近年の主たる増加要因は社会保障関

係費であり、人口構成の老齢化に伴って社会保障関係費の需要は益々急速に増加していく

と予想されている。 

 

                                                 
244 中長期の経済財政に関する試算 内閣府 平成 28 年 7 月 26 日 

http://www5.cao.go.jp/keizai3/econome/h28chuuchouki7.pdf 
245 日本の財政関係資料、平成 28 年 2 月 財務省

http://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/201602_all.pdf 
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図 3-20 日本の財政赤字の要因（日本の財政関係資料、平成 28 年 2 月 財務省による） 

 

社会福祉費用の急増に伴う財政問題の悪化 
社会福祉費用の保険料による負担の割合は 2015 年においては 55％程度であり、残りは

国が 32％、市町村が 13％の割合で負担している。しかし、地方公共団体の場合、その資

金の多くは地方交付税交付金からという場合も少なくなく、結局は国の財政に影響を与え

ることになる。したがって、人口構成の高齢化に伴って社会福祉費用が増加し、保険料が

それに見合って増加しない限り、国の財政への依存の割合及び実際の負担額はどんどん増

えていくことになる。図 3-21 は、厚生労働省が 2012 年に行った見通しによる社会保障に
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かかる費用の 2012 年度から 2025 年度への増加の状況である。特に介護費用と医療費の伸

びが非常に大きい。 

 

 

図 3-21 社会保障にかかる費用の増加見通し（2025 年まで） 

 

社会保障にかかる費用は公的負担分と保険料で賄われることになっており、その比率は

厚生労働省の 2012 年の見通し246では、2015 年、2025 年ともに保険料 59％、公費負担分

41％としている。そして、2025 年の公費負担分の額は 60.5 兆円、2015 年から 2025 年ま

での公費負担分の増加額は 15.1 兆円とされている。これは 2015 年の 45.4 兆円をベース

にすると、33％増年平均 1.5 兆円（3.3％）となる。 
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図 3-22 75 歳以上の急増を主たる要因とする年金、医療費及び介護費用の推計（再掲） 

 

2015 年度の政府予算によれば社会保障関係費は 31.5 兆円247そして、2016 年度は 32.0

兆円248である（0.5 兆円増）。一方、平成 28 年７月 26 日経済財政諮問会議に提出された中

長期の経済財政に関する試算（内閣府）に示された国の一般会計の姿によれば、 2024 年

の社会保障関係費は 38．5 兆円とされ、2015 年からの増加額は 7.1 兆円とされている（年

7,900 億円増、年率 2％増）。地方公共団体の負担部分があるとは言え、医療費および介護

費の増加分の大幅な圧縮が想定されていると思われる。また年金についてもいろいろな形

で圧縮を図る動きは出てくるであろう。 

しかし、一方では、保険料や自己負担分の増額によって 65 歳以下の勤労者につけ回す

主張や国債の発行によって次世代に付け回す主張も相変わらず医療関係者や社会福祉関係

者、そして、老齢者及びその票に依存している政治家や政党関係者から叫ばれる可能性が

高い。 

 

  

                                                 
247 日本の財政関係資料 財務省 平成 27 年 3 月 
248 日本の財政関係資料 財務省 平成 28 年 2 月 
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表 3-12 社会保障関係費の政府負担の見通しに関するデータ249 

 

 

そろそろ、きれいごとを言わず、過去の厚生労働省関係者の無責任な見通しの公開、そ

れを指導した政治家たちの責任を認めた上で、現状の問題点を公開して明確にし、全国民

的な議論を行うべき時期に来ているように思われる。そして、高所得者層、高所得医療関

係者から所得の移転、それらの人々の負担の増大を図るとともに、特に急速に増大すると

されている医療費については、延命治療の自己負担化、高齢者に対するものなど不必要な

手術の抑制、高額医療費に対する助成の減額などの強力な抑制策が必要であろう。 

なお、上述の中長期の経済財政に関する試算（平成 28 年 7 月 26 日 経済財政諮問会議

へ内閣府提出）の他、①第 4 期科学技術基本計画における科学技術イノベーションのシス

テム改革等のフォローアップに係る調査 報告書 別冊 2：我が国及び国際社会の将来の社

会像に関する知見の把握・分析 （特に 62 ページ「将来社会の想定を変化させる要因」

以降に着目）及び②競争力懇談会報告「イノベーションによる差異性と成長のために」は

参考になる資料である。 

 

財政に関する現段階に於ける、現状と取られている施策に関する評価分析 
2020 年から 2030 年を考えた場合の財政における主要な要考慮事項は次の 3 点であると

考えられる。 

 

 経済状況 

 財政赤字と過大な政府借入金 

                                                 
249 平成 28 年７月 26 日経済財政諮問会議に提出された中長期の経済財政に関する試算（内閣府） 
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 人口構成の老齢化に伴う年金、医療費、生活保護費等社会福祉費用の急増 

 

経済状況については前節において議論してきた。また人口構成の老齢化に伴う年金、医

療費、生活保護費等社会福祉費用の急増については、前項で基本的な事項は述べた。した

がって、ここでは主として財政赤字と政府借入金への対策および社会福祉費用については

削減努力の状況を評価する。 

財政赤字と過大な政府借入れ状況の問題については政界も経済界も、ある程度の犠牲を

払ってもその問題を解決しようと言う意欲に乏しいように見える。現在の国の借入金につ

いては総額が大きすぎて短い時間にその処理を行うことはほとんど不可能な現状にある。

デフレ脱却、年 2％のインフレーションの現政権の基本的な方針を基にすれば、基本的に

はコントロールされたマイルドなインフレによって実質的に減価することが期待されてい

ると言うことになるであろう。しかし、アベノミクスの目指す 2％のインフレでは 50 年た

ってようやく 36%程度に減価する程度である。そのためであろう、プライマリーバランス

を達成する、また、これまでの借入金については実質的に日本銀行が債権を所有する形に

して不胎化することで中間的解決とするとのアプローチとなっているとするのが妥当な判

断であろう。現在、アベミクスにより日銀は 10 年程度までの期間の国債をどんどん買い

入れ、2016 年 6 月 10 日の保有高は、全体で約 373 兆円であり、全発行高の約 3 分の１を

超えていると推測される。図 3-23 は、3 月末までの政府による国債保有高の推移である250。 

 

 

図 3-23 政府による国債保有高の推移 

                                                 
250 2016 年 6 月 18 日付日本経済新聞による。 
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政府は、一方では、ここ数年の間に、①マイナンバー制度の導入（2016 年 1 月から）、

②海外との資金移動の報告制導入（1998 年から）、③海外資産の申告制（5000 万円以上、

2013 年末日から）、④海外移住者の出国時に株式などの含み益などに課税する仕組み（み

なし課税）の導入（2015 年 7 月から）、⑤相続税の増税（2015 年 1 月 1 日から）の措置

を取るとともに、⑥財政制度等審議会財政制度分科会においては、「戦後直後の混乱期にお

ける金融危機対策と財政再建」という題目で、貯金封鎖、新円切替え、財産等の特別課税

を柱とする財政再建計画に就いての勉強などを行っており、実質的な税収の確保及び通貨

危機が起こった際の緊急的な措置についての研究を実施している。 

社会福祉費用の急速な増加に対しては、これまで主として、裕福な健康保険組合への強

制的負担金の増額によって措置されてきた。また、①消費税の増税、②マイナンバーカー

ド制度の導入による社会保険料支払いに関する捕捉力の強化、③ジェネリック薬の利用に

よる薬代の削減、④長期入院の抑制、などにより、低く抑える努力をするとのスタンスは

取っているが、医療制度に存在する医師の高収入、特に開業医の高収入、過剰投薬や過剰

診療の問題は手つかず、である。そして、給付額の減額、支給開始年齢の繰り下げなどが

俎上に上がっているが、これには、結局一般庶民の犠牲があらわになるので、かなり大き

な困難を克服しなければないと思われる。現在のところその目途はあまり立っていないと

言えるであろう。 

 

日本の財政の現状の把握 
日本政府の 1,000 兆円を超える債務と毎年の予算の 3 分の 1 以上が国債発行による収入

であると言う状況は、過剰債務および財政赤字問題と言われることが多い。この状況が健

全な状況でないことは、多数の人々によって常識的な事項として受け止められていると考

えられる。 

事実、ハイパーインフレによって、多くの人々が苦しんだ例は、第一次世界大戦後のド

イツ、日本の太平洋戦争後、ブラジルやアルゼンチンのケースなどでよく言われるところ

である。 

IMF の債務残高定義によれば、普通国債、地方の長期債務、政府短期証券、財投債、政

府の保証債務、借入金等ということになっており、我が国のその GDP 比の推移は、図 3-24

のようになっている。 
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図 3-24 ＩＭＦの債務残高の定義（普通国債、地方の長期債務、政府短期証券、財投債、

政府の保証債務、借入金等)による日本の債務の GDP 比 

 

また、政府の債務の推移は図 3-16 のとおりである。 

 

 

図 3-25 政府の直接的な債務の状況 

このように、日本の現状は、国は GDP の２倍に近い債務を抱え、地方公共団体の債務

も計算に入れるとは日本の公的債務は１５００兆を超えるとされているが、国債は売れて

いき、日銀の買い上げによって、最近は品薄による価格高騰、金利水準の低下そしてマイ

ナス金利さえ生じている。そして、国際的には財政破綻国とは考えられておらず、世界的

な経済混乱の恐れがあると思われると、安定通貨として円が買われ、円高になることも多

い。したがって、その信用力は相変わらず高いとも言える。ただし、格付け会社は日本の

国債の格付けを低下させてきており、Ｓ＆Ｐによると、現在、ダブルＡマイナスとされて

いる。イギリスやドイツはトリプル A でありフランスやアメリカはダブルＡであることを

考えると、かなり悪いと言わざるを得ない。また、ムーディーズ A1、スタンダード＆プ

アーズ AA-、フィッチ・レーティングス A とされており、G7 先進 7 カ国のなかでは Baa2

をつけているイタリアに次いで低い。 

これをどのように考え、今後どのようにすべきかと言う問題は、いろいろな議論がある。
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経済学者は色々と発言しているが、経済学の業ともいうべき、複雑系を複雑系として捉え

られないことから、その意見は大きく広がっており、これをいちいち評価することはほと

んど困難であると言わざるを得ない。 

 

現在の状況に対する対応策を含めたいろいろな考え方 
現在の多額の負債と財政赤字の問題について、全体を俯瞰的に分析し、整理した最近の

資料は、現在のところ見つかっていない。多くが自分の主義主張が先にあるように見える

論文や論評、書籍である。 

筆者の知る範囲において、全体的な経済学賞始めとする関係者の見解の状況は、以下の

ようなものであると考えられる。 

 

○現在の多額の政府負債、財政赤字、不健全な財政状況にある地方公共団体の存在などは

健全な状況でないことは殆どが共通の認識である。 

 

○これを改善するためには、① デフレを脱却しインフレーションをもたらすこと、② 財

政支出の抑制を図り、年間の財政黒字を定着させること、③ 増税を行い、歳出よりも歳

入を大きくすること、④ 経済成長を図り、税収の自然増を図ることにより、歳出よりも

歳入を大きくすること、⑤ ①〜④の組み合わせぐらいしか方法がないという点でも共通

認識がある。 

 

○各人や各組織の意見の相違は、ⅰ）不健全性の程度に関する見方、ⅱ）急いで対策を講

じる必要があるか否かという対策のひっ迫度、ⅲ）上記①〜⑤の方法論の比重の置き方

および優先度、ⅳ）上記①〜⑤を進めるにあたっての具体的な方法論に差異がある。 

 

○そのような意見の相違の背景には、それぞれの置かれている環境条件の差異に加え、現

在の経済状況を悪化させるリスク、具体的な方法としての措置をとった場合の副作用の

内容及び大きさ、具体的な方法としての措置の実際の効果の不明確さ等が存在する。具

体的には、以下等がある。 

ⅰ）増税を行い、財政赤字の削減および今後確実に増えるであろう社会保障関係費の

増大に備えるべしとの考え方。あわせて、歳出の削減のために努力すべきであるとい

う立場（財務省、ＩＭＦ、伊藤元重、原田泰など）。増税、の対象としては、消費税で

大きな期待がかかっており、加えて、高額所得者に対する所得税がある。 

ⅱ）消費税については増税を行っても、消費の減退によって税収が増えないばかりで

はなく、現在のようなデフレ基調で消費が弱い状況においては、経済の活力を奪い、

経済活動の縮小に向かう。それは絶対に避けなければならない。景気対策に力を注ぐ

べきである。（安倍政権、経済団体連合会、浜田宏内閣参与、など）したがって、デフ

レ脱却が明確になるまでは、増税は避けるべきであるとする。これは、経済を成長さ

せ、また、インフレを起こせば、実質的に政府の負債額は減るし、税収も増えるから

経済成長第一、インフレ願望の政策をとるべきとの考え方といえる。 
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  ⅲ）積極的に増税して将来に備える必要がある、歳出削減も積極的に進め、将来に備

えるべきとの立場。（水谷研治、伊藤隆俊、池尾和人、小黒一正など）また、そうすれ

ば歳出のスリム化も進むはずである。その際の歳出削減は急増する社会保障費分とな

らざるを得ない。 

  ⅳ）増税は最後の手段、急いで増税して財政再建を行う必要は無い、プライマリーバ

ランスの達成も焦る必要は無い、このような時期に増税の議論を出すことそのものが

不適切である。（岩田規久男。飯田泰之など）  

  ⅴ）増税は財政再建には役立たない、しかし、歳出削減は必要であり、増税せず歳出

削減を主として財政再建図ることが、一時的に景気に支障はあっても健全な経済環境

が整備され、全体としては経済の発展に資する。国の負債を積極的に減らす必要はな

い。（竹中平蔵、高橋洋一など） 

  ⅵ）究極的な解決策は見当たらないので、破滅的なことにならないように政府が管理

して行くしかない。（政治家の何人も） 

 

○そして、歳出削減の方法としては将来の生産年齢人口への負担はこれ以上増大させるこ

とができないと言う発想のもとに、以下などが俎上に上がっていると仄聞する。 

・ 高齢者の負担を増大させる 

・ 年金支給年齢等高齢者への社会福祉負担の開始年齢の高齢側への引き上げ 

・ 高齢者の医療費の大幅削減のための制度改正（延命医療の取りやめ等） 

・ 高齢者の医療費負担の自己負担分増加 

・ ジェネリック医薬品の活用による医療費削減策など 

 

○増税については、消費税には限界があり、消費税に頼りきることはできないと主張され

ている251。 

 

財政再建問題におけるいくつかの基本的分析 
政府の負債問題および財政再建問題は様々なリスクに対する対応であり、これについて、

リスク危機マネジメントの視点から考えると、①希望として、こうあってほしい、あるべ

きであると言う観点に立った議論は不適切である、②現実にできる可能性の少ない方策は、

たとえ良い方策であったとしても、高い評価を与えられない、③理論的には適切だったと

しても、人間心理、社会心理の観点からは、適当とは思われないものには高い評価は与え

られない、④理論的には適切だったとしてもそれを達成するために超えなければならない

バリアが非常に高いものは非現実的と言わざるを得ないなど、現実主義的な見方が必要で

ある。そのような観点からいくつかの基本的事項を検討してみよう。 

 

○現在の負債を解消することは可能か 

理論的には可能である。しかし、簡単な計算で明らかなことは、１年の予算額 現在約

                                                 
251 Wedge Infinity 消費税増税延期で財政再建はどうなる？ 
2014 年 12 月 24 日（水）原田 泰 （早稲田大学政治経済学部教授・東京財団上席研究員） 



 
 

150 
 

100 兆円の１0％に当たる額、10 兆円を用意して、現在の負債額を毎年減らしたとしても

100 年かかる。しかも、それを新たな借入れ無しで行わなければならない。また、これは

現状の国債の金利１．５％程度という場合である。現在の年間予算額は、約 100 兆円、そ

のうち、毎年約４０兆円は国債等による借り入れであり、その内訳は、過去の分の償還等

のための国債費が２６兆円程度、歳入不足に伴う追加の借入金１４兆円となっている。し

たがって、１０００兆円の元本の減少はかなり夢のような話であると考えざるを得ない。 

 現在目標とされているのは、新たな借入れによる純増の借入金の積み増しがなくなる状

況である。それが基礎的財政収支均衡（プライマリーバランス）であり、当初は 2011 年

の目標であったが、今や前述の 2016 年１月の経済財政諮問会議に提出された「中長期の

経済財政に関する試算」（内閣府）では、試算の最終年、2024 年において経済再生ケース

で▲5.5 兆円程度（対ＧＤＰ 比▲1.0％程度）、ベースラインケースで 11．1 兆円（対ＧＤ

Ｐ 比▲1.9％程度）の赤字が残ると言う状況にある252。 

財政赤字の削減に対する意欲は非常に乏しいと言わざるを得ない。 

 

○財政赤字の原因は何だと考えるか253 

いろいろな原因が言われている。①不況対策、経済活性化対策として行われた過去の減

税措置、②経済対策、特に、経済活動の安定化のために投入された、過去の公共事業、銀

行救済を始めとする各種助成や補助金、③地方公共団体の税収の不足を補うために提供さ

れた交付金、④人口構成の老齢化に伴って急速に増大する年金等の福祉関係経費 ⑤総論

で賛成しつつ、各論では常に改革や増税に拒否反応の経済界および一般国民、などである。

結局は問題の解決を後送りしてきている国会とその議員、それに従ってきた財務省等の関

係者、国全体を考えず部分最適化を求める各界の有力者、増税賛成の政党の議員を落とす

有権者、予算削減を嫌う各省庁およびその族議員、裕福な各国と同じレベルの待遇や研究

費を求める学者たち、日本が裕福な時代の影を引きずっている外交等の国際関係費など、

結局はもたれ合って、財政赤字を拡大してきたと言うことであるように思われる。 

マスメディアも、この問題にはようやく時には声を上げつつあると言っても、他のケー

スに比べると非常に静かなものである。大キャンペーンを張るなんていうことはほとんど

ない。経済学者においては、トータルシステムとしての分析はあまりせず自分の専門領域

の視点から眺めた議論をして、いろいろな意見がある。180 度違う意見の場合も少なくな

い。また、財政赤字などを声だかに言う人間は、特殊視され、嫌われるというのが全体的

な雰囲気であるとの印象である。 

 

○負債削減策 

経済学者、政治学者、経済政策研究者などにおいて、根本解決策を提案している者は、

筆者は知らない。結局は、当面のやり方を提案するか、このようにすれば少しは良くなる

と言う程度の話でしかない。しかも、どの程度解決が進むかについて明確に示しているも

のもない。おそらくは、極端な方法を除き、現実的になると解決策は無いと考えられてい

                                                 
252 中長期の経済財政に関する試算 （平成 28 年７月 26 日 経済財政諮問会議提出）内閣府 
253 参考資料：図 3-12 日本の財政赤字の要因 日本の財政関係資料、平成 28 年 2 月 財務省 
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ると言ってよいのではないかと思われる。また、現実問題として現在の政治システムや政

治力学、国民の意識の中で実現可能かという点に立つと、これら学者の議論さえもそのま

までは使用不能ということになると思われる。 

 

○現在の政権および財務省がとっているアプローチ 

現在政府がとっているやり方は、過剰負債の根本解決はさておいて、この過剰負債及び

財政赤字が原因で我が国の活動及び国民生活に大きな悪影響を与えることがないように

すると言うことであろう。そのためには、財政赤字について減らす方向で努力中であると

言う姿を見せつつ、莫大な負債については、それがわが国の経済活動に目に見えて悪い影

響を与えないように完全に政府がコントロールできていることを示すと言うことである。

これはリスク危機マネジメントで言う「危機との共存」のやり方である。そのため、行わ

れていること及び実施が検討されていることは次の通りである。 

 

・ 遺産相続税の増税によってお金持ちから税を取り立てる。そのために、在外資産の捕

捉制度、海外移住者からの徴税、マイナンバー制度などを設ける。これは、２，６，

９（農業者、事業経営者、サラリーマンの補足率の比）などと呼ばれる取得の捕捉率

の差を改善する効果もある。 

・ 高齢者による医療費の増大を抑えるための再診料の定額徴収、介護施設利用料の自己

負担の増額などを促進する（検討中のレベル）。 

・ 年金支給年齢の引き上げと年金額の減額を実施する（外部からの提案段階） 

・ 消費税の増税を推進する。 

 

これらは、非常に長期に渡れば過剰負債を減らすことができるかもしれない。けれども、

基本的には、まずプライマリーバランスの回復を目指し、努力をしている様子を示そうと

していると思われる。 

 

過剰債務および財政赤字についての基本的問題と予想される結果の見通し 
2015 年 6 月 30 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2015 について」

においては、過去の一時期、財政再建のロードマップ的内容、例えば削減目標と年次など

が政府によって表明されていたがそれを放棄し、「経済再生なくして財政健全化なし」のキ

ャッチフレーズの下、いわゆるアベノミクスによるデフレ脱却、経済成長志向が明確にさ

れ財政健全化の優先順位は低くなった。その後、2016 年 6 月 1 日には 2017 年 4 月 1 日に

予定されていた消費税率 10％アップの 2 年半の延期が総理大臣記者会見よって公式に表

明されている。 

2016 年 6 月 2 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2016 について」は、

2015 年秋に安倍総理によって打ち出された GDP 600 兆円が公式の方針となり、また、「経

済再生と財政再建の２兎を追う」とされているが、プライマリーバランスに関する言及は

なく、財政再建の位置づけは政策的には低いようになったと推察される。内閣府が 2016

年７月 26 日に提出された「中長期を経済財政に関する試算」では 2020 年のプライマリー



 
 

152 
 

バランス達成は放棄されている事はすでに述べたとおりである。なお、この試算において

は、2024 年までの数値しか示されておりず、それ以降の年の試算が示されないことに懐疑

的にならざるを得ない。 

 

 

図 3-26 国・地方の基礎的財政収支*（対 GDP 比）254 

 

野口悠紀雄一橋大学名誉教授は「2040 年問題」（2015 年 3 月、ダイヤモンド社）246 ペ

ージにおいて、経済再生が軌道に乗ると現在の異常低金利が正常に戻る結果、公債関係費

が急増し、再び、公債費が増えざるをえなくなると指摘している。 

以上のような最近の動きを考えると、とりあえず将来の財政危機には目をつぶり、現在

の景気維持に主たる焦点を当てた対応が現在の状況であると思われる。 

このような状況に対して、マスメディアは、それほど強く問題提起をしておらず、また、

一部の議員を除き、政治は、野党も含めて、この問題から目をそらそうとしているように

見える。また、大学人等の学者たちもほんの一部の者を除き、直接的に問題点を指摘し、

                                                 
254「中長期を経済財政に関する試算」内閣府 2016 年７月 26 日 
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それに対する現実的な回答を提示しているものはいないように見える。少なくともこの問

題の解決に何らかの貢献をしようとしている者は非常に少ない。 

現政権は、経済成長による税収増によってプライマリーバランスを 2020 年に達成する

目標は変更しないとの立場をとっている（2016 年 5 月 31 日、消費税増税の 2 年半延期の

際総理大臣発言255）。これまでのプライマリーバランスの達成のシナリオは、経済成長に

伴う税収増、消費税の税率アップ、遺産相続税増税などによる税収の増加を図ると言うも

のであった。一方では、支出として、社会保障費用の負担の増加、TPP による経済自由化

対策費用の増加が主要課題とされ、これら収入と支出を全体として調整して行くというこ

とになると考えられていた。しかし、今後は社会保障の歳出削減および経済成長に主とし

て期待するシナリオに変わったと言えるであろう。 

経済が巡航軌道に乗って来た時は現在の異常な低金利は解消し、それに伴って野口教授

の指摘するように利払い費の増加が生じてくる。プライマリーバランスを維持するために

は、その分は借り換えの国債から減額しなければならないから、その費用を含めて予算総

額を調整しなければならない。2020 年以降政府側からのデータや開示が無いのは、このこ

とに関して政府としての考え方の整理ができないためでは無いかと推測される。 

社会保障費用、すなわち、年金、介護費用、医療費費用に関する保険料及び公費負担の将

来の必要量の見通しについては、2012 年 3 月厚生労働省が発表したもの256がある（表 3-13

参照）。 

  

                                                 
255 産経ニュース 2016.6.1 23:10 安倍首相、消費税 10％引き上げ延期を正式表明 「これまでの約束と

異なる判断。公約違反の批判受け止める」 
256 社会保障に係る費用の将来推計の改定について（平成 24 年 3 月）厚生労働省 
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表 3-13 社会保障費用に関する保険料及び公費負担の将来の必要量の見通し 

 
 

2025 年以降については、高齢（65 歳以上）人口の増加、後期高齢者（75 歳以上）の増

加があるものの高齢者人口の推移見通しによれば、それぞれ、その増加は大きなものでは

ないとされている257ので、社会保障に掛かる所要額は 2030 年までは大きくは増加しない

と考えられる。しかし、その後は、高齢者人口が増加していく一方、全人口に占める 65

歳以上高齢者の割合は増加するので留意が必要である。 

 

 

  

                                                 
257 統計からみた我が国の高齢者 総務省 平成 27 年 9 月 20 日 
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表 3-14 高齢者人口の推移見通し 

 

 

マネタイゼーションの誘惑 
マネタイゼーションは、財政の日銀ファイナンスである。これは財政法で原則として禁

じられており、日銀が国債を保持する場合でも政府から直接ではなく、市中から買い上げ

ると言う手順をとっている。しかし実際には日銀がすでに 34％258の国債を保持しており、

マネタイゼーションが実質的に行われているという考え方ができないわけでは無い。特に、

それが実質的に不胎化されるとすれば、日銀による財政ファイナンスではないと言う論理

はかなり苦しい。そうであるとすれば、法律を改正してむしろ堂々とマネタイゼーション

すればよいのではないかと言う考え方が出てくる。そしてそのようにしたとすれば、１０

００兆円に上る事実上処理が不可能な国庫債務を大きく減額することは可能であると言う

見方がありうる。 

ＦＴチーフ・エコノミクス・コメンテイター マーティン・ウルフ は 2016．1.12 のＦ

Ｔの記事で主張（日経）259しているほか、英国金融サービス庁前長官ターナーも同年 2 月

5 日付けのＷＥＢプロジェクトシンジケート260で主張している。 

国債のマネタイゼーションを行うと、政府の財政節度を失わせるとともに、中央銀行に

                                                 
258 日本経済新聞 2016 年６月 1８日 
259  ＦＴチーフ・エコノミクス・コメンテイター マーティン・ウルフ 「アベノミクス、核心は民間需要

の不足」2016/1/12 2:00 日経 WEB 
260  Adair Turner,“Japan’s Wrong Way Out”Feb, 2016, Project Syndicate 
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よる通貨の増発に歯止めが掛らず、ハイパーインフレ等を引き起こす恐れがある。そうな

ると、通貨や経済運営そのものに対する国内外からの信頼も大きく損なわれるため、先進

各国では、制度的に禁止している。 

現政権のブレーンとなっている経済成長に依存した国庫債務の減額を主張する経済学者

の議論は、将来、そのようなウルトラＣの方法を取ることがあることを前提にしなければ

合理的な説明とはならないように思われる。 

 

ワイルドカード 
予想されるワイルドカードは、①国債の暴落による急激な金利上昇、②ハイパーインフ

レ、③経済の停滞、④不況、⑤金融危機などが考えられる。 

 

めざすべき未来社会像と政策対応 
○根本的解決策の見当たらない現状 

求められているのは、力強い経済成長が持続し、財政赤字とならないレベルの税収があ

り、現在の過大な債務が減少していくような状況が出現することである。また、福祉費用

の増加もカバーできるような収入増が国民にもたらされるような経済および財政状況であ

る。 

しかし、人口構成の高齢化は急速であり、労働力の減少が始まっている。また、国際的

には、中国を始め、日本の論理と異なった企業活動の考え方に基づく比較優位性を持った

競争相手が存在する。さらに、国際的に法人税の引き下げ競争が発生しており、日本の法

人税の減税を迫られている。このような状況の中で税収の確保は非常に困難になってきて

いる。一方、支出の削減は、国の行う事業の削減を意味し、公務員及び国の組織のリスト

ラクチャリングを伴うとともに、その受益者の強い抵抗があるため容易では無い。特に、

これまでの流れから言えば、福祉事業の削減は、マスメディアや学者を始めとする専門家

から強い非難を浴びる可能性が高い。 

 過大な借金を抱え、大幅な財政赤字の下において、急速な社会福祉費用負担の増加を必

要とする、この条件のもとで的確な解決策を示した経済学者や政治学者などの専門家はこ

れまでまったく存在しない。 

 その意味では現実的なアプローチ論を含めた目指すべき未来社会像も、それに向かって

の政策論も、示す事は困難であるといわざるを得ない。 

 

○ある程度のワイルドカード事象発現のリスクを覚悟した上での当面の対応 

国の債務があまりにも膨大であるので、それをまず不胎化しそれを徐々に処理をすると

いう段階を追ったアプローチはやむを得ないであろう。すなわちプライマリーバランスを

達成した上で、それを維持し負債はそれ以上拡大しないということである。しかし、現在

の内閣や国会がその決心を守れるかどうかは非常に疑わしい。官僚や経済界も現在のよう

な借金財政であっても豊かな資金提供を求める可能性が高い。国民のほとんどにおいても

そうであるかもしれない。 
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○過剰債務および財政赤字の取り扱いの方向 

政府の過剰債務および財政赤字の問題は、20 年近く問題にされながら、後送りされてき

た問題である。この問題は現在の繁栄あるいは生活レベル維持を優先するか、将来とも健

全な財政構造を維持し、強靭な国力を維持するか、の問題、あるいは、一時的苦しみを嫌

がって現在を大切にするか、それとも、一時的苦しみに耐えて、将来に備えるかという問

題であるといえる。これはまた、世代間の負担の押し付け合いという側面もある。 

これまでのわが国の選択は、今いる人たちが優先であり、今いる人たちが楽しくやれれ

ば問題はあとに送ってしまうというやり方をしてきた。その結果が現在の膨大な過剰債務

である。これについては、プライマリーバランスの達成によって、凍結隔離する方向で動

いているように見える。 

しかし、膨大な過剰債務を積み上げてしまった根本的要因は、解消しているようには思

えない。過剰債務積みあげの行動は、政治家が主導して来たところも強いが、社会のリー

ダーを自認している学者やマスメディア関係者が、しっかりと問題を提示したり、解決策

を提案したりしてこなかったことにも大きな原因がある。中には過剰債務の積み上げに手

を貸した人々もいる。一方、増税を言い出すと選挙に負けるという実態、税金は他人の金

を使わせてもらっているとの感覚を欠如した社会的有力団体や知識人の発言など、国民文

化的な側面もある。いわば日本人の性向、日本社会のカルチャー、ノーブレスオブリージ

ュの欠如した社会的リーダー層などの問題も指摘できるであろう。 

過剰債務の凍結隔離のためのプライマリーバランスの達成さえもいろいろな抵抗が見ら

れる。それが達成できたとしても、その凍結を維持し、次第に過剰債務を解消する努力が

必要である。問題はどれだけ覚悟して、問題を解決しようとするかである。結局は神風が

吹くことを期待して、真正面からリスクを考え、それに取り組もうとしないことが問題で

あると考えられる。 

ここで取り上げた問題の指摘はこれまでも何度もなされており、それに対する対策もい

ろいろな提案がある。後はそれを地道に実施しようとするかにかかっている。もちろんそ

の方法論においてこれがベストと言えるものは無いであろう。その政策は、ポリシーミッ

クスであり、妥協の産物といえるであろう。しかし、その方向性を示し、自己を犠牲にし

ても社会のために尽くすのが社会的リーダーと見なされている人たちの責務であるはずで

あるが、そのような人は見当たらないように見える。 

 

 以上のような実態を考えると、プライマリーバランスさえも保持できず、財政赤字が引

き続き積みあがっていくというのが最も蓋然性の高いシナリオとならざるを得ない。それ

が好ましくないことは、理屈の上では理解したとしても、それ解決するために耐え忍ぶと

のオプションは取り得ないというのが、現代日本人およびその社会の性向であり、カルチ

ャーであるということであろう。したがって、リスク危機マネジメント論で言う危機との

共存として、暴発しないように危機の実態を監視し、常に先手の対策を取るというやり方

しかないのかもしれない。それに失敗するとカタストロフィーが起こり、多数の犠牲が出

るであろうが、それは覚悟するしかない様である。 

 なお、このようなカタストロフィーのきっかけとなる可能性のある要因としては、 
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① 大規模地震による日本産業の大打撃 

② 大規模対外紛争による戦乱状況 

③ 日本の産業競争力の低下とそれによる海外金融投資家などによる日本経済たたき 

④ サイバーテロや海外資本による恣意的日本経済破壊活動の成功 

⑤ 日本に対する経済封鎖、金融封鎖、資源・エネルギー封鎖 

などが考えられる。 

 

(3) この章を終わるにあたって 

2030 年までの日本経済、そしてそれ以降の日本経済についても、皆が想像している以上

に、その基礎的条件が厳しいように思われる。その大きな要因は、人口減少のおよび人口

構成の変化であるが、もっと直接的な表現を使えば、国民経済に負担をかける老齢者の全

人口に占める割合の極端な増加である。これらの人々は、これまでわが国の発展に尽くし

大きな蓄積を生み出してきたのであるが、世界の周辺環境の変化に伴い、そのような蓄積

が今となってはそれほど大きなものとは言えず、その老齢世代が費消する財貨として必ず

しも十分なものとは言えない可能性が非常に高い状況となっている。しかも、これまで軽

武装、軽い安全保障負担と言う状況は、周辺国家の態度の変化、国際的な力のバランスの

変化、テロ活動など犯罪活動を行う集団の格段の能力の向上などによって大きく変わって

しまっている状況にある。また、国民自身も、そして世論を形成するオピニオンリーダー

である識者やマスメディアも、収入に見合った耐乏的生活をすることに非常に否定的であ

ると考えられる。さらに、余裕のあった時代の慣行や非合理的な側面が既得権と結びつい

ており、社会としてそれを変えようとする意欲に乏しいように見える。 

社会的逼塞感と言われ、若い人々にそれが強い、とマスメディア等ではいうが、若い人

たちはそのような実態を現状として受け入れており、逼塞感と言う特別な表現で示される

ようなものであるかどうかは疑わしい。むしろ、逼塞感は古き良き時代を実感したことの

ある中年世代以降に強いのであり、特に、社会的に負担してもらっている老齢者に強く認

識されている可能性が高い。しかし、彼らはまた、既得権の強い擁護者である。したがっ

て、口を開けば、「若い人たちに期待する」と言う彼らであるが、彼ら自身がこの問題を真

剣に考え、自分たちの世代で彼らによる負担を減らすことを考えなければ、問題を先送り

しているに過ぎないことになる。その結果どのようなことが起こるかという具体的なイメ

ージは容易に描けないが、大きな混乱あるいはマネタイゼーションによるしばらくの間の

信用膨張とある段階での信用崩壊の可能性が高いように思われる。 

幸いにも、科学技術は、AI や robotics、医療技術などの発達によってわが国のこのよう

な問題を解決しないまでも、緩和してくれる可能性が高い。しかし、そのためにそのよう

な目的意識を持った科学技術の発展、利活用を図る必要があり、そのための条件整備も必

要である。それはおそらくこれまで科学技術政策と言われてきた基礎重視、リニアモデル

による科学技術利用とは異なるものであるかもしれない。そこにはまた、大きな既得権と

の戦いが存在する。また、技術の成果をつまみ食いして、いやになったら放り出すと言う

科学技術をよそ事として扱ってきている大多数の人々が、科学技術の利益と不利益とに面

と向かって向き合うことを必要とするであろう。いいとこ取りだけを期待する多くの経済
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人、学者達、社会的リーダー、マスメディア人たちの科学技術、特に経済活動に貢献する

のは直接的には技術であることを考慮すれば、技術に対する適切な理解とそれに沿った対

応や行動が必要であろう。 

さらに、社会的リーダー層となっている人たち、政治家、知識人、経営者層、高級官僚

や地方公務員幹部、学校の先生方などのノーブレスオブリージュが必要のように思われる。 
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3.1.3 政治的側面 

(1) 現状での問題認識 

政治的側面の決定要素  
政治的側面の決定要素としては、内部構造であるわが国の政治構造および外的環境条件

を考える。 

政治構造については、① 自由民主党の一党支配的優位性と弱体な野党、② 一票の格差

に象徴される腐敗選挙区構造、③ 国民の代表ではなく地域や組織など一部国民集団の代表

である議員、④ ノーブレス・オブリージュの意識のほとんどない多くの議員たち、⑤ ポ

ピュリズムの強い世論、⑥ 憲法改正論をはじめとする安全保障問題における意識の大きな

乖離、⑦総理大臣になる政治リーダーの資質や性向などが主要な影響要素であろう。 

外的環境条件としては① わが国の経済状況、② わが国をめぐる国際環境、③ 国民意識

を考えることでほとんどをカバーすることができると考えられる。 

 

政治構造のトレンド 
戦後、一時期、社会民主主義に基づく政権が存在したが比較的短い期間で瓦解し、その

後は長期間にわたって、自由民主党を中心とする保守党勢力が政権を担ってきた。この保

守党政権は、主たる政治の焦点を経済成長に当てるとともに、国防は、日米安全保障条約

に依存し、自衛隊で補完する軽武装政策をとった。しかし、長く続いた保守政権による政

治は、政権党の独善や腐敗、国民意識や環境条件からの乖離をもたらし、二大政党制によ

る政権交代を理想とする考え方が出現した。そして、1990 年代にしばらく自民党は政権の

座を降りた。しかし、1 年程度の短い期間で社会党の首相を担ぐと言う異常なやり方で再

び政権に復帰し、しばらく自民党による政権が続いた。2009 年になると二大政党制による

政権交代を望む声が強まり、民主党による政権が成立したが、政権内の対立が激しく、デ

フレによる日本経済の困難、東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の不手際などもあ

り、3 年余にして再び自民党政権が成立した。 

経済成長、日米同盟を基本方針とする保守政党側のぶれない政権運営に対し、対抗馬と

なるのは比較的リベラルな政党であるが、その主張は様々であり、そのリベラルな程度も

大きな幅がある。そのため、結局、政党の乱立か、政党内の抗争が多くなり、これに政治

家個人の覇権争いが加わって、非保守党勢力においては実効性のある政治が行われないと

いうことになっているように思われる。政治は、考え方や方向性は重要であるが、最も優

先されるべき事は実効性であるという基本論理がマスメディアを含め政治の世界に理解さ

れていないことの問題であるように見える。 

一方、主として政権を担ってきた自由民主党を始めとする保守政党は、政権の座に対す

る強い執着の故に、一票の格差などに対しては消極的、地域代表や組織代表議員の隆盛な

どがある。しかし、一方では、国民意識の変化に敏感で、ときにはリベラルな政策も先取

りをする保守主義にこだわらない政権運営を行っている。 

保守、リベラルを問わず、議員の資質については、問題がある場合が少なくなく、倫理

観に関して疑問符が付く場合がかなりの程度ある。ノーブレス・オブリージュの意識につ



 
 

162 
 

いてはほとんど存在しないのではないかと思われることが多い261。 

 

外部環境の影響 
政治は、経済や社会活動に大きな影響を与えるとともに、それからの影響も強く受ける。

その相互の影響度合いは、その時の環境条件、案件の性質、関係者のパワーダイナミック

ス、そして、偶発的要素などによって決まる。また、国際環境、その時代の国民心理、マ

スメディアを始めとするオピニオンリーダーの論調、カリスマ的影響力を持つ人物の存在

とその主張などがもたらす政治に対する影響も非常に大きい。また、選挙制度などの制度

的枠組みが社会環境の変化に追随できなくても、現在の政治家に有利な場合、容易に変え

られない、政権党は自分たちに有利な社会的枠組みを設定しようとし、それに迎合する非

政治家も少なくないなどの一般的な傾向もある。しかも、これらの影響要素が相互に連携

していることも少なくない。 

経済環境、国際環境、国民意識についてはそれぞれの項で述べてあるが、そのような環

境条件の下において、現在政治的に影響の大きいと思われる案件を挙げてみると次のよう

なことが考えられる。 

 

・ アベノミクスに対する信頼度等の意識の変化と景気の状況 

・ 中国の居丈高な日本に対する態度 

・ アメリカの大統領候補、トランプ氏の米軍駐留経費満額負担論、あるいはその代替と

しての米軍撤退と日本の核保有承認 

・ 憲法改正と第９条戦争放棄条項の撤廃 

・ 北朝鮮の核兵器保有 

・ 中国を含めた全世界的資本主義経済構造の行き詰まり 

 

(2) 未来予測シナリオ分析 

日本の政治的側面を記述する既存の未来予測 
 日本の未来について記述したものとしては、現在政権党である自由民主党が作成した日

本未来図を始め、いくつかのものがあるが、残念ながら政治的側面を記述したものは見当

たらなかった。ほとんどが、経済的側面に中心的焦点を当て、それとともに社会的状況を

予測しようとするものであって、そのような将来における状況に中心的影響を与えるもの

として、人口構造の変化および科学技術の将来見通しに言及していることが多い。 

 

日本の政治構造のベースライン 
自由及び民主主義を標榜する国においては、政治の基本的枠組として、自由選挙がある

ことが大きな影響力を持っている。選挙結果は国民のその時の意識の反映であるが、その

意識は移ろいやすい面がある。プロパガンダやマスメディアのキャンペーン、有名人など

の発言によって大きな影響を受けることも少なくない。何か印象的な事件によって大きく

                                                 
261 例えば、甘利経済担当大臣口利き疑惑 2015 年秋、小渕通産大臣政治資金規正法違反事件 2012 年など 
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変化することもある。ときにはそのような影響力や変化が必ずしも物事の本質を突いてい

ないことも起こりうる。民主主義、自由選挙制度による統治システムは決して完全なもの

ではなく、ポピュリズムが幅をきかせことも多いし、衆愚政治に陥ることも十分あり得る。

一方では、代議制度をとるため、その代議員行動が実質的な政治を決めてしまうことにな

る。代議員である政治家は、国民意識に乗ったり、先取りしたりする。国民意識に対して、

サボタージュをしたり、無視したりすることも行われる。特に絶対多数を握る政権党であ

れば、かなり横暴な政権運営もまかり通ることが可能となる。従って、政権党およびその

党員の国民に対する意識構造、責任意識、自律意識など等の組織カルチャーおよび国会や

地方議会等の議員（代議員）たちのノーブレスオブリージ意識と行動方式が実質政治に影

響するところが非常に大きいそのような代議員に対するチェック＆バランスはマスメディ

アおよび裁判システムに期待されているところが大きい。しかしながら、わが国の場合マ

スメディアが商業的なものである結果、教科書的に言われる第 3 の公権力としての役割は

ほとんど果たしていないと言わざるを得ない。裁判所も違憲立法審査権の適用要件を自ら

非常に厳しくしていることに加え、社会の混乱を恐れるあまり、代議員のサボタージュや

無視に対し寛容であり、結果としてチェック＆バランスの機能は非常に弱いと言わざるを

得ない。加えて、議員内閣制をとっているため、代議員が擁立する内閣総理大臣が代議員

のリーダーとして権力とともに、行政の長としての権力を併せ持つ構造になっている。こ

れは教科書的な意味での三権分立がかなり変質している構造であると考えるべきであろう。 

このような構造は、1945 年の敗戦以来構築されてきたものであって、その良し悪し、メ

リットデメリットは本来であればもっと研究されているべきものであるが、今のところあ

まりそれは見つからない。したがって、このような構造をベースラインとして、2030 年の

日本の政治的側面を考えることにならざるを得ない。 

 

2030 年の日本の政治構造に関する検討 

上述のような日本の政治構造のベースラインは、内的には革命的な激動、あるいは、外

的な破壊的圧力がなければ、大きな変化は起こり得ないと考えられる。そのような激動や

圧力は今のところ予想し難いことから、2030 年においても大きくは変わっていないと推定

される。ある程度の変化をもたらす可能性のある要件は、① 20 歳から 18 歳の投票権者年

齢の引き下げ、②最高裁判所の１票の格差の違憲判断の強化であろう。しかし、現在のト

レンドを見る限り、それほど大きな変化を与えるとは思えない。 

政権党の移動については、2009 年から 2012 年にかけての民主党政権の非現実的な政策

や失政、人材不足の露呈の記憶が未だ国民の潜在意識の中に強く残っている可能性が非常

に大きい。したがって、それが薄れるまで非自民党の政権が成立する可能性は低いと言わ

ざるを得ない。しかも、そのような状況は、優秀な人材の自民党の集中、自民党内におけ

る相互琢磨を強めるから、非自民党の政権奪取は容易でないと考えられるのが普通である。

それを覆すとすれば、①自民党内における驕りと腐敗および私益優先構造の増大、②深刻

な経済状況の惹起と無能な対応、③国民と国土を守り得ない経済上および国防上の安全保

障であろう。しかし、野党側にこれらの分野において自民党を上回る政策を打ち出せる能
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力を示しているところはない。 

したがって、政治構造の面において、大きな変化を引き起こす要因はあまり無いと言え

るであろう。 

 

政治外の環境変化が及ぼす日本の政治的側面に対する効果 
政治的側面に影響を及ぼす政治外の環境変化としては、①国民意識の変化、②国際安全

保障環境、③経済環境 ④人口減少および国民の年齢構造の変化などが主たるものである。

そしてこれらはまたわが国の政治の影響を強く受ける一面もある。また、これらの環境変

化が相互に強い影響力を持ち、ときには強め合ったり、ときには相互に牽制したりするこ

とに留意が必要である。特に、相互に強めあって怒涛のような流れができると、後から振

り返ればとんでもない政治的決断が行われたと反省せざるを得ないような事態もあり得る。

わが国は、太平洋戦争突入と言う暴挙に走ったと言う悪い経験を持っている。当時は民主

主義社会でなかったという議論もあり得るが、本来、暴挙を抑制するマスメディアが、率

先して戦争を煽るような動きさえあったことに加え、議会人をはじめとする世の中のリー

ダーたちが、自分たちでリスクや社会的インパクトに対する影響を充分に調べて結論を出

すことなく、世の中の流れに乗ることによって歯止めのない対応をしてしまった。十分な

リスク危機マネジメントを行って、二度とそのような過ちをしないようにしなければなら

ない。 

 

① 国民意識の変化としては、日本の相対的な経済力を中心とする国力の低下に対するう

っ積した不満を解消する動きが想定される。そのような荒れた心情は国家主義的な政

党を大きく伸張させていく要因となる。その背景には、国内における所得格差の拡大、

社会的優位者あるいはエリートに対する反感の増大がある可能性が高い。しかし、人

口構成が非常に高齢化すると考えられるのでそれが単独で大きな影響を与える可能性

はそれほど大きくないと考えられる。 

② 国際安全保障環境の変化の問題は 2030 年の政治的側面に強い影響を与える一位か二

位の要件である可能性が高い。具体的には、中国の覇権膨張主義的対応がますます激

しくなる可能性が非常に高いこと、核を取得した北朝鮮の居丈高な政治攻勢が予想さ

れること、それらに追随する韓国の日本に対する侮蔑的な態度が引き続き予想される

こと、そして、トランプ大統領の日本駐留米軍の引き上げまたは駐留費負担の要求お

よび日本の核保有歓迎の発言に代表される、アメリカの日本に対する安全保障義務の

放棄の意思の顕在化があるからである。中国、韓国、北朝鮮の動きを見れば、中国の

属国として生きるか自立的国家として生きるかの選択を迫られる可能性が高い。自立

的国家としての生存を目指す動きと争いを避けるために中国の属国になってもやむを

得ないとする動きとの対立は非常に激しいものであろう。自民党の本流は自立国家派

であろうが、経済界の中国よりの一部の支援を得て自民党の中にも中国に近い者もお

り、分裂行動を起こす可能性もある。非自民党は大きく分かれるであろう。そして政

界の再編成をもたらすことも考えられる。この問題は、1 つにはアメリカの態度が大き

な要因であり、その意味では今年 11 月の選挙によってトランプ大統領が出現するかど
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うかが 1 つの節目である。しかし、たとえ出現しなかったとしても、アメリカの国際

政治の大きな潮流として日本の核武装を認め撤退するとの選択肢があることが非常に

明確になれば、否応なく日本内では検討を迫られることになる。そして、アメリカが

そのような政策は否定したとしても、何時政策が変わるかしれないと考えざるを得ず、

日本はその対応を迫られることになる。現在の自民党政権であれば、自立的日本の道

を歩むべく、自衛隊の強化、武器開発力の強化、憲法改正による交戦権の明定などを

推進していくであろう。このような流れがここ２、３年のうちに出来上がってしまえ

ば、2030 年においてもその流れは大きくは変わっていない可能性が非常に高いが、そ

の経済的負担に日本が耐えきれるかどうかが問題であり、少子高齢化による社会保障

負担の急増との綱引きが行われることになる。 

③ 経済環境の問題は、歴代政権とも最大の政策対応事項としてきた。したがって、あら

ゆる手を尽くして、良い環境の維持に努める事は間違いない。そのため、国の債務の

増大の問題は次位に置かれる可能性が高い。ただし、ハイパーインフレなど経済破綻

は絶対避ける必要があるであろうから綱渡りの経済政策とならざるを得ないかもしれ

ない。政治的にはそのような綱渡りの状況を十分理解して破綻をきたさないよう政治

家の発言には十分慎重を期す必要があるが、100％大丈夫と言う状況では無いかもしれ

ない。 

④ 人口減少および国民の年齢構造の変化262に伴う影響については、老齢者の急増特に認

知症者に対する介護問題が深刻な問題となろう。そしてそれが大きな政治問題として

2020 年代半ばには対応を迫られることになる可能性が高い。この問題は、移民の導入

問題、社会保障費の確保問題となるとともに財政赤字の拡大、防衛費捻出の困難、な

ど日本の国家としての存立基盤に触れるテーマとなる可能性が高く、政治はその解決

を迫られるわけであるが、特効薬がなく、政治的不安定を生み出す要因となる可能性

が高い。 

 

                                                 
262 平成 24 年版 高齢社会白書（内閣府） 
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図 3-27 年齢区分別将来人口推計263 

 

図 3-28 高齢化の推移と将来推計264 

                                                 
263 ·平成 24 年版 高齢社会白書（内閣府） 
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2030 年ごろのわが国の政治的側面の予測 

政治構造としては、議院内閣制という現在の政治制度的枠組みが変わらないと思われる

が、人口減少および人口構成の変化に伴う財政的困難、国際周辺環境、特にアメリカの安

全保障の傘の信頼感喪失、日本の経済競争力の弱体化に伴うわが国の経済力の低下によっ

て、国民意識の分散、考え方の流動化などが起こると考えられる。特に、人口の減少およ

び高齢化の見通し、中国、北朝鮮、韓国等の近隣諸国との経済的および軍事的力関係の状

況に対する判断、自立欲求の程度やその時の中国の覇権のレベルおよび覇権行使のやり方、

世界的な状況の中での日本の存在位置に対する認識などの影響が大きいであろう。 

この時代の政治を決める大きな要因は、軍事的意味だけではなく経済的な意味や社会的

意味も含めた国民の安全保障の問題と人口減少および老齢化が進む中での国民生活の維持

の問題であろう。 

安全保障の問題については、国民意識は自立派、中国派、アメリカ期待派と言う大きな

３つの流れおよびその他諸派に分かれる可能性が高い。その際、中国は、中国共産党によ

る統治、中華思想による対外的態度、国家資本主義的経済体制、そして太平洋戦争時代の

恨みを大きく取り上げ、それに基づく対日政策の問題が、日本にとっては大きな問題点で

あろう。また、中国の経済力増大のテンポはかなり鈍っており、内部的問題も多く抱えて

いると考えられるので、そのはけ口としての対日政策の可能性は十分あり得る、ときには

かなり厳しいものになる可能性があると考えなければならない。アメリカは、もともと自

己中心的であり、唯我独尊的であるが、これまで民主主義の理想、人道主義などの近代西

欧思想の理想を掲げることで、唯我独尊的側面のトゲトゲしさを緩和してきた。しかし、

トランプ現象と言われるアメリカの本音ベースの行動は、アメリカの覇権の弱体化に対す

る対応策として出てくるものであるが、結果として、他国の反発や信頼感の喪失となり、

覇権の弱体化を浮き彫りにするとともに、覇権の行使への非協力、よそよそしさなどとし

て跳ね返ってくる可能性が高い。したがって、アメリカは再び覇権の強化を図るような動

きを示すことになると思われる。そこに、わが国においてアメリカへの期待が生まれる余

地がある。自立派は、自立のイメージ、自立の仕方などにおいていろいろな考え方があり、

ときには相互に罵り合うくらいに意見が分散している可能性が高い。 

 国民生活の維持の問題については、これまでの自由経済主義、グローバリズム経済を堅

持しつつ、拡大する経済格差の不満は税金等を使った対症療法によって対応する伝統的保

守派、伝統的やり方では国の財政負担が耐え切れないばかりではなく、結果として金持ち

優遇になってしまうので企業や高所得者からもっと一般庶民に所得の移転を図るべしとす

る社会民主主義的アプローチを求める社会民主派、自由経済およびグローバリズム経済の

制限を行い、国民生活の維持に注力すべきであり、結果としてその害が出てきたとしても

やむを得ないとする平等派の大きな流れが出てくる可能性が高い。 

このような国際環境から来る流れと国内経済及び国民生活から来る流れとが主な要素と

なってそのマトリックスが構成され（主要なものだけとると、３×３=９となる。）それら

                                                                                                                                                      
264 平成 24 年版 高齢社会白書（内閣府） 
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のマトリックスの交点に当たる内容が政治的グループの基礎単位となり、その合従連衡に

よる政治グループが主要な政治におけるプレイヤーとなると思われる。もちろん、政治グ

ループの各メンバーは必ずしも考え方や思想によって集まるわけではなく、個人の歴史的

経緯、人脈、選挙地盤の状況、政治家としての利害関係や因縁などによって集まる面が非

常に強いのでそれらによって考え方や思想が強まったり、弱まったりする事に十分留意す

る必要がある。ただ、上記で分析したマトリックスを編成する流れはかなり厳しい対立を

伴うものであると思われるので、政治はかなり不安定な状況となっている可能性があると

思われる。しかし、一方では、上述のような困難に対抗するためには、小異を捨てて大同

につくべき、ある程度異論はおしつぶして強力な統治構造が必要であるとして、強い国内

統治を目指す動きが出てくる可能性がある。その場合、かなり強い国家主義的政権構造が

できている可能性が高いと思われる。 

どのような政権構造が出来上がってくるかは、国民が選挙においてどのような意思表示

をするかにかかっている。しかし、総じて言えば、棄権率が非常に高く、選挙も、宗教団

体や業種団体などの 1 部のグループの影響力が非常に強い状況にあり、一方では、芸能界

やスポーツ団体で名前を売ったタレントが有利な状況においては、本質的な問題は政治に

おける部分的な、ときにはそれほど重視されない問題となっている。そのため、既存政党、

既存政治家たちのどの程度本質的な問題を重視するかにかかっている可能性が高い。なお、

政治学者、あるいは政治評論家もサガ、または、その職業意識からストレートに本質をと

りあえず、問題が浮き彫りにされないことが多い。マスメディアは、商業メディアとして

基本問題は避け、あるいは深刻な問題は軽く扱う傾向は避けられないうえ、そもそも記事

集めおよび記事の高価売却に忙しく、本質を取り上げる意欲に乏しい。そのため、国民が

政治を考える際の情報を提供には、バイアスや偏りなどがあると思わなければならない。 

 

(3) 政治の側面におけるめざすべき未来社会像と政策対応 

全くの空白のところに未来社会像を描くという事はあまり意味がないであろう。目指す

べき未来社会像は、結局は、政治の現状を踏まえつつ好ましい方向はどうかと言う検討と

ならざるを得ない。 

また、政治の側面に於ける変化の主たる要因は、人口や年齢構成の変化、国際安全保障

環境やわが国経済の状況など政治外の要因にあると考えられるので、これらの政治外の要

因の確定性、そして相手がある場合が少なくないことを考えれば明確な像を描くことはほ

とんど不可能と言わざるを得ない。しかし、基本的な考え方として整理することは可能で

あり、その像は以下の通りである。 

 

○日本は民族国家であり、他国に従属しない、自分の意志で自分たちの進路を決め、自分

たちの能力で営みを続けようとする事は当然の基本であり、自立を目指す事は当然と言

える。しかし、人口、経済力、財をはじめとするこれまでの各種蓄積の量など、自分た

ちの力を考える時、多くの国において相互に依存関係が出てくることもまた自然なこと

である。ただし、その依存関係が従属的なものでなく、限りなく自立的なものであるこ

とが好ましいと言える。 
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○このような自立的立場を維持するためには、①そのような自立を認め支援してくれる多

くの仲間の国、②他国からの妨害にもかかわらずその自立的立場を維持する強い決意、

③自立的立場を維持した結果生ずる不利益や圧力に対し対抗し、あるいは耐える意思と

断固たる態度、④サイバー攻撃、経済支配などの間接侵略に対する対応措置の整備、⑤

テロ、侵入攻撃など直接的な侵略行為に対する迎撃、対抗能力の保持、⑥日本の自立を

奪うことが、結果としてその奪おうとする国にとって不利益になる状況を作り出すと共

に相手方にそれを信じさせる対外政策能力及び外交能力を持っていることなどが必要で

ある。このような要件を見なすためには、それなりのコストを支払う必要があるととも

に、国民がある種の犠牲を払う必要があることもある。また、我慢をせざるを得ないこ

とも少なくないであろう。スイスが長い間永世中立国として戦乱に巻き込まれないで済

んだのはこれらを持っていることにあると考えられる。 

 

○綺麗事や自分にとって都合の良いところばかりを取り出して議論したり、十分なリスク

危機マネジメントとしての検討行わずに、期待感のみで、あるいはそうあるべきである、

相手方もこちらの考えると同じように対応をしてくれるとの性善説的検討であったりで

は、わが国は適切な行動をとることはならない可能性が高い。 

 

○これまで述べてきたように、将来のわが国の政治的側面は不確定要素が高く、ワイルド

カードと考えられてきたことが突然に起こると言うことも十分考えられる。外部環境は

変化が激しく、思いがけないときに、思いがけないことに遭遇すると言うことも十分あ

り得る。したがって政治的側面において最も重要な事は基本原則に忠実であるとともに、

事態の変化に柔軟に対応できるということである。また、日本の財力の低下、財政力の

低下、財政支出必要案件の増加などを考えると政治のコストの削減が必要である。その

ような観点に立つと好ましい政治のあり方として次のようなことが好ましいと思われる。 

 

＜代議制度の見直し＞ 

政治におけるいろいろな問題や不祥事件は、この代議制度の欠陥にあることが多い。現

在の代議制度においては、確かに選挙の途上においては公約やマニフェストは示されるが、

非常に抽象的かつ曖昧なものであることも多く、実際のところは守られないことも非常に

多い。結果としては、将来の事態に対して白紙委任を代議員にしている状況になっている 

一方、代議員は、制度上の理由から、選挙区に分かれて選挙されるため、一部地域住民

の代表に過ぎないにもかかわらず、各個人が国民の代表であるかのごとく主張するが、実

態としては、政党の党議拘束などもあり、国民全体の代表であると言う役割は必ずしも果

たしているとは言えない。 

このような矛盾をできるだけ解消するとともに、本来の民主主義が直接民主性にあると

いうことを踏まえ、国としての意思決定は国民投票を基本とし、委任された範囲内で部分

的な意思決定を行うこととするのが好ましい。そして、代議員の役割は、自分自ら意思決

定するのではなく、国民が意思決定をやりやすくするため、あるいは、間違った意思決定

をしないようにするために、国民への必要な情報伝達を行うこと、法律等として決められ
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ようとしている内容についての長所、欠点、それに伴うコスト、将来見通しなどについて

国民に説明すること、実態に照らして法律、制度や行政のやり方の案を提案することを主

たる責務とし、行政の行っている状況を監視し、必要な勧告を行うこと、国民投票では時

間的に間に合わない時のとりあえずの法律制度の設定と国としての意思決定を認証するこ

とを従たる責務とする。このようにすることによって、代議員の大幅な削減を行いうると

考えられる。また、代議員はこのような役割を果たしうる能力を持った人材であることが

要求されるのでおのずとレベルの低い人材は淘汰されると考えられる。 

またこのような役割に限定されるので、1 院制であり、人数は今の参議院程度で十分で

あろう。その選ばれた方には、地域選挙、比例代表選挙の組み合わせとするが、死に票を

減らすために中選挙区～大選挙区とする。 

 

＜国民による電子投票のシステムの確立＞ 

直接民主制の実行のためには、国民による電子投票のシステムを確立する必要がある。

もちろん現在の電子投票システムがそのまま適用できるとは考えられないので、不正投票

を防ぐ方法を含めて技術開発が必要であろう。もちろん、自宅から投票できるようにする

必要があり、スマートフォンに顔認証および指紋認証を組み合わせたようなシステム構築

が必要であると考えられる。また、高齢者用やハンディキャップのある人たちには補助的

手段や道具が開発される必要があるであろう。 

 

＜年金や生活保護をもらわず所得税を払っている者への選挙権の追加＞ 

選挙権については、他の人が供出した資金、すなわち税金などを収入の糧としている人

達と資金を供出する人たちとは全く同等の権利である事は平等であるので、全員に 1 票を

配布した上で、年金や生活保護をもらわず所得税を払っている者（少額のアルバイト等に

よるものは除く。）には追加でもう一票の権利を配布することとする。 

 

＜新しい法律や行政施策についての国民投票に関する理由説明の勧奨＞ 

新しい法律や行政施策についての国民投票について、NPO、研究機関などの国民の推奨

意見の提出とその理由説明を勧奨する。 

 

＜国民投票の際の物の考え方やそれが持つ効果などに関する教育＞ 

国民に国民投票の際の物の考え方やそれが持つ効果などについて小学校時代から繰り返

し教育をする。 

 

(4) この章のまとめとして 

民主主義社会における政治は、主権者としての国民それぞれが十分政治に関心を持ち、

全体としては正しい判断をする能力を持っているとの大前提のもとに構築されている。 

民主主義国家においては、主権が国民にあり、統治者が国民であると同時に、その統治

を受ける者は国民である。さらに、国民は統治者からサービスを受けるサービスの受益者

でもある。統治は国民が選挙によって選んだ代議員によって選ばれた内閣総理大臣及び閣
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僚ならびにそれらのスタッフである役人によって行われる。地方公共団体においては、ト

ップの首長は直接選挙によって選ばれる。ただし、選挙は、選挙運動の際にはいろいろな

公約が行われるものの、基本的には、選んでしまえば白紙委任に近い状況になる。しかも、

国民各個人と統治側との間の情報格差が非常に大きい。特に、現代社会のように国際的に

政治および経済の環境変化が非常に激しい状況においては、国民の理解が後追いになる傾

向が強い。その格差は広がっていく可能性が高い。しかも、国民は知識も関心も能力も様々

な分散した各個人であり、かつ、統治者からのサービスを受ける受益者としての利害があ

る。 

他方、わが国は、人口構成の老齢化による公的サービスを求める者が格段に増え、結果

としてそれを負担する者との間の格差、すなわち、受益者と負担者との間の格差が大きく

広がると思わなければならない。一方、国際環境の面から考えると自分たちの自律性を維

持しようとすれば、自衛のための能力確保にかなりの負担をしなければならない可能性が

強い。加えて、GDP の 2 倍の国の債務があり、地方の債務も加えると、4 倍ともいわれる。

このような実態に対して、多くの人々は聞きたくない、自分のことでは無いと言うことに

なっているように見える。統治者はできるだけ後送りにしたいというのは人間の気持ちと

してはよくわかる話しである。しかし、これから 2030 年までの間にそのようなことを続

ければ、どこかでカタストロフィックな状況が出現する可能性を恐れなければならない。 

これは統治側に立っている政治家およびそのスタッフである高級官僚の問題ではあるが、

国民自身も問題点を十分理解する必要がある。社会のオピニオンリーダーはマスメディア

および学者たちであると考えられる。このオピニオンリーダー層がしっかりしていないこ

とが、わが国をあまり大した備えもなしにこのような状況に追い込んだ要因であるように

見える。 
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3.1.4 国民意識の変化 

本項では、日本人の意識や価値観の変化について計量的に既存データを用いて明らかに

していく。 

(1)個人的・主観的に幸福、だけど社会的に不幸 

まず初めに、日本人の幸福感に関する意識がどのように変わってきたのか、特に「失

われた 20 年」と言われる時代をへて不幸せになったのか、高度成長を経験した旧世代

と社会に出たときにはすでに「失われた 20 年」に突入していた世代とでは幸福感にど

のような差があるのかについていくつかの意識調査データをみていきたい。 

 

図 3-29 

 

 

図 3-30 

 

図 3-29 に「全般的に幸せか」という質問に対する回答結果(1:とても幸せ、2:幸せ、3:
不幸せ、4:大変不幸せの 4 段階評価)平均値を 
① 1980 年代から 2010 年代にいたる日本人全体の時系列変化 

② 1980 年代から 2010 年代にいたる日本人の世代別時系列変化 

③ 欧米と中国、計 8 か国との国別平均値比較 
によってしめした。国際比較は 2000 年代後半（2006-2010 年の間で国によって実施時

期がことなる）の各国別平均値である。データは第 2.1 節で述べた世界価値観調査(World 
Value Survey)を用い、世代区分は NHK 放送文化研究所が 1970 年代から継続的に実施

している「日本人の意識調査」で用いられている世代区分（表 3-15）に準じている。 
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このデータによると、日本人の幸福感は 1980

年代から 1990年代後半にかけてかなり上昇し、

1995 年から 2005 年に一時下がっているものの、

2010 年代に取り戻し、全体として 1980 年代か

ら 2010 年代にかけてかなり上昇している。 
これを国際比較すると、日本はドイツ・イタ

リア・中国よりもずっと幸福感は高く、イギリ

ス・スウェーデンよりはずっと低いものの、フ

ランス・アメリカと同レベルの幸福感にある。

世代別にみると、2000 年代に団塊ジュニア世代

と新人類世代の幸福感が逆転していることなど、

バラつきはみられるものの、全体的にそれほどの世代間差はみられず、全世代上昇傾向

にあると考えてよい。 
この傾向は、NHK 放送文化研究所が 1980 年代から継続的におこなっている中高生の

意識調査でも同様の傾向がみられる。図 3-30 にしめされるように、「とても幸せ」と回

答した中高生は 1980 年代から 2010 年代にかけて中学生は 36.2%→54.7% 、高校生は

23.8%→ 41.7%と上昇している。 
 

図 3-31 

 
  

次に、「人生は自分の自由に動かせる」について、同様に日本人全体の時系列変化、世代

別の時系列変化、国際比較を図 3-31 にしめした。「人生は自分の自由に動かせる」という

意識は、幸福感を表すひとつの指標として国際的な意識調査でよくもちいられる質問であ

る。この結果データによると、「人生は自分の自由に動かせる」と感じている傾向は、若年

層（団塊ジュニア世代と新人類ジュニア世代）により強くみられる。この質問においても、

若い世代で幸福感が増していることが明らかになったが、時系列でみると、日本人全体と

表 3-15 

 

世代区分 生年 
戦前世代 -1928 年 
第一戦後世代 1929-1943 年 
団塊世代 1944-1953 年 
新人類世代 1954-1968 年 
団塊ジュニア世代 1969-1983 年 
新人類ジュニア世

代 
1984-1997 年 
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しは、2000 年代後半まで上昇しているものの、2010 年代には若干の下降がみられ、国際

比較的にも日本が 9 か国中一番低い。 

  

図 3-32 

 
 

上記の 2 種類の質問は、個人的・主観的な幸福感を問うものであったが、これを経済

的な社会関係の観点から問う、よく国際的意識調査で用いられる質問として、「皆で豊か

になれるか」あるいは「人の犠牲の上にしか豊かになれない」という質問がある。これ

は、社会におけるゼロ・サム・ゲーム化意識を問う質問でもある。これに関していうと、

図 3-32 にしめすように、若い世代新人類ジュニア世代が特に低く、団塊ジュニア世代も

1990 年代後半までは旧世代と同レベルであったが 2000 年代以降は急低下している、逆

にシニア世代（戦前・第一戦後世代）は 2000 年代以降「皆で豊かになれる」の方に上昇

しており、この間に世代差が広がっていることがわかる。国際的にみても 9 か国中最も

「人の犠牲の上にしか豊かになれない」と感じている傾向が強い。 

これら 3 つの幸福に関する質問の回答結果をまとめると、「失われた 20 年」をへて、

日本人は経済的な閉塞感、社会がゼロ・サム・ゲーム化してしまっているとい意識が、

とくに若い世代でひろまったものの、個人的・主観的幸福感は 1980 年代から今日まで

の間に増加し、また若い世代により幸福感が強く、また、人生も自分の自由に動かせる

ようになってきたと前向きな意識変化がみられる。 

 

(2)アメリカ人より「ジェンダーフリー」な日本のジュニア世代 

次に、世界価値観調査の最新調査結果の中で、どの変量により顕著な世代差があるか
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をみていきたい。そこから、今後将来にむけて国民意識のどの部分がどの方向に変化す

るのかが読み取れるからである。図 3-33 に、直近の世界価値観調査（第 6 回 2011-2015

年）の結果のうち世代差の大きい質問項目のランキングをしめした。 

 
順
位 

質問 世代差の⽅向 欧⽶と同
⽅向の世
代差 

欧⽶と逆
⽅向の世
代差 

⽇本世代
差 

欧⽶世代
差 

1 同性愛は正しい(認められる) 若いほど⾼い 特に強い 0.95 0.33
2 婚前交渉は正しい(認められる) 若いほど⾼い 特に強い 0.84 0.28
3 事実婚カップルを隣⼈にもつことに抵抗ない 若いほど⾼い 特に強い 0.61 0.00
4 戦争になったら国のために戦う 若いほど低い 特に強い -0.60 -0.17
5 隣⼈を信⽤する 若いほど低い やや強い -0.59 -0.61
6 政治に関⼼がある 若いほど低い 強い -0.58 -0.59
7 「⼤学教育は⼥性より男性のため」と思う 若いほど低い 特に強い -0.56 -0.30
8 「男性の⽅が⼥性よりもビジネスリーダーに向いている」と思う 若いほど低い 特に強い -0.56 -0.20
9 ⼦供にとって⼤切な資質：想像⼒ 若いほど⾼い 特に強い 0.56 0.32
10 ⺠主主義国に住むことは⾃分にとって重要 若いほど低い 強い -0.55 -0.49
11 ⼦供にとって⼤切な資質：⼀⽣懸命働くこと 若いほど低い 特に強い -0.51 0.00
12 他の⼈種を隣⼈にもつことに抵抗はない 若いほど⾼い 特に強い 0.47 -0.01
13 ⾃分の国は⺠主的に運営されていると思う 若いほど低い 特に強い -0.47 -0.10
14 ⼈⽣に⼤切なこと：余暇 若いほど⾼い 強い 0.46 0.38
15 ⼈⽣に⼤切なこと：政治 若いほど低い 強い -0.45 -0.36
16 「職が不⾜しているときは男性が優先されるべきだ」と思う 若いほど低い 特に強い -0.45 -0.20
17 ⾃分の⼦供に⼗分な教育を与えてあげられないことが⼼配 若いほど⾼い やや強い 0.45 0.63
18 ⾃分は政治的に左か右か（⾼い⽅が右） 若いほど低い 強い -0.44 -0.29
19 ⼈⽣に⼤切なこと：友達 若いほど⾼い 強い 0.44 0.24
20 公務員に対して信頼感がある 若いほど低い 特に強い -0.44 -0.21
21 ⼦供にとって⼤切な資質：⾃⼰表現⼒ 若いほど⾼い 特に強い 0.43 0.16
22 「男性の⽅が⼥性よりも政治的リーダーに向いている」と思う 若いほど低い 特に強い -0.42 -0.14
23 政党に信頼感がある 若いほど低い 特に強い -0.41 -0.12
24 ⾃分の国に誇りをもっている 若いほど低い やや強い -0.41 -0.42
25 警察に信頼感がある 若いほど低い 強い -0.41 -0.30
26 政府に信頼感がある 若いほど低い 強い -0.40 -0.17
27 政府よりも専⾨家が政策決定する政治システムはよいと思う 若いほど⾼い 強い 0.40 0.10
28 移⺠を隣⼈にもつことに抵抗感はない 若いほど⾼い 特に強い 0.39 0.01
29 ⼈は他⼈との関係で機会に乗じて利⽤しようとするか公正にふるまうか 若いほど低い やや強い -0.39 -0.29
30 「他⼈の犠牲の上にしか豊かになれないと思う」対「皆で豊かになれる」 若いほど低い 強い -0.38 -0.24
31 議会に信頼感がある 若いほど低い 強い -0.38 -0.07
32 離婚は正しい(認められる) 若いほど⾼い 強い 0.38 0.20
33 軍隊(⾃衛隊)に信頼感がある 若いほど低い 強い -0.37 -0.25
34 外国語を話す⼈を隣⼈にもつことに抵抗感はない 若いほど⾼い 特に強い 0.34 -0.02
35 ⼦供にとって⼤切な資質：倹約 若いほど低い -0.34 -0.37
36 唯⼀正しい宗教は⾃分が信じる宗教である 若いほど低い 強い -0.34 -0.08
37 国家⽬標として：国⺠の発⾔⼒を⾼めることは重要 若いほど⾼い 強い 0.33 0.15
38 失業することを⼼配している 若いほど⾼い 0.33 0.85
39 「妻の⽅が夫より収⼊が⾼い場合必ず問題が起こる」と思う 若いほど低い やや強い -0.33 -0.23
40 伝統・社会慣習を守ることを⼤切にする 若いほど低い -0.33 -0.52
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41 年⾦など社会保障をごまかして受け取ることは正しい(認められる) 若いほど⾼い 0.32 0.50
42 「⼥性が⾃⽴するために仕事をもつことは重要」と思う 若いほど低い やや強い -0.31 -0.24
43 ⼈にとって⼤切なこと：楽しい時間を過ごすこと 若いほど⾼い 0.31 0.50
44 ⾃分にとっての⽬標：発⾔⼒を⾼めること 若いほど⾼い 特に強い 0.31 -0.03
45 神は⾃分の⼈⽣に重要 若いほど低い やや強い -0.30 -0.33
46 「仕事が少ないときは移⺠よりも⾃国⺠が優先されるべき」と思う 若いほど低い やや強い -0.30 -0.21
47 ⼈⽣に⼤切なこと：宗教 若いほど低い やや強い -0.29 -0.30
48 社会の将来にとって技術開発がもっと重要になるのは良いこと 若いほど低い 特に強い -0.28 -0.02
49 20 代の社会的地位は⾼いと感じる 若いほど低い やや強い -0.27 -0.02
50 ⾃殺は正しい（認められる） 若いほど⾼い やや強い 0.27 0.15

⼈にとって⼤切なこと：冒険・リスクをとること 若いほど低い 特に強い -0.06 0.56
⾃分の⼈⽣には⾃分の⾃由な選択ができる 若いほど⾼い 特に強い 0.27 0.02
社会にとって重要なこと：犯罪撲滅 若いほど⾼い 特に強い 0.26 -0.20
外国⼈を信⽤する 若いほど⾼い 特に強い 0.16 -0.26
競争はよいことだ 若いほど⾼い 特に強い 0.16 -0.23
⼦供にとって⼤切な資質：公正さ(利⼰的なふるまいをしないこと) 若いほど低い 特に強い -0.18 0.24
⾃分の仕事は創造的（ルーチンワークではない） 若いほど⾼い 特に強い 0.12 -0.27
⼦供にとって⼤切な資質：寛容 若いほど低い 特に強い -0.16 0.12
30 代の上司は許容できる 若いほど⾼い 特に強い 0.20 -0.05
⾃分にとっての⽬標：物価の安定 若いほど低い 特に強い -0.16 0.19
個⼈的に知っている⼈を信⽤する 若いほど⾼い 特に強い 0.08 -0.27

 

図 3-33 日本人の価値観・意識の世代差ランキング 

 

ここでは、各世代の平均値は、質問間の比較を妥当にするため、標準偏差をとっている。

また、日本の世代差と同時に欧米の世代差を併記した。それによって世代差に内在する年

令要因などをある程度排除して観察することができるからである。 

世代差は、第一戦後世代・団塊世代の平均値対団塊ジュニア世代・新人類ジュニア世代

の平均値から算出している。日本は直近の世界価値観調査第 6 回 2011-2015 年実施におい

て調査対象を 85 歳以下に限定しているとみられ、そのため戦前世代については値が出て

いない。欧米諸国平均は、アメリカ、ドイツ、スウェーデンの 3 か国平均から算出されて

いる。直近の世界価値観調査ではイギリス、フランス、イギリスが不参加となったため、

残りの先進国の中で国民性が異なるパターンをしめすこの 3 か国の平均が妥当と判断した。

日本の世代差と欧米の世代差の比較においては、日本が欧米と同方向の世代差をしめして

いるのか逆方向の世代差をしめしているのかを併記し、それぞれについて同方向・逆方向

の世代差をどのくらい強くもっているか、欧米と日本のギャップの度合いを表記している

（図 3-33）。 

ランキングは、世界価値観調査第 6 回の公表されている 326 の変数から、属性データと

一部日本人の有効回答率が極端に低い質問項目（例えば「地獄の存在を信じるか」など）

を除いたユニバースから、日本の世代差が大きい質問項目トップ 50 を抽出したものであ

る。同時に、日本と欧米で逆方向の世代差を強くしめす質問項目で日本の世代差トップ 50

には入らなかったものを表示している。 

ランキングのトップ 3 は、第 1 位「同性愛は正しい(認められる)」、第 2 位「婚前交渉は
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正しい(認められる)」、第 3 位「事実婚カップルを隣人にもつことに抵抗ない」である。世

代差ランキングのトップ 3 をすべてジェンダー関連の意識が占める形となった。また、ト

ップ 3 以外でも第 7 位「大学教育は女性より男性のためと思う」、第 8 位「男性の方が女

性よりもビジネスリーダーに向いていると思う」、第 16 位「職が不足しているときは男性

が優先されるべきだと思う」、第 22 位「男性の方が女性よりも政治的リーダーに向いてい

る」と思う、第 32 位「離婚は正しい(認められる)」、第 39 位「妻の方が夫より収入が高い

場合必ず問題が起こる」と思う」、第 42 位「女性が自立するために仕事をもつことは重要

と思う」などジェンダー意識関連は世代差上位 50 位中、10 項目にものぼった。ジェンダ

ー意識は世代差の最重要ファクターとみることができる。 

図 3-34 から図 3-37 に、世代差ランキング第 1 位の「同性愛は正しい(認められる)」、第

2 位の「婚前交渉は正しい(認められる)」、第 3 位の「事実婚カップルを隣人にもつことに

抵抗ない」、第 7 位の「大学教育は女性より男性のためと思う」のチャートをしめした。 

 

 

図 3-34 

 

図 3-35 
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図 3-36 

 
図 3-37 

 

 

いずれの質問項目においても、日本人は若い世代ほどジェンダーに対してより寛容、

共生的な方向に急カーブの世代差がみられる。ただし、NHK の「伝統離脱」-「伝統志

向」と同様に、新人類ジュニア世代に若干の揺り戻しが「事実婚に抵抗感がない」と「婚

前交渉の容認」にみられる。いずれの質問項目においても、日本は最も世代差が大きい。

世代差第 1 位の「同性愛の容認」については、第一戦後・団塊世代は欧米 3 か国どこよ

りも容認度が低いのに対し、新人類世代ではアメリカと同レベルになり、団塊ジュニア

世代ではアメリカ・ドイツを容認度で追い越し、新人類ジュニア世代では、欧米平均を

追い越してスウェーデンに迫っている。「婚前交渉の容認」も、新人類世代でアメリカを

追い越し、団塊ジュニア世代でほぼ欧米平均になっている。一方、「事実婚に抵抗がない」

については団塊ジュニア世代で欧米レベルに近づいてはいるものの追い越してはいない

し、「大学教育は女性よりも男性のため」については、若い世代ほど欧米に近づいてはい

るがまだかなりかい離しているし、世代差も欧米とそう大きくは変わらない。この 4 つ

のジェンダー意識の質問項目の違いは、「同性愛の容認」「婚前交渉の容認」が純粋な価

値判断の意識を問うものであるのに対し、「大学教育は女性よりも男性のため」は現実対

応の意識を問うものである点にある（「事実婚カップルに抵抗ない」はその中間）。日本

人の意識は、世代を追うごとに、価値観としては欧米平均かそれ以上にジェンダーに対

して寛容に変化してきたにもかかわらず、現実生活においては価値意識よりも不寛容な

対応となる特徴がここに表れているものと考えられる。 
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図 3-38265 

 
 
NHK 放送文化研究所が定期的に行っている「日本人の意識調査」においても同様の

傾向が示されている。NHK の「日本人の意識」調査は 1973 から 5 年おきに今日までほ

ぼ同じ約 50 問の質問で継続的に実施されている調査である。その調査結果によると、

1973 年の第一回調査と直近の 2013 年との変化量をみると、その 1 位は「婚前交渉：不

可」(37%減少)、2 位「夫の家事手伝い：するのは当然」(36%上昇)、3 位「家庭と女性

の職業両立」(36%上昇)、4 位「女子の教育：大学まで」(35%上昇)となっている。NHK
の調査においても、変化量の大きい質問項目のトップ 4 をジェンダー関連の意識が占め

る形となった。また、NHK 放送文化研究所は、調査結果から得られたデータから、数

量化Ⅲ類により世代差を明確に示す因子として「伝統離脱」-「伝統志向」を抽出してい

る図 3-38 にその因子の世代別スコアと因子を構成する質問項目と因子負荷量（スコア化

したもの）をしめした。戦前世代から新人類世代の間の伝統離脱方向へ急カーブの世代

差がみてとれる。一方、新人類から団塊ジュニアへの変化は緩慢になり、新人類世代で

はむしろ伝統志向への揺り戻しがみられる。この因子を構成する質問項目にも「婚前交

渉」のほか、夫婦や男女の役割分担に関するジェンダー意識に関連する質問項目が、高

い因子負荷量で入っており、ジェンダー意識の世代差が、今日の日本人の意識変化の中

核をなしているものと考えらえる。 
 

(3)「新自由主義左翼化(?)」する日本のジュニア世代 

次に政治や政策に関する意識で世代差の大きい質問項目をみていきたい。 

政治・政策に関連する意識で、次の質問項目で若い世代で高まる傾向の顕著な世代差がみ

られる： 

 「自分は政治的に左か右か」（若いほど左）（世代差ランキング 18 位） 

 「政府よりも専門家が政策決定する政治システムはよいと思う」（27 位） 

 「国家目標として：国民の発言力を高めることは重要」（37 位） 

                                                 
265 [NHK 放送文化研究所, 『現代日本人の意識構造』, 2015] 
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 「自分にとっての目標：発言力を高めること」（44 位） 

 「競争はよいことだ」（世代差ランキング外だが、欧米と逆方向の世代差をしめすもの

として特徴的） 

 「科学技術は社会をよりよくしてくれる」（世代差ランキング外だが、欧米と逆方向の

世代差をしめすものとして特徴的） 

 「事業や産業の民営化をもっと進めるべきだ」（世代差ランキング外だが、欧米と逆方

向の世代差をしめすものとして特徴的） 

一方、次の質問項目では若い世代で低下する傾向の顕著な世代差がみられる： 

 「戦争になったら国のために戦う」（世代差ランキング 4 位） 

 「政治に関心がある」（6 位） 

 「民主主義国に住むことは自分にとって重要」（10 位） 

 「自分の国は民主的に運営されていると思う」（13 位） 

 「公務員に対して信頼感がある」（20 位） 

 「政党に信頼感がある」（23 位） 

 「自分の国に誇りをもっている」（24 位） 

 「警察に信頼感がある」（25 位） 

 「政府に信頼感がある」（26 位） 

 「議会に信頼感がある」（31 位） 

 「軍隊(自衛隊)に信頼感がある」（33 位） 

 「社会の将来にとって技術開発がもっと重要になるのは良いこと」（48 位） 

 「国連に信頼感がある」（世代差ランキング外だが、欧米と逆方向の世代差をしめすも

のとして特徴的） 

ここから読み取れるシニア世代からジュニア世代への意識変化は、政府・官僚・政治に

対して高まる不信感、おそらく、それゆえに、国民の発言力を高めることや民営化、競争、

政府よりも専門家による政策決定など、政府や官僚以外の手によって社会が運営されるこ

とを好む傾向である。「科学技術は社会をよりよくしてくれる」とする意識が若い世代で高

まり、「社会の将来にとって技術開発がもっと重要になるのはよいこと」であるとする意識

が若い世代で低下していることは、一見矛盾しているようにみえるが、これについても「科

学技術」自体には信頼感をもっているのであるが、それが「技術開発」という政府の政策

として掲げられることに対しては抵抗感があるものと解釈できる。 
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図 3-39 

 

図 3-40 

 

 この世代差傾向をいくつかの質問項目を取り上げて国際比較してみると、まず「自分

の国は民主的に運営されていると思う」（図 3-39）に対して、日本は第一戦後世代が欧

米平均であったものの、団塊・新人類世代と下がり続け、団塊ジュニア世代で急落して

アメリカよりも低くなっている。「政党に信頼感がある」（図 3-40）も同様に団塊ジュニ

ア世代でアメリカと同レベル、新人類ジュニア世代でアメリカよりも低くなっている。 

図 3-41 

 

図 3-42 

 

 若い世代で高まっている傾向として、「競争はよいことだ」（図 3-41）は、新人類世代
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まで先進 4 か国中最低であったが、団塊ジュニア世代でドイツをぬき、新人類ジュニア

世代ではアメリカ・スウェーデンを抜いている。「自分にとっての目標：発言力を高める

こと」（この質問は国家目標として望ましいかどうか聞いた後に、自分は社会に対して何

をするかという文脈で質問されている）（図 3-42）に至っては、新人類世代ですでにアメ

リカ・スウェーデンをぬき、新人類ジュニア世代ではドイツもぬいている。 
 

 

 
 

図 3-43 

 

  

しかし、政府よりも競争を好むこの傾向を「新自由主義的」傾向とよぶことは妥当では

ない。図 3-43 にみられるように、政治指向性の左（リベラル）右（保守）を問う質問に

対しては、ジュニア世代は大きく左（リベラル）に傾いているからである。このことを、

上記(1)でみたような経済的閉塞感の高まり傾向と合わせて考えると、政治不信と自由競

争を好むジュニア世代の傾向は、政治的な指向性というよりはむしろ、経済生活における

閉塞感。ゼロサムゲーム意識、そこから脱却したいという願望が、ジュニア世代の政治・

行政への強い不信感をうみ、競争社会を指向させているのではないだろうか。 

OECD は、日本は 50 才～65 才の高賃金が若者の雇用機会を奪っていると指摘してい

る266。新卒採用偏重で、一度入社すれば年功序列的に昇給していく日本の雇用慣習にお

いては、「失われた 20 年」以前に新卒を迎えた世代と、それ以降に新卒を迎えたジュニ

ア世代との間に公正な競争が成立しているとはいえない。世代間不公正がここにあり、そ

れが経済生活における閉塞感、ゼロサムゲーム化意識、政治と行政への強い不信感、そし

て自由競争への指向性をうみだしているとすれば、そのことが未来社会構想に与える教唆

は重大である。 

 

                                                 
266 [OECD, 2008] 



 
 

184 
 

(4)「手段的価値」から「自己実現価値」へ 

次に、世代差ランキング 9 位にはいった「子供にとって大切な資質：想像力」をはじめ、

一般的・抽象的な価値意識に関する世代差についてみていく。 

一般的抽象的な価値観について、以下の価値観においては日本のジュニア世代で高まる傾

向にある： 

 「子供にとって大切な資質：想像力」（世代差ランキング 9 位） 

 「人生に大切なこと：余暇」（14 位） 

 「人生に大切なこと：友達」（19 位） 

 「子供にとって大切な資質：自己表現力」（21 位） 

 「人にとって大切なこと：楽しい時間を過ごすこと」（43 位） 

また、以下の価値観においては日本のジュニア世代で低下する傾向にある： 

 「子供にとって大切な資質：一生懸命働くこと」（世代差ランキング 11 位） 

 「人生に大切なこと：政治」 （15 位） 

 「子供にとって大切な資質：倹約」（35 位） 

 「神は自分の人生に重要」（45 位） 

 「人生に大切なこと：宗教」（47 位） 

これらの価値観変化は、手段的・機能的な価値から自己実現や想像力など脱物質主義的

な価値への変化をしめしており、これは先進資本主義社会に共通にみられる構造変化であ

る。例えば、「想像力」は世界価値観調査第 5 回の 58 参加国の一人当たり GDP と相関性

が同類項の「子供にとって大切な資質」の 10 問の中では最も高く(相関係数:0.69)、「友達」

「余暇」も「人生に大切なこと」に関する質問分類の 5 問の中でそれぞれ１番目と 2 番

目に相関が強い（それぞれ 0.68、0.66）。一方、低下傾向にある「一生懸命働くこと」は、

同類項の「子供にとって大切な資質」10 問の中では一人当たり GDP との負の相関が最

も強い(-0.53)。社会が豊かになるほど、「一生懸命働くこと」から「想像力」や「自己表

現」へと価値の中心が移行し、人生に大切なことも伝統的な価値（「宗教」や「神」など）

から「余暇」「友達」への移行するのである。 
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図 3-44267 

 

図 3-45268 

 

 

このことをランキングに入らなかった質問項目を含め、総合的に 4 か国の世代変化を分

析してみると、図 3-44 にしめされるような 2 次元で説明できる。図 3-45 横軸には、信仰

心・宗教・恭順さよりも独立心・自己表現・心地よい時間を重視する第 1 次元、縦軸には

伝統・政治・協調性よりも友達・余暇・想像力を重視する第 2 次元の因子負荷量がしめさ

れている。このモデルにおいては、図 3-46 にしめされるように、日・米・独・スウェー

デン 4 か国ともに、伝統・政治・協調性よりも友達・余暇・想像力を重視する方向（縦軸）

に若い世代ほど大きく変化している。また、信仰心・宗教・恭順さよりも独立心・自己表

現・心地よい時間を重視する方向（横軸）に若い世代ほどやや変化している。特に、友達・

余暇・想像力を重視する変化、独立心・自己表現・心地よい時間を重視する変化は、先進

資本主義社会に共通の変化であることがわかる。 

                                                 
267 一般的な価値観を問う 28 問の質問項目の 4 か国世代別平均値による因子分析により抽出した。因子負荷量が 0.5 から-0.5 まで 7 質問項目は

表記省略している（家族、寛容さ、公正さ、金持ちになること、社会貢献、成功すること、冒険） 

268 各国とも①：戦前世代、②：第一戦後世代、③：団塊世代、④：新人類世代、⑤：団塊ジュニア世代、⑥：新人類ジュニア世代 
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図 3-46 

 

図 3-47 

 

 

先進資本主義社会共通の変化傾向ではあるが、その中でも日本は特に「子供にとって大

切な資質：想像力」（図 3-46）「子供にとって大切な資質：自己表現力」（図 3-47）「人生

に大切なこと：余暇」（図 3-48）の上昇カーブが欧米よりも急（「想像力」「余暇」につい

ては新人類世代と団塊ジュニア世代のみ）であるほか、「子供にとって大切な資質：一生

懸命働くこと」（図 3-49）においては、欧米平均においては世代差がほとんどみられない

にもかかわらず、日本は強い世代差をしめしている。 
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図 3-48 

 

図 3-49 

 

 
 NHK 放送文化研究所の意識調査においても同様の傾向がみられる。中高生を対象に実

施されている調査では、図 3-50 にみられるように、「他人に負けないよう頑張る」が 1980
年代から 2010 年代にかけて中学生 63%→43%、高校生 47%→35%と減少、「のんびりと自

分の人生を楽しむ」中学生 33% →53%、高校生 49%→63%と増加している。NHK「日本

人の意識」調査から 16 才から 29 才だけを取り出してみると、図 3-51 にみられるように、

1980 年代前半から 2000 年代後半にかけて、「仲間と楽しく働ける仕事」17%→26% と増

加する一方、「健康をそこなう心配のない仕事」が 23%→13%と減少している。 
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図 3-50269 

 

図 3-51270 
 

  

本稿第 2.1 節では、先進資本主義社会が産業化の段階から情報化・知識化の段階に移行

するにつれて、個人レベルの価値観動機が「達成感」から「自己実現価値」へと変化し、

社会的ゲームの理念も「繁栄」から「愉快」へ、社会の共通目標も経済成長から主観的幸

福へと変化すると述べた。第 2.1 節で情報化・知識化社会での経済発展の資質を数値化し

た「寛容」指標とここで取り上げた世代差の大きい「自己実現価値」も関連性が高い。例

えば、世代差ランキング 9 位の「子供にとって大切な資質：想像力」は「寛容」指標との

相関係数が 0.65、14 位の「人生に大切なこと：余暇」は 0.66、19 位の「人生に大切な

こと：友達」は、0.62 などである。「達成感」から「自己実現価値」へという情報化・知

識化社会への先進資本主義国共通の意識の構造変化は、日本社会にも確実に起こっている

のである。 

 

                                                 
269 [NHK 放送文化研究所, 『NHK 中学生・高校生の生活と意識調査 2012～失われた 20 年が生んだ"幸せ"な

十代』, 2013] 

270 データ元：NHK 放送文化研究所「日本人の意識調査」 
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図 3-52 

 

 

「寛容」指標は、また、本項(2)でみたように、ジェンダー意識とも関連性が高い。例え

ば、世代差ランキング 1 位の「同性愛は正しい(認める)」は相関係数 0.87、第 2 位「婚前

交渉は正しい(認められる)」は 0.70、第 3 位の「事実婚カップルを隣人にもつことに抵抗

ない」は 0.60、第 7 位「大学教育は女性より男性のためと思う」：-0.82 、第 8 位「男性

の方が女性よりもビジネスリーダーに向いていると思う」：-0.70、第 16 位「職が不足して

いるときは男性が優先されるべきだと思う」：-0.64、第 22 位「男性の方が女性よりも政治

的リーダーに向いていると思う」：-0.70、第 32 位「離婚は正しい(認められる)」：0.70 な

どである。(2)でみたように、日本のジェンダー意識は欧米と同レベルに変化し、日本人の

意識変化の中核をなしているのであるが、意識・価値観としてのジェンダー意識が先進国

と同レベルに変化する一方、現実のジェンダー共生・男女共同参画はどのくらい進んでき

たのか。それをしめすひとつの指標として、世界経済フォーラムが世界各国別の女性の社

会参加・女性の社会的地位・ジェンダー共生・男女共同参画の度合を数値化した「ジェン

ダー・ギャップ指数」をみてみると、日本は 101 位と男女共同参画において極めて低い評

価がなされている。 

図 3-52 の縦軸に OECD 加盟国中 22 か国の世界経済フォーラム「ジェンダー・ギャッ

プ指数」、横軸にはジェンダー意識とも「自己実現価値」とも関連性の高い「寛容」指標
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をしめした。このチャートによると、価値観としてのジェンダー意識や「自己実現価値」

（「寛容」指標でしめされるもの）は、アメリカ、ドイツ、フランスと同レベルであり、

韓国よりもずっと高い。にもかかわらず、現実としての男女共同参画（ジェンダー・ギ

ャップ指数）は先進国中最も低く、韓国と同レベルである。日本社会は価値観としての

情報化・知識化資質が高まりつつも、それを現実社会に反映できていないのである。価

値観の現実への適用を拒んでいるのは何であろうか。1970 年代には、日本社会は当時の

若者、団塊世代の新しい価値観を積極的に社会に取り込んでいこうという活力に満ちて

いたように思われる。そのような活力、若い世代の新しい価値観を社会に積極的に取り

入れようとする気風を日本社会は 1990 年以降、失ってしまったのではないだろうか。

だとすれば、日本社会の未来に求められるのは、若い世代の新しい感性、新しい価値観

を社会の仕組みに取り入れ、それを経済的・社会的活力にむすびつけていく創造力では

ないだろうか。 
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3.1.5 科学技術を含むその他の変動要因からみた未来社会 

(1) 将来社会の変化要因、キーファクターの整理について 

本節では、未来社会のありうる姿と課題を把握していく上で、科学技術がもたらす社会

的な影響・変化等に着目し、将来の科学技術とその進展を踏まえた社会の姿を洞察した。 

 「２．将来社会像の把握」では、日本社会の特質、不可逆的な要因、社会経済的トレン

ド等に焦点を当て、未来社会の姿の検討を行った。 

例えば、明治維新後 150 年間の人口動態、産業構造、社会構造、国家財政、国際関係、

国民性・意識等の変化に着目すると、我が国の人口動態は飛躍的な人口増加期（人口大国

期）から 2007 年の超高齢社会の到来に伴う人口減少期（2008 年以降）を迎え、産業構造

は、重厚長大から軽薄短小型にシフトし、国内総生産額（GDP）も世界有数の国となった。

他方、社会構造は東京一極集中・過疎化が進展し、社会インフラの老朽化問題が生じつつ

ある。国家財政は、1972 年以降の赤字財政体質から国の借金が 1000 兆円を突破した。国

際関係は、東西冷戦構造の崩壊以降、多極化、中国の台頭もあり、我が国のプレゼンスの

低下が懸念されている。これらの変化を踏まえ日本の近未来の社会を分析すると、“強み”

〈Positive factor〉として「将来的に揺るがない有利な条件」（豊かな自然資源〈天水、森

林資源等〉、排他的経済水域の長さ、歴史・文化資源）と「社会・経済的安定要因」（対外

純資産額、人口規模、成熟社会）を見出すことができる。一方で、“弱み”〈Negative factor〉

として「懸念される自然からの所与・脅威」（脆弱なエネルギー・資源、低い食料自給率）

と「社会・経済的不安定要因」（生産年齢人口の減少、社会格差の拡大、社会保障費増大、

日本型組織体質）等を整理することができる。強み－弱みより導きだされる社会像は、希

望的なものでは「科学立国」、「イノベーション立国」、「中高年が活躍する成熟社会」、「自

律分散型ネットワーク社会」等であり、忌避的なものでは「人口減少による国力低下」、「活

力のない高齢者の増加」、「国際競争力の低下」、「国際情勢の急変によるエネルギー事情の

悪化」等である。これらの変化要因から、下記の 18 の鍵となる要因（以下、キーファク

ター）を抽出した。 
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表 3-16 将来社会像の鍵となる要因（キーファクター） 

 鍵となる要因 状況 課題解決の方向性 

1 人口動態、 
人口規模、 
生産年齢 

人口減少、少子化、高齢

化、都市集中・地方過疎

化、新興国の人口増大 

経済停滞、財政危機、 
生産性向上、ロボット活用、 
出生率回復、高齢者福祉増大、介護人材・施

設不足、集中緩和と地方移住、自給率（食料、

エネルギー）、再雇用、外国人労働力 

2 気候変動、環境 異常気象、極端現象、 
海面上昇、生態系変動、

産業影響、公衆衛生悪化

CO2 排出削減、気候変動適応策 

3 IoE（Internet of 
Everything） 

市場・産業構造の変革の

加速 
国際的人材の育成 

4 人工知能の 
進化 

AI 産業の創出、 
労働市場の減少 

― 

5 自然資源 天水利用、森林利用、 
火山利用 

雑用水規制の緩和、地熱発電等の積極活用、

火山活動詳細モニタ 

6 排他的経済水

域の広さ 
海岸線、海流、 
海洋・海底資源 

漁業資源の管理、国際衝突の回避 

7 歴史・文化資源 歴史・文化資源、新しい

ジャパンコンテンツ 
海外観光客の増加、価値の再発見と創造、 
高級ブランド化、脱サブカルチャー 

8 エネルギー 脆弱な供給構造、原子力

問題（化石資源の大量輸

入と国富流出）、気候変

動抑制への寄与、非効率

需給システム 

資源外交戦略、エネルギー資源ポートフォリ

オ、省エネルギー、再生可能エネルギーの最

大利用、電力の自立分散システム 

9 資源 代替資源開発、省資源 メタンハイドレート、都市鉱山 

10 食料 2 次産業化 自給率 

11 平均的に高均

質な人材 
世界トップレベル、 
現場力 

異質能力・人材の排除対応、創造重視、失敗

の許容、MOOCs 

12 対外純資産額 国際収支の発展段階 ― 

13 安全性（犯罪）  ― 

14 清潔・整理・ 
マナー・勤勉 

国民性、勤勉だが非効率 ― 

15 トップの迷走 ビジョンと戦略の曖昧、

競争力低下、凋落 
― 

16 社会格差 貧困層の増大、中間層の

縮小 
― 

17 社会インフラ

の老朽化 
資金・人材のすべての維

持は不可能 
性能調査の簡便化 

18 社会保障増大 医療・福祉・年金 医療費抑制 

出所：未来工学研究所作成 
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(2) 将来社会の変化要因に係る科学技術トピックの抽出 

将来社会の変化要因、状況変化への対応や課題解決の方向性等に寄与する科学技術トピ

ックの探索にあたっては、上記で示した 18 のキーファクターを対象に、文部科学省の「第

10 回科学技術予測調査」で取り上げられたトピックとのマッチングを行った。 

文部科学省が 1971 年から実施している「科学技術予測調査」は、最新の「第 10 回科学

技術予測調査（デルファイ調査）」は、2014 年に実施された。「第 10 回科学技術予測調査」

は、932 課題の科学技術トピックを、8 つの専門分野からなる専門パネルにて検討し、約

5000 名の研究・技術者を対象に 2020 年から 2050 年までの将来における実現年やトピッ

クの特性等に関する予測を実施した。 

本調査では、科学技術予測調査で設定された 8 つの分野のうち、科学技術に起因する 7

つの分野（ICT、健康医療、農林水産・バイオ、宇宙・海洋・地球・科学基盤、エネルギ

ー・資源・環境、マテリアル・プロセス・デバイス、社会基盤）の 831 トピックを対象に、

科学技術トピックの性格別の分類を行った。科学技術に起因する分野を対象とした理由と

して、本節の狙いである、科学技術が駆動力となり社会が変化する方向性や科学技術と社

会が一体的に変化する方向性を把握するためである。 

 

 

図 3-53 将来社会の変化要因（社会×科学技術） 

出所：未来工学研究所作成 

 

 

本調査で対象とする科学技術トピックとは、2020 年から 2050 年までに各科学技術分野

で重要とされる科学技術課題のことである。科学技術予測調査における科学技術トピック

の検討では、将来社会におけるメガトレンド（人口構成－都市・地域・コミュニティ、知

識社会・サービス化－食（農水産業、食品加工、高付加価値）、コネクト化等）を意識しつ

社会（変化） 科学技術

Society  driven

Technology driven

・超高齢化社会を支えるICT&ロボティクス

・AI進化による雇用喪失（新たな商売発生）

・インバウンド増加に対応した多言語翻訳

・巨大災害に強い分散型エネルギーシステム

・（過剰）延命医療による国家財政圧迫

・ICT活用テレワークによる地域就労促進

Type A

Type B

Type C

一体型
Type D Type E
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つ、イ）将来の科学技術の精度・到達レベルを把握できる内容（スペック等の設定）、ロ）

科学技術領域レベルでの方向性を把握できるもの（技術・システム）、ハ）社会展開の姿や

社会における位置づけを把握できるもの（普及・展開に相当）、これら 3 要素をバランス

よく設定し、約 930 課題程度のトピックを策定している。なお、科学技術予測調査では、

個々のトピックと上記の要素の対応関係等は行っていない。 

 本調査では、将来社会の変化に影響を与える科学技術トピックを抽出し分析を行うこと

から、上記、ハに相当する科学技術トピックを確認・抽出し、個別トピックの内容等から

の性格別の分類を行った。科学技術トピックを性格別に分類するにあたっては、トピック

の内容から、a）社会ビジョン型、b）技術ビジョン型、c）ソリューション型に分類した。

なお、上記のイ、ロに相当する科学技術トピックの多くは、要素技術（基礎基盤）型、要

素技術（応用）型であり、社会的課題に対応した製品・サービス向けの要素技術と位置付

けることができる（本調査では分析の対象外）。 

 各性格別分類の定義等については、下表のとおりである。社会ビジョン型では、「全国民

の 70％以上が自由意思で登録する健康医療データバンク（国民へ健康・医療・介護サービ

スを効果的・効率的に提供するための、登録した国民自身と許可された保健・医療・介護

サービス提供者だけが参照可能なデータバンク）」等のトピックが、技術ビジョン型では、

「高齢者に特有の、抗酸化機能の低下を防ぎ、健康な高齢社会を食から支える食品」等の

トピックが相当する。ソリューション型のトピックでは、「橋・ダム・トンネルなどの代表

的構造物について、供用を維持しつつ再生する技術」等が相当する。 

 

表 3-17 トピックの性格別分類の内容 

トピックの 
性格別分類 

内容 

社会ビジョン型 社会的なコンセンサス等を踏まえて社会の変革を促すトピック 
 

技術ビジョン型 技術が核となり、社会の変革を促すトピック 
 

ソリューション型 社会的課題に対応した製品・サービス技術開発 
 

出所：未来工学研究所作成 

 

 

(3) 科学技術予測トピックとのマッチング 

マッチングの概要 
上記の手順を用いて、科学技術トピックと将来社会の変化要因とのマッチングを行った。

対象となった科学技術トピックは、832 件であり、この内、社会ビジョン型、技術ビジョ

ン型、ソリューション型に分類することができたトピックは、276 件であった。 

抽出したトピックについては、（1）で示した 18 の将来社会像のキーファクターとの対

応関係の検討を行った。その結果、「人口動態・規模／生産年齢」、「気候変動／環境」、「IOE」、
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「人工知能の進化」、「自然資源」、「排他的経済水域」、「歴史・文化資源」、「エネルギー」、

「資源」、「食料」、「安全性（犯罪）」、「社会インフラ老朽化」、「社会保障増大」の 13 要素

については、科学技術トピックとの対応関係を図ることができた。一方で、科学技術トピ

ックにはあるものの、将来社会の変化要因にはないもの（要素）として、いじめ・不登校、

災害予測・救助、感染症防護、科学基盤、先端科学の社会受容、公共インフラ、交通イン

フラ・モビリティ、放射性物質対応等が見られた。 

 

 

図 3-54 科学技術トピックと将来社会の変化要因とのマッチング 

出所：未来工学研究所作成 

 

 

変化要因別の科学技術トピックの例 
変化要因別の分類においては、類似の科学技術トピックを整理し、区分を設けた。以下、

科学技術トピックが含まれる変化要因について、区分と重要度が高いと評価されたトピッ

クの例を示す。 

 

①人口動態 

人口動態に係る科学技術トピックは、9 件含まれ、トピックを整理すると、テレイグジ

スタンス、高度な社会・産業基盤の維持・更新、高齢者の機能低下対応サービスに係るも

のに区分することができる。 

我が国をはじめアジア各国では、少子高齢化、超高齢化社会の進展が見込まれる中で、

ICT

健康医療

農林⽔⾷・バイオ

宇宙・海洋・
地球・科学基盤

エネルギー・
資源・環境

マテリアル・プロ
セス・デバイス

社会基盤

サービス化社会

分野

社会ビジョン型

技術ビジョン型

ソリューション型

要素技術（応⽤）型

要素技術（基礎基盤）型

832
トピック

276
トピック

将来社会の変化要因（検討区分）

⼈⼝動態・規模／⽣産年齢

気候変動／環境

IOE

⼈⼯知能の進化

⾃然資源

排他的経済⽔域

歴史・⽂化資源

エネルギー

資源

対外純資産

安全性（犯罪）

⾷料

平均的に⾼均質⼈材

清潔・整理・マナー

トップ迷⾛

社会格差

社会インフラ⽼朽化

社会保障増⼤

…科学技術トピックと関連のある区分

左記に分類されない要素

いじめ
不登校

シームレ
スモビリ

ティ

科学基盤
感染症
防護

交通ナビ
公共イン
フラ防護

災害救助災害被害
予測

事故災害
環境に強
い輸送

渋滞レス

先端科学
社会受容

放射性
物質対応
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これらのトピック（科学技術）の実現により、社会問題として顕在化しつつある“老老介

護”の問題や介護による職場離脱等の課題に対応することが期待される。また、少子高齢

化社会における社会・産業基盤の維持・更新に係る人材不足や知識・技能の不継承から来

る課題に対応するため、科学技術の進展によりメンテナンス作業の過半数をロボットによ

り行うことができる社会が 2025 年頃までに到来することが予測される。 

 

表 3-18 「人口動態」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 区分 トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

人口動態 高齢者の機

能低下対応

サービス 

安価で導入が容易な認知症介護補助システム（例

えば、導入には 10 万円以下、月々維持費 1000
円以下、1DK でも設置可能なシステム） 

3.8 2022 2025 

高齢者の機

能低下対応

サービス 

高齢者や障害のある人が、人間による介護なしに

普通の社会生活を送ることができるような自立

支援システム 

3.7 2025 2028 

高 度 な 社

会・産業基盤

の維持・更新

危険を伴う道路・鉄道・電線などのメンテナンス

作業を、専門知識とスキルをもつ多数の作業員と

連携しながら行うロボット（社会実装：メンテナ

ンス作業の過半数がロボットによって行われる）

3.6 2023 2025 

 

 

②気候変動／環境 

気候変動／環境に係る科学技術トピックは 9 件であり、トピックを整理すると、環境適

応型作物、気候変動社会シミュレーション、窒素循環社会（都市－農村連携）に係るもの

に区分することができる。 

新興国等の経済成長に伴う温室効果ガスの排出が増えると予想される一方で、先進国を

中心に 2050 年までに温室効果ガスの 80％の削減を掲げている。地球温暖化の影響は、気

候変動という形で現れ、緩和策だけでなく、環境災害に対応するため、適応策が社会でさ

らに期待される。このため、重要な科学技術トピックとして、地球温暖化の影響を受けに

くい環境適応型作物生産に係る技術、洪水、渇水、極端現象の予測技術が期待され、これ

らの実現により、環境災害に係る被害を低減することが可能な社会が到来する可能性があ

る。一方で、我が国は社会インフラの老朽化の課題を抱えており、対策強化と整備財源と

の間でトレードオフを行わざるをえない状況を迎える可能性もある。 
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表 3-19 「気候変動／環境」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 区分 トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

気候変動 
環境 

環境適応型

作物生産 
地球温暖化の影響（病害虫を含む）を受けにくい

作物の開発 
3.7 2025 2035 

気候変動社

会シミュレ

ーション 

局所的ゲリラ豪雨等を 100m メッシュで予測す

る技術 
3.5 2022 2025 

気候変動社

会シミュレ

ーション 

衛星観測並びに地上観測に基づき、人間活動も考

慮した陸面水循環モデルを用いたシミュレーシ

ョンによる、数時間から数日先までの全世界の洪

水や渇水の予測 

3.4 2025 2030 

 

 

③IoE 

IoE に係る科学技術トピックは 16 件であり、トピックを整理すると、「IoT、シミュレ

ーション製造」、「ビッグデータの産業活用」、「プライバシーを活用した商品」、「情報の信

憑性・信頼性分析」、「誰でもモノづくり」、「知識・情報・コンテンツの価値づけ（流通）」

に係るものに区分することができる。 

IoE が進展する社会においては、情報の信憑性・信頼性に係る要求は高まり、情報量の

飛躍的な増大に伴う処理に対する要求も高まる。科学技術トピックでは、IoT に係る内容

が中心であるが、IoE への展開、市場・産業構造の変革を加速する意味で、情報の信憑性・

信頼性を担保する科学技術の発展が期待されている。他方、これらのトピックが実現され

た社会では、膨大な情報処理に係る社会側（環境側）の負担が低減され、環境問題、健康

医療に係る諸課題の効率的な解決策が提示される。 

 

表 3-20  「IoE」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 区分 トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

IOE 情報の信憑

性・信頼性 
エクサ～ゼタバイトスケールの HPC・ビッグデ

ータ処理技術の社会現象・科学・先進的ものづく

りなどへの適用による革新 （例：全地球規模社

会シミュレーション・病理診断や治療に繋がる脳

や人体の機能シミュレーション・通常のシミュレ

ーションの数万倍の大量な計算を要する逆問題

を解くことによる設計最適化） 

3.8 2022 2025 

IOE ビッグデー

タの産業活

用 

先進デバイスを用いたポストムーア・エクサスケ

ールスパコン：CPU の演算処理の速度最適化を

主体とした現在のスパコンから、データ移動や処

理のエネルギー最適化を中心としたスパコンア

ーキテクチャへの転換、そのための次世代デバイ

スの活用、それによる 100 倍以上の電力性能比の

向上 

3.7 2024 2026 

IOE 情報の信憑 ウェブ・ソーシャルメディアなどのネット上の情 3.5 2020 2023 
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変化要因 区分 トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

性・信頼性 報やこれらからマイニングで得られる情報の信

憑性・信頼性を分析する技術（デジタル画像鑑定

技術も含む） 

 

 

④人工知能 

人工知能に係る科学技術トピックは 10 件であり、トピックを整理すると、人工知能を

活用し「技能継承・利用」に係る支援・代替、「教育」への適用、「社会調整」（合意形成）

等の支援、「医療」での活用に係るものに区分することができる。 

中でも、重要度が高いトピックが含まれる区分は、技能継承・利用に係るもので、これ

らの技術の実現により、匠に限らず熟練技能者等の技能を継承することができるようにな

り、工事現場等で人の代わりに働く知能ロボット等に展開され、高度な作業を代替するこ

とも見込まれる。また、人工知能、ロボットの社会への進展と前後するものの、将来的に

は、人間との協調関係が制度的に確立していく。 

 

表 3-21 「人工知能」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 区分 トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

人工知能 人工知能の

技能継承利

用 

匠（熟練技能者など）の技能の計測とモデリング

を通じ、暗黙知のアーカイブ化、技能継承を行う

システム 

3.4 2023 2025 

人工知能の

社会調整利

用 

機械（ロボット）と人間の関係について社会的合

意に達する（新たな機械三原則が確立され、法的

整備も進み、機械が人間と協調的に共存する安定

した社会・経済システムが実現する）。その結果、

機械の経済への貢献が 40%になる。 

3.4 2025 2030 

人工知能の

技能継承利

用 

工事現場で人の代わりに働く知能ロボット 3.3 2020 2025 

 

 

⑤自然資源 

自然資源に係る科学技術トピックは 17 件であり、トピックを整理すると、「総合的な水

管理」、「総合的下水管理（環境・エネルギー・健康監視）」、「社会インフラ防護型森林管理」、

「持続的な森林管理（森林造成）」、「海外向け水活用技術」、「温泉の資源利用」、「火山噴火

対応策」等に区分することができる。 

重要度が高いトピックが複数含まれる区分に、持続的な森林管理（森林造成）がある。

今後、人工林の間伐期から主伐期に入ることから、2025 年以降、伐採後の再生産を確保す

るための森林造成技術が適用され、木材自給率の増加が期待される（2014 年時点で 30％

弱）。また、グローバルレベルでは、熱帯雨林の再生に向けた観測・評価技術が実現し、

2030 年頃までには、効果的な再生に向けた基盤が整うものと予測される。 



 
 

199 
 

 

表 3-22 「自然資源」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 区分 トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

自然資源 海外向け水

活用技術（汚

水浄化、水創

出） 

途上国で一般利用できる経済性のある汚染水浄

化・再利用技術 
3.6 2020 2025 

持続的な森

林管理（森林

造成） 

熱帯林破壊防止と再生活動のための観測・評価技

術 
3.6 2024 2027 

持続的な森

林管理（森林

造成） 

人工林が間伐期から主伐（皆伐）期になってきて

いることに対応し、伐採後の再生産を確保するた

めの森林造成技術 

3.6 2021 2025 

 

 

⑥排他的経済水域 

排他的経済水域に係る科学技術トピックは 6 件であり、トピックを整理すると、「漁業

基盤データシステム」、「水産資源管理システム」、「低コスト型漁業」、「陸上養殖システム」

等に区分することができる。排他的経済水域に寄与する科学技術トピックとして、水産資

源の管理に係る内容が中心である。 

重要度が高いトピックが複数含まれる区分に、水産資源管理システムであり、2025 年以

降に、持続可能な水産業を確保する管理技術が実現され、水産資源を安定的に確保する基

盤が整備されるものと予測される。 

 

表 3-23 「排他的経済水域」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 区分 トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

排他的 
経済水域 

水産資源管

理システム 
環境と漁獲の変動下でのマイワシ・マグロ等主要

漁業資源の長期変動予測技術とそれに基づいた

水産資源の適正管理技術 

3.7 2025 2026 

水産資源管

理システム 
持続可能な水産業を確保する漁獲高管理技術 3.7 2025 2025 

漁業基盤デ

ータシステ

ム 

漁業施設に被害をもたらす沿岸急潮流や高波の

観測・予測技術 
3.4 2025 2026 

 

 

⑦歴史・文化資源 

歴史・文化資源に係る科学技術トピックは、「多言語コミュニケーション」の 6 件であ

る。多言語音声翻訳システムについては、科学技術イノベーション総合戦略でも掲げられ

た技術であり、研究開発が進められているところである。 

2025 年以降は、空間、言語空間の壁を越えて、厳格なコミュニケーションが必要とされ
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る医療場面のみならず、地域の文化の思想、体系、表現等を理解が必要な場面においても、

コミュニケーションを支援する技術が実現し、多様性の理解が深まる。 

 

表 3-24 「歴史・文化資源」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 区分 トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

歴史・ 
文化資源 

多言語コミ

ュニケーシ

ョン 

空間（世界中どこでも）や言語空間（多言語でも）

を超えて自由にコミュニケーションしたり学習

できる技術 

3.3 2025 2026 

多言語コミ

ュニケーシ

ョン 

医療技術の海外展開や医療ツーリズムの推進に

向けた、医療用語の自動的な言語間相互翻訳を含

む情報処理機能を搭載した多言語医療情報シス

テム 

3.2 2022 2025 

多言語コミ

ュニケーシ

ョン 

土着の文化・言語の思想・体系・表現を把握・理

解する技術 
2.8 2030 2032 

 

 

⑧エネルギー 

エネルギーに係る科学技術トピックは 22 件であり、トピックを整理すると、「エネルギ

ー施設の老朽化対応（原子炉）」、「水素社会」、「スマートグリッド社会」、「小都市スマート

グリッド」、「次世代環境モビリティ」、「未利用エネルギー活用」、「地底・海底資源利用型

エネルギー」、「エネルギー供給需給の相互理解」に係る区分に整理することができる。 

重要度が高いトピックは、「100 万 KW 級原子炉の廃炉技術・放射性廃棄物処分技術」

であり、社会実装年は 2035 年頃と長期の時間を要することが予測される（当該区分で 1

トピックのみ）。次代のエネルギーキャリアとして期待される水素社会関連トピックは、

2025 年頃までに社会実装を迎える一方で、これらの技術をエネルギーシステムとして運用

するスマートグリッド、モビリティ関連システムは 2025 年以降に順次整備されていくと

される。未利用エネルギー等については、社会実装には 2030 年まで要すると予測される。 

 

表 3-25 「エネルギー」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 キーワード トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

エネルギ

ー 
エネルギー

施設の老朽

化対応（原子

炉） 

100 万 Kw 級原子炉の廃炉技術・放射性廃棄物処

分技術の確立 
3.9 2029 2035 

次世代環境

モビリティ 
エネルギー効率が 50％の自動車エンジン 3.4 2025 2030 

エネルギー

供給需要の

相互理解 

エネルギー供給技術・システムについてコンセン

サスが得られる双方向型リスクコミュニケーシ

ョンの確立 

3.4 2022 2025 
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⑨資源 

資源に係る科学技術トピックは 10 件であり、トピックを整理すると、「レアメタルの都

市内循環」から、資源の側面からの「環境低負荷型農業」、「農産物の工業生産化」、「資源

作物の利活用」、「強固な森林システム」、「社会コストの把握・最適化（地域資源活用）」等

の区分からなる。 

中でも「資源作物の利活用」は複数のトピックから構成され、乾物で 1 年間 1 ヘクター

ルあたり 50t を越えるバイオマス生産物やバイオマスリファイナリー、CO2 を利用したプ

ラスチック創成技術等からなる。当該区分の科学技術トピックの社会実装年は 2030 年頃

とされる。また、重要度が高い科学技術トピックとして、社会コストをリアルタイムで把

握し、社会インフラが見える化・予測・最適化される技術が 2025 年に社会実装年を迎え

ると予測された。社会コストに係る情報処理技術の進展によるもので、我が国の財政制約

下の中で、効率的な資源確保・管理が図られる可能性がある。 

 

表 3-26 「資源」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 キーワード トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

資源 社会コスト

の把握・最適

化（地域資源

活用） 

社会コスト（物流・食料・移動・エネルギーなど）

がリアルタイムに把握され、その見える化・予

測・最適化がなされる社会インフラ 

3.4 2021 2025 

環境低負荷

型農業 
タイミングを考慮した減農薬散布、メタンや亜酸

化窒素の排出抑制など、生産中心の農業から環境

負荷を軽減する農業へシフトさせる技術 

3.4 2024 2025 

強固な森林

生産システ

ム 

政策目標の木材自給率 50％を達成するための大

径材の伐採・搬出・加工の新技術 
3.3 2020 2025 

 

 

⑩食料 

食料に係る科学技術トピックは 26 件であり、トピックを整理すると、精密農業に係る

「農作物の高度生産」、「農業ビッグデータ」、超高齢化社会における健康増進に寄与する「テ

ーラーメイド機能性食品生産」、食料の効率的な確保・流通に寄与する「食品の高度保存」、

「食品需給調整」、食品等の安全性の確保に係る「食品の安全生産」、「農薬低使用・環境保

全型農作物生産」、「GMO の社会的合意形成」、「農林水産資源環境のモニタリング」等の

区分で構成される。 

気候変動に伴う環境災害等により、食料確保に係る課題は、これまでの食料自給を取り

巻く課題以外の変動要素として注目されつつある。科学技術予測では、2030 年までには気

候変動による食料生産への影響予測が社会実装され、これまでと比べて、長期的な視野で

食料確保に当たることが可能となる。また、食品の流通にあたるエネルギー消費量の削減

に寄与するものとして、食品保存技術の進展が期待される。2025 年には新たな保存技術が

社会実装され、スーパー等における食料品売り場を含め、食品流通の風景を変える可能性
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がある。 

 

表 3-27 「食料」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 区分 トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

食料 農林水産資

源環境のモ

ニタリング 

気候変動による食料生産への影響の予測技術 3.7 2025 2027 

食品の安全

生産 
遺伝子改変作物や動物の安全性評価法の確立 3.7 2024 2025 

食品の高度

保存 
物流において生鮮食料品を 1 週間程度、冷凍・冷

蔵せずに保存する技術 
3.7 2023 2025 

 

 

⑪安全性（犯罪） 

安全性（犯罪）に係る科学技術トピックは 8 件であり、トピックを整理すると、情報社

会の進展に伴う社会の安全性を確保するための「ネットを用いた内部犯罪の防止」、「ネッ

ト内の個人防御」、「リスク評価（システム設計等への活用）」、国民の安全を確保するため

の「安全監視・検知システム」、「行動予測による安全確保」、消防やレスキュー等の対応能

力の発揮が求められる現場の支援技術として「五感デバイスによる安全確保」に係るもの

に区分することができる。 

中でも、ネット内の個人防御に係るトピックの重要度は高く、2020 年以降には、安心し

て使える個人認証システムや攻撃に適した防御を自動的に施すシステムが実装され、イン

ターネットに長時間アクセスする環境下における安全が一定程度担保される。 

 

表 3-28 「安全性（犯罪）」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 区分 トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

安 全 性

（犯罪） 
ネット内の

個人防御 
パソコンなどからインターネット上の多くのサ

イトに長期間にわたりアクセスする場合にも、使

いやすさと低コストを実現し、安全性面から安心

して使える個人認証システム 

3.7 2020 2020 

ネット内の

個人防御 
攻撃者の攻撃パターンの動的変化を認識して、そ

の攻撃に適した防御を自動的に施す技術 
3.6 2020 2022 

五感デバイ

スによる安

全確保 

視覚・嗅覚・触覚・記憶力・膂力など、人間の身

体能力・知的能力を、自然な形で拡張する小型装

着型デバイス（消防やレスキューなど超人的な能

力が要求される現場で実際に利用される） 

3.6 2021 2025 

 

 

⑫社会インフラの老朽化 

社会インフラの老朽化に係る科学技術トピックは 6 件であり、「社会インフラシミュレ

ーション」と区分することができる。 
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重要度が高いと評価されたトピックは、「橋・ダム・トンネルなどの代表的構造物につい

て、供用を維持しつつ再生する技術」であり、次いで評価されたトピックは、農業基盤施

設関連のアセット管理に係る技術である。これらの技術は、2025 年以降に社会実装される

とし、予測・観測技術の進展により社会インフラの維持・管理が進展している姿が想起さ

れる。 

 

表 3-29 「社会インフラの老朽化」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 区分 トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

社会イン

フラ 
社会インフ

ラシミュレ

ーション 

橋・ダム・トンネルなどの代表的構造物について、

供用を維持しつつ再生する技術 
3.6 2023 2025 

社会インフ

ラシミュレ

ーション 

農村のため池群を主体にしたレジリエントな防

災・減災技術（地震・豪雨時のため池決壊リスク

の逐次予測に基づく地域住民への情報伝達技術

など） 

3.4 2025 2027 

社会インフ

ラシミュレ

ーション 

アセットマネジメントによる基幹的農業水利施

設の戦略的な維持管理・更新技術（非破壊・非接

触による構造物の点検・診断技術など） 

3.4 2021 2026 

社会インフ

ラシミュレ

ーション 

予測と観測を合わせ、破堤を事前に察知する技術 3.4 2025 2027 

 

 

⑬社会保障 

社会保障に係る科学技術トピックは 61 件であり、当該要因に医療・福祉・年金が含ま

れ、課題解決の方向性として医療費抑制があることから、健康・医療分野の科学技術トピ

ックが関連するものとして多数含まれた。区分としては、疾病疾患に関する「がん医療」、

「難病・希少疾患」、「再生医療等高度医療の適用」、社会環境の変化に伴い疾患等の発症の

増減の影響を受ける「精神疾患の改善」、「認知症対応医療」、「不妊治療」、患者に対する低

負荷医療の実現を目指した「医療技術発展支援サービス」、「患者の最適ケアシステム（状

態把握）」、「患者負荷低減型高度医療システム」、グローバル化や都市等の過密環境による

「感染症対応システム（科学・社会システム）」、健康長寿社会の実現に向けた「健康医療

データバンク」、「健康寿命延伸プログラム」、「生活習慣病対応」、先端技術を活用した「機

能回復」等に整理することができる。 

重要度が高い科学技術トピックには、「介護・医療の現場で、患者の状態をリアルタイム

に把握し、その状態に最適なケアを低コストで提供するシステム」は 2025 年頃に社会実

装が予測され、これら技術には、医療・介護の社会的費用の増加が停止することが期待さ

れている。 
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表 3-30 「社会保障」に係る将来の科学技術トピック 

変化要因 区分 トピック 重要度 技術 
実現年 

社会 
実装年

社会保障 患者の最適

ケアシステ

ム（状態把

握） 

介護・医療の現場で、患者の状態をリアルタイム

に把握し、その状態に最適なケアを低コストで提

供するシステム（医療・介護の社会的費用の年々

の増加が停止） 

3.7 2021 2025 

機能回復 聴覚や視覚の機能を再生させる医療技術 3.7 2025 2025 
がん医療 前がん状態からの発がんを抑制する予防薬 3.7 2025 2030 

 

変化要因別の科学技術区分の実現年について 
変化要因別に科学技術トピックが複数含まれる区分レベルでの技術的実現年と社会実装

年までの差を示す。 

 

 

 

5.5

4.0

5.0

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

環境適応型作物生産

気候変動社会シミュレーション

窒素循環社会（都市－農村連携）

気候変動／環境

4.0

2.0

2.8

2016 2021 2026 2031 2036 2041

テレイグジスタンス

高度な社会・産業基盤の維持・更新

高齢者の機能低下対応サービス

人口動態

5.0

0.0

4.3

3.0

4.3

4.3

2.0

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

IOT

シミュレーション製造

ビッグデータの産業活用

プライバシーを活用した商品

情報の信憑性・信頼性分析

誰でもモノづくり

知識・情報・コンテンツの価値づけ（流通）

IoE

4.0

2.0

5.0

2.5

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

人工知能の技能継承利用

人工知能の教育利用

人工知能の社会調整利用

人工知能医療

人工知能

3.0

3.0

4.0

3.0

2.0

4.5

1.0

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

温泉の資源利用

火山噴火対応策

海外向け水活用技術（汚水浄化、水創出）

持続的な森林管理（森林造成）

社会インフラ防護型森林管理

総合的下水処理（環境・エネルギー・健康監視）

総合的水管理

自然資源

1.5

0.5

0.0

2.0

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

漁業基盤データシステム

水産資源管理システム

低コスト型漁業

陸上養殖システム

排他的経済水域
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3.5

5.0

2.6

3.6

3.0

2.9

4.0

4.0

4.7

4.0

3.7

6.4

5.0

10.0

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

がん医療

医療技術発展支援サービス

患者の最適ケアシステム（状態把握）

患者負荷低減型高度医療システム

感染症対応システム（科学・社会システム）

機能回復

健康医療データバンク

健康寿命延伸プログラム

再生医療等高度医療の適用

生活習慣病対応

精神疾患の改善

難病・希少疾患

認知症対応医療

不妊治療

社会保障

2.0

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

多言語コミュニケーション

歴史・文化資源

3.0

6.0

4.3

2.5

5.0

4.0

5.0

5.0

3.5

2015 2020 2025 2030 2035 2040

エネルギー供給需要の相互理解

エネルギー施設の老朽化対応（原子炉）

スマートグリッド社会

バイオマス利活用社会

次世代環境モビリティ

小都市スマートグリッド

水素社会

地底・海底資源利用型エネルギー

未利用エネルギー活用

エネルギー

5.0

1.0

5.0

5.3

2.0

2.0

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

レアメタルの都市内循環

環境低負荷型農業

強固な森林生産システム

資源作物の利活用

社会コストの把握・最適化（地域資源活用）

農産物の工業生産化

資源

2.5

3.0

1.5

2.0

3.5

5.0

5.2

3.5

3.0

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

GMOの社会的合意形成

テーラーメイド機能性食品生産

食品の安全生産

食品の高度保存

食品需給調整

農業ビッグデータ

農作物の高度生産

農薬低使用・環境保全型農作物生産

農林水産資源環境のモニタリング

食料

4.0

1.0

2.0

5.0

4.0

2.0

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

ネットを用いた内部犯罪の防止

ネット内の個人防御

リスク評価（システム設計等への活用）

安全監視・検知システム

五感デバイスによる安全確保

行動予測による安全確保

安全性（犯罪）

4.2

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

社会インフラシミュレーション

社会インフラ
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(4) 科学技術が牽引する 2030 年の将来社会像 

本節では、将来社会の変化要因に関連する科学技術を抽出し、科学技術駆動型もしくは

科学技術と社会の一体型での課題解決の姿を把握した。 

複数の変化要因にまたがり、科学技術により実現が期待されているものとして、少子高

齢化、超高齢化社会に伴う労働人材の不足の問題への対応である。将来の科学技術では、

先人のノウハウ等を継承し、人工知能やロボットを介して、人材不足に対応する姿を読み

取ることができる。これらは、人口動態、気候変動／環境、人工知能の進化、社会インフ

ラの老朽化等の変化要因に寄与するものとして期待されている。また、予測・観測技術の

進展により、社会インフラの維持・管理から各種資源の確保まで、必要に応じた対応を行

えるようになると予測される。別の見方をすれば、社会基盤整備の効率化が図られる反面、

社会の頑健性、ストックレスへの対応が求められる可能性がある。 

以下、将来社会の変化要因に対する科学技術が切り開く将来の姿を次表にまとめた。 
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表 3-31 将来社会像の鍵となる要因（キーファクター） 

 鍵となる要

因 
状況 課題解決の方向

性 
科学技術による解決の姿（年については、

社会実装年の平均） 

1 人口動態、 
人口規模、 
生産年齢 

人口減少、少

子化、 
高齢化、都市

集中・ 
地方過疎化、

新興国の人

口増大 

経済停滞、財政危

機、生産性向上、

ロボット活用、出

生率回復、高齢者

福祉増大、介護人

材・施設不足、集

中緩和と地方移

住、自給率（食料、

エネルギー）、再

雇用、外国人労働

力 

〈2026 年以降〉 
 高齢者の自立支援システム（ロボット、

機器、住宅を含む）や機能低下の防ぐ食

品・食事法の進展により、老老介護の問

題、介護による職場離脱が解決される。

 社会・産業基盤の維持・更新に係る人材

不足や知識・技能の不継承から来る課題

がロボットにより解決される。 

2 気候変動、 
環境 

異常気象、極

端現象、 
海面上昇、生

態系変動、産

業影響、公衆

衛生悪化 

CO2 排出削減、

気候変動適応策 
〈2029 年以降〉 
 地球温暖化の影響を受けにくい環境適応

型作物生産に係る技術が実現され、食料

確保の不安定性が解消される。 
 洪水、渇水、極端現象の予測技術により、

環境災害に係る被害を低減することが可

能になる。一方で、我が国では、社会イ

ンフラの老朽化を含め、対策強化と整備

財源との間でトレードオフを行わざるを

えない状況を迎える。 

3 IoE（ Internet 
of Everything） 

市場・産業構

造の変革の

加速 

国際的人材の育

成 
〈2026 年以降〉 
 ネット情報の信憑性・信頼性を担保され、

オープンデータ等をはじめ情報のオープ

ン化が進展する。 
 膨大な情報処理に係る社会側の負担が低

減され、環境、健康医療に係る諸課題の

効率的な解決策が提示される。 

4 人工知能の 
進化 

AI 産業の創

出、 
労働市場の

減少 

― 〈2027 年以降〉 
 熟練技能者等の技能を継承することがで

きるようになり、工事現場等で人の代わ

りに働く知能ロボット等が高度な作業を

代替する。 
 人工知能、ロボットの社会への進展が先

行するものの、2030 年頃には、人工知能

（ロボット）と人間との協調関係が制度

的に確立していく。 

5 自然資源 天水利用、森

林利用、 
火山利用 

雑用水規制の緩

和、地熱発電等の

積極活用、火山活

動詳細モニタ 

〈2027 年以降〉 
 人工林の主伐期にて、伐採後の再生産を

確保する森林造成技術（木材自給率の向

上にも寄与）が実現し、持続的な森林管

理が営まれる。 
 熱帯雨林の観測・評価技術により、効果

的な再生に向けた基盤が整う。 
 



 
 

208 
 

 鍵となる要

因 
状況 課題解決の方向

性 
科学技術による解決の姿（年については、

社会実装年の平均） 

6 排他的経済

水域の広さ 
海岸線、海

流、 
海洋・海底資

源 

漁業資源の管理、

国際衝突の回避 
〈2025 年以降〉 
 持続可能な水産業を確保する管理技術が

実現され、水産資源を安定的に確保する

基盤が整備される。 

7 歴史・文化 
資源 

歴史・文化資

源、新しいジ

ャパンコン

テンツ 

海外観光客の増

加、価値の再発見

と創造、高級ブラ

ンド化、脱サブカ

ルチャー 

〈2028 年以降〉 
 厳格なコミュニケーションが必要とされ

る医療場面のみならず、地域の文化の思

想、体系、表現等を踏まえたコミュニケ

ーション支援技術が実現し、国際交流が

日常化する。 

8 エネルギー 脆弱な供給

構造、原子力

問題、気候変

動抑制への

寄与、非効率

需給システ

ム 

資源外交戦略、エ

ネルギー資源ポ

ートフォリオ、省

エネルギー、再生

可能エネルギー

の最大利用、電力

の自立分散シス

テム 

〈2028 年以降〉 
 水素社会が社会実装され、エネルギーシ

ステムを支えるスマートグリッド、モビ

リティ関連システムが順次整備されてい

く。 
 「100 万 KW 級原子炉の廃炉技術・放射

性廃棄物処分技術」は 2035 年頃以降の

長期の時間を要する。 

9 資源 代替資源開

発、省資源 
メタンハイドレ

ート、都市鉱山 
〈2028 年以降〉 
 社会インフラの見える化・予測・最適化

される技術（社会コストの把握を含む）

が実現し、効率的な資源確保・管理が図

られるようになる。 

10 食料 2 次産業化 自給率 〈2027 年以降〉 
 気候変動による食料生産への影響予測が

社会実装され、これまでと比べて、長期

的な視野で食料確保に当たることが可能

となる。 
 食品保存技術の進展により、スーパー等

における食料品売り場を含め、エネルギ

ー低消費型食品流通が実現する。 

13 安全性（犯

罪） 
― ― 〈2024 年以降〉 

 安心して使える個人認証システムや自動

防御システムが実装され、インターネッ

ト環境下の安全が一定程度担保される。

17 社会インフ

ラの老朽化 
資金・人材の

すべての維

持は不可能 

性能調査の簡便

化 
〈2027 年以降〉 
 予測・観測技術の進展により代表的な構

造物、農業基盤施設のアセット管理等に

基づく、社会インフラの維持・管理が進

展している。 

18 社会保障増

大 
医療・福祉・

年金 
医療費抑制 〈2028 年以降〉 

 介護・医療の現場等における患者状態の

リアルタイム把握、最適なケアシステム

の進展により、医療・介護の社会的費用

の増加が停止する。 

出所：未来工学研究所作成 
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科学技術駆動型、科学技術と社会の一体型の社会変化や社会課題の解決を考慮した際に、

考慮すべき点として、科学技術の不確実性に係る課題があげられる。 

過去の科学技術予測調査では、予測された科学技術トピックの実現度は、概ね 2/3（実

現、一部実現を含む）271とされるものの、科学技術分野によりコスト等の問題や代替技術

の出現等により実現できなかったものも多い。 

そこで、本調査で取り上げた科学技術トピックについて、変化要因の区分別に、科学技

術の重要度と研究開発における不確実性との関係を整理した（下図）。 

 

 

図 3-55 各変化要因に含まれる科学技術区分の不確実性度の分布 

出所：未来工学研究所 作成 

 

科学技術予測調査における「不確実性」の評価は、科学技術トピック毎に、研究開発に

おいて確率的要素が多く、失敗の許容・複数手法の検討が必要であるかどうかを問うもの

で、4 段階で評価している（4 は不確実性が最も高い）。変化要因別の区分（科学技術区分）

                                                 
271 過去の科学技術予測調査における予測トピックの実現状況については、第 9 回科学技術予測調査まで実施

され、第 5 回調査（1991 年実施）までに取り上げられた科学技術トピックの評価を行っている。実現状況の

評価では、実現有無のほか、実現しなかった理由（技術的問題、社会的問題、コスト等、代替技術の出現、ニ

ーズ小）を把握している。実現しなかった理由の多くは、技術的問題に起因するものであるが、フロンティア

分野、資源・エネルギー分野、社会基盤分野等でコストを、ICT 分野では代替技術の出現をあげる割合が高い。 
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社会保障関連区分は、健康医療関連トピッ

クが多いため、不確実性が総じて高い。 原子炉廃炉、

放射性廃棄物処理

人口動態関連区分のトピックは、不確実性は平均

以下であり、研究開発上の確実性は高い。
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の全体傾向を見ると、安全性（犯罪）要因の「ネットを用いた内部犯罪の防止」、「ネット

内の個人防御」、「リスク評価（システム設計等への活用）」、「五感デバイスによる安全確保」

区分は、科学技術に対する期待（重要度）は高いものの、不確実性が高いと評価されたも

のであり、インターネット環境下の安全性の確保は、科学技術的要素が高いものの、社会

制度等を踏まえた課題解決を継続して検討していくことが必要となる。 

また、社会保障要因に含まれる関連区分の多くは、健康医療技術に関わるため、不確実

性が伴う。一方で、ヘルスケア技術の進展は、医療・介護に係る社会的費用の増加を抑え

る可能性もあり、科学技術と社会の一体的な進展が期待される。 

人口動態に係る区分は、科学技術トピックの重要性にばらつきがあるものの、不確実性

の値が低く、社会実装が期待される。 

このように、将来の科学技術としての重要度が高いものの、不確実性が高い科学技術に

ついては、科学技術の推進に依拠するだけでなく、社会的課題解決の切迫度と照らした社

会制度等による対応が必要になるものと思われる。また、科学技術トピックの実現により、

大幅に課題解決が見込まれると評価される科学技術については、特定の技術方式に限定し

ない形での研究開発の推進が期待される。特に、社会的課題解決に資する科学技術には、

ICT が関わるものが多々あり、過去の科学技術予測調査の実現度（実現していない理由）

等を踏まえると、代替技術の出現等に柔軟に対応できるよう、研究開発推進のための各種

制度設計を進めていく必要がある。 
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3.2 （後世代のための）あるべき未来社会 

 

3.2.1 「あるべき未来社会」を検討するアプローチ 

現在の国際社会は、米国の自由民主主義あるいは欧州（特に西欧・北欧）の社会民主主

義に代表される政治・経済的な思想に基づく国家・社会体制を中心として動いている。社

会民主主義は、自由民主主義に対して、「自由競争市場経済や資本主義経済により発生する、

労働者の貧困、失業などの問題を議会や政府の管理と介入により軽減・解決し、実質・実

態としての政治的・経済的・社会的な公正や機会平等、人権保護、環境保護、国際協調と

国際社会との共生を追求する」という思想に基づく272。その中で、日本の現在の政治・経

済の構造は、自由民主主義と社会民主主義の両方の側面を持つと考えられるが、基本的に

は競争原理社会を前提とした社会体制を築いている。 

現在の国際社会は、残念ながら、自由経済の下、国家間での資源争奪競争が正当化され273、

形を変えてでも、崩壊しつつある金融資本主義経済制度を維持しようとする国際的既得権

益保護の考え方が許されている社会であり、経済的強者や既得権益を持つ者を中心に考え

ることが正当化されていることは否めない274。このような考え方が維持されていくと、勝

者と敗者、富者と貧者の差が一層広がり、それが社会階層の 2 極化を加速させ、更なる社

会不安が生み出されていき、経済的弱者を中心として絶望感が広がっていく可能性は否め

ない。実際、日本でも、例えば、リストラや母子家庭の増加により貧困家庭が増え、衣食

住に関して人間らしい生活ができることが保障されにくい社会になってきており、将来に

不安を感じている人は少なくない。 

宮沢賢治は、彼の芸術論の一つである「農民芸術概論綱要」の中で、「世界がぜんたい幸

福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」と述べた。人間社会は、好むと好まざるに

係らず、相互に係りながら、また、相互に助け合いながら生きていくことが必要な世界で

あり、人は決して一人で生きていくことはできない。したがって、長い目でみると、自身

の国家のみが繁栄する道ではなく、将来にわたり、世界全体の国家が繁栄でき、世界の人々

が皆幸福になる道を考えることが理に適っている。 

2.1 節では日本社会の特質からみえてくる未来社会像について、また、3.1 節では現在の

国際情勢、社会・経済、国民意識等の流れの延長線上で予測される 2030 年の未来社会像

について分析した。本節では、以上のような問題意識とこれらの分析内容を踏まえ、「2030

年以降の世代が幸福に生活できる未来社会の本質とは何か」を考えたうえで、後世代のた

めのあるべき未来社会の実現の過程として必要になると考えられるステップについて検討

する。 

 

2030 年以降の世代が幸福に生活できる未来社会（あるべき未来社会）の本質 

後世代が幸福に生活できるための未来社会（以降、「あるべき未来社会」と呼ぶ）は、以

                                                 
272 https://ja.wikipedia.org/wiki/社会民主主義 
273 例えば、最近、「水」が国際的に商品として市場化され、水資源の争奪戦が激しくなっている。 
274 国際的な社会経済活動の仕組みは、欧米の先進国や日本、最近は中国等の主張や論理により正当化されて

きているため、現在の国際社会経済の問題の多くは、これらの国や地域の「利己」が原因であると考えて良い。 
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下等の資質を備えていることが必要であると考えられる。 

 

(1) 利己ではなく利他を優先する社会 

これまで世界各国は、「自分が大事」の考え方で社会経済活動を行ってきた。これは、自

分を守るためには、直接的あるいは間接的にも合法的であれば、他者に犠牲を強いても良

いという考え方であり、このような考え方を踏まえて、国家や組織間で経済競争や利利権

争いを行ってきた。このような世界では、常に相手よりも優位な立場に持っていくことを

考えるため、これが互いにストレスを生み、対立を招く。これが発展すると、国家的な紛

争や戦争を引き起こし、大量の難民、飢餓、貧困等の問題を生み出すのである。 

現在の国際社会は、国家や組織による経済的支配や富の独占、人の欲や国家の思惑で動

く金融・為替市場、短期的利益追求主義等に代表されるように、「利己」を優先させ、それ

を合法化できる世界であり、そのような過酷なルールに従いつつ、「勝ち組」として生き残

るための争いが絶えないのは当然である。 

したがって、「理想的な未来社会」では、少なくとも、世界全ての人々がすべて人間らし

い生活ができることができるように、「利己」ではなく、「利他」を中心に考えることがで

きる世界になっていることが必要である275。 

 

地球を資源と考える社会から地球全体の守護に責任を持つ社会へ 

これまで、人類は、地球を、人類のために活用するための資源とみなすと同時に、地下

空間や海等を生活ごみや産業廃棄物の廃棄場所として扱い、環境汚染や生態系の破壊を行

ってきた。実際、この地球上で、環境汚染や生態系破壊等により、約 2,000 万種の生物の

うち、毎年 5 万から 15 万種（1 日 100～300 種）の生物が絶滅し続けているとされている

276。これは、人類が、近代になって工業化が加速するにつれて、地球をモノとして利用す

ることのみを考え、「人は地球に生かされている、地球全体が大事である」と考えなくなっ

てきたからである。 

現在、日本も含め先進国では、地球温暖化緩和の観点から「低炭素社会の実現」に向け

た取り組み、資源の効率的利用・再利用と環境負荷の低減の観点から「循環型社会の実現」

277に向けた取り組み等が行われているが、これらの取り組みは、「人が地球全体を保護管

理する責任を持つこと」を第一に考えているわけでは無く、経済的なインセンティブに基

づいて行なわれているに過ぎない。 

今後、「人が地球全体を保護管理する責任社会」を目指さない限り、経済的なインセンテ

ィブのみでは、環境汚染や生態系の破壊に歯止めが掛からず、近い将来、地球の自浄作用

                                                 
275 「利他」を中心に考える社会は、「社会全体の中での個人の役割と責任が自覚された社会」と考えられ、

これまでの「お金」や「利益」等の概念が大きく変わり、これらとは別の価値に基づき社会が動いていくもの

と考えられる。 
276「ネットワーク『地球村』」ホームページより。 
277 循環型社会形成推進基本法第 2 条によれば、循環型社会は、「製品等が廃棄物となることが抑制され、並

びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、

及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、

環境への負荷ができる限り低減される社会」と定義される。 
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能力の限界を超え、地球全体の環境が深刻な状況に陥ってしまう可能性が高いと考えられ

る。 

したがって、「理想的な未来社会」では、人が、地球を利用するという意識では無く、地

球を守護するという意識が徹底している社会、また、全ての人間社会活動が、そのような

意識に基づいて動いていく精神性の高い世界になっていることが必要である。 

 

3.2.2 「あるべき未来社会」の実現の過程として必要なステップ 

以下、3.2.2 項で述べた「あるべき未来社会」の本質を踏まえて、その実現の過程として

必要になると考えられるステップについて検討する。 

「利己ではなく利他を優先する社会」や「地球全体の守護に責任を持つ社会」が実現し

ていくには、その過程の中でこれまでの社会生活・産業活動の在り方を根本的に変えてい

くことが必要であると考えられる。これについては、以下のようなステップが鍵を握ると

考えられる。 

 

・ 大量消費社会からの脱却と完全に自然界に適合した材料・製品の開発に関する科学技

術研究 

・ 脱物質社会への転換と人間としての高い精神性が発揮・尊重される社会へのシフト 

 

(1) 大量消費社会からの脱却と完全に自然界に適合した材料・製品の開発に関する科学技

術研究 

現在の社会経済活動は、利便性へのニーズと大量消費を前提としたものであり、企業が

利益を維持していくには、絶えず新製品を市場に導入し、それらを大衆に継続的に購入・

所有・消費してもらうことが条件になっている。前述したように、このまま大量消費文明

が続くと、環境汚染や生態系の破壊を食い止めることができず、地球全体の環境破壊に至

る可能性がある。このため、大量消費文明からの脱却を図ることが必要である。 

現在、大量消費文明からの脱却を図る一環として、日本を含め、先進国により、省資源、

省エネルギー、3R 活動（リデュース／リユース／リサイクル）等の個々の意識的な活動

を背景として、経済活動におけるこれからの方向性を示した「循環型社会」への取組につ

いて研究が進められている。また、有機合成化学やバイオテクノロジー等の発展により、

「循環型社会」の一環として、「グリーン・サスティナブルケミストリー」という理念の下、

化学物質のライフサイクル（原料の選択から、製造および使用・廃棄までの過程）全体に

おいて、人体および環境への環境負荷を低減するための仕組みや技術に関する研究が進め

られている。 

しかし、「グリーンケミストリー」を含め「循環型社会」は、継続的なモノの消費と所有

に基づく生活スタイルを前提としたビジョンであり、地球環境・生態系を第一に考えて、

人の社会生活・産業活動の在り方を根本的に見直すというものでは無い。 

近い将来、「あるべき未来社会」の実現に向かう過程で、「循環型社会」や「グリーン・

サスティナブルケミストリー」の流れを受けて、自然界と適合し、完全に循環可能な材料・

製品の開発に関する科学技術研究を行うとともに、完全に循環かつリサイクル可能な社会
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の仕組みを構築していくことが必要になると考えられる。 

 

脱物質社会への転換と人間としての高い精神性が発揮・尊重される社会へのシフト 

「あるべき未来社会」への次のステップとして、上記(1)に示したような完全循環型かつ

脱大量消費社会から脱物質社会に向かうプロセスが必要になると考えられる。イングルハ

ートは、「人々の価値意識が物質的なものから、脱物質主義的なものへと変容している」278

と述べており、世界における大多数の人が、これまでの「利己」に基づく物質社会で経験

ししている苦しみや数多くの社会的制約条件を考えると、人の生きる価値や喜びが、物質

的なものから、「利他」に基づくより精神的なものへとシフトするのは自然な流れであると

考えられる。 

すなわち、人が普遍的に発展していくには、人間として高い精神性が発揮・尊重される

文明と社会を築いていくことが最も理に適っているからであり、人類がそれを否定するほ

ど愚かではないはずであるからである。もし、それが否定されるのであれば、人は物質社

会に束縛され、「あるべき未来社会」を迎えることはできない。 

 

人間としての高い精神性を考えるとき、3.11 震災において、世界の人々が、被災住民の

冷静で礼儀正しい振る舞いに驚き、賞賛したことは、日本国家として非常に重要な意味を

持つ。今後、日本は、日本人に残されている高い精神性を自覚し、「あるべき未来社会」へ

の道に向けて、勇気を持って、世界を牽引していくことを決断することが必要になると考

えらる。それは、日本として、今後、世界全体に対して担っていくべき責任である。 

  

                                                 
278 Ronald Inglehart, “Modernization and postmodernization: cultural, economic, and political change in 
43 societies”, Princeton University Press, 1997. 
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3.3 我が国の戦略的課題 

  

本第３章では、既にトレンドの先にある 2030 年の社会の課題について、国際的枠組み、

経済的側面、政治的側面、国民意識、科学技術の五つの立場から具体的に抽出し、それら

をまとめて指摘した。この節では、指摘された多くの課題群の中から、特に戦略的に取り

組むべき我が国の課題について論を進める。ただしここでは、一般的な戦略論を「将来社

会の形成」課題に適用し、その特殊性に注目する。 

  

3.3.1 ターゲットの選定－生起性とインパクト 

 戦略策定プロセスの一般論を下図 3-56 に示す。まず、対象に関する情報収集と分析を実

施し、課題群を抽出する。この過程は 3.1 で行った作業に相当する。次に、課題群をたと

えば課題群の特性に応じてクラスターに区分し、個別クラスターを順次取り上げ、とりあ

げた特定クラスターに共通する「基本認識」をそれぞれ把握する。この過程は、発見的で

あり、様々なトライアルを試み、興味深い「基本認識」の把握に努める必要がある。「基本

認識」とは、全体像の要点（一口で言うと・・・）とか、個別課題の背後にある認識等に

相当し、状況の現象論的枠組みの把握から思考を深めていくことになる。そして、個別基

本認識をビジョン、戦略、展開方向、詰めるべき事項等に展開し、さらに、個別に展開し

た基本認識群を統合した全体の基本戦略や戦略オプションを立てる。 

    

 
図 3-56 戦略策定プロセス 
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さて今回のテーマに関して考察を進めると、3.1 の分析によって選び出された課題は、

それぞれ 2030 年までに生起することを念頭において構想されている。したがって、イン

パクトの大きな課題群から考察を深めるべきであるが、ここでは数量的な分析に入るゆと

りはない。そこで、科学技術が「社会的動因」となって、あらたな社会的状況（超スマー

ト社会279）を惹起しその社会特性を活用して既存産業の効率化と有効性を高めるとともに

新たな価値創造、つまり新産業分野の形成を戦略的ターゲットとする場合を取り上げる。

この戦略的課題は、第 5 期科学技術基本計画の眼目に位置づけられ、我が国にとって十分

インパクトの大きな課題と考えられる。 

 

3.3.2 プロセスの設計－実現可能性と可制御性 

 科学技術としては、今後 ICT や IoT の成果として cps280とデータベースが高度に発達す

るものと想定される。また、別分野としてはゲノム解析に基づく医療（ゲノム医療）も医

療の世界を一変させると思われる。この二つを「社会的動因」の事例として取り上げる。 

a. 高度に発達した ICT と IoT 

 基本計画ではまったく触れていないが、cps には人間活動システムとそれを抽象化した

ソフトとは含まれていない。現実の実態世界から意思的人間の活動が消え去りさらに人間

活動システムに対する思考世界を形成する第３類のソフト281も関与しない世界、それが

cps である。これはいかにも奇妙な世界であり、本来ならば cps に意思的人間の活動を加

えた形で実現可能性を論じるべきである。つまり、cps の担い手を顕在化させる必要があ

る。その場合、担い手としては「新人類ジュニア」を中心にした若者世代がまず考えられ

彼らの価値観からしても妥当である。しかし、逆三角形の人口構造から判断できるように、

マスとしては最も小さい世代である。また、ICT と IoT の成果では、産業の効率化や有効

化を図れても新たな価値創造は困難である。一方、マスが最大である団塊世代（1944-1953

年生）は 2030 年には 77 歳以上になっている。彼らが「価値創造基盤」に寄与するシステ

ムを構想すべきである。価値創造を実現する新産業のイメージは、自動翻訳、制作アプリ、

伝統文化データベース等の多様な補助装置を充実し、コンテンツ、異文化、グルメ等の高

度な製品・産品・商品・サービスを出口とする国際ブランドの確立を目指してはどうか。

日本人の特性である、感性主義と求道主義を備えたネットワーク型の自立分散型システム

で対応する新たな産業分野の創生である。 

 このような価値観は本来多くの日本人に備わっていて、こうした価値観を「支配的要因」

として普及・共有する。 

b. ゲノム医療 

                                                 
279 基本計画では、以下の記述と表現形式は異なるが述べている内容をまとめると、超ス

マート社会とは高度に発達した ICT とデータシステム（ｃｐｓ）を活用できる社会として

描かれている。シミュレーションを容易に行え、その情報提供機能や比較判断機能を AI
に基づく成果と位置づけている。 
280 cyber physical system 
281 自然システムと人口物理システムを対象とした第１類のソフト、人工抽象システムを

対象にした第 2 類のソフトに対比される。 
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 ゲノム医療は直接的に「社会的動因」となる。ゲノム医療に象徴される医療革命の結果、

健康寿命は大幅に延伸されると想定されている。人間の一生のうち、子供をもうけ子供が

自立するまでの期間は健康寿命の延伸とは関係なく、50 歳から 60 歳で終了する。残りの

拡大する人生を健康で生産的に過ごす社会システムを上記の「価値創造基盤」と「支配的

要因」で形作るならば、意義深い。 

 

3.3.3 戦略の調和－整合性の確認と調整 

 「社会的動因」となる科学技術分野は、成果が実感され世界的に研究が集中し、スパイ

ラル的に深まると同時に広まる。これを社会革新のエネルギーとして、社会構造や価値観

と矛盾しない「価値創造基盤」と「支配的要因」の設定を構想する必要がある。 
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4. 事例研究 

 

4.1 防災・減災 

 

4.1.1 課題特性の分析 

(1) 社会ニーズ 

 国は下記のような計画等を定め、防災・減災を推進している。 

 

・ 防災基本計画（2015 年 7 月、中央防災会議） 

・ 首都直下地震緊急対策推進基本計画（2015 年 3 月 31 日、閣議決定） 

・ 原子力災害対策指針（2015 年 8 月 27 日、原子力安全委員会） 

・ 首都圏大規模水害対策大綱（2012 年 9 月、中央防災会議） 

 

(2) 防災・減災問題をめぐる留意を要する基本的な環境条件 

 以下、国内における代表的な災害別に、防災・減災の観点から留意を要する基本的な事

項、条件等を示す。 

 

大規模地震 
・ 地震学は、他の科学のように、そのいろいろな理論、特に将来の予測につながる部分

は、実証されていない仮説であるところが非常に多い。これは、地震現象は繰り返し

実験ができず、過去の地震の歴史的記録や経験、他の場所で起こった現象からの類推、 

一部のわかっている事象からの合理的だと思われる推論などによって作成されている

からである。したがって、地震学は他の自然科学よりもむしろ経済学などに近いとい

える。過去の経験や現象の解析から 1 つの理論を打ち出すが、それは、たとえ似たよ

うな現象があったとしても、より進化した仮説という段階にとどまってしまう学問の

体系であるからである。したがって、地震学で予測的に言われる地震の強度や規模と

言うのも、確定的なものでは無い。また、いつ起こるかについては、ある期間内の確

率として示されることも多いが、それも絶対的なものではない。 

・ 大規模な地震は、それが起こった時の被害が非常に大きいことから、リスクマネジメ

ントの観点から様々な対策がとられる。大規模な地震対策の優先度を決める手段とし

て、あるいは取る対策の根拠として、仮説的な学問である地震学から推論されるが、

その対策の優先度は、かなりの程度不確実性の存在するデータを基に検討しているの

が実情である。しかし、地震学者は、このような不確実性について改めて強調するこ

とはないことから、一般には意識されずに過ごされてしまう場合が少なくない。 

・ 最近の国の地震調査研究推進本部の結論によれば、予想される最も大規模な地震は、

東海、東南海、南海の 3 つの地震の連鎖タイプとされ、マグニチュード 9 クラスにな

るものとされている。この地震では、最も地震動の与える威力の大きい震度 7 は、静

岡県の地盤の弱い地域にかなり予想されている。それ以外については、局部的な例外

を除けば、九州、四国、中国地方瀬戸内海地域、近畿、伊勢湾地域、東海地域と非常
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に広範な地域が震度 6 強、かなり広大な地域が 6 弱と想定されている。各所で 10 メー

トルを超える津波が非常に短い時間内に来襲すると考えられており、津波被害の方が

より深刻になると考えられる。 

・ 関東直下型地震については、30 年以内に 70％の確率で起こるとの予測が、地震調査研

究推進本部調査委員会（2004 年）から出されており、その震源地は大田区深部と考え

られている。しかし、その規模はマグニチュード 7 クラスとされており、中央防災会

議首都直下地震対策検討ワーキンググループの報告書「首都直下地震の被害想定と対

策について（最終報告）（平成 25 年 12 月）」によれば、ごく狭いスポット的な地域に

おいて震度 7 があるとされているが、ほとんどが震度 6 以下である（図 4-1 参照）。こ

のレベルは、 1982 年の耐震基準に適合しておれば、それほど大きな被害が出ないと

考えられるレベルである。その観点に立てば、最近の都心地域における再開発の動き

は、好ましい動きと言える。 

 

 

図 4-1 首都直下地震による被害想定282 

・ 建築基準法の耐震性は、震度 5 強程度の地震があったとしても、建物が損壊せず、震

度 6 強から 7 程度の地震で建物が倒壊しないことを前提として検討されている（性能

評価制度の解説書）。建物が倒壊するようなことがなければ、 十分余裕を持って避難

することが可能であり、震度 6 強であっても、損壊の程度によるが、引き続き、残っ

た建物内で生活をすることも十分可能であると考えられている。そのため、耐震補強

がされ、震度 6 強の地震に遭った後も生活が可能になる建物が多くなれば、その減災

効果は非常に高いと考えられる。また、耐震性能の向上により建築物の倒壊数を抑制

することができれば、漏電などによる出火の可能性も減少する。地震後、首都圏の各

                                                 
282 出典：中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ報告書「首都直下地震の被害想定と対策に

ついて（最終報告）(平成 25 年 12 月) 
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方面で火の手が上がった場合、現在の首都圏の消防力では対応に限界があり、地震動

による被害よりも火災延焼による被害の方が格段に大きいと考えられることから、耐

震性の向上は非常に重要である。したがって、関東直下型地震における脆弱性への対

策は、①耐震基準以下の低強度建築物、②木造家屋密集地域（火災発生、その急速な

広がり防止、特に旋回流の発生防止）、③地下施設（崩落、水浸し等）を中心に検討す

る必要があると考えられる。これらの対策の多くは、技術開発と言うよりは、耐震強

化の強制などの制度的枠組みの設定が中心的な役割を果たすものと考えられる。その

ためには、①安全にかかわるものについては、過去において承認されたものであって

も、ある猶予期間を置いて新たな規制が強制されること、②その実効性を高めるため

に、それが行われなかった場合のペナルティ（例えば、罰則的固定資産税賦課金の徴

収、居住禁止）の付加等を行うこと、等を検討する必要がある。これらの検討に当た

っては、既得権と社会の公益的安全に関する関係のついての法律思想の転換が必要に

必要になる可能性があるため、それに関する研究開発が必要になると考えられる283。 

・ 首都圏地震、東海、東南海、南海などの地震が起こった場合、その被害の領域は非常

に大きい一方、救援活動に動員できる人材の量は非常に限られているから、救援活動

を行う地域は絞り込む必要があり、多くの地域では素早い救援は期待できない可能性

が大きい。しかしこのような実情は明確に国民に伝達されておらず、社会的な問題を

取り上げて大騒ぎすることの特異なマスメディアも知らぬ顔である。 

 

大規模水害 
・ 最近、世界各地で地球温暖化に起因する異常気象が大きな話題になっているが、近年、

スーパー台風などこれまでにないような極端な気象現象が頻繁に起こるようになって

いる。その中でも大規模水害は、インフラを含め広域にわたり住民の生活環境に影響

を及ぼすことから、特に留意しなければならない。大規模地域水害については、現在

国土交通省を中心に見直しの検討に着手した段階にある。 

・ 首都圏は、海抜 0 メートル以下の地帯も広がっており、人口も多いことから、一旦、

大規模水害が起こるとその影響は非常に大きくなる（大規模水害の原因として、集中

豪雨のみならず高潮なども考えられる）。首都圏は地下鉄、地下街、ビルの地下室等を

含め、広域にわたり地下空間を利用していることが多い。また、重要なインフラが地

下にある場合も少なくないため、大規模水害は、住民の生命、生活及び経済活動に対

して大きな被害や影響をもたらすことが予想される。 

・ 首都圏大規模水害対策大綱（2012 年 9 月、中央防災会議）によれば、首都圏の大規模

水害のうち、最も規模が大きいと考えられているのは、利根川首都圏広域氾濫による

ものである（図 4-2 参照）。 

 

                                                 
283 消防法や原子力関係法規については、公益的被害が大きいと予想されるものについてはその対策の遡及適

用が実施されるようになりつつあり、地震関係においてもその必要性が高いと考えられる。ただし、政府の現

状はかなり消極的である。何か外的な力がないと動けないというのが政府関係者の状況のようである。このよ

うなときに指導性を発揮すべき政治家はそのような意欲に乏しいといううのが実情である。 
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図 4-2 首都圏の大規模水害のうち最も規模が大きいと考えられる予測284 

 

・ 地球温暖化ガスは、中国やアメリカなど大量温暖化ガス排出国の縮減が不十分である

ばかりでなく、開発途上国の発展によって増加することが避けられない状況であり、

将来にわたり気候変動が一層加速される可能性は否めない。地球温暖化対策には、地

球温暖化ガスの排出を削減して地球温暖化の進行を食い止める「緩和策（Mitigation）」

と、既に起こりつつある、あるいは今後起こりうる温暖化の影響に対して、人や社会、

経済のシステムを調節することで影響を軽減しようという「適応策（Adaptation）」の 

2 つがある。これまで、国際的には、地球温暖化対策として、温暖化ガスの削減に焦点

が置かれてきた。最近、気候変動リスク対策（大規模大規模水害の発生、土砂災害の

発生頻度増加、それらに起因する交通インフラの麻痺、海面上昇・高潮による浸水等

を含む）としての「適応策」が重要な政策問題になってきている。なお、東日本大震

災の際に土地の沈降によって広範な地域が水害に対して脆弱になっていることもあり、

気候変動等による大規模水害対策の検討が急がれる。 

 

火山噴火対策 
・ 火山噴火は、一般的には大規模地震や大規模水害に比べると、多くは比較的局部的な

災害として考えることができる。ただし、富士山噴火については大量の火山灰の排出

                                                 
284 出典：首都圏大規模水害対策大綱（2012 年 9 月、中央防災会議） 
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がある場合、関東圏全域に降灰が考えられ、それによる機械装置や交通への影響が広

範囲になると予想さる。しかも、この影響が長期間続くと考えられることから、その

被害のレベルと範囲について十分検討しておく必要があるが、現在のところ、富士山

周辺市町村における問題に限定して考えられているようである。特に、噴火による火

山弾など近傍における噴出物による人命の問題が中心的課題となっている。 

・ 火山噴火に対する対応策としての大規模な構築物を作って抗すると言うアプローチは、

コストやその信頼性などの点から、シェルターのような一時的避難施設として考えら

れているもの以外には考えられてはいない。したがって、火山噴火に対する対応策は、

噴火の危険性の予測、それによる入山禁止や避難指示、そのための情報伝達や意思決

定の支援システム、具体的避難行動の方法等に焦点が当てられている。 

・ 富士山の大噴火については、どの程度の規模のものを想定するかが問題である。国の

関係 7 組織、4 都県および 14 市町村で構成する富士山火山広域防災対策検討会が、宝

永噴火を始めとする過去の例から、ハザードマップを作成して、大略の予想を示して

いる（図 4-3 参照）。 

 

 

図 4-3 富士山の大噴火のハザードマップ 

・ 富士山噴火については広範な降灰が予想されているが、三原山や桜島の噴火にあって

も何とかなってきたことがあることから、比較的楽観的な見方が強い。しかし富士山

噴火の場合は首都圏に対する影響を考える必要があり、その影響は長期間に及ぶ可能
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性があるため、通信、交通、浄水供給、PC 誤動作など都市機能に対する被害は十分検

討しておく必要がある。しかし、そのような検討結果が公表されているわけではない。 

 

 

図 4-4 富士山噴火による降灰分布予測図 

・ 現在の技術では、火山噴火の活発化の状況を把握することはできるが、予知すること

は困難ではないかと考えられている。当局としては、大きな不確実性があることを前

提として、「危険性が高まっているので避難すべきである」などの警報を出すことがで

きるというレベルである。したがって、早期避難を前提として、緊急情報の伝達や噴

火後の減災等の対策に集中することになると思われる。 

 

原子力発電所等原子力施設 
・ 福島第一原子力発電所事故に関して、国会、政府、東京電力及び民間の 4 種類の事故

報告書が出されたが、事故を起こした施設の現場を実地に調査することができないと

いう問題もあり、防災・減災の観点からどのような対策を行えば良いのかということ

については、もう 1 つスッキリしない状況にあるようにうかがえる。 

・ 経済産業省は原子力発電所の規制官庁として十分機能していなかったとみなされこと

により、その規制権限が同省から環境庁へ移管され、行政委員会としての原子力規制

委員会及びその事務部門としての原子力規制庁の設置などが行われた。このことによ

り、形の上では原子力規制システムは大幅に強化された。また、原子力規制庁に独立

行政法人原子力安全基盤機構の機能と人材が吸収されたことによって、技術的な考え

方が規制部局の中で通りやすくなったと考えられるが、規制を担当する人材構造は大

きく変化したとは言えない。 



 
 

225 
 

・ わが国全体としての原子力専門家の数は限られたものであり、しかもかなりの人数が

福島第一原子力発電所事故の後始末のために取られているため、現在のわが国の原子

力に関与する人材の層は、実質的には弱体化していると考えざるを得ない。しかも原

子力施設に係る規制の見直し、強化に伴う新たな各種解析作業などもあり、必要な人

材の需要は、ここしばらくは増大するものと考えられる。今後、原子力発電所等の稼

働が順次増えていくとすれば、人材の問題は非常に大きな問題になると考えられる。 

・ 原子力技術者の供給については、原子力あるいは核エネルギーに関する技術を主たる

専攻とする学科を備えている大学は、学士課程では東京都市大学、東海大学、福井工

業大学（副専攻）程度である。この他、以前の原子力工学系学科の改組によりできた

学科など、学生が希望すれば原子力工学を主たる専攻とすることが可能な学科を備え

た大学もある。一部の大学では、原子力工学関係で修士課程の増強などが行われてい

るが、どちらかといえば、社会人入学として企業側が他の専攻学生の原子力に対する

知識、能力付与に活用することを期待したものとなっているのではないかと考えられ

る。国内では根強い原子力反対運動があり、将来の原子力エネルギー零までが論じら

れており、一部のヨーロッパ諸国は実際にそれを実行に移そうとしている状況にある

環境の中で、原子力に十分習熟した技術者を確保することは今後かなり困難になると

考えざるを得ない。 

・ 現在の原子力の防災・減災に関するアプローチは、福島の例に見ても、原子力災害は

起こるとその被害は甚大であるから、その可能性を限りなくゼロにする、そのために、

①活断層上の原子力施設はすべて放棄する、②津波対策のために大堤防を築く、③福

島第一原子力発電所事故で問題になった電力供給途絶の可能性を減らすために、バッ

クアップ用発電所を津波の及ばない場所に持っていく、等のように素人わかりのする

ものが中心となっている。一方、万が一に避難しなければならない事態になった時の

ために避難道路などの整備を進めることも重要である。しかし、緊急時対応の方法が、

ハードウェアやコンピュータ依存になっているような気配が強く、あまりにも単純な

シナリオで対策が取られている印象が強い。いろいろな災害のケースの推移シナリオ、

その時の判断の仕方、その際の対応オプションなどを解析するとともに、その決断を

するべき人間がその能力を持っているか否か、どのようにそのような人材を確保しど

のように人事をして行くか、トップはそのような能力を備えているかなど人的問題に

はほとんど対策がとられていない。 

・ EU では、チェルノブイリ原子力発電所事故の教訓を踏まえて、シビアアクシデントが

起きたらどうするかという観点で、20 年以上も前から、リアルタイムで緊急時防護対

策に関する意思決定を支援するシステム（RODOS）285が開発され、関係国に幅広く配

布され、20 ヶ国で運用されている。一方、日本でも、国として、原子力発電所別の確

率論的リスク評価（Probabilistic Risk Assessment: PRA）及びシビアアクシデント解

析を行い、各原子力プラントの事故時ソースターム解析データを持っているほか、

SPEEDI に代表される放射能拡散予測シミュレーション・システム、気象データ、健

                                                 
285 RODOS については、(3)で説明する。 
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康影響評価モデル、放射能モニタリングシステム等を備えている。日本は、RODOS

を参考にしつつ、放射能防護対策モデルを検討し、国と民間との協力によって、これ

らのデータ、シミュレーション・システム、モデル等と放射能防護対策モデル等を統

合して、除染だけではなく、ヨウ素剤投与、避難、移転、農業禁止等を含めた、総合

的な防護対策戦略の検討を行うための防護対策意思決定支援システムを開発すること

が可能である。3.11 震災後、日本政府は、福島第一発電所事故の収束や被災地の除染

等を含めた事故後の処理活動に加えて、原子力発電所のリスクマネジメントの一環と

して、シビアアクシデントのリスクを低減させるためのシビアアクシデント対策規制

の強化を行い、原子力発電所再稼働の推進を進めているが、危機管理の観点から、シ

ビアアクシデントが起きた後の迅速かつ効果的な緊急時防護対策意思決定システムを

構築しようという意思が見受けられない。 

 

パンデミック（流行性感染症） 
近年の地球の気候変動の加速及び世界的な動植物を含めた移動の拡大により、パンデミ

ックが潜在的に大きな災害の要因になると考えられる。パンデミックに関しては、一時期、

水際防止作戦が主な対策として考えられていたが、その有効性に疑問符が打たれたこと、

抗ウイルス剤が開発されてきたこと等から、現在は、もっぱら早期発見及び早期対策が取

られている。 

 

(3) 技術的課題 

以下、(1)及び(2)を踏まえて、防災・減災に関する技術開発に求められる視点、技術開発

テーマ、大規模災害特有の事象に対する技術開発等について示す。 

 

技術開発に求められる視点 
・ 国や都道府県などが新しい政策の導入を考える場合、その政策が効果的であることが

明確であり、予算手当てなどが行われると、それを実行できるものとして意思決定が

行われることが多い。多くの場合、それに従事する人材やその政策によって影響を受

ける人々のことは軽く考えられてしまうことが起こりがちである。 

・ 防災・減災については、科学の成果や技術が絡むことが少なくないが、新しい技術や

知識の導入を考える場合には、現場の人材が大きく入れ変わることは無く、既存の関

係人材を活用して行くとの前提で各種施策を進めて行かなければならない。したがっ

て、科学技術的な視点だけでこの問題を考えることは適切では無い。非常に良い技術

であったとしても、地方自治体の財政が非常に厳しい状況にある中では、コストが高

く、あるいは、用途が限られているということでは、高い評価は与えられない。むし

ろ、既存技術であったとしてもそれを安価に活用できる技術であれば、大いに歓迎さ

れる。 

・ 新しい技術を導入は、国あるいは地方公共団体の上部構造の判断によることが多いが、

実際にその技術を使って仕事をするのは現場の人たちである。新しい技術は彼らが歓

迎するもの、あるいは歓迎する仕掛けを伴ったものである必要がある。防災に関して
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は、防災基本計画や自治体の防災計画の枠組みの中で、地方自治体の現場が、ルーチ

ンワークとして業務を行っている場合がほとんどである。また、国や自治体で、地方

の現場の業務上の課題やニーズが集約・整理されているわけではなく、多くの場合、

必要とする工事や業務の進め方の規則や基準が設定されているわけでは無い。したが

って、現場自ら技術ニーズを考えることはほとんどなく、現場から積極的に技術ニー

ズが挙がってくることは殆ど期待できない。 

・ 日本の行政システムにおいては、中小市町村で技術がわかる人材は限られている。ま

た、地方自治体は、防災に関しては、一般調達の感覚で防災システムの調達を行うこ

とが多い。既存システムの機能改良・整備等のようにコストダウンにつながるような

調達が優先事項になり、新しい技術の導入には慎重になる。防災・減災の技術開発に

おいては、そのような実態を十分踏まえて検討することが重要になる。 

・ 防災・減災分野については、①科学研究として新しい発見をすること、②それを要素

技術として何らかの使える状況にすること、そして、③色々な要素技術を組み合わせ

て実地に利用すること、の 3 段階の間には大きな隔たりがある。実際、防災・減災分

野では、シーズを基にして技術に関する研究開発を考える意味はあっても、実際の現

場にとっては当該技術に関するニーズが無く、ほとんど意味がないことがある。科学

研究の流れを組むようなシーズから発生して、何らかの意味で使える技術となるのは

要素技術の段階まで発展した場合である。しかも、要素技術は、実際に現場における

技術にとっては部分的技術であり、いろいろな他の方法論と比較検討される技術のシ

ョッピングリストに新しい要素技術が追加されるに過ぎない。実際に現場で使われる

技術となるためには、そのショッピングリストの中から取り上げてそれを実際の現場

で使えるように構成する段階が必要である。その技術が現場において使われるものに

なるためには、コストや使い勝手を含めて現場に適合していなければならない。 

・ 防災の領域では、現場の実態を踏まえつつ、現場の抱える問題を抽出しそれに対する

解決策を提案するような人材が非常に少ないという状況にある。我が国の防災問題に

おいては、新しい研究開発の成果とこれまで使われてきた枯れた技術を組み合わせて、

現場のニーズに合わせ適用していくプロセスが必要であるが、そのプロセスが抜けて

いるという指摘もある。 

・ 民間企業が国や自治体に「技術的に光る提案」をしたとしても、国や自治体は、特定

企業の技術やノウハウに依存したくないことから、実際の発注の段階になると、競争

の公平さを強調し、公開入札と言う主張がなされる。そのような状況においては、民

間のインセンティブが働かない。また、現場は技術を開発すると人材構成にはなって

いないという問題がある。 

・ 企業からは、「自治体側で、作業効率化等の観点から現場で何が困っているのかを理解

し、それを基に大枠の技術開発シナリオを作成してもらえば、民間は、それを具体的

な技術に落とし込みながら、競争ベースで良い技術を開発することができる。」という

意見がある286。また。民間から技術提案を行う場合、行政がそれを聞くという土壌が必

                                                 
286 A 社（情報通信メーカー）へのヒアリングによる。 
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要であり、行政から提案を要求する場合、民間が技術提案をしたくなるような土壌が

必要であるという指摘もあった287。このような行政側の意識や状態をどのように醸成す

るかというのは大きな課題である。 

 

技術開発テーマ 
これまでの地震等の災害の例から、実態として困っている事象として以下等を挙げるこ

とができる。 

 

○地震等におけるエレベーターの停止と復旧要員の不足対策 

安全のため地震時にはすべてのエレベーターが一斉に止まり、その再起動にはエレベー

ター会社の復旧要員を呼ばなければならないという状況は、自動復旧技術の開発によって

解消に向かうことが可能となった。しかし、既存のものに対する改善措置にはかなりの費

用が必要であり、また、そのような技術が存在することは良く知られていないようである。

コストダウンを含めた一層の技術の改善が必要であろう。 

 

○災害の発生状況を俯瞰的に把握できるシステム 

宇宙観測の技術等288を利用することにより、被災状況に関して俯瞰的に把握することが

可能になると考えられるが、それらから得られたデータを実際にかつ迅速に使えるように

処理加工でき、それを活用して適切に判断できるかが問題になる。 

 

○個別の災害弱者にアクセスできるシステム体系とその処理大系 

大規模災害時においては、全ての災害弱者にアクセスできるシステムがあれば望ましい

と考えられるが、この問題はプライバシーや個人の希望の問題が関わってくる。人道的な

観点から、災害弱者は無条件で保護される必要があるが、それを支援するシステムは実行

可能なものである必要がある。なお、災害時において、市町村の行政職員が災害弱者への

アクセスに係る場合の、仕事のあり方についても検討する必要があろう。 

 

○人口構成の老齢化を踏まえた災害時対応システムの確立 

災害時における共助の重要性は疑問の余地はないが、地域コミュニティにおける人口構

成の老齢化が進んでいる中で、助け合いに頼った災害時システムが十分機能するか否かに

ついて再検討することが必要であろう。災害対策関係者、防災学者、そしてマスメディア

の関係者も、周辺の健常者、警察、消防、自衛隊等の実働部隊が老齢化した災害弱者の救

助に向かうという前提で議論されているが、緊急時にど程度まで彼らに頼ることができる

のかについては殆ど議論されていない。また、地域防災計画枠組みで、地域コミュニティ

内の住民の多くが職場に行ってしまった後に大規模災害が発生した場合の共助の可能性に

ついても議論されていない。 

 
                                                 
287 A 社（情報通信メーカー）へのヒアリングによる。 
288 必ずしも宇宙から行わなければならないと言うわけではない。高高度航空機、ドローンなどもありうる。 
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○国民への教育、訓練の技術 

現在の政府は、「国民に対して防災・減災情報を伝達することで責任を果たした」、と考

えているように思われる。しかし、国民全員に周知徹底させるとともに、国民全員がその

情報を咀嚼して行動できる、あるいは、行動すると言うレベルまで持っていかなければ防

災対策にはならない。この問題はマスメディアを含めて十分に検討する必要がある。 

 

○非常事態におけるコミュニケーションの適切なやり方に関する技術 

非常時の通信においては、ネットワークやハードウェアにおける技術、管理、運用等面

での問題があるが、これらの問題に加えて、非常事態において極端に情報が少ない中で結

論を出さなければならないことに対する事態の判断の仕方、情報伝達等に関する方法論の

開発が必要である。 

 

○災害時におけるリスク分析の方法論及びそれに対する対策の最適化の方法 

災害時においては、ある程度の精度は犠牲にしても、状況を踏まえた素早いリスク分析、

将来の推移分析及び自己の組織が備えている能力を踏まえた取るべき対策のオプションと

優先度に関する意思決定等、災害対応を支援する技術が必要である。また、それを首長や

市町村の職員に身につけさせる技術も必要である。 

 

○地方公共団体職員に対する緊急時リーダーとしての教育 

災害時には、地方公共団体の職員がリーダーの役割を果たすことが求められる。しかし、

そのような自覚、知識、行動様式などに関する能力を身につけた職員は非常に限られてい

るため、地方公共団体の職員に対する緊急時リーダーを育成するための教育が必要である。 

 

諸外国の防災分野における技術開発活動を参考としつつ、わが国においても重要であると考え

られるような技術開発 
欧米とわが国では防災制度に加え、危機管理（防災を含む）R&D の考え方が大きく異

なる部分があるが、プロジェクトの先進性、戦略性、社会的重要性、学際性等の観点から、

十分に参考になり得る技術開発活動の事例がある。これには以下がある。 

 

・ EU の原子力緊急時防護対策意思決定支援システム（Real-time On-line DecisiOn 

Support system: RODOS） 

・ 防災・危機管理スマートシティ技術の骨幹となる全米科学財団（National Science 

Foundation: NSF）等のスマート・ネットワークシステム 

 

以下、上記システムの技術開発活動の概要と日本にとって参考になる点を示す289。 

 

○EU の原子力緊急時防護対策意思決定支援システム（RODOS） 
                                                 
289 これらの事例の詳細は、別添資料「欧米の防災・減災システム及びインフラ老朽化対策に関する先進的な

R&D の参考となる事例に関する調査」を参考にされたい。 
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RODOS は、1986 年のチェルノブイリ発電所事故の経験を踏まえ、以下を目的として

EU の第 4～6 次フレームワーク計画で開発が行われた、原子力緊急時防護対策意思決定支

援システムである。 

 

・ ヨーロッパ全体にわたり適用可能な包括的かつ統合的な意思決定支援システムを開発

すること。 

・ オフサイトの緊急時防護対策に対する公衆の理解と受容に向けて、意思決定プロセス

に関してより高い透明度を提供すること。 

・ 放射能モニタリング、放出放射能の影響予測等を行う国家間のコミュニケーション、

将来起きる可能性のある事故時のコミュニケーション及び防護対策における優先事項

の考慮に関するコミュニケーションの向上を容易にすること。 

 

本プロジェクトは 1999 年に終了したが、本システムは、20 カ国の国立の原子力緊急時

オペレーションセンターに実装され、運用されている。本システムは、また、EU におけ

る原子力緊急時防護対策演習にも使用されており、EU における危機管理システムの R&D

の成功事例と考えられる。 

一方、日本においては、3.11 震災において、福島第一発電所の複数プラントが炉心溶融

や原子炉建屋の水素爆発を引き起こし、大量の放射能が大気中に放出された。日本政府は、

「日本ではシビアアクシデントは絶対起きない」という見解の下、シビアアクシデントが

起きた場合を想定した緊急時防護対策を検討してこなかったため、SPEEDI による放射能

拡散予測シミュレーション結果や放射能モニタリングデータを評価・活用し、住民の被ば

くを回避・抑制するためのタイムリーかつ適確な各種緊急時防護措置（住民の避難、移転、

除染、農産物廃棄、土地利用禁止等を含む）を取ることができなかった。 

したがって、日本政府は、危機管理の観点から、福島第一発電所事故において緊急時防

護対策に失敗したという事実を認識し、それを教訓として、RODOS のような原子力緊急

時防護対策意思決定支援システムの開発を、国としての重要な R&D 政策の一環として考

えていく必要性がある。 

 

○防災・危機管理スマートシティ技術の骨幹となる NSF 等のスマート・ネットワークシ

ステム 

現在、世界で、近未来の ICT インフラに関するコンセプトとして、スマートシティ／ス

マートコミュニティ290、スマートグリッド、スマートビルディング等が話題になっている

が、これらの土台を作り、将来のスマートサービスの基礎を形成していためのシステム（シ

ステムの中のシステム）として、CPS（Cyber Physical Systems）が重要な鍵を握ってい

る。 

                                                 
290 経済産業省は、スマートシティ／スマートコミュニティを、「市民の QoL（生活の質）を高めながら、健

全な経済活動をうながし、環境負荷を抑えながら継続して成長を続けられる、新しい都市の姿である。2011
年 3 月 11 日起こった東日本大震災と、それに続く原子力発電所の事故の後はさらに、「レジリエント（回復

力のある）」も求められるようになった。」と定義している。 



 
 

231 
 

CPS は、物理的世界（ユーザーとしての人間を含む）を感知し、相互作用できるように、

また、安全が重要なアプリケーション内で、保証されたリアルタイムの性能の発揮を支援

できるように設計された、埋込み型のセンサー、プロセッサー及びアクチュエーターを持

つスマート・ネットワークシステムであり、IoT、Industry 4.0 等とも深く関連している。 

米国においては、2010 年 12 月、大統領科学技術諮問委員会（President's Council of 

Advisors on Science and Technology: PCAST）の『将来のデジタル社会を設計すること：

連邦資金による「ネットワーキングと情報」に関する R&D への支援』という報告書291で、

CPS 研究には科学的及び技術的重要性があること、それが、米国の安全保障と競争力にと

って重要なセクター（農業、防衛、応急対応、エネルギー、建物内運用制御、交通、産業・

製造業、健康・医療等）の挑戦すべき重要事項にインパクトを与えるという理由から、継

続的な投資を行うことを要求した。CPS 技術の進展により、能力、適応性、拡張性、安全

性、弾力性、セキュリティ性、利用可能性等の面で、今日の単純なセンサー埋込型システ

ムを大きく超えるシステムを実現することが期待され、「インターネットが、人が情報と相

互作用する方法を変えたように、CPS の技術が、人が工学的システムと相互作用する方法

を変える」とされている。 

米国では、以上を踏まえ、過去 5 年以上にわたり、NSF（全米科学財団）等の指導力に

より CPS 技術に関して大きな前進を遂げてきたが、同時に、この領域での技術革新への

要求が増大し、それが基礎研究を加速することの必要性を促してきた。実際、世界で米国

の CPS 研究が最も進んでいる中で、各方面における CPS 技術への関与が顕著になってき

ているにも係らず、NSF は、「米国の科学研究界は、未だ、高信頼度 CPS のシステム工学

を支援する成熟した科学を確立しておらず、それが重大な影響を及ぼしている」という見

解を示している。 

CPS においては、システムが大規模であり、かつ、その構成（急速に変化する可能性が

ある）内で空間的、時間的、あるいは階層的に分散している場合、リアルタイム性能を保

証するには不十分である。CPS により大きな自律性と協調性をもたせるには、より高い安

全性、セキュリティ、スケーラビリティ及び信頼性が要求される。このため、NSF は、2015

年から、多くのアプリケーション領域にまたがって共通する CPS の基礎研究ニーズを明

らかにするため、DHS（国土安全保障省）の科学技術部門、NIST（全米標準研究所）、

NASA（航空宇宙局）、DOT（交通・輸送省）、NIH（国立衛生研究所）等の連邦機関と密

接な連携作業を行っている。 

このように、米国では、来るべきデジタル未来社会のあり方として、CPS を、技術的な

観点から「安全を最重視すべきシステムであり、正確に動くように設計する必要があるも

の」と意識している一方、日本では、CPS を、「将来のデジタル社会を実現するための技

術インフラ」というよりも、生活の利便性や経済性の向上の観点から「より効率のよい高

度な社会を実現するためのサービスおよびシステム」という意識、あるいは、IoT や組み

込みシステムの延長として意識しているようである。 

このため、日本において、スマートシティ／スマートコミュニティの一環として効果的

                                                 
291 原題は、「Designing a Digital Future: Federally Funded Research and Development in Networking and 
Information」である。 
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かつ安全な信頼性の高い防災・危機管理サービスを開発・展開していくには、NSF の CPS

研究の戦略的重要性を認識し、CPS を、高い安全性、セキュリティ、スケーラビリティ及

び信頼性が要求される技術として理解するとともに、NSF の考え方を参考として、あらゆ

るアプリケーション分野にまたがって、サイバー的要素と物理的要素の統合を支える、分

野横断的な科学的・工学的原理を明らかにするための R&D の必要性を理解していく必要

がある。 

 

大規模災害特有の事象への対策として必要と考えられる技術開発 
上記(a)～(c)の議論を踏まえて、以下、関東直下型地震、富士山大噴火、大規模災害特有

の事象への対策として必要と考えられる技術開発について示す。 

 

○関東直下型地震 

関東直下型地震に対しては、以下のような技術開発が必要になると考えられる。 

 

・ 簡便な耐震強化技術 

・ 耐震強化手法のコストダウン 

・ 木造家屋密集地域における簡便防火対策技術 

・ 木造家屋密集地域にある家屋の消火技術 

・ 老朽地下街の点検改修技術 

 

○富士山大噴火 

富士山大噴火において早期避難を行うためには、火山活動の状況、変化などに関する素

早い把握が必要である。このため、ドローンなどによる人間が危険を冒さなくとも実状を

把握する技術、火山活動に伴う火砕流等の動きの推測技術の高度化が必要となろう。 

早期避難と情報の伝達については、住民や訪問者への徹底とともに、行政関係者の素早

くかつ的確な意思決定が重要な鍵を握る。これを可能にするには、群集の行動に関する心

理学的検討を行い、警察、消防等実行部隊の行動のノウハウを学び、情報伝達の効果的な

技術について研究することが必要である292。 

大規模な技術開発としては、個々の当事者との個別通信システムの構築技術、あるいは、

同報の安価で簡便な情報伝達ネットワークシステムの構築技術がある。但し、このような

システムは、緊急時にのみではなく、通常時にも利用できるものでなければ、関係者の習

熟、コスト負担の問題などから非現実的である。 

噴火後の被害の軽減においては、溶岩流や火砕流、火山弾の飛来などに関する火山活動

の状況及びそれによる被害の可能性についての推測技術が役に立つ。残念ながら、溶岩流

等による周辺地域の被害に対する軽減技術は殆ど存在しない。たとえ何らかの措置をとっ

たとしても、その高温と生ずる現象の不確実性のため、ほとんど意味をなさない可能性が

高い。 

                                                 
292 これらは、関係者の過去の経験と教訓に根ざした工夫の積み重ねに依存することになわれる。 
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一方、降灰に伴う問題に対する技術開発は有効であると考えられる。降灰は建築物や施

設に害を与えるので、早急に除去される必要があるため、降灰除去を容易にする技術、あ

るいはシステムが必要である。降灰はまた、道路や公共下水道等にも障害を与える可能性

が高いので、降灰の影響の見通しや評価の技術、降灰後の措置の最適な方法論、そのため

の施設や設備に関する技術も求められる。降灰は、農作物に対する被害も大きいと考えら

れるので、その被害を軽減する技術の検討が必要になると思われる。 

 

○大規模原子力事故 

大規模原子力発電所事故は、その発電所の運営事業者のみならず、周辺地域ならびに国

全体に大きな影響を及ぼすことが、福島第一原子力発電所事故によって明らかになった。

福島第一原子力発電所事故は、原子力発電所の建設、運営、監督、規制などに責任を持つ

機関の指導層及び経営層の判断力と意思決定システムに大きな問題があったことを示して

いる。特に、地震が起こってからの、東京電力と国の対応が、リスク危機マネジメントと

してほとんど機能しなかったことは大きな問題であった。 

このため、前述した、EU の原子力緊急時防護対策意思決定支援システム（RODOS）が

EU で成功を収めていることを踏まえて、国内版の緊急時防護対策意思決定支援システム

を、技術開発の優先度の高い候補の一つとして検討することは十分に理に適ていると思わ

れる。しかし、いかに立派な意思決定支援システムがあっても、それを使いこなし、即時、

しっかりとした意思決定ができる様な人材が、組織のトップおよびそれを支援する経営層

にいなければ、効用は半減する。したがって、しかるべき知識を持ち、即断即決できると

ともにそれに伴う必要な指示ができる能力を持たない人材がトップ他枢要な経営幹部とな

らないように、人材任用システム、人材教育システムなどの開発が必要であろう。 

 

4.1.2 国の SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）のアプローチ 

(1) SIP「レジリエントな防災・減災機能の強化（リアルタイムな災害情報の共有と利活用）」

について 

SIP による「レジリエントな防災・減災機能の強化（リアルタイムな災害情報の共有と

利活用）」では、わが国が自然災害を克服するために、「①最新科学技術の最大限活用」、「②

災害関連情報の官民あげての共有」、「③国民一人ひとりの防災リテラシー（災害対応力）

の向上」を新機軸とする研究開発事業を今こそ展開する必要があるとの認識の下、新機軸

①によって、「早い察知（予測）」、「予防力限界の事前把握（予防）」、「先手必勝（対応）」

及び「リアルタイム予測」を実現するとしている。 

また新機軸②では、各府省が独自に収集する災害情報、新機軸①の予測から得られる観

測情報等を、官民あげてリアルタイムで共有する仕組みを、ICT（情報通信技術）関連技

術を用いて構築し、新機軸③では、リアルタイム災害情報の共有によっていざというとき

にもひるむことなく自らの意思に従って行動することができるよう、国民一人ひとりの防

災力の向上をめざすものとして計画されている。 

内容的には、①予測（最新観測予測分析技術による災害の把握と被害推定）、②予防（大

規模実証試験等に基づく耐震性の強化）、③対応（災害関連情報の共有と利活用による災害
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対応力の向上）とされ、下図のようなプロジェクト構成になっている。 

 

 

図 4-5  SIP「レジリエントな防災・減災機能の強化」 

（リアルタイムな災害情報の共有と利活用）のプロジェクト構成 

 

(2) SIP のプログラムと実態との乖離 

SIPは、「内閣府総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発揮して、府省の枠

や旧来の分野を超えたマネジメントにより、科学技術イノベーション実現のために創設し

た国家プロジェクトである。国民にとって真に重要な社会的課題や、日本経済再生に寄与

できるような世界を先導する10の課題に取り組む。各課題を強力にリードする10名のプロ

グラムディレクター（PD）を中心に産学官連携を図り、基礎研究から実用化・事業化、す

なわち出口までを見据えて一気通貫で研究開発を推進する。経済成長の原動力であり、社

会を飛躍的に変える科学技術イノベーションを強力に推し進めていく」ことを狙いとする

プログラムである。 

SIP による「レジリエントな防災・減災機能の強化（リアルタイムな災害情報の共有と

利活用）」は、金融や社会対策を直接志向するものは予定していないようであるが、それ以



 
 

235 
 

外のあらゆる災害対策にかかわる研究開発がカバーできるような仕組みとなっている。そ

して、SIP は、大きな領域およびそのサブ領域を決めたうえで、 個々のプロジェクトにつ

いて応募させると言うスタイルをとっている。応募者は自分の持っている能力、シーズま

たは自分がニーズだと思う内容、その他もろもろの要素を勘案した上で応募することにな

る。したがって、要素技術の開発の提案、しかも、その達成目標は自分で決定する構造に

近い。また、多くの場合、応募する側は、その技術を使う人のレベルの実態について把握

しているわけでないことから、提案される技術はある程度細分化された要素技術であり、

しかも、現場の実態を十分反映していないので、使う側からのある種のショッピングリス

トともいうべきものとなっている。国の研究開発であるからそのようなショッピングリス

トを作る意義はあるが、社会的ニーズの充足と言う観点からは、不十分であると考えられ

る。社会的ニーズの充足という観点に立てば、明確で単純なターゲットを示したうえで、

システマティックに研究開発のアプローチをする必要があるであろう。その際は、公募を

するとしても、人の能力や知恵を求めることになるので、人を公募することになると思わ

れる。 

SIP のテーマは、防災、減災への技術に関し、殆ど何でもできるような枠組みとなって

いる。そして、それが 2014 年度においてかなり幅広くプロジェクト化されており、2015

年度以降においても、応募に基づいて、新しいプロジェクトが組むことが可能なようにな

っている。したがって形態的には、あらゆることがカバーできる構造になっている。個々

プロジェクトについて詳細な情報は出されていないため、その内容の詳細を知る事はかな

り困難であると思われる。そして、それがどのような具体的ニーズに基づいているか明確

ではない。 

SIP は、プログラム―サブプログラム―プロジェクト―サブプロジェクトとでも言う構成

になっていると推察される。しかも、後から追加すれば何でもできるような構造になって

いることから、政策展開としてはすこぶる弾力性に富んだ構造と言うことができる。ただ

し、これが資金的、資源的に、現在、国が直面している防災、減災の必要性に照らして効

率的な使い方ができるかが問題になる。これについては、現在の SIP の資料だけでは判断

できない。 

 

4.1.3 あるべき政策展開方策としてのプログラムの構想 

(1) 個別の大規模災害特有の事象に対する技術開発 

科学技術イノベーションの流れとプロセスは、図 4-6 のようなものであると考えられる。 
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図 4-6 科学技術イノベーションのプロセスと流れ 

 

図 4-6 では、リニアプロセスモデルで書かれているが、実体的にはその関係するところ

では常にフィードバックものがあり双方向に影響受け合って全体として進展していくと考

えられる。 

 

(2) 研究開発の支援の方法 

現在我が国が直面している、①防災・減災のために必要な要素技術および関係技術の明

確化、②防災・減災に使用可能な既存技術の棚卸及び欠けている要素技術の見える化、③

既存技術が存在する場合のその問題点の明確化（例えば、コストの問題、使い勝手の問題、

信頼性や寿命の問題、その他）、④実現性及び実用化の可能性に照らした具体的な問題解決

のための研究開発の焦点の明確化、を行った上で、必要な人材や能力を結集して研究開発

を実施すると言うのがオーソドックスな方法であろう。 

 

(3) 困難性が高い課題に対する研究開発の取り込み 

オーソドックスな方法のみでは革新的なアイデアが埋もれてしまう可能性が高いので、

特に困難性が高いような課題については、単純なターゲットを示し、①問題解決方法の提

案コンテスト、あるいは、②ターゲット達成コンテストを行い、それが達成された場合に

は破格の賞金を授与することとする。ただし、達成については、科学的に実験室段階でで

きたものと実際に実用に供することができるものとは明確に区別し、その賞金のあり方も

前者は薄く後者は厚くする。問題はできることにあるのであるからその理論的解析や理由

付けなどは必要条件とはしない。ただし、どこにおいても再現性があるとことが必要であ

る。 

 

4.1.4 その他 

防災および減災に関する技術の開発は、2020 年～2030 年に焦点を当てて考えるとき、

現在の社会システム、人間意識、社会カルチャーなどを前提として考える必要がある。こ
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れらは、過去の長い蓄積があり、歴史的経過があるため、これらを無視して新しい技術を

導入しようとしても、成功を期待することはできない。したがって、ここ 5 年程度の間に

行う技術開発のプロジェクトについては、この点を十分踏まえたものである必要がある。

基礎的科学研究のレベルから始めることは論外である。たとえ、良いアイデア（シーズ）

があったとしても、そのようなシーズに基づく研究開発は、純粋な科学研究、あるいは、

要素技術研究として取り扱わられるべきものであると考えられる。 

防災及び減災の問題は、目的志向型の技術開発の問題として取り扱うことが必要である。

要素技術研究でさえ適切でない可能性もある。場合によっては 10 年後に、開発された先

進的な技術が使われることもあり得る。要素技術研究を行う場合は、しっかりした実用化

までのシナリオが明らかにされ、その実現性が多くの人々に認められるものである必要性

がある。 

防災・減災分野の技術開発は、その多くが工夫やノウハウの改善といった内容である。

しかし、その際に、先端的な科学の知識あるいは要素技術の活用と貢献が大いに期待でき

る場合は、非常に好ましいことであり、大学人や研究機関職員などの積極的な参加が歓迎

される。ただし、その場合は、あくまで先端の科学知識あるいは要素技術の提供者、また

は、それらに基づくアイデアの提出者としての役割であり、実際に技術開発に参加するに

あたっては、対象とする技術が現場に適合するか否かを十分に考慮して対応することが必

要になる。 
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4.2 インフラ維持管理・更新 

 

4.2.1 課題特性の分析 

(1) 社会ニーズ 

 政府は、インフラ老朽化の社会ニーズを強く意識し、下記のような計画を公表している。 

 

・ 2013 年 11 月、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議は「インフラ長

寿命化基本計画」を作成し、国としての必要性とその対応の基本的な計画を示した。 

・ 国土交通白書 2014（2018 年 7 月 25 日発出）第Ⅰ部では、「これからの社会インフラ

の維持管理・更新に向けて～時代を越えて受け継がれる社会インフラ～」と題する特

集を組み、国土交通省所管の道路を始めとするインフラの老朽化問題にスポットライ

トを当て、そのニーズおよび対応の仕方を明らかにした。 

・ 2014 年 4 月の国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）において、インフラ長寿

命化に関するニーズとそのための行動計画を示した。 

・ 2015 年 3 月、経済産業省は「経済産業省インフラ長寿命化計画（行動計画）平成 26

年度～平成 32 年度」を発表し、インフラ長寿命化のニーズと対応の考え方を示した。 

 

インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議の「インフラ長寿命化基本計画」

においては、2030 年までに、現在抱えている老朽化問題に目途をつけるということを前提

として、2030 年までのロードマップを示している。本計画では、長年、中小市町村は、技

術系人材の不足や先端技術利用能力の不足などの問題を抱えており、技術系の仕事に事務

系の人があてられ、事務系の人ができる範囲でこれまで処理されてきたことが少なくなか

ったこと、長年インフラの建設や補修の記録の保存管理が杜撰な状態にあったこと等の理

由から、現実を踏まえた対応が必要になることを指摘し、既存のインフラの保守管理の方

法や技術の向上を軸として計画を進めていく考え方を述べている。 

インフラの経年劣化対策においては、アセットマネジメントの観点から、部品の交換や

更新時期の判断に関する基準等が必要であるが、日本ではようやくインフラの維持管理の

基準作りが一通り終わった段階である。 

実際、地方自治体等の現場では、インフラの維持管理に関して知りたいのは、「この構造

物はあと何年持つのか、車が通っても大丈夫か」という直接的な解であるが、実測データ

を集めても、それらを判断する基準や規則が無い状況であった。また、データを集めてビ

ッグデータ解析による経年劣化に関するソリューションの提案が行われているが、必ずし

もビッグデータの効果的な活用方法が確立されているわけではない。しかも、中小の市町

村においては、インフラ維持管理の資金確保にはかなりの限界があり、コストを安く仕上

げる必要があると言う実態もある。したがって、インフラ維持管理・更新技術開発は、以

上のような背景にある問題を十理解した上で行うことが求められている。 

一方、電力、ガス、通信網、水道、下水等の道路、橋梁、トンネル以外のインフラの老

朽化問題は、民間企業が適宜、電力及びガスならびに通信網の維持管理・更新を行ってい

ること、新しい施設が多いこと等から、関係省庁は、これらのインフラの老朽化の問題に
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ついては比較的楽観的な見通しを持っている。 

実際、水道や下水道については、大都市周辺の市町村では、地震対策の観点から老朽配

管の取り換えを進めつつある。しかし、その進捗率はかなりばらつきがあるようであり、

老朽配管の取り換えが十分に進んでいない市町村も多い。水道や下水道には、簡易水道、

簡易下水道、自家水道および自家下水道、あるいは、共同体水道、共同体下水道など様々

な形態のものがあり、必ずしも適切なメンテナンスが行われているとは言えないことが多

い。しかし、それらの所有者の責任意識も十分とは言えず、老朽化対策はあまり期待でき

ない状況にある。 

公共的住宅および団地については、基本的には、住民のメンテナンス意識及び共同体意

識が弱いことから、一部の地域における民間デベロッパーの関与による再開発を除けば、

保守管理が困難な状況にある。民間デベロッパーは、住宅戸数が増加し、新たな住宅供給

販売が可能になるなど企業側のメリットがなければ、保守管理ビジネスに関与する可能性

は小さいと考えられる。法律的には、公共的住宅や団地の住民組合が主体性を持って取り

組むべき問題であるが、少数住民の拒否権発動的な行動によって建設的な方向には進まな

いことも多く、法制的な整備が必要になると考えられる。私権と公共的利益との兼ね合い

の深刻な問題である。 

 

(2) インフラ維持管理・更新問題をめぐる留意を要する基本的な環境条件 

インフラを維持管理及び更新する責任のある機関の能力の問題 
 国土交通省や経済産業省によると、電力、鉄道などのインフラ提供事業体及び国や地方

公共団体等は、バブルの頃に土木・インフラ技術系職員を多量に採用したが、その人達の

高齢化が進み、技術者数が大きく減少することが懸念されている。道路の 75%は、市町村

が所持・管理しているが、技術系の人材の減少の問題は、地方自治体で大きな問題になっ

てきている293。 

国、都道府県、政令指定都市、電力会社や大規模都市の都市ガス事業者、高速道路会社、

大手鉄道会社などの場合は、資金力もあり、組織内にインフラを維持管理する能力を持っ

た専門家（技術者等）を抱えており、インフラの維持管理に対する必要な措置について十

分認識・対応できると考えられる。しかし、最近は、これらの自治体や大規模事業者が、

インフラ維持管理の実務を下請けに出してしまう趨勢が強く、実質的には能力が低下して

いる可能性が高いことに留意する必要がある294。 

一方、中小市町村、小規模企業、個人などが所有するインフラについては、土木・イン

フラ技術系職員の高齢化の問題に加え、それらの組織が、現業軽視社会の悪弊によって、

技術系職員を優先的に削減してきた趨勢にあり、当該分野の専門家が減少している。また、

彼らのような技術者は、ラインから離れた附置的存在の扱いを受けてきたことから、彼ら

の能力の向上意欲やモラルは必ずしも高くない状況にある。実際、最初からそのような人

材がいなかった組織や完全に人材がいなくなってしまった組織もある。このような組織に

                                                 
293 米国の場合は、州が約 47％を管理、郡が約 37%、市が約 7%を管理している（連邦政府は軍関係のみで 1.5%
を管理）。 
294 その典型的な例は、福島第一原子力発電所事故における東京電力の対応ぶりに見られる。 
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おいては、これまで、維持管理を放棄、あるいは、関係機関や企業に丸投げしてきた状況

にあって、インフラの保守管理履歴が不明瞭なものが少なくない。さらに、民間企業や個

人の所有のインフラの場合は、倒産、移住などによって、その所属さえも判然としない場

合もある。 

 

維持管理に大きな費用が掛かる割に社会的効用の少ない多数の施設 
インフラの中には必ずしもその必要性や使用頻度が高くなくても地域の政治情勢の中で

造られたものもある。人口の減少の趨勢が明らかとなり、急速に過疎地域が増えてきてい

る中で、インフラの維持管理、更新などの費用とその社会的効用を考えたとき、疑問を持

たざるを得ないようなケースも出てきている。老齢化した少数の住民のために膨大な費用

を使って維持管理や補修することが妥当であるかどうかについては十分な議論が必要であ

る。 

マスメディアや人道主義者を自称する人たちは、コストを考えない最適化を要求しがち

であるが、このような主張を認めると、国民に費用負担を課すことになり、限られた地域

の少数の住民に多額の助成金を支払うことになる可能性がある。 

 

自然環境の破壊につながる側面 
 インフラの維持管理・改修工事は、自然の環境条件を破壊する側面を持っていることを

お認識する必要がある。また、これらの工事には、多量の資材やエネルギーを消費するこ

とから、インフラの維持管理・改修の必要性については、事前に十分に検討される必要が

ある。 

 

高度成長時代に造られたインフラを維持管理・改修するための事業者の容量の問題 
国内では、高度成長時代に集中的に社会インフラが建設されたが、その後、社会構造や

経済構造の変化に伴い、インフラを維持管理・改修する能力を持った事業者が整理淘汰さ

れてきている。また、当該事業者における人材にも容量が決まっており、インフラの改修・

更新を進めるテンポに限界がある。 

 

予算的限界 
国内のインフラのほとんどは、国および地方公共団体が所有し、維持管理の責任を持っ

ており、その費用は税金から支払われる。多額の債務を抱えた赤字財政の国、また、地方

財政交付金によりようやく財政を維持している弱小市町村にとっては、インフラの維持管

理・改修に割り当てることのできる予算に限度があり、すべてのインフラを維持管理・改

修することは困難である。 

 

(3) 技術的課題 

技術開発に求められる視点 
インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議による「インフラ長寿命化基本計

画」、国土交通省の「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」、経済産業省の「経済
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産業省インフラ長寿命化計画（行動計画）」のいずれもが、既存技術を使って対応措置を取

ると言う立場に立っている。これは、新規技術開発の実現可能性に大きな不確実性がある

と考えているためと想定さるが、今後十分に使える新しい技術が出てくれば、必要に応じ

それを使うという立場に立っていると考えられる。少なくともその可能性を排除している

訳では無いと考えられる。 

上述した「(2)インフラ維持管理・更新問題をめぐる留意を要する基本的な環境条件」を

踏まえれば、能力もあり、資金力もある組織については、インフラの維持管理・改修で対

応すべき事項が認識でき、財務部門を始めとする管理部門によるそれを妨げるような組織

内の圧力、経営者の短期的業績追求の意識、議会や投資関係者の抵抗、一部利害関係者の

反対などがなければ、技術的課題があったとしてもケースバイケースで克服していくこと

ができると考えられる。 

中小市町村、中小企業などの場合は、平常時においては、インフラの維持管理・改修の

優先度は低い。特に、インフラの維持管理の人材のいない組織においては、強い外的圧力

がなければ、事故などの大きな問題が生ずるまで、インフラの維持管理が後回しにされて

しまう可能性が高い。しかも中小市町村においては、インフラ維持管理・改修業務は、地

元業者に優先的に発注することが求められるため、地元業者には手に負えないような高度

な技術は採用されない可能性が高い。 

また、国も、民間にインフラの維持管理を委託する方向にある。これは、公務員の数を

減らしたいと言う要求からくるものであるが、その場合、事務職員には手をつけず、技術

職員を減らす方向にある（技術職員の採用が困難なこともある）。この結果、現場を知らな

い技術職員が増大し、民間任せの品質管理となり、品質維持や完全性の観点からこのよう

な状況に関する検討が必要であると思われる。民間企業などにおいても、何次にもわたる

下請け関係の結果、責任の所在が曖昧となり、技術的能力の低さなどが無視され、トラブ

ルが生じているケースもあることに留意する必要がある。 

以上のような要件を勘案すると、技術的課題は、①能力もあり、資金力もある組織向け

の高度でシステム的アプローチな技術と、②安価で、非専門家でも短期のトレーニングに

よって容易に使える技術、の２つに分けて考えることが適切である。また、インフラの維

持管理能力のない市町村については、それを補完するような措置が必要であると考えられ

る。能力もあり、資金力もある組織向けの、高度でシステム的アプローチの技術について

は、その利用に関する事業化の見通しに沿ったものである必要がある。したがって、国の

インフラの維持管理に関する研究開発は、事業主を支援するための助成的立場に立つこと

になる。国はまた、弱小組織体のために、安価で、非専門家でも短期のトレーニングによ

って使うことができる、使いやすい技術を用意し、その活用について支援する必要がある。 

 

インフラ長寿命化に関する研究開発体制 
2014 年に、産業競争力懇談会から、2013 年度プロジェクト（インフラ長寿命化技術）

の最終報告書（2014 年 3 月）295が発表された。本報告書の主な内容は以下の通りである。 
                                                 
295 産業競争力懇談会、“インフラ長寿命化技術”、2013 年度プロジェクト最終報告、2014 年 3 月． 
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・ 「インフラ長寿命化を推進するためには、点検やモニタリング結果から診断や劣化予

測を行い、適時・適切な対策を行うことで維持管理費用を最小とする計画的な維持管

理が必要であり、この実行を支援する手法としてアセットマネジメントの導入が有効

と考えられる」として、劣化予測技術の向上のために必要なモニタリング・ロボット

などの技術開発、インフラ長寿命化とライフサイクルコスト低減を目指した補修技術

の開発、インフラ維持管理市場を形成するために必要な仕組みに関する提言を行った。 

・ 産業競争力強化の視点から、①積算体系・発注方式を見直して適正なコストを設定す

るなど、長期間にわたって安定した市場を形成することによって、民間企業による研

究開発の推進・新技術導入による効率化・低コスト化が期待され、②インフラ長寿命

化技術を新設インフラの設計・施工・維持管理へ展開することで、新設インフラの付

加価値を高めることができ、新設技術と維持管理技術をパッケージとして海外市場へ

展開するなど、産業競争力の強化と国民経済への貢献が期待される、と結論付けた。 

・ アセットマネジメントによる維持管理・補修補強を推進する上での課題として、イン

フラを設計する時点で想定寿命や供用状態での許容限界状態を明確にする必要性を挙

げ、このためには、「ニーズとシーズが語り合い、知見を広く共有する場としての協働

体制（例えば「フォーラム」などの組織）を産学官の連携と産業界の業種横断により

構築し、一つの取り組みを横に広げていく活動を行っていくことが望まれる」と締め

くくっている。 

 

このように、国内でも、産業界が、インフラ長寿命化に関する R&D を推進していくう

えで、インフラ維持管理市場を形成していくこと、また、インフラを設計する時点で想定

寿命や供用状態での許容限界状態を明確にすることを示し、産学官の連携と産業界の業種

横断によるニーズとシーズとのマッチング及び知見を広く共有する場としての協働体制の

構築を求めている。 

これを実現するには、技術革新、産業競争力の強化、技術標準・規格化の推進等の観点

から、官の強力な指導力が求められると思われる。 

 

インフラ長寿命化に関する技術開発テーマ例 
 インフラ長寿命化に関する技術ニーズを反映した技術開発テーマ例として、以下等を挙

げることができる。 

 

・ 土手上を車等で走行（車両に光学的センサー、非破壊検査が可能な音響センサー等を

搭載）することによる堤防の健全性探査 

・ 車両走行（車両に光学的センサー、非破壊検査が可能な音響センサー等を搭載）によ

る橋梁のトラブルの検出 

・ ドローン（光学的センサー、赤外線センサー、画像解析ソフトウェア等の高性能 ICT
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を搭載）による電力インフラ設備の異常個所の検出296 

・ 超音波などを用いた車両走行によるトンネル内コンクリート表面剥離の可能性の検出 

・ コンクリートの割れの自動修復 

・ ナノファイバー、炭素繊維など新しい材料を使った簡便な修復法 

・ 簡単な研修によって使えるような老朽化あるいは健全性の測定評価システム技術297 

・ 中小市町村の中小の鍛冶屋、土建業者が実行できるような補修方法の技術 

・ IoT の活用による既存技術の使い勝手向上、コストの削減（たとえば、堤防のひずみ、

変形などについてレーザーと PC を組み合わせた技術に期待されている） 

 

海外のインフラ分野における技術開発活動を参考としつつ、わが国においても重要であると考え

られるような技術開発活動の事例 
欧米では、9.11 を受けて、多方面で、テロやサイバーアタックに対する重要インフラの

防護について国家レベルで戦略的な R&D が進められてきたが、公共インフラの経年劣化

やアセットマネジメントに関しては、国家レベルの戦略的な R&D が進められてきたわけ

ではない。 

そのような中、米国では、1970 年代からインフラの保全が重要な問題になっている。米

国は、100 万マイルにのぼる給水主管、60 万の橋、400 万マイルにわたる道路を有すると

されているが、毎年、米国内で給水主管の 24 万個所で破断があり、悪い道路の状態に起

因する米国人の車の修理費用が、年間 540 億ドルに達するとされている。 

このような状況を受けて、米国標準技術研究所（National Institute of Standard 

Technology: NIST）は、2008 年と 2009 年に、技術革新プログラム（Technology Innovation 

Program: TIP)の中で、「インフラのための先進的センシング技術（Advanced Sensing 

Technologies for the Infrastructure）」というタイトルで、土木インフラ部門の競争的資

金プロジェクトの公募を行った（NIST は、このプログラムに 7,500 万ドルを投資）。TIP

（技術革新プログラム）は、その先進性、戦略性、社会的重要性、学際性等の観点から、

インフラ老朽化対策に関して、十分に参考になり得る技術開発活動の事例と考えられる。 

TIP は、重要な国家のニーズのある分野におけるハイリスク、ハイリターンな研究を通

して、米国のイノベーションを支援・促進・加速することを目的とするものであり、対象

となる R&D は、①目的に新規性があること、②研究チームの構成が充実していること、

③科学的及び技術的メリットがあること、④劇的な変化をもたらすこと、⑤社会的挑戦に

向けたものであること、⑥政府の明確なニーズであること、を満たす必要がある。 

「インフラのための先進的センシング技術」プログラムの公募の目的は、構造物の健全

性モニタリングや橋梁・道路・給水主管、ダム・堤防の修理、及び下水収集システムのた

めの、現在の技術よりも精度良く、使いやすく、より経済的に実現可能な、最先端のセン

                                                 
296 欧米では、各種インフラ事業者、ドローンメーカー、IT メーカー、インフラ設備保守サース事業者等の共

同で、ドローンを活用した、各種インフラ設備保守の現場のニーズに対応した、数多くのインフラ点検技術が

実用化され、それを使用した保守サービスが事業化されている。 
297大がかりなセンサーを使ったり、ロボットを使ったりするような技術は、結局、中小市町村には使いこな

せず、それを使いこなせる大手の民間企業任せとなってしまう。また、コストも非常に高いものにつく可能性

が高い。必ずしもハイテクでなくても使い勝手が良く安価な方法が求められている。 
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シング技術及び先進的な修理・改造用の材料に関する研究を促進することを狙いとするも

のであった。この公募では、50 以上の米国企業、大学、政府機関等が関与する 17 のプロ

ジェクトが選定された。 

2014 年 3 月に、「インフラのための先進的センシング技術」プログラムのうちの 14 の

プロジェクトの成果が、「土木インフラ・ショーケース」として潜在的ユーザーや投資家に

提示された（表 4-1 参照）。 

当該ショーケースのプロジェクトの中には、既に商用化に成功しているもの、多様な構

造物や設備の健全性のモニタリングへの適用ができる状態にあるもの、また、既存の検査

方法を劇的に変える可能性を持ちつつ、商用化への技術移転の準備ができているもの等が

あり、TIP の成果として大きな成果を挙げていると考えられる。 

 

表 4-1 NIST の「インフラのための先進的センシング技術」プログラムにおいて 

ショーケースに選定されたプロジェクトの例 

対象とする 
インフラ等 

プロジェクト名 技術開発目標 

橋梁 橋梁の構造的健全性を予測するための自

己給電型の無線センサーネットワーク 
（ Self Powered Wireless Sensor 
Network For Structural Bridge Health 
Prognosis） 

橋の構造的振動や風エネルギーから電力を収穫

する無線センサーを使用して、継続的に橋の構造

的な健全性をモニタリングし、構造物の損傷評価

／信頼性アルゴリズムに基づいて構造物の健全

性を解釈するために、各種センサーからデータを

集積する新規性のあるシステムを開発する。 
パ イ プ ラ イ

ン、トンネル 
超広帯域レーダー形状測定技術を利用し

た、インフラ欠陥認識、可視化及び損傷

予測システム 
（ Infrastructure Defect Recognition, 
Visualization, and Failure Prediction 
System utilizing Ultra Wide Band 
Pulsed Radar Profilometry） 

配管、トンネル、排水溝等の地中に埋もれたイン

フラの検査（破損を検出でき、腐食を定量化し、

構造物を取り巻く土壌内の穴（シンクホール）の

存在を決定できる）ための、超広帯域レーダーに

基づく、新しい、深く透過できるスキャニングシ

ステムを開発する（現在の配管検査技術ではでき

ない技術を開発する）。 
鉄筋腐食 高速道路橋の検査とモニタリングのため

の、迅速な、信頼性のある、経済的な方

法の開発 
（Development of Rapid, Reliable, and 
Economical Methods for Inspection and 
Monitoring of Highway Bridges） 

重要な橋梁のクラックや欠陥を継続的にモニタ

リングするための能動型の自己給電システム及

び強化コンクリート橋床版内の腐食をモニタリ

ングする受動型のシステムを含む、橋梁の検査用

の相補的な一組のセンサーネットワークを開発

する。 
橋梁、道路 多目的型のオンボード交通埋込み型ロー

ミングセンサ 
（VOTERS: Versatile Onboard Traffic 
Embedded Roaming Sensors） 

日常のルートで車の運転中に、複数の異なる複雑

な方法により橋や道路の状態を評価できるよう

にするために、各種のプライベート車や公共車に

設置可能な計器パッケージに基づく新しいシス

テムを開発する。 
橋梁 橋上床板の自動非破壊評価・再生システ

ム 
（ Automated Nondestructive 
Evaluation and Rehabilitation System 
(ANDERS) for Bridge Decks） 

劣化プロセスを抑制するための革新的な干渉ア

プローチ及び新しいイメージング技術と非破壊

技術を併せたロボットシステムを含め、橋上床板

の非破壊評価・修理のためのモバイル統合システ

ムを開発する。 
堤防 堤防及び洪水制御インフラシステムの効

果的な管理のための、多重規模のモニタ

リング及び健康評価フレームワークの開

発 
（ Development of a Multiscale 

堤防及びその他洪水制御インフラ用の分散シス

テムをモニタリグし、健全性を評価し、安全性を

保証するための、人工衛星ベースのレーダーシス

テムから現場のセンサーアレイに至る、新しい健

康評価のフレームワークを開発する。 
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対象とする 
インフラ等 

プロジェクト名 技術開発目標 

Monitoring and Health Assessment 
Framework for Effective Management 
of 
Levees and Flood-Control 
Infrastructure Systems） 

鉄筋腐食 インフラ用の先進的コーティング技術 
（ Advanced Coating Technology for 
Infrastructure） 

橋、石油リグ、パイプライン等のような大規模の

鉄鋼構造物に対し、ナノ複合材料金属コーティン

グと被覆を融着・接着するために、高強度赤外線

源を利用した、新しいコーティング技術を開発す

る。 

 

4.2.2 国の SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）のアプローチ 

(1) SIP（戦略的イノベーション創造プログラム） 

SIPでは、藤野陽三（横浜国立大学特任教授）をプログラムディレクターとして、「イン

フラ維持管理・更新・マネジメント技術」と題するテーマが組まれ、①点検・モニタリン

グ・診断技術の研究開発、②構造材料・劣化機構・補修・補強技術の研究開発、③情報・

通信技術の研究開発、④ロボット技術の研究開発、⑤アセットマネジメント技術の研究開

発の5つのサブテーマについて公募によりプロジェクト選定し、政府資金により研究開発を

行うこととなっている。SIP事業は2013年に開設されたが、実際の研究開発プロジェクト

の選定、研究開発プロジェクトの実行などは2014年度から開始している。 

SIPの実施期間は5年であり、目標は、「2020年度を目処に、国内において重要インフラ・

老朽化インフラの20％をモデルケースとして、ICRT技術（ICT＋Robot）をベースとした

インフラマネジメントによる予防保全を実現」することとされており、その結果はその後

の評価委員会などによって評価して行くこととされている（図 4-7参照）。 
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図 4-7  SIP「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」の概要 

 

(2) SIP のプログラムと実態との乖離 

SIP では、インフラ老朽化対策として、「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」

プログラムが組まれ、「インフラ高齢化による重大事故リスクの顕在化・維持費用の不足

が懸念される中、予防保全による維持管理水準の向上を低コストで実現するとしている 

「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」プログラムは、「ICRT 技術（ICT＋

Robot）をベースとしたインフラマネジメントによる予防保全を実現」することがこの計

画のミッションであるが、これは、前述した「能力もあり、資金力もある組織向けの高度

で、システム的アプローチな技術」に大きく偏っていると言える。このため、「2020 年度

を目処に、国内において重要インフラ・老朽化インフラの 20％をモデルケースとする」こ

とは合理的ではあるが、そのユーザーは能力及び資金力もある組織を対象とすることを意

味しており、当該プロジェクトで狙いとしている技術的課題が「国民にとって真に重要な

社会的課題」に適合していない可能性がある。もちろん、このプログラムの成果が先導的

役割を果たし、それが、将来の「安価で、非専門家でも短期のトレーニングによって使え

るもの、使いやすいもの」につながるとの論理はあり得る。しかし、我が国の産業界が、

先端的な技術シーズを追い求めるアプローチにより、開発途上国などへの輸出において競

争力を失ってしまった経緯を考えると、このようなアプローチは時代遅れであり、「国民

への還元」という観点からも適切では無いと考えられる。 

国として、「先端研究さえ行っていればイノベーションにつながる」と言う論理構成で

科学技術イノベーションが捉えられているとすれば、イノベーションプロセスがどのよう
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なものであるかに関して十分な整理がされていないように思われる298。 

 

4.2.3 あるべき政策展開方策としてのプログラムの構想 

(1) 技術の性格を踏まえた実態にあったプログラム構成とプレーヤー 

2020 年から 2030 年の間に使われるインフラ老朽化対策のための技術開発は、リードタ

イムから考えると科学研究からスタートする類のものではなく、事業企画からスタートす

るか、市場調査からスタートすべきものであろう。その際、使う組織の実態、使う人の意

識や技術能力、費用対効果、社会的環境条件等の通常技術開発外要因と思われるものも含

め十分考慮して、プロジェクトを組むべきものであると考えられる。 

また、実際の技術開発において中心的役割を果たすべき者は、その現場を良く知ってお

り、老朽化における現場での現象に精通している者であることが好ましい。その意味で、

国や地方公共団体、インフラの保守管理に責任を持っている組織、あるいは、それらの組

織から発注を受けて実際に老朽化対策の工事にあたる組織の出身者が、プロジェクトの主

たる構成員となるべきであろう。大学や公的試験研究機関は、アイデアの提供、知識や情

報の提供など、サポート役に回ることが適切であると思われる。 

 

(2) 高度でシステム的アプローチな技術開発の位置付け 

国家財政が厳しく、毎年大赤字を出している実態に鑑みれば、「能力もあり、資金力もある

組織向けの高度でシステム的アプローチの技術」は、国がプロジェクトとして全額負担す

する必要は無いと考えられる。単一組織の能力のみでプロジェクトを実施することが困難

な場合は、国がそれをオーガナイズする役割を果たすことは必要である。そのために、国

が民間に対して、スタートアップ的な費用を国が出すというケースはあり得る。それは、

民間が魅力的な構想を提示できるか否かにかかると考えられる。 

国およびその関係機関は、インフラ老朽化対策技術に関する主要なユーザーであり、民

間企業はマーケットがあれば、積極的にそのマーケットの中でシェアを得ようとするため、

国の立場を利用して民間の活力を活性化することが適切である。この場合、国としては、

現場のインフラ運用・管理者としてのニーズを十分にシーズ側（企業側）に伝えることが

必要であり、シーズ側（企業側）もニーズがどこにあるのかを把握する必要がある。この

一環として国は、現場のインフラ運用・管理者としてのニーズを整理していく努力が必要

になるであろう。実際、現場で使用されない技術は、たとえそれが良いものであったとし

ても、国際市場で受け入れられないことが多い。 

 なお、国として、民間がインフラ維持管理・更新に使い得る要素技術や標準規格及びそ

れらを利用する際のリスクや問題点に関するデーターベース等を整備していくことが望ま

                                                 
298 某電気通信機器メーカーによると、某省と民間企業間で「なぜ技術イノベーションが起きないのか」につ

いて議論されたことがあり、その結果、「研究開発の成果をそのまま現場に持ってこようとするから無理があ

る。研究成果を核にして、枯れた技術の束を組み合わせて、現場のニーズを捉えてそれをどのように適用して

いくのかというプロセスが無いといけないのだが、その検討が抜けているのではないか。良い技術開発をした

場合、それをどのように現場に落とし込むのかといった、いろんな人を巻き込んで、全く別の研究体制を敷く

ことが必要ではないか。」という結論になったとのことである（同電気通信機器メーカーへのインタビューに

よる）。 
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しいと考えられる。 

 

(3) 安価で、非専門家でも短期のトレーニングによって容易に使える技術開発の位置付け 

このような内容の技術の開発には、その中身が ICT、高度なセンサーなどの先端科学技

術の成果を利用する場合も考えられる。大量生産されている民生品の活用やその部品の利

用も考えられる。また、安価にするために精度を落としたり、簡便化したりすることも考

えられる。 

機器が高価であっても、使用頻度が非常に高く、簡便であれば、公的機関でも予算措置

が可能な場合が少なくない。このような性格の技術は、先進国であろうと開発途上国であ

ろうと必要であり、大々的にイノベーションが起こる可能性もある。 

このようなニーズの対応のためには、SIP のようなビッグプロジェクトスタイルの技術

開発を必要としない可能性がある。また、学問として技術開発をするわけではないので、

プログラムディレクターは、現場に精通した現場育ちの人材が好ましいと考えられる。国

は、インフラの現場を持ち、発注者の立場にあることから、それを考慮した提案制度は大

きな効果があると考えられる。 

 一方、現在、技術者を持たず、インフラの維持管理に関して技術的に対応できない市町

村が少なくない。市町村に技術要員の増を要求しても困難であるばかりでなく、応募者も非常に

限られる。したがって、このような市町村においては、インフラ老朽化対策を代行する機関等に委

託する等の代替策が必要であろう。 

現在のすべてのインフラを維持することは、その維持費用が膨大になる。行政として財政的にも

困難な状況が続いている中では、利用頻度が少ないインフラについて、その役割の終了、撤去な

どを検討することも必要になると考えられる。その結果、一部の人にとって不利益が生じた場合に

は、代替措置や金銭的補償によってカバーすることが必要である。一部の人間の既得権や好み

に応えるために、他の大多数の者の税金が使われることは許されるべきではない。 

 

4.2.4 その他 

今後、インフラ維持管理・更新・マネジメント技術の維持・向上を推進していくには、

インフラ維持管理の人材の教育を行っていくことが不可欠であり、これ無くして、技術の

発展はない。この一環として国の R&D の枠組で、地方大学等におけるインフラ維持管理

の技術者育成に関する活動を推進していくことも必要である。 

またインフラ維持管理・更新技術は、2020 年～2030 年に焦点を当てて考えるとき、現

在の社会システム、人間意識、社会カルチャーなどを前提として考える必要がある。これ

らは、過去の長い蓄積があり、歴史的経過があるため、これらを無視して新しい技術を導

入しようとしても、成功を期待することはできない。したがって、ここ 5 年程度の間に行

う技術開発のプロジェクトについては、この点を十分踏まえたものである必要がある。基

礎的科学研究のレベルから始めることは論外である。たとえ、良いアイデア（シーズ）が

あったとしても、そのようなシーズに基づく研究開発は、純粋な科学研究、あるいは、要

素技術研究として取り扱わられるべきものであると考えられる。 

インフラ老朽化問題は、技術開発の問題として取り扱うことが必要であるが、防災・減
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災技術の場合と同様に、その多くは工夫やノウハウの改善といった内容である可能性が高

い。しかし、その際に、先端的な科学の知識あるいは要素技術の活用と貢献が大いに期待

できる場合は、非常に好ましいことであり、大学人や研究機関職員などの積極的な参加が

歓迎される。ただし、その場合は、あくまで先端の科学知識あるいは要素技術の提供者、

または、それらに基づくアイデアの提出者としての役割であり、実際に技術開発に参加す

るにあたっては、対象とする技術が現場に適合するか否かを十分に考慮して対応すること

が必要になる。 
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4.3 エネルギーキャリア 

 

4.3.1 エネルギーキャリアに関わる社会的課題 

(1) 国のエネルギー需給構造と課題 

資源エネルギー庁のエネルギー白書に、わが国のエネルギー需給構造や最終エネルギー

消費の状況が示されている（図 4-8、図 4-9）299。 

 

（注 1）本フロー図は、我が国のエネルギー・フローの概要を示すものであり、細かいフローについては表現 

されていない。特に転換部門内のフローは表現されていないことに留意。 

（注 2）「石油」は、原油、NGL・コンデンセートの他、石油製品を含む。 

（注 3）「石炭」は、一般炭、無煙炭の他、石炭製品を含む。 

（注 4）「自家用発電」の「ガス」は、天然ガス及び都市ガス。 

（出所）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」 

図 4-8 我が国のエネルギーバランス・フロー概要（2011 年度、単位 1015J） 

 

供給面では、エネルギー資源調達に関わる構造的脆弱性の改善に今後とも取り組む必要

                                                 
299 エネルギー白書 2013_第 2 部第 1 章第 1 節（資源エネルギー庁） 
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がある。エネルギー自給率は震災前（2010 年：19.9％）に比べて大幅に低下し、2012 年

時点で 6.0％、OECD34 か国中 2 番目に低い水準にあり、しかも原油の中東依存率は約 90%

に及ぶ（同白書：IEA 基準、原子力発電を 1 次エネルギー自給率に含める）。この資源確

保には最近では 20 兆円にも及ぶ国富が費やされている。原子力発電への依存を減らさざ

るを得ないなかで、再生可能な自然エネルギーの利用はわずかに留まっている。現状では、

再生可能エネルギーの主体は水力であり今後大きな増加は望めない。長期的戦略に基づき、

太陽光や風力、地熱等の再生可能な新エネルギーの利用技術の開発が求められている。 

次いで、エネルギー需給バランス全体から、発電や燃料等の二次エネルギーへの変換で

大きな損失が生じていることがわかる。JST-CRDS の分析300によると、総使用エネルギー

の 40 数％が発電に廻されるが、そのエネルギー利用効率は 40%程度に過ぎず、総使用エ

ネルギーの 30%弱が損失となっている（熱として自然界に放出）。また、総使用エネルギ

ーの 40%弱が、輸送用燃料、都市ガス、灯油、LPG などの燃料転換に投入されるが、そ

の 1 割強が転換損失となっている（蒸留等のプロセスエネルギー損失）。これら転換効率

の更なる向上と、二次エネルギーの輸送効率の向上が課題である。 

消費動向については、1970 年代の二度にわたる石油危機以降、産業部門では省エネルギ

ーが定着するとともに、産業構造の転換もありその消費量はほとんど伸びていない。一方、

世界的な景気減速に伴い石油価格が安定してくると、生活の利便性や余暇の充実等に伴う

民生・運輸部門のエネルギー消費が増大する傾向が続いてきた。民生部門における熱エネ

ルギー利用効率や運輸部門における内燃機関のエネルギー効率にはまだまだ改善の余地が

あり、最終需要者が不特定多数であることも含め、今後の取り組みの強化が望まれる。 

 

（注 1）1MJ＝0.0258×10-3 原油換算 kl 

（注 2）「総合エネルギー統計」では、1990 年度以降数値の算出方法が変更されている。 

（注 3）構成比は端数処理(四捨五入)の関係で合計が 100％とならないことがある。 

（出所）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、内閣府「国民経済計算」、 

（一財）日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」 

図 4-9 最終エネルギー消費と実質 GDP の推移 

                                                 
300 研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野（2013 年）（JST-CRDS） 
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上述の JST-CRDS の分析301によると、生活の利便性・快適性を追求する国民のライフス

タイルの変化、世帯数の増加などの社会構造変化の影響を受け、家庭用、業務用とも、エ

ネルギー需要はここ 20 年間に 30~40%増加している。政策効果もあり省エネルギー機器

の積極的導入が進んではいるが、エネルギー需要は根強くかつ対象が不特定多数のため、

産業部門のようには省エネルギーが進まない。社会的な合意形成やシステム的な取り組み

が課題となる。運輸部門のエネルギー需要が増え続けているが、大宗を占める自動車のエ

ネルギー損失は、総使用エネルギーの 13%程度にも相当する。2030 年頃においても自動

車用エネルギーに占める化石資源の割合は 8 割前後と予想されており（2007 自動車技術

会）、20～30％程度と云われるエンジンのエネルギー効率向上が課題である。 
 
(2) 基本政策の現状 

「エネルギー基本計画（第四次：2014.4.11 閣議決定）」302 

「エネルギー政策の要諦は、安全性を前提とした上で、エネルギーの安定供給、経済効

率性の向上による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合を図るた

め、最大限の取組を行うこと」と指摘している。（3E＋S） 

＊中長期（今後 20 年程度）のエネルギー需給構造を視野に、今後 2018 年～2020 年頃

までを「集中改革期間」と位置づけ、この期間におけるエネルギー政策の方向性を示す

もの。（集中改革実施期間：電力システム改革を始めとした国内の制度改革が進展すると

ともに、北米からのＬＮＧ調達など国際的なエネルギー供給構造の変化が我が国に具体

的に及んでくる時期を指し（２０１８年～２０２０年を目途）、安定的なエネルギー需給

構造の確立を目指す。） 

 

「科学技術イノベーション総合戦略 2014（2014.6.24 閣議決定）」303 

エネルギー基本計画の観点も踏まえて、科学技術イノベーションが特に取り組むべき政

策課題の一つとして「クリーンで経済的なエネルギーシステムの実現」を掲げ、その実現

に向けて特に重点的に取り組むべき課題として以下の３課題を設定している。 

・クリーンなエネルギー供給の安定化と低コスト化 

・新規技術によるエネルギー利用効率の向上と消費の削減 

・高度エネルギーネットワークの統合化 

 

「第５期科学技術基本計画（2016.1.22 閣議決定）」304 

国際的に見て非常に脆弱なエネルギー供給構造に鑑み、エネルギーの安定的な確保と効

率的な利用に向け、現行技術の高度化と先進技術の導入の推進を図りつつ、革新的技術の

                                                 
301 研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野（2013 年）（JST-CRDS） 
302 http://www.meti.go.jp/press/2014/04/20140411001/20140411001-1.pdf 
303 http://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2014/honbun2014.pdf  
304 http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html  
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創出にも取り組むこととしている。 

具体的には、産業、民生及び運輸の各部門におけるより一層の省エネルギー技術等の研

究開発及び普及、再生可能エネルギーの高効率化・低コスト化技術や導入拡大に資する系

統運用技術の高度化、水素や蓄エネルギー等によるエネルギー利用の安定化技術などの研

究開発及び普及、などを挙げている。加えて、化石燃料の高効率利用、安全性・核セキュ

リティ・廃炉技術の高度化等の原子力の利用に資する研究開発の推進、さらに、将来に向

けた核融合等の革新的技術、核燃料サイクル技術の確立に向けた研究開発にも取り組むこ

ととしている。 

 

(3) 課題解決の方向（政策的対応と民間の取り組みの融合） 

 

＜エネルギー供給＞ 

安定的な資源確保のための総合的な政策の推進 
上流進出・供給源多角化の推進（北米・ロシア・アフリカなどの資源国との人材育成分

野を含む多面的資源外交の推進、リスクマネー供給拡大等）、価格や権益獲得に関わる交渉

力の強化を狙った包括的な事業連携、新しい共同調達支援推進（JOGMEC による出資や

債務保証の優先枠活用等）、など。 

 

アジア地域における安定的な資源確保策の戦略的推進 
アジアの消費国間の連携、将来の国産資源の商業化に向けたメタンハイドレートや金属

鉱物等海洋資源の開発、鉱物資源の安定供給確保に不可欠なリサイクルおよび備蓄体制の

整備。（シェールガス生産が拡大する北米からの LNG 供給に関わる投入には、環境問題や

供給変動等のリスクについての慎重な検討が必要） 

 

再生可能エネルギー利用の飛躍的拡大 
再生可能エネルギー利用は一次エネルギー源としてはきわめて小さな割合を占めるに過

ぎない。変換効率や貯蔵容量の飛躍的拡大可能とする技術の開発、発送電分離、系統接続

等に関わる社会経済システムの合理化を総合的に促進する必要がある。 

 

原発依存度低減と高レベル放射性廃棄物の最終処分方法の検討推進 
安全性の確保を大前提に、安定供給、コスト低減、技術・人材維持の観点から、原子力

エネルギーの総合的利用技術および評価技術の研究、その知見の公開による国民的コンセ

ンサスの形成（日本では最も遅れている）が必要。 

＊欧州の電源構成（IEA,2010 年305）：「脱原発」を宣言しているドイツや「原発依存」を

推進するフランスなどがあるが、欧州全体で見れば、石炭、石油/天然ガス、原子力、再

エネ/水力が概ね 4 分の 1 ずつとなる。 

 

                                                 
305 http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2011html/1-2-2.html（エネルギー白書 2011） 
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電力需給最適化評価システム確立 
多様なエネルギー資源による発電の長所を最大限に活かすべく、供給安定性、経済性、

環境性、安全性の観点からエネルギー・ベストミックスを追求できる評価システム確立。 

 

＜エネルギー利用＞ 

基本的方向 
エネルギー変換・利用分野における損失の更なる削減のみならず、民生分野における需

要抑制が可能な社会システムの構築に目処をつける必要がある。 

 

化石資源による発電効率の更なる向上（CO2 の排出量を大幅に削減） 

当面（ここ数十年）は化石資源に依存せざるを得ない。超高温・高圧発電を可能とする

材料ならびにシステムの開発はリスクが高く、国策での取り組みが必要。CO2 分離貯蔵に

ついては、環境影響評価を進め社会的合意を得る必要がある。 

 

運輸部門の省エネルギー 
先進交通システム、内燃機関高効率化、電動化（HV 等）、燃料多様化などの課題がある

が、最終需要者を含め関与するセクターが多岐に亘る。社会全体として総合的なエネルギ

ー利用効率向上の観点から政策的に客観的な優先順位を示しつつ、民間の活力を発揮させ

ることが重要。技術開発促進と、社会受容に関わるコンセンサス形成手法の研究と、成果

適用の促進との相互連動が求められる。 

 

民生エネルギー利用の高効率化 
我が国の民生部門（家庭・業務）のエネルギー消費量とほぼ同規模の未利用エネルギー

が地域に存在しており、その利用効率向上には地域社会システムが深く関わる。複数街区

または地区レベルにおける複数の建築物の間の熱エネルギーの融通や、再生可能エネルギ

ー熱や未利用熱などの熱エネルギーの有効利用を推進するなど、まちづくりと一体となっ

た熱エネルギー有効利用の観点からの取り組みが必要。 

 

社会システム全体としてのエネルギー需給の高効率化と強靭化 
多様な主体が参加し多様な選択肢が用意され得る、柔軟かつ効率的なエネルギー需給構

造システムの研究開発とその実現に向けた国民的コンセンサス形成手法の開発が不可欠。

我が国では分散型システムや、そのネットワーク運用の経験の蓄積が少ない（中央集中の

ピラミッド型構造）。緊急時への対応も含めた自立型の地域分散エネルギーシステム、系統

（電力・ガスなど）との統合制御システム、さらには海外ネットワークとの連結システム

を順次立ち上げて行くことが必要となる。要素技術的には、情報通信ネットワークとの結

合、需給実態のセンシングからの制御、大容量二次電池や化学エネルギーキャリアによる

エネルギー貯蔵と電力等への再変換、中低温熱発電の効果的取り込みなど、スマートグリ

ッド要素技術の確立が必要。 
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＊スマートグリッド要素技術：次世代エネルギーネットワークシステムとも云い、各種

EMS（Energy Management System：BEMS、HEMS 等）、熱併給発電システム、電力

制御・系統連携、大容量蓄電システム、超高圧送電、超伝導送電、電力国際ネットワー

クなど。 

＊化学エネルギーキャリア：地域の再生可能エネルギー平準化（最大利用）や大陸間輸

送、緊急時のエネルギー供給などに有効な手段。蓄電池に比べ単位体積あたり大容量の

エネルギー貯蔵・輸送・利用が可能。ただし、高効率変換や安全性を勘案した場合の経

済性確保と社会受容性（リスク許容、取扱い性、先行投資是非など）が課題。 

 

(4) エネルギー面の課題解決とわが国の将来社会像について 

解決すべき課題の特徴 
エネルギーは国民生活にとり不可欠のものであり、その課題と対応策は、社会的課題全

体に関わる。したがって、社会システムとしての取り組みが必要となる。単なる技術の開

発実用化では不充分で、既存技術も含め複数の技術を組み合わせたシステム的アプローチ、

そして課題解決に関わる多くのステークホルダーのコンセンサス醸成などが必須となる。

また、戦略的（中長期的、総合的）取り組みが重要。資源対応戦略や社会システム改革等、

中長期的かつわが国全体としての総合的な取り組みに関わる明確な方針が必要となる。 

 

基本は自立分散システムの育成 
多様なニーズに応えるとともに増大する様々なリスクへの対応度を上げるためには、こ

れまでの中央集中による効率追求型から自立分散型システムへの転換が不可欠となろう。

もちろん、各地域が自立的であると同時に、相互に主体的補完連携することが必要となる。

このことは、生活の多様化や高度化に対応して需要サイドの自覚が最も重要となるという

意味を含んでおり、日本社会の特性を活かしてそうしたシステムが実現できれば、そのノ

ウハウを伝えることにより世界貢献が可能となる。 

 

情報の公開と情報評価支援システムの充実 
各地域が自立しつつ相互連携を図るためには、情報格差是正が大前提となる。膨大な情

報のなかから、目的に合った適切な情報を抽出し選択意思決定を支援するシステムの強化

などが各地域に相応しい形で進められてゆくことが必要で、科学技術者、社会経済学者、

人文学者の横断的な取り組みが鍵といえる。 

 

海外資源の安定的調達に向けた総合戦略の推進 
エネルギー供給に関わる課題解決策に述べたように、平和外交、人材交流、経済交流の

拡大が重要であるが、その推進には国際人材の育成が最も重要であり、そのために教育シ

ステムの改革を戦略的に推進する必要がある。 

 

地域および国民全体のコンセンサス形成手法の確立・実践 
原子力エネルギーの活用是非、高コスト再生可能エネルギーの優先使用（経済負担）の
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是非、海外との人的交流拡大（受け入れを含む）是非など、意思決定には地域および世代

を越えた国民のコンセンサス形成が不可欠となる。わが国にはそうした経験の蓄積は少な

く、手法そのものの調査研究から試行錯誤を社会実験的に進めることが急がれる。 

 

最先端のエネルギー分野技術開発成果が合理的に社会に適用される社会システム改革 
規制緩和、自由競争の拡大（一定限度内、公的利益を優先）が基本となる。そして前提

条件として、上述の情報公開と情報評価支援システムの充実が不可欠である。 

 

 

4.3.2 政府の取り組み（SIP-エネルギーキャリア）の現状 

(1) 分析の枠組みと視点 

SIP とは 

内閣府のホームページによれば、SIP(Cross-ministerial Strategic Innovation 

Promotion Program)とは、「総合科学技術・イノベーション会議（以下、CSTI306）が自ら

の司令塔機能を発揮して、府省の枠や旧来の分野の枠を超えたマネジメントに主導的な役

割を果たすことを通じて、科学技術イノベーションを実現するために新たに創設するプロ

グラム」であり、その特徴として、以下が挙げられている307。 

 

○SIP の特徴 

・社会的に不可欠で、日本の経済・産業競争力にとって重要な課題を総合科学技術・イ

ノベーション会議が選定。 

・府省・分野横断的な取組み。 

・基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫で研究開発を推進。規制・制度、

特区、政府調達なども活用。国際標準化も意識。 

・企業が研究成果を戦略的に活用しやすい知財システム。 

 

 SIP のなかには 11 のプログラムが用意されているが、エネルギーキャリアについては、

実行管理を受託している JST のホームページによれば、「再生可能エネルギー等を起源と

する電気及び水素等により、クリーンかつ経済的でセキュリティーレベルも高い新たなエ

ネルギー社会を構築し、世界に向けて発信すること」を目的としている308。 

なお、予算措置としては、内閣府計上の「科学技術イノベーション創造推進費」として、

平成 26 年度政府予算において 500 億円が、平成 27 年度予算についても同額が確保されて

いる。 

 

                                                 
306 http://www8.cao.go.jp/cstp/ http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/index.html  
307 http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/index.html  
308 http://www.jst.go.jp/sip/k04.html 
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分析の枠組み 
「科学技術と社会」に係る知見を踏まえて構想した我が国のあるべき将来社会像を念頭に、

その実現に向けた政策的展開方策を具体的事例に即して考察する。この作業を通じ、我が

国社会に関わる基盤的政策（社会に係るマクロ政策）と科学技術を主要な契機とする具体

的な政策群（科学技術イノベーション政策）の社会的受容との緊密な連携階層関係を整理

し、科学技術と社会に係る一体的な政策体系の在り方を構想する。具体的事例としては SIP

由来の４テーマを取り上げ、テーマの課題特性の分析と、あるべき政策展開方策としての

プログラムの構想を行う。SIP で現在展開されている方策は、概ねシーズプッシュ型で構

想されていて、このままで推移すると社会受容で破綻をきたすことが危惧される。 

 

SIP 企画推進にあたり留意すべきと考えられる点（分析の視点） 

・「社会的に不可欠で、日本の経済・産業競争力にとって重要な課題」をどのように抽出す

るか。どのような方法によりどこまで客観的な議論と検討が行われたか、その透明性を確

保することが「社会受容性の動的な担保」を可能とする。 

・課題選択にあたっては波及性の大きさを重視すべき。社会的ニーズは、今後益々多様化

し高度化（階層化）すると同時に相互の関連性も増す。 

・「国家プロジェクト」としての SCOPE を明確にすることが重要。他の公的資金による活

動や本来民間が実施すべき領域との区分（中心軸）をも明確にすべき。 

 

(2) 課題（SIP-エネルギーキャリア）及び推進方法の概要と問題点 

課題の概要309 
○目的 

日本にとって化石燃料依存を低減し CO2 を削減することは重要な課題である。水素は

クリーンであることに加え、化石燃料・再生可能エネルギーからの製造が可能で、エネル

ギー供給源の多様化にも寄与する。 

ただし、水素の製造、輸送・貯蔵はコストがかかり、現状の水素製造コストはガソリン

の数倍となっている。このため、水素を効率よく低価格で生産する技術の研究、効率よく

輸送・貯蔵する液体水素やエネルギーキャリア技術の研究、規模の経済につながる水素の

用途拡大に資する研究・実証が必要である。バリューチェーン全体を見据えた研究開発を

推進しつつ、水素が広く国民・社会から受け入れられるための運搬・貯蔵・利用等に関す

る安全基準の検討や、他の燃料との競合や水素の経済評価等、それらを踏まえた導入シナ

リオの策定が重要となる。 

 

○目標 

                                                 
309 http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/keikaku/4_enekyari.pdf （研究開発計画（修正案、2016 年 3 月

10 日 内閣府）－「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）エネルギーキャリア-新しいエネルギー社会

の実現に向けて-」 
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2020 年までにガソリン等価の FCV 用水素供給コストを、2030 年までに LNG 発電と同

等の水素発電コスト実現を目指して研究開発を行い、東京オリンピック・パラリンピック

でのエネルギーキャリアを活用した水素実証等も通じて水素社会の実現に向けた取組を推

進する。 

 

○主な研究内容 

・アンモニア、有機ハイドライド、液体水素等のエネルギーキャリアの開発および実現可

能性見極め 

・水素利用技術（燃料電池、水素発電等）の低コスト、高効率化等研究開発 

・水素輸送・利用に係る安全基準等の策定・規制緩和の働きかけに資する研究開発 

 

○実施体制 

村木茂がプログラムディレクター（以下、「PD」という。）として研究開発計画の策定や

推進を担う。同氏を議長、内閣府が事務局を務め、関係省庁や専門家で構成する推進委員

会が総合調整を行う。国立研究開発法人科学技術振興機構交付金を活用して同法人がマネ

ジメント力を最大限発揮する。他省庁と連携して水素導入シナリオを策定し、シナリオに

基づいて研究開発テーマの最適化を図る。 

 

○知財管理 

知財委員会を国立研究開発法人科学技術振興機構に置き、発明者や産業化を進める者の

インセンティブを確保し、かつ、国民の利益の増大を図るべく、適切な知財管理を行う。 

 

○評価 

ガバニングボードによる毎年度末の評価の前に、研究主体による自己点検及び PD によ

る自己点検を実施し、自律的にも改善可能な体制とする。 

 

○出口戦略 

・社会への水素導入シナリオの策定とそれに基づく研究開発計画立案・推進 

・特区やオリンピックにおけるエネルギーキャリア、水素技術の実証と技術の峻別 

・水素製造・輸送・利用のバリューチェーン構築 
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課題の内容に関する問題点 
○公的資金による研究開発促進の必要性（社会的ニーズ、政策ニーズ） 

・目指すべき将来社会像およびその設定根拠（社会的ニーズとしての目指すべき 

将来社会像が不明確。すなわち、エネルギー源の多様化や低炭素社会への貢献に 

ついて、マクロ定量的検討に基づく優先度の説明が必要。） 

 ・公的資金の範囲（民間の事業活動との線引き）の考え方が不明確 

 

○目標設定根拠（根拠の合理性） 

・政策目標との関係が不明確 

・技術的＆経済的合理性が不透明（前提や算定ロジックを公開すべき） 

・社会的受容性の検討内容が不明確（実用化障壁の分析、対応策の優先度など） 

 

○研究内容の妥当性 

 ・過去知見の review と今回の研究内容との差異（過去に膨大な関連の国費投入あり） 

 ・技術的な革新要素は少ない（課題はむしろ国民的合意や社会制度のほうが大きい） 

 ・並行推進する他プロジェクトとの関係、相乗効果戦略が不明 

 

○リソースの妥当性 

 ・実証段階の研究の必要性とその水準、範囲の設定の考え方が不明 

 ・必要最小限のリソースであることの説明が必要 
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○波及効果（仕組みの改革、意識の改革） 

 ・大学等における革新的研究開発を迅速に産業化する具体的アイディアが不明 

  （現状何が課題で、どの方向に変えて行くべきかの方針、戦略が不明） 

 

上記の問題点から、本プログラムは、現状のままでは科学技術が社会的イノベーション

を先導する例とはなりにくいと考えられる。経済性や技術的困難性等、これまでの関連研

究開発が行き詰っていた理由と今後のリスク評価を明確にして社会的合意形成を図らねば、

実用化を見通すことは難しく、現政権が最も重要視する日本経済の再生に結び付くシナリ

オとは言い難い。 

 

推進方法の概要      
○政策立案・推進状況 

＜SIP 全体の位置づけ＞…第 112 回＋第 114 回総合科学技術会議（CSTP）310 

・科学技術イノベーション総合戦略（平成 25 年６月７日閣議決定）311、日本再興戦略

（平成 25 年６月 14 日閣議決定）312⇒「総合科学技術・イノベーション会議の司令塔

機能強化」の三本柱； 

①政府全体の科学技術関係予算の戦略的策定 

（「科学技術重要施策アクションプラン」等を主導－予算重点配分等） 

②戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 

（総合科学技術・イノベーション会議が府省・分野の枠を超えて自ら予算配分して、

基礎研究から出口（実用化・事業化）までを見据え、規制・制度改革を含めた取組

を推進。（H26 当初予算） ５００億円 （新規） 

③革新的研究開発推進プログラム(ImPACT）…FIRST 後継、文科省 H25 補正 550 億 

 

＜SIP 趣旨＞：再掲（ 4.3.1 (1) (a)） 

・社会的に不可欠で、日本の経済・産業競争力にとって重要な課題を総合科学技術・イ

ノベーション会議が選定。 

・府省・分野横断的な取組み。 

・基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫で研究開発を推進。規制・制度、

特区、政府調達なども活用。国際標準化も意識。 

・企業が研究成果を戦略的に活用しやすい知財システム。 

・内閣府計上の「科学技術イノベーション創造推進費」を平成 26 年度政府予算案にお

いて 500 億円確保（平成 26 年度予算。平成 27 年度も同額）。予算の流れ；内閣府→

各省庁へ移し替え→（管理法人→）研究主体。 

 

                                                 
310 http://www8.cao.go.jp/cstp/giji.html  
311 http://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/  
312 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf  
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＜実施体制―当初313＞ 

・課題ごとに PD を選定。 

・PD は関係府省の縦割りを打破し、府省を横断する視点からプログラムを推進。 

・ガバニングボード（構成員：CSTI 有識者議員）が評価・助言を行う。 

 

 

図 4-10 推進体制（当初） 

 

（ガバニングボード） 

・SIP の着実な推進を図るため、プログラムの基本方針、プログラムで扱う各課題の研

究開発計画及びその実用化・事業化に向けた戦略、予算配分、フォローアップ等につ

いての審議・検討を行う。 

・メンバーは科学技術イノベーション総合会議（CSTI）議員と、必要に応じて外部の 

専門家。 

・2013 年 12 月 5 日より 2016 年 3 月までに 44 回開催、殆どは非公開。（規程上は、原

則公開となっている） 

 

（エネルギーキャリア推進委員会314） 

・各課題の推進にあたり、研究開発計画の作成や実施等に必要な調整等を行うため、課

題ごとに推進委員会を設置する。 

・メンバーは、プログラムディレクター、関係省庁担当課室長、及び該当者がいる場合

には、イノベーション戦略コーディネーター、サブプログラムディレクター、専門家、

管理法人担当責任者とする。 

 

＜実施体制―見直し 2015.6315＞ 
                                                 
313 http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sympo1412/about/index.html   
314 http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sympo1412/about/index.html  
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・プログラム会議を追加（管理法人内、実務検討会）：研究開発計画策定等の実務的議論

を実施。 

 運営評価委委員会（公募審査、テーマ進捗評価等） 

 知財委員会（成果・特許等の方針決定） 

 戦略策定 WG（シナリオ検討等） 

 水素技術実証検討会（デモの検討等） 

 

図 4-11 推進体制（見直し） 

＜推進経緯＞ 

2013 年 9 月  総合科学技術会議（CSTP）が 10 の課題候補を決定 

2013 年 12 月  10 の課題候補ごとに政策参与を決定 平成 26 年度政府予算案決定 

2014 年 2 月  公開ワークショップ開催 

2014 年 3 月  平成 26 年度予算成立 

2014 年 5 月  CSTI にて、課題、PD、平成 26 年度予算配分を決定 

2014 年 6 月   10 名の政策参与を PD として任命、具体的研究課題公募 

2014 年 10 月  研究開発機関を公募により決定、各課題の研究開発を本格化 

2014 年 12 月  公開シンポジウム（SIP 全体） 

2015 年 1 月   平成 27 年度政府予算案決定。 

2015 年 4 月    CSTI にて、平成 27 年度予算配分を決定。 

2015 年 6 月    推進委員会にて計画見直し検討、GB 了承－決定、CSTI に報告。 

 

（エネルギー・キャリア推進委員会の開催実績）316 

2014 年 6 月 25 日 第 1 回推進委員会（研究計画原案、体制、公募方法） 

2015 年 2 月 02 日 第 2 回推進委員会（内容非公開） 

2015 年 6 月 03 日 第 3 回推進委員会（研究計画の見直し） 
                                                                                                                                                      
315 http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai/enecari_3/enecari3.html （第３回推進会議-資料２） 
316 http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sympo1412/about/index.html  



 
 

264 
 

2015 年 10 月 21 日 第 4 回推進委員会（研究進捗報告、計画見直しほか） 

2015 年 12 月 25 日 第 5 回推進委員会（自己評価案・次年度計画/予算-内容非公開） 

 

（H26FY 実績評価結果－20150416 第 26 回ガバニングボードにて決定、6 月第 10 回 CSTI

に報告317） 

○意義の重要性、SIP の制度の目的との整合性（1.6 点） 

・肯定的な評価としては、社会的ニーズが大きく成果が期待される、産業競争力の強化

のみならず世界的な課題の解決にも資する重要な課題である、との指摘があった。 

 

○目標(特にアウトカム目標)の妥当性、目標達成に向けた工程表の達成度合い（1.4 点） 

・肯定的な評価としては、ほぼ順調に進捗しており、目標も具体的に分かりやすく設定

されている、出口戦略を見据えてテーマの再編を行っている点は評価できる、との指

摘があった。 

 

○適切な体制構築/マネジメントがなされているか。特に府省連携の効果がどのように発揮

されているか（1.5 点） 

・肯定的な評価としては、課題の変更、中断についてリーダーシップを発揮できる体制

が築かれつつある、合理的なマネジメント体制が確立されている、効率的に事業運営

がなされている、との指摘があった。 

・改善すべき点としては、テーマの統廃合によって全体の体制がどのように変わったの

かを示すべき、との指摘があった。 

 

○実用化・事業化への戦略性、達成度合い（1.4 点） 

・肯定的な評価として、当初の計画を超えた成果が得られているとされた。 

・改善すべき点として以下の点が指摘された。 

① 今後地域振興と世界市場に向けた戦略と工夫を期待する、 

② 水素技術に基づくキラーコンテンツを市場に提供できる道筋をつけていくべき、 

③ ガラパゴス化しないようグローバル普及と知財保護のバランスに注意すべき、 

④ エネルギーは安定供給、低コストと並んで環境への影響も非常に重要であるため、

単純なコスト比較ではなく、国外に流出するコストとしないコストという視点から

も良く見る必要がある 

 

○その他特記事項 

・その他の改善すべき点として、地方自治体を巻き込んでいけるような国産再生可能エ

ネルギー起源の小型・分散型水素キャリアシステムにより力を入れるべき、対外的に

オープンにする必要はないが知的財産のオープン・クローズ戦略を明らかにしておく

必要がある、と指摘された。 

                                                 
317 http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/iinkai/enecari_3/enecari3.html  
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○平成２７年度計画 

・肯定的な評価としては、安全性評価研究の推進に期待するとの指摘があった。 

・改善すべき点としては、特許は当然外国出願も視野に入っていると思うがその旨を明

示すべきとの指摘があった。 

 

○総合評価（Ａ） 

・肯定的な評価としては、ＰＤ、サブＰＤ、各省庁、産官学の役割分担は明確である、

戦略策定ＷＧにおいて統合的に各テーマを推進している、テーマの加速、統廃合など

もスピーディに実施されており、現実的な技術開発体制が組まれていると判断できる

とともに、中間的自己点検の成果がみられる、との指摘があった。 

・改善すべき点としては、オリンピック・パラリンピックに向けた規制改革や国際標準

化活動の強化が必要、開始直後で中断したテーマについて、採択時の計画・目標の整

合性と中断後の取り扱いを説明いただきたい、との指摘があった。 

 

（H26FY 評価に伴う、内容・体制の見直し計画） 

・大きなチームの分割、出口戦略の明確化およびマネジメントの強化 

・チーム分割において類似のテーマの統合、基礎的研究と商品システム開発との統合を

実施、効率化、シナジーなど強化 

・基礎的研究で出口戦略が見えず SIP での実施が困難なテーマを中断 

全体枠組みに変更なく、既存テーマとの関係を補足説明している。なお、4 月の GB

における、SIP 中間評価に関する原山議員の発言： 

「この評価というのは、それぞれの PD が行っていることの評価もありますけれども、

制度そのものも評価しているということで、趣旨は改善していくというものです。 そ

ういう意味で、これまでは一度制度を作るとそのままやりっ放しになっていたのです

が、毎年、毎年、チェックしながら修正していくというスタンス、やはり大事なこと

なので、これもほかの施策を作る方たちにも、こういうやり方というのを広げていく

ことができればなと思っております。」 

推進方法に関わる課題 
（政策的位置づけ） 

○政策的位置づけが内部指向 

・司令塔強化は行政内部の縦割り緩和のためであり、政策目標達成のための本来取るべ

き手段。ただし、CSTI が自ら予算配分を行うことや、基礎研究から出口を見据えて

研究開発を推進することばかりが強調されるが、CSTI にはその能力に限界があるこ

とは明白。（行政の実態は各省が把握しており、社会的課題と実現の隘路は民間が把握

している。各省からの派遣者は教育訓練にはよいが、縦割り緩和には限界がある。） 

・最も重要なことは、「国として取り組むべき」府省横断的な総合課題が何であるかを、

府省連携しかつ民間の力を借りて見出すことである。 
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・ステップ論としては、民間では手が出しにくいリスクの高い研究開発にある程度幅を

持たせた先鞭をつけることである。出口（実用化、産業化）は民間の仕事であり、行

政府はその障害となる制度的な問題を解決することに専念すべき。 

・また日本の経済閉塞状況の打破を安易に科学技術イノベーションに期待し過ぎている。

規制緩和や産業振興、地域振興策として様々な政策手段を採る必要があるはずで、そ

れらとのバランスのなかで、科学技術によるイノベーションのきっかけ作りがどの程

度の比重を占めているか、それによりリソースをどの程度割くべきか、などの政策横

断的、総合的検討と判断根拠が一切提示されていない。 

 

○社会的課題設定の妥当性（合理性）不十分 

・「社会的に不可欠で、日本の経済・産業競争力にとって重要な課題を CSTI が選定する」

としているが、その選定根拠が全く明らかにされていない。 

・外部有識者の意見を取り入れることは必須であるが、その人選の妥当性が不明。 

（外部から、専門的な組織を代表し客観的な根拠に基づく知見や見解を入手できる 

システムの構築が必要。しかも、その内容は公開すべき。） 

・外部の有益な情報を、最終的には行政府として合理的に判断し意思決定に結び付ける

過程が不透明。組織的な責任担保が強調されるが、どのようなプロセス（議論）を経

て政策意思決定が行われたかを公開し、それぞれの責任の所在をより明確にすべき。 

 ＊2015 年版総合戦略（2015 年 6 月閣議決定）では（第２部 科学技術イノベーションの

創出に向けた２つの政策分野－第２章 経済・社会的課題の解決に向けた重要な取組－

Ⅰ．クリーンで経済的なエネルギーシステムの実現－ⅰ）エネルギーバリューチェー

ンの最適化のなかで、SIP-エネルギーキャリアを以下の通り位置付けている。 

「…流通段階においては、将来の二次エネルギーとして、電気、熱に加えて中心的役

割を担うことが期待される水素の製造、輸送・貯蔵技術を確立し、化石燃料と同等の

コスト競争力の実現を目指す SIP「エネルギーキャリア」を重点的課題解決の先導役

として位置づける。副生水素や化石燃料の改質によって製造した水素の利用にとどま

らず、二酸化炭素を排出せずに製造した水素を大量に輸送・貯蔵し発電等に利用する

本格的な水素社会の実現を目指した研究開発を推進…」 

⇒当初計画時に比べて字句の修正はあるものの、非化石資源由来の水素が二次エネル

ギーとして中心的な役割を担い大量に利用される見通しは、依然として示されていな

い。将来的には、量産規模で特定用途（再生可能エネルギー利用地域や大都市過密地

区での短距離輸送等）に用いられる可能性はあるが、時期は見えておらず、当面は、

量産実用化に目処を得る実証試験を含む研究開発ではなく、基礎研究を重視すべき。 

 

○予算規模設定根拠が不明 

・500 億円の根拠が不明。（政策的にインパクトのある規模を考慮したものと考えられる

が、あくまでも「国として取り組むべき」社会的課題解決策として、他の政策手段と

のバランスからその規模が妥当であることを説明すべき。） 
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（プログラム設計（推進システム）） 

○プログラム設計が不十分（準備不足） 

・PD への大幅な権限委譲を謳っているが、2013 年 12 月から約 2 年間に 44 回もの GB

会議が開催され、根拠の明確でない予算額と課題ありきで、PD と CSTI とで辻褄を

合わせながら推進されているのが実態と見受けられる。特に、PD が何をどこまで任

されているのかが不明確（主体性が見て取れない、課題にもよるが）。 

・150416 第 26 回 GB における原山議員のコメントにあるように、中間評価等により、

研究開発の推進中に、その内容および推進方法そのものも適宜見直していくこととし

ている。必要な見直しは当然行われなければならないが、問題は、なぜ見直さねばな

らないか（開始後の条件の変化等不可抗力によるものか、当初の計画が不適切なのか）

が問われない。責任体制が不明確で、今後の改善や波及が期待できない。 

 

（中間評価） 

○中間評価の客観性 

・中間評価は、外部有識者の意見転写に近いように見受けられる。有識者が何を指摘し、

それに対して PD はどう考え、GB はどう考えたのか、また、それぞれ何故そう考え

るか（判断するか）の根拠（エビデンス）が示されない。評価といっても形式を踏ん

でいるだけで、内輪の評価に近いもの。（追認が主体で、少しの微修正コメントがある

程度。評論家風（第 4 項）） 

○外部評価の適正化 

・外部の有識者が適切であったかどうか重要であるが、有識者選定の考え方、判断根拠

も示されない。（政府の審議会方式すべて共通） 

 

（見直し） 

○根拠・責任の明確化 

 ・研究計画の修正は当然であるが、内容的にはそもそも最初から織り込むべきもの。 

 ・戦略策定 WG では、水素導入シナリオを、コスト評価含め３つのキャリア別にまとめ、

次回推進委員会でシナリオを紹介するとしているが（150618 第 3 回推進会議）、過去

の知見に基づくこうした FS が、何故、研究課題選択以前に行われていないのか。 

・5 年後に実用化とは具体的に何をもってして実用化と言うか？などという議論が今頃

行われている（同上推進会議）。 

・H27FY よりプログラム委員会追加。これも必要に迫られてということであるが、総

じて事務局の実務能力（専門性）不足を示している。PD の役割との関係が不明確。 

・PD についても、企業側代表責任者というだけで、研究開発内容全般について専門的

内容の理解と主体的推進は困難と思われる。現実的には適任者が育成されて来ていな

いという状況もあるが、どのような素質・能力が必要で、責任範囲をどのように設定

すべきかを、先ずは明らかにする必要がある。そのうえで、不足する部分を補佐する

専門家等を PD 直属要因として配置すべき。 
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4.3.3 目指すべき政策プログラムの構想 

(1) プログラムの階層構造 

 対象とする政策プログラムの階層構造を明確にしておく必要がある。本プログラムの場

合、上位政策としてのエネルギー基本計画（基本政策）、科学技術基本計画、経済財政総合

戦略等を踏まえる必要がある。また、以下に具体的に述べるように、本政策プログラムと

しては、並行する各府省のエネルギー関連個別政策との整合が必要。また、下位のプロジ

ェクトとの関係については、下記の「政策案件のプログラム化について」にあるように、

案件の特性に応じた企画推進が重要となる。 

 

○エネルギー基本計画（基本政策） 

○科学技術基本計画、経済財政総合戦略等 

○各府省 エネルギー個別政策（内閣府、文科省、経産省等） 

○「エネルギーキャリア」プログラム（内閣府）：各種エネルギーキャリアの特性と

社会的受容 FS、エネルギーキャリア基盤社会システムの実用化構想と具備すべ

き条件、エネルギーE キャリア開発実用化の課題と優先順位、など 

    ○各構成プロジェクト（変換・貯蔵・輸送技術、システムの開発、等） 

 

＊「政策案件のプログラム化について」318 

政策案件のプログラム化とは、政策案件を実行計画に相応しい「手順化された仕組み」

として設計すること、である。多くの政策案件の策定に関しては何が有効かを探索する過

程が重要。政策案件という「不確定な課題」をプログラム化する思考過程の支援には、目

的を実現するための仕組み（システム）作りを課題とする Systems Approach が有効 。 

実行することが確定していてその最適化を図る場合をプロジェクトという。技術開発が

実現すればその技術周りで確実に有効性を発揮することが分かっている場合（キャッチア

ップ型）や、その技術（or 技術領域）により実現されるであろう製品に競合製品が無く、

かつ実現すれば実用に供されることが明確である場合（画期的技術によるブレークスルー

型）など、技術スペックが明確でその技術を最終ターゲットにして良い場合にはプロジェ

クトとしての扱いが有効となる。 

 

(2) 政策としての社会的課題の設定（将来社会におけるエネルギーキャリアのニーズ） 

エネルギーキャリアとは、エネルギーポテンシャルをその効果的利用のために貯蔵や輸

送に適した形態に変換したものを指し、電気エネルギーと化学エネルギーの形態がある。

4.3.1 に示したように、わが国の将来社会像の一側面であるエネルギーの供給構造につい

ては、今後 15 年程度の中長期の時間軸で、再生可能エネルギー利用の飛躍的拡大が最重

要課題のひとつとされている。その効果的利用のためには、現行の電気エネルギーとして

の利用効率の向上と並行した、化学エネルギーとしての利用技術確立が必要となる。 

                                                 
318 JST 平成 18 年度第 2 回 PO セミナー「研究開発評価と PO の役割」（平成 19 年 3 月 1 日） 
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＊2014.4.11 に閣議決定された第 4 次エネルギー基本計画319に沿って、2015.4.28 開催の

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 長期エネルギー需給見通し小委員会 第 8

回会合が「2030 年時点の望ましい電源構成案」を公表している320。再生可能エネルギー

22～24％を前提に、原子力 22～20％（複数の原発の稼働期間を 40 年→60 年延長を前

提、その先は不明）、LNG 火力 27%、石炭火力 26%、石油火力 3%。再生可能エネルギ

ーの内訳＝水力 8.8～9.2％＋太陽光 7.0％＋バイオマス 3.7～4.6％＋風力 1.7％＋地熱

1.0～1.1％。具体的な数値は流動的で、計画というよりは方向性の提示。 

 

 風力、太陽光、太陽熱、水力などの再生可能エネルギーは、地理的に偏在していると同

時に時間的変動が大きく、一時的な貯蔵と輸送が必要となる。国内では、現在主に電気エ

ネルギーとして利用されているが、長距離の輸送ロスや大規模貯蔵の限界から、今後は化

学エネルギーとしての利用形態との共存が必要と考えられている。すなわち、再生可能エ

ネルギーを変換した電力から、あるいは再生可能エネルギーから直接、水素、アンモニア、

有機ハイドライド、金属水素化物などの化学エネルギーキャリアに変換し、貯蔵・輸送し

た後に、必要な時に電力、動力、熱に再変換して利用するシステムが必要となる。今後と

も再生可能エネルギーの電力利用技術（大容量蓄電池技術や変電・送電技術）の向上は進

むが、再生可能エネルギーの貯蔵・輸送・利用を目的とした化学物質としてのエネルギー

キャリア技術の実用化を政策課題として採りあげるニーズが存在する。 

 

(3) エネルギーキャリア研究開発の目標 

エネルギーキャリアとしての、水素、アンモニア、有機ハイドライド、金属水素化物な

どについては個別に要素技術の研究開発が進められてきたが、経済性や安全性の面で量産

実用化には目途が付いていない。これまでの電力供給の大部分は原子力と化石資源によっ

て賄われ、再生可能エネルギーのうち水力（2013 年度で 7.8%、2015 年版白書321）を除く

新エネルギー等の発電利用が、ここ数年の普及策により 2.2%（同上）に到達したばかりで

ある。上述の行政目標を達成するためには、再生可能エネルギーの電力または水素等への

変換効率の飛躍的向上と並んで、化学エネルギーキャリア量産利用技術の開発実用化によ

る経済性と安全性の確保や、対環境特性や取扱い性の向上、そして、電力や化石燃料等既

存のエネルギーシステムとの融合を図る必要がある。 

なお、水素、アンモニア、有機ハイドライド、金属水素化物などのエネルギーキャリア

は、いずれも水素を含むものであるが、こうしたエネルギーキャリアの開発は、水素エネ

ルギー社会の実現を目標とするものではない。２次エネルギーである水素の１次エネルギ

ー源を何に求めるかによりエネルギー変換コストや CO2 の排出量は大きく異なるが、そ

の意味で水素エネルギー社会の概念は明確化されていない。1 次エネルギー源を再生可能

エネルギーに求める場合には CO２の排出は削減されるが、わが国の総排出量に対する寄

                                                 
319 http://www.meti.go.jp/press/2014/04/20140411001/20140411001-1.pdf  
320 http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/008/ 
321 http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2015pdf/ 
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与は限定的である。2030 年頃に、わが国の 1 次エネルギー総供給量の半分弱を消費する

電力供給の 20%強に相当するエネルギー利用を、再生可能由来の電力と（化学）エネルギ

ーキャリアを効果的に組み合わせて賄うことが期待されているが、そのほかの電力や電力

以外のエネルギーの大半は化石資源由来となる。 

 

 以上から、本開発プログラムの目指すべき目標は、「2030 年頃に実現が期待されている、

電源構成の 20%強を占める再生可能エネルギー由来の電力に相当する自然エネルギーの

最有利利用を可能とする、化学エネルギーキャリアの実用化の見通しを得ること」となる。

ここで、最有利利用とは、現状の電力利用のみの場合に比べて、エネルギー損失が低く、

経済性と安全性、対環境特性や取扱い性の向上の点で上回る見通しを得ること、を指す。

また、実用化の見通しのなかには、研究開発知見に基づく詳細な FS により個別要素技術

ならびに電力や化石燃料等既存のエネルギーシステムとの融合が可能なシステムについて、

実現の見通しを得ることを含む。実用化の見通しを得るには、FS により、経済的合理性

ならびに安全性や取扱い性を確認することが必要で、その検討のための諸元が得られる研

究開発計画としなければならない。 

 開発期間は 5 年間とすることが適当。複雑な要素を多く含むことから、成果を総合的に

判断してそれ以降を民間主体の開発実用化に委ねるか、更なる公的研究開発を追加する必

要があるかの判断が必要。 

 

(4) 研究開発内容およびリソース（目標達成のアプローチ方法の考え方） 

基礎から応用開発にわたる研究の戦略的推進 
再生可能エネルギーから得られた電力をアンモニアや有機ハイドライトなどの化学エネ

ルギーキャリアに変換する技術やその逆方向の技術については、基礎研究段階のもの322か

ら経済性確保のための技術開発段階のもの323まで様々な段階のものが含まれる。また、わ

が国の保有する卓越した電解技術や触媒技術などの要素技術の応用も重要な視点である。

従って、次項に述べる化学エネルギーキャリアの生産・貯蔵・輸送に関わるシステム全体

の最適化を念頭に、中長期的観点から優先順位をや相互連関を勘案しながら総合的な研究

開発を戦略的に進めることが求められる。その際に、計画策定の根拠を明確にして公開し、

進め方に関わる共通認識を醸成することが重要。 

 

総合的なシステム評価の並行推進 
各種エネルギーキャリアはエネルギー密度、利用法、安定性、安全性、コストなどの点

でそれぞれ異なる特性があることから、用途によって使い分ける必要がある。例えば、燃

料電池自動車には水素を用いることが想定されているが、気体水素は体積エネルギー密度

が低くかつ漏洩しやすく、大規模、長期間の貯蔵には適していない。大規模、長期間の貯

蔵にはアンモニア、有機ハイドライドなどの液化ガス、液体が好ましいが、利用に際して

                                                 
322 たとえば、http://criepi.denken.or.jp/jp/materials/field/images/energy_2.pdf、 
http://www.hess.jp/Search/data/36-04-027.pdf など 
323 たとえば、http://www.nedo.go.jp/nedoforum2015/program/pdf/ts4/hideki_endou.pdf など 
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変換エネルギー損失を伴う。また、水素やアンモニアは内燃機関に燃料として直接用いる

可能性があるが、有機ハイドライドは循環型システムとしては燃焼させることはできない。

これら様々な有望なキャリアの各変換技術の能力を研究し評価するとともに、どのような

キャリアおよびプロセスの組合せが、将来の再生可能エネルギーによる社会を最も効果的

に支えられるのか総合的なシステム評価（FS）が不可欠である。こうした FS と、個別要

素技術の研究開発との並行推進が特に重要。 

 

異分野融合の強化 
エネルギーキャリアにかかわる科学技術研究には、専門要素的にも、物理、化学、機械

工学、システム工学などの幅広い学術の融合が必要である。しかしながら、既存の研究開

発機関の間ではなかなか融合が進まないのが実態である。当面は分野横断的なプロジェク

トを組み込むとともに、エネルギー工学の視野からの各専門分野科学技術者の戦略的養成、

社会のエネルギー問題という高い視点から研究課題を俯瞰できる視野の広い人材の養成、

を進める必要がある。 

 

関連政策との整合推進 
上記階層構造に示す政策体系のなかで、関連する政策との整合性をもって進められなけ

ればならない。エネルギーキャリアの実用化は、本質的には非化石資源の効果的利用を意

図するものであるから、その前提としての、非化石資源である再生可能エネルギー獲得に

関わる政策推進との整合が不可欠となる。再生可能エネルギーの本格的利用については、

自然エネルギーの電力等への変換効率を大幅に向上させる必要があるが、未だその見通し

が立っていない。また、経済性や安全性、環境特性や取扱い容易性などの社会受容性の観

点から、化石資源由来エネルギー常に比較検討を進め、両者が共存するシステムを構築し

ていく必要がある。そのための、既存あるいは並行して推進される政策プログラムとの整

合性が重要となる。 

 

(5) 政策推進装置（評価システム） 

事前評価 
期待される成果（アウトカム）の項目ごとに定量的なターゲット設定がなされているか、

段階的部分成果構造が明示されているか、、外部環境条件や制約条件の変化とそれへの対応

策が織り込まれているか、が重要となる。ここで外部環境条件や制約条件とは、既存競合

的成果や競争他者（例えば、化石資源の効率的・経済的利用システム）、期待される成果や

アプローチに対する規制的な制度等（安全規制など）の存在を指す。特に重要なことは、

これら事前評価結果をもたらした意思決定プロセス（判断根拠明示、責任の明確化）を公

開すべきと考えられる。現状ではこれらが全く明らかにされていない。事前評価として確

認すべき事項は、 

・解決すべき社会的課題の特定（客観的・定量的根拠） 

・社会的課題解決の技術的方法および目標へのブレークダウン 

（例えば、キャリア４種類を対象とする根拠－選択肢と優先順位など） 
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 ・これまでの研究開発知見のレヴュー 

 ・差分を埋めるための研究開発課題と目標の設定 

（目標値を含め、基本的には公募提案による） 

 ・非技術的課題と解決方法－法律、制度、資金、人材等 

など。いずれも外部専門機関の活用が不可欠であるが、一時的な個人的見解でなく、組織

としての継続的な情報提供システム（原則として公開）を確立することが必要。同時に行

政スタッフの大幅な能力向上が不可欠（研究開発課題の技術的な理解が不可欠、専門家の

中途採用等が必要）で、専門的知見の政策への反映状況と理由の公開（cf.英国に例）も検

討すべき。事前評価内容の透明性は、社会情勢の変化等前提条件の変化に伴う中間見直し

の明確化にもつながる。募集要綱についても、以下を明示すべき： 

・公的支援の Scope と考え方 

・resource 設定の前提条件／時間軸を含む 

・選定基準、選定プロセス、評価者（選定基準については、特に、波及効果、適切な

Contingency Plan が織り込まれているかが重要であることを明記） 

・提案計画書要件（計画書構成項目、様式等）。 

 

PD（プログラム・ディレクター）の配置 

研究開発の推進については、その過程で得られる知見が本質的に不確実で常に試行錯誤

が伴う。その際に観測結果の普遍的な理論に基づく分析と経験に基づく解釈とが重要とな

る。従って、そのマネジメントには、専門的知識とその応用能力を有するとともに、予期

せぬ出来事に対する柔軟な解釈・判断を可能とする豊富な経験を持つ人材の確保が重要と

なる。こうしたマネージャー（PD）を配置し実行を委託することが有効と考えられるが、

PD と政策やリソース配分意思決定者との間で、明確な契約条件の設定が必要である。何

をどこまで任せるかを明確にし、それを中間評価で確認して行くことが必要。 

 

中間評価、事後評価 
社会情勢や政策等の前提条件の変化に伴い、あるいは研究開発の展開状況から、プログ

ラム内容の見直しが必要となることがある。その際には、見直したプログラムと当初プロ

グラムとの差異および差異理由を明確にし、妥当性を評価する必要がある。不可避的外的

要因であるか、プログラムに内在する問題かにより見直しの方向は異なる（計画評価シス

テム、リソース投入意思決定システム、タイミングの最適化など）。このことは、事後評価

についても同様で、プログラムに内在する問題への対応については、今後のプログラム設

計に反映されなければならない。 

＊中間・事後評価では ROAMEF が評価のポイントとなる。 

（ROAMEF：プログラム設定の理由・位置づけ(Rationale)、検証可能な目的(Objectives)、

プロジェクトの事前評価(Appraisal)、途上評価(Monitoring)、事後評価(Evaluation)のた

めの計画やあり方、評価結果のフィードバック(Feedback)手順の設定や見直し。） 
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4.4 自動走行システム 

 

4.4.1 自動走行システムをめぐる内外の動き 

(1) デルファイ調査に見る自動走行システムの実現予測 

文部科学省科学技術・学術政策研究所が実施したデルファイ調査で、「自動運転」の課題

が初めて取り上げられたのは、1982 年の第 3 回予測調査である（以下、表 4-2 参照）。 

 

表 4-2 デルファイ調査における「自動走行」の実現予測時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「インフラ・都市・建築・交通分野」グループにおいて、「高速道路において、安全性の

確保、運転疲労の解消、交通容量の増大等のために、走行車両の誘導制御による自動運転

が普及する」という課題を設定し、2006 年目途に実現すると予測された。 

その後、当該グループが 2005 年の第 8 回調査まで、毎回それを課題として設定してき

たが、1987 年の第 4 回目とその後の 5、6 回目は少し言葉づかいを変えて、全て「高速道

路等において、安全性の確保、運転疲労の解消、交通容量の増大等のために、走行車両の

誘導制御による自動運転が実用化される」とされた。2001 の 7 回目まで「技術的実現予

測」と「社会的実現予測」を分けていないが、「普及」から「実用化」への変化は、「自動

運転」に関しては、「社会的に実現」の可能性から「技術的に実現」の可能性に対する予測

と推定できる。 

しかし、その後の第 7 回目は、再び、「普及」という言葉を使うようになったが、第 8

回目は、また、「実用化」へシフトした。それは、当該技術に対する期待への波があること

を表している。だだ、第 7 回、8 回は、「高速道路等において目的地を設定するだけで、安
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全・円滑に自動走行する自動運転システム」と明記され、前回の「交通容量の増大等のた

めに、走行車両の誘導制御による自動運転」という表現は削除された。それは、2001 年前

後ごろ、高速道路の渋滞はもうすでに問題視されていないことを反映していた。 

特に、2005 年の予測では当該グループが技術的実現は 2012 年であるに対し、社会的実

現は 2020 年に設定した。 

以上、当該グループの予測は、自動車の「自動運転」に関して、あくまでも「高速道路」

に限定していると考えられる。また、その課題の重要度の指数が 1997 年の第 6 回目調査

で最も高かった 55 だったが、その後、低くなる傾向が見られる。 

「自動運転」を課題にしたグループには、もう一つ「電子・通信・情報」グループが存

在する。そのグループは初めて「自動運転」を取り上げたのは 1997 年の第 6 回目の調査

である。そして、「高速道路」などの限定はなしに、思い切り「自動運転の自動車が普及す

る」という野心的な予測を出し、実現時期は 2017 年に設定された。 

しかし、2001年の第 7回目の調査では「自動運転」について 2つの予測を設定した。「10cm

以下の分解能を持つ GPS などによる自動車の自動運転システムが実用化される」（実現時

期は 2014 年）と、「ITS 化が進み、高速道路等の限定された場所で自動車の自動運転が普

及する」（実現時期は 2016 年）である。つまり、第 6 回目の予測より精緻化され、「高速

道路」限定の場合だと、社会的実現まで予測したが、一般道路であれば、技術的実現しか

予測されていない。 

その後 2005 年の第 8 回目は「目的地を入力すると自動運転で到達できるシステム」を

課題にし、技術的に実現するのは 2016 年に対し、社会的に実現するのは 10 年後の 2026

年に設定した。引き続き 2010 年第 9 回目の調査では、自動運転に関しては 3 つの課題を

設定した（表 4-3）。 

表 4-3 2010 年「電子・通信・情報」グループによる「自動運転」に関する課題設定及

び技術的、社会的実現の予測時期 

 

高速道路と一般道路による自動運転の技術的な実現の予測はほぼ一緒である 2020 年で

あるが、社会的に実現するのは高速道路の方が 11 年間後の 2031 年に設定されたのに対し、

一般道路は技術実現後の 14 年間後の 2035 年に設定した。さらに、「ほとんどの自動車が

一般道で自動走行する」の実現が 2028 年であるのに対し、社会的に実現できるのが 2039

年と予測された。 

そして、当該グループにおける課題の重要度指数は 2001 年に 74 と最も高かった。74

「インフラ」グループと比較すると、全ての年度において高い数値を示している（2010

課    題 技術 社会

追従運転、自動運転等を行うための車-基地局-車通信において、高速（100Mbps 以上）、

リアルタイムかつ通信途絶がなく、万が一フェイル状態が発生してもバックアップ機

能を持った信頼性の高い通信技術 

2018 2026

現在の高速道路の利用効率が 3 倍に向上する、専用レーンによる自動車の自動運転技

術 

2020 2031

目的地を入力すると自動運転で到達できるシステム 2021 2035

ほとんどの自動車が一般道で自動走行する 2028 2039
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年は重要度指数のデータがない）。 

 

(2) 我が国における自動走行システムの経緯 

日本において高度道路交通システム（ITS）に関する国家プロジェクトは、1970 年代の

自動車総合管制システムから連綿と続いている。高度経済成長期においては、「交通渋滞の

緩和」が最大の社会的使命であり、産官学の連携のもと、VICS（道路交通情報システム）、

ETC（電子料金収受システム）、カーナビなどは確実に普及していった。 

2000 年代に入ると、単なる交通渋滞の解決から、エネルギー、環境保全、高齢化、産業

及び地域活性化といった社会的な視野にたったアプローチの重要性、さらには急速な次世

代自動車技術革新、ICT との連携などで、ITS は新たなステージにはいったとされる（図 

4-12）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-12 日本のＩＴＳのあゆみ 

日本で自動運転が注目を浴びるようになったのは、2011 年の東京モーターショーであり、

このときは、トヨタと金沢大学がデモを行った。 

近年は、大学、自動車メーカーなどが主体となって、日本各地で自動運転（自動走行）

または小型 EV（電気自動車）の公道走行実証実験が始まっている。 

しかしこれまでのところ、自動走行の技術的課題の実証実験（自動運転精度の向上、安

全性評価、改善等）が中心である。今後は、自動走行システムの社会的側面にも検討が及
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ぶと考えられる。なお、警察庁は、2016 年 3 月、「自動走行システムに関する公道実証実

験のためのガイドライン案」を公開している。 

 

(3) 海外における自動走行システムの動向 

海外でも近年、ITS の中でも究極技術である自動走行（自動運転）の技術開発にかかわ

る動きが急加速している。 

DARPA(米国防高等研究計画局)は 2004 年の DARPA Grand Challenge において、砂漠

のコースを自動走行させるコンテストをスタートさせた。この時は完走できた自動運転の

車は一台もなかったが、翌 2005 年の再チャレンジでは５台がゴールに到達した324。 

2007 年、市街地を想定したコースでの DARPA Urban Challenge には、スタンフォード

大学、カーネギーメロン大学などのチームが参加した325。このとき２位となったスタンフ

ォード大学チームを率いた Thrun 氏が Google 社に移り、いわゆる Google Car の開発を

主導することになった。 

Google Car の特色は、 

 ハンドル、アクセス、ブレーキ、バックミラーもない完全自律走行車 

 最高速度時速 40km ほどでスピード違反をすることもなく発車・停車はボタンで

操作 

 新型車のフロント部分は、「圧縮可能な発泡体」でできておりフロントガラスに

は柔軟性があって事故の際も人間が守られる構造 

などである。これまでの自動車とはコンセプトが大きく異なるもので、内外に大きな衝撃

を与えた。見方を変えると、Google が目指すのは新しい社会インフラのプラットフォーム

構築であり、クルマはデバイス（要素技術）のひとつにすぎないという発想である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-13 Google Car の基本コンセプト 

                                                 
324 http://www.aaai.org/Papers/AAAI/2006/AAAI06-154.pdf 
325 http://archive.darpa.mil/grandchallenge/ 
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欧州でもドイツなどの主要カーメーカーが自動運転のコンセプトカーを相次いで発表し

ている。 

 

4.4.2 我が国における自動走行システムの推進体制と課題 

我が国における国レベルでの自動走行システムの推進組織としては、内閣府の SIP（戦

略的イノベーション創造プログラム）における自動走行システムプログラムおよびその他

の省庁の取り組みがある。 

 

(1) ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム） 

総合科学技術・イノベーション会議は、経済成長の原動力として「科学技術イノベーシ

ョン創造推進費に関する基本方針」を打ち出し（2014 年 5 月）、自動走行システムを含む

１０の SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）を定めた（2014 年 10 月）。 

そのうち、SIP 自動走行システム推進委員会（以下、自走委員会と略記）の使命は、「自

動走行（自動運転）も含む新たな交通システムを実現。事故や渋滞を抜本的に削減、移動

の利便性を飛躍的に向上」と表現されている。 

自走委員会のプログラムリーダー（初代）は元トヨタ自動車会長の渡邉浩之氏、サブリ

ーダーは有本建男氏（JST 上席フェローおよび政策研究院大学教授）である326。 

 自走委員会の構成メンバーは、自動車・部品メーカー各社、カーエレクトロニクス関係

者、工学系の大学研究者、自動車ジャーナリストおよび内閣官房、警察庁、総務省、経済

産業省、国交省、オブザーバーとして東京都（治安対策本部）から成る。 

2016 年 4 月時点で、計 22 回の自走委員会が開催されているが、最近の委員会の審議内

容は、ほとんど非公開となっている。 

自走委員会では、2020 年の東京オリンピックまでには、レベル 3 の準完全自動走行シス

テムの技術開発を終え、2030 年までには、レベル 4 の完全自動走行システムの技術開発を

終えるというロードマップを提示している(図 4-14) 

  

                                                 
326 現在は、サブリーダーとして日産自動車及び本田技術研究所の技術系人材が新たに加わっている。 
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図 4-14 ＳＩＰ自動走行システムロードマップ 

 

自動走行（自動運転）の自動化レベルは、レベル 1 からレベル４までが想定されており、

ドライバーが運転にまったく関与しない完全自動走行システムはレベル４である。加速・

操舵・制動のいずれかを自動車が行うレベル 1 は、たとえば「自動ブレーキ」として、一

部はすでに実用化されているという見方もある327。 

 

表 4-4 自動運転と自動化レベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
327 「自動ブレーキ」といっても、現行技術では、低速走行に限定、雨天は除くなど作動条件が限定されてい

ることもあり、自動ブレーキという用語は誤解を招きかねない、という指摘もある。 
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表 4-5 自動ブレーキ等の機能のついた自動車の普及状況 

 
 (2) ＳＩＰ以外の推進組織 

(a) IT 総合戦略本部「道路交通部会」 

内閣府系の SIP 自走推進委員会に対し、内閣官房の IT 総合戦略本部「道路交通部会」が

ある。こちらは、IT 総合戦略の観点から、安全運転支援、自動走行システムおよび「交通

データ利活用」にかかわる実用化の指針を提示する役割を担っている。SIP 委員会が自走

システムの研究開発的側面が強いのに対し、道路交通部会は道路交通政策志向といえよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-15ＩＴ総合戦略「道路交通分科会」とＳＩＰ自走委員会の関係 
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道路交通分科会の構成メンバーは、座長が桑原雅夫東北大学教授（交通工学）以下、交

通・自動車工学などの学識経験者と自動車メーカー、オブザーバーとして SIP 委員会と同

じ省庁が参加している。 

内閣官房 IT 総合戦略室は、2015 年 4 月、官民 ITS 構想・ロードマップ改定のポイント

として、以下の 3 点を当面の重点開発課題としている。 

① 国際競争力のある自動車走行：高速道路での自動走行（長距離バストラック等） 

  ② 自動走行機能付き地域交通公共システム：当面は都市部でのバスシステム 

  ③ 地域コミュニティ向け小型自動走行システム：当面は過疎地での高齢者対象 

さらに、ロードマップ 2016(案)として、走行エリアを高速道路、一般道及び限定地域（低

速走行）にわけて、レベル４とそれ以外の自動走行サービス提供開始のシナリオ案を提示

している328。 

表 4-6 官民ＩＴＳ・ロードマップ 2016（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 自動走行ビジネス検討会 

国交省と経産省による「自動走行ビジネス検討会」（座長は東大の鎌田実教授）がある。

構成メンバーは、SIP 委員会と似たり寄ったりである。日本損保協会が参加しているのが

目を引く程度である。 

「自動走行ビジネス検討会」という名称であるが、審議内容は、自動車メーカー主体の

技術論が先行し、長期的かつ俯瞰的な視点でのビジネス戦略のなさが露呈している。 

自動走行システムを利用して展開されるであろう様々のビジネスシーン（自動走行技術

                                                 
328 官民ＩＴＳ構想・ロードマップ 2016(案)：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai69/sankou2.pdf 
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を活用した宅配サービス、ヘルスケア、セキュリティ巡回、移動車内での教育、リゾート

ライフ、娯楽コンテンツの提供など）については、まったく話題にもなっていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-16 自動走行ビジネス検討会体制 

 

2015 年 7 月に第 4 回検討会が開催されて以降の情報は開示されていない。 

 しかし、第 4 回検討会での討議内容として、以下の指摘が着目される（下線は執筆者）。 

 

○日本は、技術はあるがビジョンがなく、ESC（横滑り防止）等では研究開発で先行して

いたにもかかわらず結果的に欧州に商品化を先行されている。今までのような技術の積

み上げだけでなく、自動運転に関するビジョンからのバックキャストの考え方も必要。 

○産学連携については、人材交流等に関する制度は整ってきているが、制度の活用はまだ

まだ進んでおらず、欧米と比較し金額規模も小さい。大学・研究機関が基礎研究から応

用、基準・標準まで一貫して行えるように議論すべき。 

○「パイロットプロジェクトをつくり、実施しながら自動走行の導入に向けた課題の洗い

出しをすることも重要。それを担う人物が課題。 

○安全性の担保が重要な課題という中で、ドライバーの役割を開放しようという話がある。

デッドマンシステム329やトラック隊列走行についてはリーズナブルかもしれないが、混

合交通の中で早急にレベル 3 を実現することは安全性の確保等非常に難しく、負の側面

があるかもしれない。このあたりも次のステップで検討できるとよい。 

                                                 
329 デッドマンシステム：自動車の運転手が、意識を失ったり死んだりした場合に、自動車を自動停止させる

システム。 
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○自動走行の将来像の共有：我が国として自動走行で実現すべき価値、アプリケーション

について検討するため、本検討会の下に WG を設置する。検討対象は、ユーザーも含め

た関係者が 「協調」して検討を行うことが有効で、2020 年以降 2030 年頃までに実現が

期待されるもの。本検討会においては、実現すべき価値としては、「安全・安心」に加え

て、「環境・エネルギー」、「労働力不足」、「自動車利用環境の向上」が、また、それらを

具体化するアプリケーションについては、「デッドマンシステム」、「トラック隊列走行」、

「ラストワンマイル自動走行」、「自動駐車」等が例示されたが、それ以外の価値やアプ

リケーションも含めて、できるところから検討の対象とする。WG では、実現に向けた

議論（事業モデルの妥当性、安全性、社会受容性、標準化、国際展開の可能性等を検討。

必要に応じて制度 環境整備についても検討）を行う。今後重要性が増すと想定される IT

との連携についても、必要に応じて WG で検討する。 

 

(3) 明らかになった問題点 

これまでの調査結果（関係者へのヒアリングおよび文献調査）から、以下のことが指摘で

きる。 

① 国の検討メンバーとして、サプライヤー（自動車メーカー）及び道路管理者側（省庁）

しか参加しておらず、利用者（ドライバー）あるいは地域の声が反映されにくい体制で

ある。 

② 主要検討項目が技術的側面に偏りすぎていて、社会的ニーズへの配慮は二の次になっ

ている。そもそも 2030 年に完全自動走行（レベル 4）をめざすことの社会的必然性が

明らかでない。 

③ 2020 年の東京オリンピックを自走システム開発の重要な一里塚と位置付け、そこへむ

けての開発目標は次世代公共道路交通システムと交通弱者等の移動支援システムとし

ているが、場当たり的な印象が強く、その後の社会展開シナリオが見えてこない。 

④ 2025 年にかけて団塊世代が後期高齢期に入ることにより、運転に不安を抱える高齢ド

ライバーの大量発生が確実であるにもかかわらず、主要検討項目から抜け落ちている。

（当該分野からの専門家が参加していない） 

⑤ 都市部と田舎（過疎地）における総合的かつ具体的な移動における課題認識とビジョ

ンが欠落している（都会での買い物難民対策、田舎での深刻な生活の足の確保など）。 

⑥ 国の検討メンバーは、全国で展開している自動走行実証実験の状況を必ずしも十分把

握していないふしがある。 

⑦ 検討メンバーに、ベンチャー（大学発含む）、地域産業セクター等が参加していない。

従来型のクルマ業界中心の発想から脱却できていないように見受けられる。 

⑧ 結論として、将来にわたるリアルな社会ニーズを十分踏まえずに、技術中心の議論が

交わされている。 

 

4.4.3 自動走行システムに関連する近未来社会像 

 

以下では、前項で言及した自動走行システムに関連する近未来社会像として、「超高齢社会」、
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「地域特性」および「シェアリングエコノミー」の３つの視点から分析を行う。 

 

(1) 超高齢社会と自動走行システム 

自動走行システムが実現する 2020 年～2035 年にむけて、日本が世界に先駆けて確実に

直面する課題として、超高齢社会に移行する時期でもある。このことを抜きにして自動走

行システムを構想しても、現実の社会ニーズを反映しないものとなる可能性が高い。 

2015 年に 65 歳以上の高齢者の人口比率は 25％を超え、世界最先端の超高齢社会を迎え

ている。この傾向は今後も継続し、2025 年には、団塊世代 2200 万人が 75 歳以上の後期高

齢者になる（4 人に 1 人）。 

現在、自家用車ドライバーの 6 割以上は 50 歳を超え、65 歳以上の高齢ドライバー人口

は 1500 万人に達している。同時に、若者の自動車離れも進行している。 

 このままで人口構造がシフトする、2025 年には、運転免許保有者の大半が、高齢者にな

ると予測される330。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-17 高齢者運転免許保有者の推計331 

 

 年間交通事故死者数は 2000 年の 9000 人が 2015 年には 4000 人へと半減している。し

かし交通事故死者に占める 65 歳以上の高齢者の比率は、2012 年に全体の半数を越え、そ

の後も増加傾向にある（図 4-17 参照）。 

高齢者による交通事故の特徴としては、「出会頭事故」と「右折事故」が多く、「一時停

                                                 
330 自家用車のドライバー（1 種免許保有者）だけでなく、タクシー、バス、トラックなど旅客運送業従事者

（2 種免許）の高齢化も同時進行で起こると考えられる。 
331 神崎洋：「超高齢社会における安心・安全な移動の実現に向けて」第 5 回 ICT 超高齢社会構想会議 WG 資

料、2013 年 3 月。 
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止違反」や「優先通行違反」といった交通違反が適用される。 

高齢ドライバーの身体的特性としては、以下が指摘されている。 

 位置関係の把握が難しくなることで、センターラインをはみ出す 

 集中力が低下することで、ブレーキなどの操作が遅くなる。 

 動体視力や夜間視力の低下、有効視野の狭窄、 

 距離感覚（目測）と自車の走行速度との関係を瞬時に判断できにくい 

 事故相手に早く気付いていてもアクセル、ブレーキ操作などによる行動がスムーズ

に取れにくい 

 運転行動に必要な情報の意味を読み取り、判断決定するといった情報処理に時間が

かかる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-18 高齢者による交通事故死者の推移332 

 

近年、高齢ドライバーによる高速道路逆走などが増加している。厚生労働省研究班によ

ると、認知症（軽度認知障害を含める）ドライバーは 230 万人と推定され、走行中の車の

５％にあたるとしている。 

75 歳以上のドライバーには免許更新時に、認知機能検査（講習予備検査）が義務付けら

れたが、これで検査できるのは、アルツハイマー型だけである（しかもアルツハイマー初

期では、運転技能低下は少ない）。 

 ただしすべての認知症患者が運転不適格者というわけではない。たとえば、軽度の認知

症であっても、走り慣れた道路での運転操作はドライバーの身体が覚えていることはある。

（これを「手続き的記憶」という） 

一方では、新しい交通インフラや自動走行システム等が、高齢ドライバーの「手続き記

                                                 
332 警察庁「平成 27 年度の交通事故死者数について」 
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憶」を阻害する可能性も指摘されている333。 

 以上のような事情を反映して、近年。高齢を理由とする運転免許自主返納者が急増して

いる。2015 年度で 28 万人の免許自主返納があり、人口の高齢化に伴い、今後とも増加す

ることは確実である（図 4-19 参照）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-19 運転免許自主返納者数の予測334 

 

運転免許自主返納者に対しては、自治体が「運転経歴証明書」を発行し、公共交通機関

の利用券を支給したり、タクシーの割引券を発行するところもある（数はまだ少ない）。国

の自動走行システム研究会や全国で展開されつつある自動走行社会実験において、高齢者

ドライバーの抱える諸問題に本格的に取り組んだ例は（ほとんど）ない。 

技術的には、衝突防止（回避）システム、ドライバーの眠気検出モニター、夜間走行用

のナイトビジョン、盲点領域警告システム（blind spot warning systems）、パーキング補

助システム、車線逸脱警報システム、車両安定制御など安全運転支援技術は一部すでに実

用化されており、これらの技術と高齢者固有の運転特性（認知＆行動）を踏まえた総合シ

ステム開発、普及をめざすべきである。これらの技術は、高齢ドライバーのみならず、全

てのドライバーへの恩恵となりうるユニバーサルデザインである。 

これらの運転免許自主返納者にとっては、レベル 4 の完全自動運転が実用化すれば大き

                                                 
333 立正大学心理学部所正文教授の指摘。 
334 警察庁「運転免許統計」より。2020 年以降の予測は過去のトレンドから、2015 年以降、毎年 33％づつ

増加すると仮定して推計。数字は毎年の新たな返納者数である。  
 

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2020年 2025年 2030年

年次別免許自主返納者数 65,605  72,735  117,613  137,937  208,414  285,514  710,450 1,767,827 4,398,920
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な恩恵（代替手段）となる可能性を秘めている。 

いずれにせよ、2020 年を一里塚とする自動走行システムの実用化時期と、日本における

高齢ドライバー急増時期がまさにシンクロしているという認識が不可欠である。 

 

(2) 地域特性と自動走行システム 

「官民ＩＴＳ・ロードマップ 2016（案）」においては、自動走行のエリア区分を、高速道

路、一般道及び特区などの限定地域に分けて整理していたが、大都市部と地方では、自動

走行に対する社会的ニーズやインフラ整備条件はかなり異なるものと考えられる。 

 すなわち、都市間交通においては、高速道路や有料道路などを中心とした幹線道での自

動走行（乗用車およびトラック、バス）が有力と思われる。大都市部においては、特定エ

リアでの（低速）限定走行が想定されるが、交通事情などを考えるとレベル４の完全自動

運転は、かなりハードルが高いと思われる。おまけに、鉄道やバス路線などの代替となる

公共交通手段が発達しており、自家用車への依存度はもともと低い。 

 一方、山間部や過疎地などにおいては、公共交通機関はあまり十分に整備されていない

半面、自家用車保有率は高い。しかし高齢化の進行により運転自体が困難な高齢者も急増

している。さらに地元のバスやタクシー運転手の高齢化・人出不足も深刻であり、地域の

足の確保が年々、困難になりつつある。 

 国土交通省によれば、最寄りバス停まで 600m 以上、最寄り駅まで 1km 以上離れてい

る「公共交通空白地地域」は、面積で 3 万平方 km（国土全体の 25%）、人口 531 万人（全

人口の 4.2%）に及ぶ。このような地域では、国の「自家用有償運送制度」が 2006 年度か

らスタートし、市町村や NPO などが自家用車などを用いて地域住民を有償で運送できる

ようになった。全国で 500 団体が旅客運送事業を行っている。しかし、走行路線や便数が

少ないことなどもあって、赤字事業がかなりの割合を占めている335。 

 自動走行システムは、このような地域の新たな足として活躍できる可能性を秘めている

（表 4-7 参照））。石川県珠洲市で金沢大学が行っている自動運転実証実験、あるいは国家

戦略特区である神奈川県藤沢市で、㈱ロボットタクシーによる住民送迎実証実験は、いず

れも地域住民の足の確保をめざしている。いずれも、将来的には、自動運転のタクシーあ

るいは小型バスなどの公共交通サービスの新たな社会インフラをめざしている。 

 なお、京都府京丹後市および富山県南砺市では、自動走行ではないが、スマホの自動配

車サービスを活用した地域交通インフラの整備のための社会実験をめざしている。ポイン

トは、地元のタクシー、バス業界などとのコンセンサス形成が十分なされていることが重

要であり、ステークホルダーを巻き込んだ「地域公共交通会議」の開催がひとつの鍵とな

っている。 

  

                                                 
335 国や自治体からの補助金・助成金が投入されるケースが多い。 
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種類 地域 内容 実施体制 課題等

自
動
配
車
型

京都
府京
丹後
市

「公共交通空白地」における
有償運送。地域住民および
観光客の自動配車サービス
利用を見込む。

・NPOが実施主体（行政
から補助金）。

・地域公共交通会議でコ
ンセンサス形成。

・ウ―バー・ジャパンが
技術協力。

・当初の特区を活用した株式会社
運営案はタクシー業界の反発で
とん挫。

・登録運転者の研修が必要。

富山
県南
砺市

地域住民や外国人観光客
の足として、ウ―バーの自動

配車導入を検討するも、タク
シー業界の反対で、中断。

・住民ボランティアによる
自動配車予定

・ウ―バー・ジャパンが
技術協力。

・地域公共交通会議は未設置。
・地元タクシー業界との共存の道
を探るしかない。

自
動
運
転
型

石川
県珠
洲市

過疎地における住民の足の
確保を目的とした自動運転
社会実証実験。

・金沢大学が自動運転車
開発＆テスト走行・評価。

・珠洲市は実験協力

・現在は技術テスト段階。社会
ニーズとの整合性はこれから。

・実用化した場合の費用負担は未
検討。

神奈
川県
藤沢
市

国家戦略特区の一環として、
ロボットタクシー㈱が自動運
転車で、駅から住民等を送
迎

・ロボットタクシー㈱が自
動運転車両を提供。

・神奈川県、藤沢市が協
力。

・現在は技術テスト段階。
・今後、地域住民ニーズとのすり
あわせが必須

 

表 4-7 ＩＣＴを活用した地域公共交通社会実験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) シェアリングエコノミーと自動走行システム 

すでに見てきたように、自動走行の車両は、個人所有のマイカー・ファミリーカーだけ

でなく、タクシー、バス等の公共交通機関への導入が検討されている。 

それに加えて、最近、注目されているのが、車両の共同利用、すなわちカーシェアリン

グである。カーシェアリングは、大別して個人所有の車両をシェアする場合と、事業者の

所有する専用車をシェアするタイプがある（図 4-20 参照）。 

 前者は、個人の所有車を空いている時間に貸し出す方式、後者は、レンタカーに近く、

より短い時間で貸し出す方式である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-20 自動運転と車の所有形態 

 

個人利用 公共利用（不特定多数）

共同利用

マイカーまたは
ファミリーカー

タクシー

乗合バス

レンタカー

シェアカー１

シェアカー１：マイカーを提供（＞現状では少ない）

シェアカー２：専用車を提供（＞レンタカー会社など。市場の大半）

1種免許 2種免許

送迎バス

送迎バス：不特定多数向け（買物送迎バス）、特定利用者向け（通園・通学バスなど）

シェアカー２
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我が国におけるカーシェアリングサービスは、2016 年 3 月時点で、事業者数 30 社、登

録車両台数 19,000 台、会員数 85 万人である。前年比 20％前後増の成長産業である336。  

カーシェアリング事業者は、駐車場ビジネスから派生したもの、レンタカービジネスか

ら派生したもの、被災地の地域互助活動など、いくつかのタイプがある。  

利用の動機としては、駐車場代や車の維持費を節約できるといったことのほかに、いつ

でも気軽の利用できるといった利便性があげられる。 

サービス展開エリアは都市部が基本である。都市部以外を含む全国展開をしているのは

最大手のタイムズ２４㈱だけである（サービスステーション数 7,700 か所）。  

ステーションの立地場所は、駅周辺、既存の駐車場、コインパーキング、マンションや

団地の空き駐車場などである。  

現状では、カーシェアリング事業者は、完全自動運転はまだビジネス対象としては捉え

ていない。しかし、完全自動運転が実現した場合は、業界に大きなビジネス変革をもたら

す可能性があると考えられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-21 我が国におけるカーシェアリングサービス市場337 

 

すなわち、以下のようなメリットが想定される。 

                                                 
336 カーシェアリング先進国のスイスでは、総人口当たりの会員数が 1.3%であるのに対し、日本は 0.4%だが、

主要 4 カ国の中では、近年、急激に成長している。  
 
337 （出典）交通モビリティ・エコロジー財団  
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 自動運転車がユーザの居る場所まで自動配車されれば、ユーザはステーションまで

移動しなくてすむ。その結果、ユーザの利便性は格段に向上する。 

 事業者サイドからは、自動（配車）運転システムと組み合わせれば、クルマがステ

ーションに常駐していなくてもよいため、ステーションの効率的利用によりコスト

ダウンが期待できる。 

 完全自動運転車の導入により運転免許が不要となれば、運転免許無しのユーザが利

用することが期待される（新たな顧客の開拓が可能になる）。 

 

さらに、カーシェアリングの導入で車両の効率的運用が可能になり、同一レベルのサー

ビスが、より少ない車両台数で実現されるという試算も発表されている（表 4-7）。 

その結果、（運転手不要による）人件費削減、燃料代の節約等などで利用コストの大幅な

低減が期待される半面、既存タクシー業界を圧迫するということも起こりうる。自動運転

車ではないが、米国ではスマホによる自動配車サービスを行うライドシェア型のタクシー

の登場で、廃業に追い込まれた既存タクシー業界もある338。わが国でも、富山県南砺市が

ウ―バータクシーを導入しようとしたが、地元タクシー業界の反発を受け、事業開始には

至っていない（表 4-7）。 

 ポイントは、既存事業者との共存共栄関係をいかに構築していくかにある。現に、深刻

な運転手不足に陥っている地方タクシー会社では、無駄にタクシー車両を遊ばせておくよ

りは、一部でも自動運転タクシーを導入したいという意向もある。 

 人口減少と人口の高齢化に伴う将来の労働力（運転者）不足は確実であり、これらを補

完するものとしての自動走行（自動運転）の果たす役割は決して小さくない339。 

 

表 4-8 完全自動運転車の普及による車台数の変化予測340 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4 検討すべき諸課題 

自動走行システムが社会に普及するまでには。いくつかのクリアすべき課題がある。いず

れも自動運転の「安全性」（safety および security）が大きく関わる。 

                                                 
338 http://money.cnn.com/2016/01/25/technology/yellow-cab-bankruptcy/ 
339 シェア型の自動運転システムやEV採用により環境負荷やエネルギー効率は飛躍的に向上すると期待され

る一方、クルマ減少による自動車産業の衰退、旅客輸送従事者の雇用喪失などが懸念される。 
340 Brian A. Johnson “Dipruptive Mobility: AV Deployment Risk and Possibilities, July.2015   

タイプ 完全自動運転による台数変化

マイカー型：FAVs
Family Autonomous Vehicles

世帯当たり
２．１台から１．２台へ

自動配車型シェアカー：SAVs
Shared autonomous Vehicles

１０台が１台で代替

プール型シェアカー：PSAVs
Pooled Shared Autonomous Vehicles

１５～１８台が１台で代替
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(1) 法制度面での課題 

 国内動向 
自動走行システムを導入する最大の動機は交通事故の低減にある。自動車事故の原因の 9

割以上は、人為的要因といわれる。自動走行によって、安全性の向上が期待される。自動

ブレーキ装着車は、非装着車に比較して事故発生率が 6 割以上減少したというデータも報

告されている341。 

自動ブレーキが自動走行の自動化レベル 1 に相当するとした場合、レベル 3 までは従来の

自動車運転者ありきという従来の概念の延長線上にあるといえる。しかし、人間（ドライ

バー）が運転にまったく関与しないレベル 4 の完全自動運転になると、現行の道路交通法

をどう解釈するかがかかわってくる。 

すなわち、第 70 条（安全運転の義務）において「車両等の運転者は、当該車両のハンド

ル、ブレーキその他の装備を確実に操作し（以下省略）」と明記され、運転者の存在が大前

提になっている。 

また事故時の責任は、レベル 2 まではドライバー側に責任、レベル３、４はシステム側に

責任があるとしているが、レベル３では、自動走行モード（システム側）と手動運転（人

間側）の法的責任の仕分けは、一義的に決まるとも思えない。 

 

表 4-9 自動走行のレベルと責任関係342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察庁の「自動走行の制度的課題的課題に関する調査研究報告書」（2016 年 3 月）では、 

自動走行の公道実証実験のガイドラインとして、レベル３までは安全確保策をとった上で

行うこととしている。 

レベル４の完全自動運転については、国家戦略特区など走行エリアを限定した上で、常時

車内モニタリングを前提として、2017 年度から認可する方針が政府から打ち出された（「国

                                                 
341 http://www.fhi.co.jp/press/news/2016_01_26_1794/ 
342  表 4-5 に同じ 
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家再興戦略 2016」）343 

 

海外動向 
(ア) 国際機関の動向 

ジュネーブ道路交通条約（1949 年）では、運転者は車両の操縦を行わなければならないと

され、他の道路使用者への安全のための注意義務等が規定されている（第 8 条及び第 10

条）。 

国連欧州経済委員会（UN-ECE）の下に設置された「自動車基準調和世界フォーラム」 

（WP29）において、国際的な自動車の安全・環境基準の策定が行われている。この中で、

特に自動運転に関する議論が行われている会議体が 2 つある。「自動運転分科会」と「ブ

レーキと走行装置（GRRF）専門分科会―自動操舵専門家会議」である。 

前者は、ASV 技術のような先進技術のあり方について検討していた ITS 専門家会議を

改組したものである。近年の自動運転に関する技術開発の動向等を踏まえ、自動運転にリ

フォーカスし，必要な基準等について議論することを日本から提案し、平成 26 年 11 月に

日本と英国を共同議長とする自動運転分科会として改組された。この自動運転分科会では，

①自動運転の共通定義，②WP29 の所掌外も含めた全体的な課題の整理、③サイバーセキ

ュリティの考え方等について議論されている。①自動運転の共通定義の議論は、基準の在

り方を検討するに十分な程度まで自動運転の種類を細分化し、定義しようというものであ

る。 

 自動運転の実現には，車両の安全性だけ検討すればよいというものではなく、運転の在

り方，道路等インフラの在り方等も関連してくる。これら車両の安全性以外の分野（WP29

の所掌外）の動向を注視することも重要であり、WP29 の枠の外を含む全体の課題とその

動向について情報交換等を行っている344。 

 いずれにせよ、急速に進展するクルマ関連の技術革新に対し、国際的基準・制度が後追

いの形で根本的な変更を迫られている。 

  

                                                 
343 「自動動走行については、いわゆる「レベル４（完全自動走行）」までの技術開発を目指すため、「官民

ITS 構想・ロードマップ 2016」（平成 28 年５月 20 日 IT 総合戦略本部決定）に基づき、来年を目途に特

区等において無人自動走行による移動サービスに係る公道実証を実現すべく、車内に運転者が不在であ

っても遠隔装置を通じた監視等や、ハンドル及びアクセルの無い自動運転車両による走行などが、公道

における実証実験として可能となるよう、速やかに所要の措置を講ずる」（国家再興戦略 2016） 
344  国土交通省自動車局技術政策課専門官谷口正信「自動運転の実現に向けた検討」（2015）から引用 
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図 4-22 国連欧州経済委員会ＷＰ２９における自動運転の検討体制 

 

(イ) 米国の動向 

米国では、自動走行車が公道を走行できるよう、州議会で立法が承認・施行された州は、

ネヴァダ州、フロリダ州、カリフォルニア州、ミシガン州、コロンビア特別区で、公道で

自動走行の実験が行われている。道路交通条約（1949 年ジュネーブ条約）の中で、運転者

について、①運転者の乗車 ②適切かつ慎重な方法による運転が定められている。 

米国道路交通安全局 NHTSA（National Highway Traffic Safety Administration）は、無人運

転技術は存在していないとし、無人運転の基準策定が時期尚早としている。Google Car は、

訓練を受けた運転者が乗車することを条件に、公道走行が認められているもので、無人運

転が認められている訳ではない。ただ、人工知能（AI : Artificial Intelligence）を実装した

自動走行車については、法律上の運転者として規制を再考する旨の米国運輸省の見解345が

最近示され、規制緩和の方向にある。人工知能で自動走行を実現し、完全自動化を目指す

セルフドライビングカー（Self-Driving Car）は、運転者を前提としない“機械中心の自動化”

であることから、その開発の推移について、業界関係者や行政当局は注目している。 

自動車メーカーが、ITS（Intelligent Transport Systems）機能の搭載車両による公道の走行

には、連邦政府の定める自動車基準（FMVSS : Federal Motor Vehicle Safety Standards）346を

満たす車両の利用を前提に、州法に基づく手続きが必要になる。ネヴァダ州が自動走行車

による公道の試験走行を認める法案（AB511）を全米で初めて制定した。また、フロリダ

州とカリフォルニア州は、法案を制定したが、各州とも、ITS 機能が作動しない時にすぐ

に対応できるよう、専用免許を持つ運転者が、乗車していること、試験限定の公道走行を

要件としている。さらに、カリフォルニア州では、法案 SB1298 の制定により、州車両管

理局（DMV：California Department of Motor Vehicles）に対し、自動走行車を操作する申請

方法、承認手順の作成、自動走行車の安全性と性能に関する基準の策定、自動走行の専用

                                                 
345 日本経済新聞 電子速報版サイト記事：グーグルの自動運転車、人工知能が「運転手」米運輸省見解. 日

本経済新聞. 2016-02-12. http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM12H0M_S6A210C1EAF000/ 

346 “FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS AND REGULATIONS”. National Highway Traffic 

Safety Adminiatration, U.S. Department of Transportation. http://www.nhtsa.gov/cars/rules/import/FMVSS/  
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免許を持つ運転者が試験走行を行うことを認めることなどを義務づけている。 

自動走行の技術進化、公道での走行実験の進展という環境下、米国連邦当局は規制緩和

に乗り出している。従来は、米国運輸省は慎重な立場を取り、自動走行車の使用は実験に

限定し、「一般市民が通常の走行目的に使うことは認めない」とする方針であったが、2015

年 11 月、同省長官は、自動走行車の安全策に慎重になりつつも、政策の更新や企業への支

援策について、北米での国際自動車イベントで、フォードや GM、テスラ、そしてグーグ

ル等と共に、今後の取り組みを示唆した。これは、Google 社が、Google Car の実証地域を

マウンテンビュー本社から、カリフォルニア州、テキサス州オースチンの公道へと拡大し

たことを示す。 テスラ、日産、ホンダも同様に、実証を続けている。いずれも、運転者が

同乗し、常に代って運転し、不測の事態に待機するよう備えている。 

2016 年 1 月、米国運輸省長官は、2017 年予算案の一部として、自動走行車の開発におい

て、向こう 10 年間での 40 億ドルの投資347により、市場での普及を支援することを発表し

た。ITS 事業の企業と協力して、開発の加速を促進させ、自動走行車の安全性を確保し、

ITS 機能の基盤整備を示唆した。また、2013 年発行の米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）

による自動走行車に関するポリシーガイドラインも更新され、自動走行車はより安全な交

通手段になり得る期待感が表明された。自動走行の政策348をより明示し、事業者や州の関

係機関と協力して普及を目指すメーカーに選択肢を示すこと、安全性の向上を重要な課題

に位置づけヒューマンエラーが関わる致命的事故の大半の最小化を図る技術のイノベーシ

ョンを標榜することを示し、2016 年に自動走行の理念を具現化したフレームワーク、自動

走行車の安全な普及と運用に関するガイドラインを作成し、米国の業界団体や企業と協力

した成果として発信される見通しである。また、法規制の解釈に関するメーカー側の要求

を受け付け、法と技術の両面からの考慮を図る試みも本格的に進めるものと思われる。 

 

(2) セキュリティ面での課題 

IoT セキュリティ 

自走システムは、IoT(モノの情報化)ととらえなおすことができる。その際、発生する可能

性のあるリスクとして、情報セキュリティの問題がある。すなわち、自動運転の車に対す

るハッキング、あるいは外部から悪意の遠隔操作、さらには自動運転車を使ったテロの可

能性も否定できない。すでに類似したインシデントは発生している。 

自走システムのセキュリティ問題は、自動車というリアル空間と情報システムというサ

イバー空間の交錯する領域で生起する。秘匿性（confidentiality）を原則とする情報セキ

ュリティに対し、公開性（openness）を前提とする交通安全システムとでは、背景にある

価値観が異なると思われる。法制度の問題ともからめて、新しいガイドラインと運用ルー

                                                 
347 日経テクノロジー OnLine 版サイト記事：米国政府、自動運転車の開発に 10 年間で 40 億ドル投資. 日経

テクノロジー. 2016-01-19. http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/011900212/?bpnet 

348 Lufkin, Bryan. Hell Yes: Obama Wants to Spend $4 Billion to Fill Our Roads With Autonomous Vehicles. Gizmodo 

US. 2016-01-14. http://gizmodo.com/hell-yes-obama-wants-to-spend-4-billion-to-fill-our-r-1752965805  
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ルづくりが不可欠である。 

2013 年に米国で開催されたハッカーの祭典「デフコン」にて、車載ＰＣを遠隔操作して

運転手の意思に反して急加速やブレーキを効かせたり、ハンドルを動かす、エンジンを切

る、燃料計を満タンと表示したりというデモが披露された。 

IPA（情報処理推進機構）では、組込み機器がインターネットに繋がるようになった 2006

年から、車載器や自動車本体における情報セキュリティについて、調査・検討を行ってい

る。2012 年に自動車開発者向けのガイドと自動車セキュリティに関する動向を調査した報

告書を公開した（図 4-23 および表 4-10 参照）。 

 

    

図 4-23 自動車を取り巻く機器・機能や脅威 

 
 
 
 

表 4-10 攻撃者による干渉に起因する脅威 

不正利用 なりすましや機器の脆弱性の攻撃によって、正当な権限を持たない者に

自動車システムの機能を利用される脅威。 

・解錠用の通信をなりすます事により、自動車の鍵を不正に解錠する等

不正設定 なりすましや機器の脆弱性の攻撃によって、正当な権限を持たない者に

自動車システムの設定値を不正に変更される脅威。 

・ネットワーク設定を変更し、正常な通信ができないようにする等  

情報漏えい 自動車システムにおいて保護すべき情報が、許可のされていない者に入

手される脅威。 

・蓄積されたコンテンツや、各種サービスのユーザ情報が、機器への侵

 入や通信の傍受によって不正 に読み取られる、等  

盗聴 自動車内の車載機同士の通信や、自動車と周辺システムとの通信が盗み
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見られたり奪取されたりする 脅威。 

・ナビゲーションや渋滞予測を行うサービスのために自動車から周辺 

 システムに送付される自動車状態情報（車速、位置情報等）が途中 

 経路で盗聴される等  

DoS 攻撃  

 

不正もしくは過剰な接続要求によって、システムダウンやサービスの阻

害をひきおこす脅威。 

・スマートキーに過剰な通信を実施し、利用者の要求（施錠・解錠）を

 拒否させる等  

偽メッセージ 攻撃者がなりすましのメッセージを送信することにより、自動車システ

ムに不正な動作や表示を行わせる脅威。 
・TPMS（タイヤ空気圧監視システム：Tire Pressure Monitoring  
 System）のメッセージをねつ造し、実際には異常がない自動車の警

告ランプをつける等  
ログ喪失 操作履歴等を消去または改ざんし、後から確認できなくする脅威。  

・攻撃者が自身の行った攻撃行動についてのログを改ざんし、証拠隠滅

 を図る等  

不正中継 通信経路を操作し、正規の通信を乗っ取ったり、不正な通信を混入させ

たりする脅威。  

・スマートキーの電波を不正に中継し、攻撃者が遠隔から自動車の鍵を

 解錠する等 

（出典）IPA 「2012 年度 自動車の情報セキュリティ動向に関する調査」報告書    

 

また、コネクテッドカーにおける、セーフティとセキュリティについて、図 4-13 に示す

ように最近の研究では多層防御の考え方が提起されている。しかし、その研究においても、

セキュリティ（悪意のある人からの自動車・搭乗者・情報の保護）については、今後の重

要な課題であると示されている。 

 

図 4-24 自動車システムにおけるセーフティとセキュリティに対する多層防御349 

                                                 
349 早川浩史、「つながるクルマのセーフティ＆セキュリティ」、第 12 回クリティカルソフトウェアワークシ

ョ 
ップ）招待講演、2015 年 1 月 22 日、 
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(3) 交通ビッグデータの活用と保護 

自動走行に関する自動車は、常時インターネット接続された「コネクテッドカー

（Connected Car）」の特性を有する。調査会社 Machina Research の報告によると、2022

年にはインターネットに接続されているクルマ（7 億台）と車載システムなど（11 億デバ

イス）は 18 億に達し、4220 億ドルの市場規模であるとの予測がある。コネクテッドカー

は、情報の収集機能と配信機能を持つ。情報を収集する自動車には、全地球測位網（GPS）

から収集される位置情報や速度情報の「プローブデータ」や、車間距離センサ、ドライバ

ーモニタリングセンサ、ステアリング舵角センサ、スピードセンサーから収集される自動

車の走行関連の「制御データ」がある。これらの収集される位置情報や速度やブレーキ、

車両コンディション、走行データ、路面状況などのデータの利活用を図ることが課題であ

る。また、走行支援、車両診断、渋滞緩和や交通管理、危険予知や交通事故削減、保険サ

ービスに向けた市場開拓が期待される。 

総務省「ICT サービス安心・安全研究会」の「改正個人情報保護法等を踏まえたプライ

バシー保護検討タスクフォース（2015 年 11 月 5 日）において、コネクテッドカーにおい

て取り扱われるデータ例をまとめたものがあり、図 4-25 に示す。 

 

 

図 4-25 コネクテッドカーで取り扱われるデータ例350 

 

                                                 
350 KDDI 総研主席研究員平林立彦「コネクテッドカーにおけるプライバシー保護について」。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000384894.pdf 
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 さらに官民の国内動向の具体的な例を次に示す。国土交通省では、「自動車関連情報の利

活用に関する将来ビジョン検討会」において、車の登録と車検情報、走行時の位置情報と

速度情報、修理や故障の履歴といった自動車特有のデータを活用した新たな保険サービス

や自動車トレーサビリティ（追跡可能性）サービスを検討する方針を示している。また、

トヨタ自動車は、2014 年 8 月から、車と通信を掛け合わせた独自のテレマティクスサービ

ス「T-Connect」の提供を開始している。このサービスには、口頭でカーナビの目的地設

定やニュース情報の検索が可能なドライバー向け音声対話型「エージェント」を提供し、

ビッグデータを活用した事故や渋滞などの「先読み情報サービス」も提供する。スマート

フォンやタブレットとのようなインターネット接続端末も連携可能で、開発者にもソフト

ウェア開発キット（SDK）を提供し、収集データを活用したアプリケーション開発もでき

るといったように、独自のエコシステムも展開している。 

自動車においては、多様なデータが発生する。その取得源は、各種車載器からスマート

フォンまで広がりがある。また、通信事業者は基地局からの情報を基にした位置情報を活

用している。データの取得者は、自動車会社、カーナビメーカー、スマートフォンの OS

提供会社、アプリ提供会社など、多岐にわたっており、それぞれ自社サービスの提供のた

めに活用するものと、外部に提供して利用を促すものがある。 

自動車のデータに対する企業の取り組みが始まったのは 2003 年ごろで、プローブデータ

に基づくサービスが提供されている。今日で言うビッグデータを活用したビジネスに先行

して取り組んできている。自動走行の関連データとして、①道路～車間のもの、②車内お

よび車々間のもの、③運転者個人の特性によるもの等、異なる形式やオーナーシップを有

するデータが分散配置されることが予想されるため、いかに統合的に管理するのかが課題

になる。 

自動走行車は、「コネクテッドカー（Connected Car）」の構想の下、自動車、ドライバ

ー、周りの自動車や道路などの自動車を取り巻く走行環境のあらゆるものが、インターネ

ットに常時接続される IoT（Internet of Things）の構造を有する。自動車の各サプライヤ

ーは、製造した自動走行車のデータを自社のクラウドセンターで管理するため、コネクテ

ッドカーを前提にした自動走行の場合は、各社間でデータ連携を図る必要があることから、

相互接続標準の合意、その技術を実装することが必要になる。 

運転者個人の特性によるデータとして、運転の行動記録・ライフログ、運転者の心身モ

ニタリングデータ（ウェアラブルデバイス等によるもの）が考えられるが、あらゆる運転

モードにおけるこれらのデータの開示手続きをどう定めるのかを検討する必要がある。 

これまでの自動車でのデータ利活用が進まない理由としては、a.データの取得者と利用

者が異なるため、シーズとニーズの合致しないこと。b.パーソナルデータは、どの程度ま

で活用可能なのか、法環境が整備されていないため利活用が進まないこと、が考えられる。

a の解決策としては、データアグリゲーター（情報の集約・仲介機関）の設立が考えられ、

各社から情報を利用者に提供する業務を行う役割を定める。また、b の解決策としては、

内閣府による「パーソナルデータ検討会」において、これまで定められていた個人情報よ

り広い概念の「パーソナルデータ」に対象を拡大し、今後の取扱いについて大綱が取りま

とめられている。位置情報を含むデータを準個人情報に類する形で、個人情報と同様の取
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扱いをするのか、改正された個人情報保護法の中で具体的になるものと考えられる。 

なお、「IoT 開発におけるセキュリティ設計の手引き」が 2016 年 5 月にＩＰＡより発行

された。そこの中に、IoT システムにおける脅威分析と対策検討の実施例が示されており、

その一例としてコネクテッドカーにおける脅威と対策についても検討されている。 

 

4.4.5 新たな政策プログラムの提案 

(1)自動走行システムの普及シナリオ作成 

 

官民ＩＴＳロードマップにおいては、自動走行の技術的展開シナリオが示されている。 

それと並行して、、「自動化レベル」、「導入地域」、「利用シーン」などによって、自動走

行システムの社会普及シナリオを想定する必要がある。 

 自動運転に関わる技術革新、制度の進展状況、具体的な利用ニーズなどを十分考慮した

（社会）普及シナリオを描くことが重要である。 

 具体的には、以下のような近未来社会シナリオ（普及仮説）が想定される。 

 

①自動化レベル別のシナリオ 

 レベル１～２は、比較的早期に普及すると予想される（今後 5 年以内）。 

 レベル３及び４は、走行エリア（国家戦略特区、高速道路など）を限定してスモール

スタート。これが一般道にまで普及するには、10 年以上のリードタイムが予想される。 

 

②地域別のシナリオ 

 都市部では、シェアカーなどをベースに展開すると予想される（5～10 年以降）。 

 地方では、国際戦略特区あるいは公共交通空白地などで公的資金の助成などを受けな

がら「地域住民の足」として展開することが予想される（5 年以内） 

 

③利用シーン別のシナリオ 

 買物、通院、通学などの際のコミュニティ・シェアカーとしての利用（5 年～） 

 大規模ショッピングセンター、リゾート・集客施設の送迎（5 年～） 

 高齢による運転免許返納者の自動運転利用優遇措置の検討（10 年～） 

 

(2) 検討すべき政策プログラム 

 国及び自治体などによる自動走行システムの地域タイプ別導入モデルの検討 

 自動走行による潜在的リスクおよび対応策の検討 

（IoT にかかわる新たなリスクの予測と対応策、交通ビッグデータにおけるプライバ 

シー保護策の検討等） 

 自動運転車・非自動運転車混在モードでの社会的ルール（法制度・保険含む）の検討 

（道路交通管理者、保険業界、法律家、ユーザ代表などの参加が必要） 

 自動走行がもたらす新しいビジネスモデルの検討 

（経産省・国土交通省の「自動走行ビジネス検討会」の発展的展開が現実的である） 
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(3)検討体制ほか 

 国レベル 

国レベルの検討会（SIP 自走委員会他）において、従来の構成メンバーに加え、ユー

ザー（運転者）代表、地方自治体、流通業界などの新たなステークホルダーを参加さ

せる。 

 地域レベル 

 現在、全国各地で展開されている自動走行社会実験の実施母体（企業、自治体、大学 

など）が「移動のミライ地域連絡協議会」（仮称）を結成し、自動走行の技術的側面 

だけでなく、自動運転利用シナリオ、既存事業者との共生方策、解決すべき共通課題   

（法制度、安全走行ガイドライン、事故時の対応マニュアル、安全自動運転の人材育 

成など）および対応策についての情報共有を図るべきである。 
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5. 政策体系の構想 

 

5.1 現状の確認 

 

5.1.1 資金アロケーションの実態 

 下図に民主党政権下（2012 年度）と安倍政権初期（2014 年度）の政府科学技術関係当初

予算の概要をまとめた。省庁横断的な課題をアクションプラン方式として導入することに

よって、統合化の実をあげる試みを始めて 2 年目（2012）の実績と安倍内閣の概算要求か

ら手がけた最初の予算（2014）の比較である。総合科学技術（イノベーション）会議で検

討するアクションプランと重点施策パッケージへの分配額 2700 億円を増加させ 3000 億円

余りにするほかに戦略的研究・イノベーション（ＳＩＰとＩｍＰＡＣＴ）の大型プログラ

ムを創設し 1000 億円余りを付加した。安倍内閣では集権的な予算編成をその後も強化し、

当初はアクションプラン事案のみを「科学技術イノベーション総合戦略」の内容にしてい

たが、その後領域を拡大し戦略的研究・イノベーション以外で 2015 年度は概算要求額であ

るが 5000 億円余りに、また 2016 年度は 9500 億円余りに増加させている。科学技術関係予

算の総額はほぼ横ばいで、また大学と独法に配布される運営費交付金は人件費が大きいの

で年率１％余りで削減されてはいるが、省庁から配布される「基盤的施策」と「その他内

局」からの施策が大幅に削減されることになっている。言い換えると、省庁レベルで企画

される個別政策が「総合戦略」の中に組み込まれ、戦略的投資に衣替えして実施されてい

ることになる。 

 

 

図 5-1 2012 年度と 2014 年度の政府科学技術関係当初予算の比較 
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 このような、上からの戦略的展開が卓越してくると、ボトムアップの発想に多くを依存

する科学技術分野では弊害がでてくるであろう。また、研究単位が大型になる傾向や、研

究実施者として大企業関係者が多くなる傾向も出てきているのではないかと思われる。こ

のような傾向は、自立した若手研究者の育成を阻害することになり、近年増加傾向にある

「やとわれ研究者」をさらに増加させることが危惧される。 

科学技術分野では、まず研究者としての資質が重要であり、それはユニークでオリジナ

ルな発想が継続して提起されることで認識される。次に、こうした若手研究者が自立して

その構想を追及できる環境が必要である。現在進められている研究資金のアロケーション

の傾向は、逆の方向をむいている。 

 

5.1.2 戦略形成の実態 

それでは、戦略形成の実態はどのようになっているのであろうか。 

 

 

図 5-2 安倍政権の政策体系と政策形成の全体図351 

赤字部分は本来必要な作業だがそれを欠いていた 

 

 安倍内閣の際立った特徴は、政権中枢（内閣官房）で運営される経済、産業科学技術、

教育に係る上位の戦略会議が主導する形で具体的な改革方針が決められ（政権構想と上位

                                                 
351 平成 28 年 6 月に「上位体制」が改編され、「経済社会・科学技術イノベーション活性

化委員会」に一部が統合された。 
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体制）、その大方針が再興戦略、総合戦略、提言の形で府省に降りてくる。たとえば教育再

生実行会議では、メンバーである有識者からの提案が手短に提言にまとめられ、矢継ぎ早

に発出される。そして省庁での実施体制の取り組みがフォローアップされる。つまり、政

権に近い有識者からの矢継ぎ早の提案が、省庁を通して事業実施機関に降りてきて、フォ

ローアップの際に未実施だと、ペナルティが科せられる。また、経済政策の 3 本目の矢に

相当するはずの「戦略的研究・イノベーション」の二つの大型プログラム SIP と ImPACT

は総合科学技術イノベーション会議で決済されているが、課題の採択過程は公募とはいえ

透明性を欠いていた。結果として、実施に移された案件は経済成長への寄与とは程遠い長

期的なプログラムとなっていて、短期的な成果を期待していたアベノミックスは息切れる

こととなった。 

期待した成果を生み出せない戦略は、そもそもその戦略形成過程に欠陥があるのではな

かろうか。上図において赤字で示した箇所は、本来我が国の戦略形成と展開のために必要

と思われるが検討が疎かになっている事項を示している。科学技術の戦略ではあっても、

我が国の未来社会や経済環境についての分析、日本社会の特質、そしてリスク分析等が必

要であり、また戦略展開においては政策のプログラム化が重要である。残念ながら、基本

計画策定過程にはこのような調査や分析結果が戦略形成に組み込まれてはいない。すでに

お気づきかもしれないが、本調査では主としてその補完を図った352。 

 

5.2 上位政策 

5.2.1 科学技術の局面 

 省庁横断的な政策をここでは上位政策と呼ぶ。規模の大きな多くの先進国では、我が国

の科学技術基本計画のような統合的な科学技術の総合政策を持っていない。必要に応じて、

分野ごとに長期計画を策定している。集権的に展開する基本計画は新興国のものであり、

韓国、中国、インド、シンガポール等でも見られる353。 

 前節 5.1 での「現状の確認」は、科学技術イノベーション政策の範囲に限っていたが、3

章までは我が国の未来社会を対象にして論じてきた。そして、特に 3.3 で科学技術の社会

に対する際立った役割について検討を加えた。科学技術はヒトの「外部装置」を補強し社

会を動かす「社会的動因」となる。現在、最も激しく補強が進んでいる領域は ICT と IoT

をたばねた cps であろう354。そして外部装置の補強と共に、それを付加価値に転化する社

会的な仕組みと多様な「補助装置」がさらに用意されなくてはならない。科学技術の側で

                                                 
352 未来社会分析の方法論 1.2、日本社会の特質 2.1 と 2.2、未来社会像の把握 2.3 と 2.4、
未来社会の課題 3.1 と 3.2、我が国の戦略的課題 3.3 
353 ・第３期科学技術基本計画のフォローアップに係る調査研究－科学技術を巡る主要国

等の政策動向分析（NISTEP REPORT No177）、2009 年 3 月 
 ・第４期科学技術基本計画における科学技術イノベーションのシステム改革に係る調査

報告書、別冊１：主要国等における科学技術イノベーション政策の動向等の把握・分析、

三菱総合研究所からの再委託による公益財団法人未来工学研究所、2014 年 3 月 
354 これを、ヒトが担うべき機能までを代替するものとして「AI」と称していることが多

いが、これは概念の誤用である。実態は、ヒトの「外部装置」の強化に過ぎない。 
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は、「外部装置」の補強だけで役割が終了したと考えてしまう傾向が強いが、「補助装置」

も科学技術の寄与なくしては作り上げることが出来ない。既存の産業分野においても（つ

まり「外部装置」がさして変わらなくても）常時進化が進められていて、多くの場合これ

は「補助装置」の改善・補強に因っている。科学技術のもう一つの機能はこの全領域に関

わる基盤的な推進力である。科学技術イノベーション領域固有の上位政策としては、以下

が重要であろう。 

 公的資金は、長期的課題（教育と人材育成）、基盤的活力（ボトムアップ指

向と自立した研究者の支援、等）の涵養のための「フル・エコノミック・コ

スティング」制度への転換、挑戦的課題への配賦を中心にし、応用的分野に

対しては「インプット・アディショナリティ」を評価指標として民間活力の

惹起と活用を図る。 

 戦略形成と資金配分の実務を担うために必要なポストに、権限と責務を与え

られた専門的実務者を導入し、有識者の仮面を被ったロビイストの排除を目

指す。 

 未来社会にとっての大きな課題は、3.1.1 から 3.1.3 で検討した。その内容についてⅢ

補論を踏まえて概観すると以下のようになる。 

5.2.2 国際的枠組み 

 日本は、地政学的にもファンダメンタルズ（人口、賦存資源量、防衛力、国民意識、等）

をみても世界の大国ではない。現在は日米同盟を機軸にして国際的立ち位置を設定してい

るが、自国主義に回帰する傾向を見せ始めた米国、米・中・露のパワーバランスの変化、

さらには不本意な代理戦争（紛争）に巻き込まれるリスク等を考慮すると、今後は国際協

調主義を機軸に据えた民主的独立国家への移行準備に努めるべきではないか。 

 高度な独自文化を培ってきたという自信と自覚を維持し、積極的に発信する 

 情報チャンネル、自動翻訳システム等の活用も含めて、異文化理解と異文化

交流を促進する 

 国のインテリジェンス能力、サイバー攻撃対抗力、リスク危機管理能力、防

衛体制の精鋭化と継戦能力、等の向上 

 食料・エネルギーなどの必要資源の多面的確保方策の開拓 

5.2.3 社会経済的側面 

 社会経済体制の大転換を図ることなく現在のトレンドを継続した場合、2030 年までに社

会経済的側面のいくつかの局面で、我が国は決定的な困難に陥ることが予測されている。

それらを回避し多数の国民が安寧な社会の下で希望を持続していくことが出来る細いルー

トを探索し、国民合意の下でその確保に努める必要がある。 

 人口ピラミッドの逆三角形構造の是正（希望出生数までの実現を支援する社

会経済的制度改革） 

 健康寿命の延伸を図り、団塊世代の軽度な付加価値生産活動への参加促進

（医療技術開発のターゲット化と、高度 cps 新産業の開発支援） 

 地域の中小企業活動の高度化（民間資金の国内への投資誘導） 
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 産業構造の高度化改革誘導（輸出産業の高度化支援とコモディティ化分野か

らの早期撤退誘導） 

 国の基礎収支の均衡化を予定通り 2020 年までに図る（主として効率的・効果

的歳出改革による） 

5.2.4 政治的側面 

 我が国の現在の政治システムが健全であるとは思わない。間接民主制を採用しているが、

選挙のシステム、選出された議員、議員が所属する政党、与党議員により選出される内閣

といった各レベルで問題をはらんでいて、決定される内容に対する国民の意思との乖離が

大きい。また、官僚組織も硬直的で現代の問題状況には必ずしも追随できていない。一方、

政治的課題の中には、不確定要素が高いまま意思決定を要する事案や、突発的なワイルド

カードに見舞われることもある。そのような状況の中で、国民は議員が選挙で掲げた基本

原則に忠実であるととともに、事態の変化に柔軟に対応し、その時々の世論調査の結果と

真摯に向き合うことを期待している。こうしたやり取りは、透明性の問題でもあり、改善

する情報手段は既に多様に存在しているが、改善速度は遅いままである。 

 さらに、我が国の政治システムには、システム上のチェック機構が十分には備えられて

いなく、オンブズマンやマスメディアにその多くの機能を委ねている。このような、旧態

然とした体制を生き生きとしたものに蘇生させるにはどのような改革が必要であろうか。 

 国家の指導的人材や社会的リーダーの価値意識としてノーブレスオブリージ

精神を必須とする（就任時に宣誓署名を必須とし、欠如が露呈したら厳しく

排除する） 

 情報システムを全面的に導入し、政府と議会の情報公開を原則とする（選挙

公約の登録と公開、討議過程の収録と動画の保存と公開、討議資料の保存と

公開、議員の投票行動の保存と公開。政府基本データのデータベース化と検

索システムの公開、与党の選挙公約に関係した政策の実施状況の関連省庁の

ホームページ上での公開。これらはいずれも先進国で実施している事項であ

り、そのレベルまでキャッチアップする） 

 チェック機構の整備（公的支出により実施された結果に対し野党が主導する

聴聞会への報告を義務化する。会計検査院の機能を強化して、政策内容の評

価までを公表する。諸外国で実施されている行政裁判所や憲法裁判所の役割

と機能に該当する我が国の組織の権限を強化し独立性を高める。） 

 直接民主制を一部で導入する（地方議会での政策の一部に対し、市民がその

政策内容の形成に直接参加する。http://www.ifeng.or.jp 「 問題提起０

１」） 

 

5.3 個別政策 

 

 最後に各省庁で個別に展開する政策についてまとめる。個別政策には、上位政策や選挙

公約のように上位に占める政策の下で展開する政策と、独立して立案される政策とがある。
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独立した個別政策の場合、形式的には上位政策の項で論じたような戦略形成に基づき構想

すべきである。いずれにしても、当該政策により実現すべき目標が明確に認識されていて、

その実現プロセスや体制が改めて構想されなくてはならない。つまり、プログラム化であ

る。 

 歳出改革はプログラムの質に依存している。プログラム設計には多少の基礎知識とスキ

ルが必要であり、本来なら官僚組織の OJT で修得されるべきであるが、我が国では政策評

価法（2001 年施行）の実施時に、この概念の導入と定着に失敗したままである。しかし科

学技術分野では、政策評価法に先立ち独自に制定された「国の研究開発評価に関する大綱

的指針」（1997 年）が数年おきに見直され、第３次改定（2005 年）でプログラム概念が導

入され、第 5 次（2012 年）では具体的な指針が示された。しかし、その後文部科学省、経

済産業省、総務省では第 6 次改定（2016 年）まで 1 件もプログラム化が実施されていない。 

 海外では、予算制約の中で欧州主要国では 2000 年前後に、また米国では W.ブッシュ大

統領の下で OMB（大統領府予算局）が 2 年かけて導入した。米国ではその後 WREN355という

官僚の勉強会が省庁横断的に組織され、先行的にスキル開発を行った DOE エネルギー省の

担当者からスキルの移転がはかられた。欧州主要国の場合たとえば UK では大蔵省が主導し

ROAMEF356サイクルという独自のプログラム化方法を各省に普及させた。このような状況は

総合科学技術会議評価専門調査会で披露され、2004 年には欧米の担当者を招聘し勉強会も

開催された。我が国で普及が遅れているのは、その淵源を辿ると政策評価法導入時の財務

省の怠慢によるものと思われる。同法は政治の圧力で官僚組織に導入を迫った経緯がある

が、官僚組織は総じて忌避反応を示した。 

 プログラムの設計とプログラム化に関しては多くの解説書や報告書がある357。最後にこ

こではその概略を紹介しておこう。プログラム化とは、明確に絞られた政策課題（案件）

の内容と実施法に係る構造化のことである。政策目標を実現する際に予想される困難なプ

ロセスに着目し、その攻略方法を手段・方法論と実施体制のレベルで具体的に設計する。

その際前提となる知識としては、政策装置群としてまとめられている既存の手段・方法論・

体制の体系である。なお、研究開発やイノベーションに係る案件の場合、各領域固有のマ

ネジメント手法にも通じている必要がある。 

 個別の政策案件に対しては、これらの既存知識を前提とし、状況の機微にも配慮して、

オリジナルなプログラム化を構想することになる。そして実施後、追跡調査を行い成果や

状況を確認し、またその情報を共有して、次のプログラム設計にその経験をいかし、プロ

グラム化の質の向上に努める。このような官僚組織が習得すべき専門性無しに、歳出改革

の実をあげることはできない。 

 第 5 期基本計画と同時に設定された政策の数値目標も、プログラム設計を欠いて設定さ

れた場合、有効性を発揮しないであろう。 

 

                                                 
355 Washington Research Evaluation Network 
356 Rationale, Objectives, Appraisal, Monitoring, Evaluation, Feedback 
357 たとえば、平成 23 年度文部科学省委託調査「追跡評価の実施と活用に関する調査・分

析」財団法人未来工学研究所（2012 年 3 月） 
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Ⅲ 補論と参考事象 

 

1. 補論 

 

2016年 11月 8日の米国大統領選挙において、トランプ氏の次期大統領就任が決まった。

昨年来、前大統領選挙中におけるトランプ氏の発言、あるいはそれ以前の発言や行動に関

して大統領としてふさわしいかどうかの議論が、主として米国の学界、経済界、マスメデ

ィア界をにぎわせたが、その結論が出たわけである。その後も、同氏はこれまでの慣例に

反し、記者会見などにおいて大統領就任予定者として意見を開陳しあるいは記者と議論を

するという方法を取らず、もっぱらツイッターによって自己の主張を一方的に述べるとい

う方法を多用している。また、国際関係においては、アメリカ政府のとってきた政策やコ

ミットメントに拘束されないと言う立場を示しつつある。 

その具体的な政策がどのようなものであるかは明らかにされていないが、トランプ次期大

統領の出現は、わが国の 2030 年までの未来にかなりの影響を与える可能性があると思われ

る。この補論では、このような視点に立って、本論を補うものとして考えてみる。 

 

1.1 トランプ政権の政策 

 

  共和党内に於ける予備選挙、その後のクリントン氏との本選挙のどちらも、相手に対す

る非難や中傷が多く、政策的議論はそれほど多くなかったばかりではなく、内容的にも抽

象的であったり、具体的内容を持ったものであった場合は一方的あるいは実現性が疑われ

るものであったりしている。そのため、現段階においては不明確、不確定なところも多い

が、表明された個々の発言を基に大きな流れや考え方として推定されるものとして、次の

ような項目を挙げることができるであろう。 

①アメリカ第 1 主義358、これは時と場合によっては露骨なアメリカ中心主義、エゴイステ

ックな態度となって現れる可能性が高い。 

➁これまでのアメリカのコミットメントを必ずしも尊重しない359。 

➂アメリカを、安定した強国にする。そのために、人種差別、他国人の差別的取扱い等 

を行うことを厭わない。軍事力の増強を行う。 

④パックス・アメリカーナの放棄。アメリカの利益に結びつかないような世界の平和維持、

治安活動は行わない。ただし、アメリカの権益を放棄するということを意味しない 

⑤アメリカの製造業の再構築と安定的雇用の確保。そのために必要ならば保護主義的政策

をとり、金融資本に有利ではあるが、製造業等には不利なことも多いグローバリズムにこ

だわらない。 

⑥オバマケアは必要最小限にして維持する。 

                                                 
358 Donald J. Trump “Crippled America: How to Make America Great Again”  – 2015/11/3  
359  日本経済新聞「一つの中国」で米中火花 トランプ氏「縛られない」 2016/12/13 付 



 
 

308 
 

⑦アメリカから見てフェアでないと思われる貿易については、フェアにするための、関税

賦課、貿易障壁の設定、あるいは協定の改定などを行う。そのため、TPP は批准せず、 

NAFTA（North American Free Trade Agreement、北米自由貿易協定）を改訂する360。 

この背景には、 

⑴パックス・アメリカーナのコストが甚大であり、経済的にも、心情的にも耐える余裕

がなくなってきたということがある。したがって、世界各国にそれ相応の負担をしてほし

いという心情であると思われる。しかし、アメリカアズナンバーワンはアメリカ人の心情

に刷り込まれたアメリカのアイデンティティーとも言えるものであり、その覇権を放棄す

ると言う決断をしたかどうかは疑わしい。むしろ、同盟国に対して注文だけが多くなると

いう恐れが大きいであろう。 

⑵いろいろな差別の問題は、建前やきれいごとでは無い本音ベース行動しようと言う表

れと捉えてわが国は対応するのが適切であると考えられる。しかし、トランプ氏の選挙期

間中の性差別や人種差別など人間の原始的本能に迎合した発言によって、これらの差別を

正当化する、すなわち、クー・クラックス・クラン（KKK）の活動の活発化など、これまで

の人類の価値観の進化を逆転させるような動きが米国で見られる。これが、世界各国に波

及する可能性が高いが、我々としては、やはり一線を越えてはならない事はしっかりと遵

守すべきであろう。 

 ⑶アメリカに於ける貧富の差の拡大が極端になっており、社会民主主義者のバーニー・

サンダース氏が民主党の大統領候補選においてクリントン氏にかなり善戦すると言う社会

的状況がある。また、図 1 に示すような「米国の進んでいる方向に満足していない世論」361

及び図 2 が示すような「中位所得層、すなわち、中間層の没落傾向362の問題」があると思

われる。このような米国の社会的状況はアンチ・エスタブリッシュメントの流れを作り、

それが、共和党ではアウトサイダーであり当初は泡沫候補の一人とみなされていたトラン

プ候補が次第に存在感を増していき、多くの党幹部に反対されながら最後は共和党候補と

しての地位を入手し、その後も民主党候補のクリントン氏に勝利することになったと推察

される。 

                                                 
360  トランプネット演説    2016/11/23 付 
361 みずほフィナンシャルグループ リサーチ＆コンサルティンググループ 「トランプの米国 ～新政権の

論点：議会はトランプを止められるのか～」 2016 年 11 月 27 日 
file:///D:/OneDrive/〇未来研渡政プロジェクト/補論２０１６１２/vol005 みずほの t ランプ当選に伴う見

解.pdf 
362 上に同じ 



 
 

309 
 

 

図 1-1 

 

 

図 1-2 

 

⑷資本主義経済は、資本の論理を中心に回っているから、コストを安く利益の大きなと

ころを目指して、その経済活動を移動していく。また、成長を不可欠としており、常にフ

ロンティアが必要である。しかも、その経済の規模が大きくなるに従って、必要とするフ

ロンティア領域もまた増大していく。アメリカ企業がグローバル化を図り、そのフロンテ

ィアを侵食していく行動をとったのは至極当然のことであったであろう。そしてそれに加
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担したのは、エスタブリッシュメント達であった。その中には学者やマスメディアたちも

含まれる。 

このようなグローバル化は、先進国から開発途上国への工場移転、すなわち職場の移転

を伴い、工場がなくなった地域には失業と過疎化、そして、経済的に困窮する住民を生み

出し、その対策のための社会的負担は政府等の責任となり、結局、後始末が住民たちに残

された。一方、 一部金融ブローカーや経営者のとんでもなく多額の高額所得、リーマンシ

ョックを起こしたリーマンブラザーズ等の大金融機関を始めとした、株式会社制度の有限

責任の悪用と市場支配力を背景とした経営失敗の国民へのツケ回し、減税や脱税のための

本社海外移転など企業人のモラル不在が明らかになった。自国企業の強大化、自国への利

益還元によって、それぞれの国民にとっても好ましい構造となると言う先進国におけるグ

ローバル化に対する信望は、これら企業人のモラル不在によって崩壊し、住民や地域を返

り見ない企業のやり方に対し、対応を求める要求が強まり、結果として保護貿易的な動き

を惹起することになっている。これは何のための経済か、経済はすべて合理主義だけでよ

いのか、グローバル化を進めるとしてもそのコストは一般国民に押し付けるという今の企

業人の発想で良いのかと言う事を問うていることになりそうである。その意味では、トラ

ンプ氏の大統領選勝利は自由主義経済理論に対する反乱であると言えるかもしれない。 

 

1.2 トランプ氏の性向として資質 

 

トランプ氏の大統領選における勝利て注目すべき事は、①ミシガン、イリノイ、フロリ

ダなどのスイングステートにおける勝利により、全国民の投票数においてはヒラリー・ク

リントン候補に対し、200 万票以上下回っておりながら勝利したこと、②女性に対する侮

蔑的な発言や過去の態度の暴露、あるいは、非現実的とも思えるようなメキシコ国境の壁

の構築、不法移民 1000 万人追い出し、イスラム教徒入国禁止などの発言があり、また、マ

スメディアや有力文化人の積極的トランプ批判、そして、支持率調査においてクリントン

候補よりもほとんどの場合下回っていたにもかかわらず、実際の投票結果においてはクリ

ントン候補を下したことである。 

この 2 点から言える事は、大統領選挙制度の基本的構造を熟知したトランプ氏の非常に

利口な選挙戦略であり、また、支持率調査においてはトランプ支持を表明しないが、実際

の投票行動においては支持に回ったかなりの数の隠れトランプ支持者は存在した可能性で

ある。 

このことは、①トランプ氏は勝つためには、手段を選ばない面がないではないが、自分

に対する批判を恐れず、十分計算して行動できる能力及び胆力のある人物であるというこ

と、➁国民の意識の深層にある本音を探りだし、きれいごとでは無い本音として生の言葉

で表現した可能性が高いことが推察される。 

このようなトランプ氏の性向や行動パターンは今後のトランプ政権においても出てくる

ものと考えておかなければならないであろう。 
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1.3 わが国の国際周辺環境情勢へのインパクト 

 

これは、主としてわが国の安全保障上の問題になる。わが国の国家安全保障上の問題の

近年における大きな懸念は、①中国の、米中間による太平洋地域の東西分割支配の公然た

る欲望の表明363、そして、そのための軍備増強、海洋進出や南沙諸島の軍事基地化の行動、

➁北朝鮮による核攻撃能力の増進364、➂アメリカの防御ライン後退（沖縄からグアムおよ

びハワイへ）の動き365、④中国の尖閣諸島支配のためのわが国に対する圧力366である。 

これらに対するトランプ政権の態度は必ずしも明らかではないが、選挙期間中の「強い

アメリカ政策」の数次にわたる表明、トランプ-ツァイ（台湾総統）電話会談、中国との他

の面での交渉を有利に導くために「一つの中国」政策を見直すことがあり得ることの表明、

トランプ政権内におけるタカ派的元軍人の重用などから推察されるのは、「中国の膨張を快

く思わない心情であると思われるが、その基本的スタンスはアメリカ第一にあり、今後の

中国との交渉において有利に導くための戦術的行動や発言である可能性を十分考えておか

なければならない。また、アメリカアズナンバーワンは、アメリカ団結の中心的要素であ

り、その意味では、アメリカが覇権を他に譲りわたす考え方をする可能性は非常に低いと

考えられるので、日本や韓国の核武装論、同盟諸国に対する米国の駐留経費負担の増額論

などは、米国の負担による直接的な覇権支配ではなく、同盟諸国を活用したアメリカの覇

権維持を狙っていると考えるべきであろう。このようなアプローチは、隆盛を極めた覇権

国が下降線に入った時に取る一般的な対応である。このような中でわが国がどのような対

応をするかは、これまでわが国があまり経験のしたことのない状況であり、しっかりとし

た研究と行動の仕方を工夫する必要がある。少なくとも、2080 年代の一時期は世界第二の

GNP を擁し、技術力においても近いトップであったことによって生まれた大国意識を払拭

し、急速に高齢化する人口構成の負の側面、国の多額の負債、毎年の大きな財政赤字、そ

して、自衛隊の限られた軍事力を自覚して、身の丈に合った、しかし、したたかで敏捷な

国際行動が必要である。 

上述のわが国の 4 つの懸念については、①の中国の欲望に関しては、トランプ政権は強

力に抑制にかかるであろうが、こう着状況となる可能性が高い。もしもそうならなかった

とすれば、日本の頭越しに交渉して決着され、日本にとってはあまり好ましい結果となら

ないことも考えられる。➁の北朝鮮との関係においては、中国との関係の中から解が出て

くる可能性が高いが、中国との関係が膠着状況となれば、これもこう着状況となる可能性

が高いと言えるであろう。➂の防御ラインの後退については予定通り行われる可能性が高

い。ただし、沖縄を中心としたわが国の米軍基地を放棄するということではなく、いつで

も使える状況に維持したまま、実際は主力がグアム等にいると言う状況になる可能性が高

                                                 
363例えば、四国新聞 「太平洋の分割管理“提案”／中国海軍が米司令官に」2008/03/12 10:16 
364 North Korea's nuclear programme  How advanced is it  - BBC News  
 9 September 2016 
365 例えば、米太平洋軍及び戦略軍の態勢に関する下院公聴会 国会図書館海外立法情報課情報資料・新田紀

子

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8205984_po_02550213.pdf?contentNo=1&itemId=info:ndljp/pi
d/8205984&__lang=en 

366 日本経済新聞 「中国、尖閣で圧力強める ３日連続で公船領海に」  2016/8/10 2:04 



 
 

312 
 

いように思われる。中国及び北朝鮮の姿勢を考える時、米軍の我が国内における存在は、

抑止力として必要であるから、沖縄住民の皆様方には引き続き忍耐を強いることになるが、

沖縄における米軍基地の撤退はありえないであろう。④尖閣諸島については、日中で争う

ことになった場合、米軍が駆けつけてくるという可能性は低いと思わなければならない。

武器、弾薬、情報の提供などフォークランド紛争時にアメリカがイギリスを助けた時と同

様のスタンスを日本に対して取る可能性が非常に高い。日本が尖閣諸島を放棄することに

関しては、アメリカが覇権を放棄すると言うことでなければ、否定的であると考えられる。 

 

1.4 わが国の経済社会に対するインパクト 

 

トランプ氏の経済政策は未だ明らかではないが、本章１節及び２節で述べたような状況

にあることを考えると、これまでのグローバリズム追随型の考え方や行動パターンは一度

全面的に見直す必要があるであろう。しかし、日本は宿命的に自給自足の閉鎖型社会は取

りえない状況にあるから、グローバリズムを全面的に否定することはできないであろう。

ただし、１節述べたような企業人のリスクや負担の社会へのつけ回しを当然視する姿勢は

わが国にもあり、また、アメリカ型を国際スタンダードとする報酬体系や雇用体系を求め

る考え方をとる一方、同一労働同一賃金を取らないなどの企業にとって有利なこれまでの

慣行は維持したいとし、また、長時間労働の弊害は看過してしまう企業人367、そして、主

流の経済学者及び経営学者は少なくない。その結果、貧富の差の拡大、企業における内部

留保の過大ともいえる積み上げ、低位の労働分配率と長時間労働と言う状況が生じている
368。このような状況は、アメリカほど極端でない面も多いとは言えるが、是正が必要であ

ると思われる 

2016 年 12 月 17 日現在、FRB の 0．25％ Federal Reserve 金利の引き上げが行われた369に

もかかわらず、米国および日本の株式市場は活況を呈している。他方、中国および開発途

上国の株価は、それらの国からのドル資金のアメリカへの流出を案じて低下する一方、為

替レートはドル高を示し、これらの国の中央銀行は、自国通貨の価値及び自国からの外貨

流出の防衛のために高金利を維持せざるを得ず、経済は引き締め基調にあって、景気対策

上は好ましくない状況になっている。 

米国の株価の高騰は、これまでトランプ氏が言ってきた米国内の公共事業等による需要

の創出370、経済的規制の緩和371、大幅減税372などによる経済の活性化などをはやしたもの

であり、アメリカ経済の成長期待が高まっている結果と考えられる。公共事業資金、減税

                                                 
367 記者会見における榊原会長発言要旨 一般社団法人 日本経済団体連合会     ２０１６年４月２５

日 
368 日本経済新聞「税制改正 激変の構図（４） 動かぬならムチを」2016/12/16 付 
369 日本経済新聞「米政策、財政出動に軸足 １年ぶり利上げ」2016/12/16 
370 例えば、Bloomberg 「トランプ氏：インフラに 5000 億ドル余り投資－クリントン氏案の２倍」 2016
年 8 月 3 日 
371 例えば、ウオールストリート・ジャーナル「トランプ氏当選で、銀行規制の緩和期待高まる」2016 年 11 
月 10 日 
372 例えば、日経ビジネスオンライン 「トランプ氏の減税策、景気にプラスとならない 
みずほ総研・欧米調査部長の安井明彦」 2016 年 11 月 8 日 
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などについてはその資金的手当ての問題があり、規制の緩和については、それに伴う弊害

の発生を抑える方法があるかどうかの問題がある。結局は、声の小さい方へ、あるいは、

短期的にその悪影響が目立たない方、または、例え悪影響があったとしても押し切ること

が可能な方にその悪影響を押し付けるのは、国際政治を含めた政治の常であり、わが国と

しては、そのような悪影響の犠牲とならないような発言や行動が必要である。現在の株価

の上昇に対しても、現在のところは期待感から来ていることを十分に踏まえて、実態が伴

ってくるかどうかを十分監視し、適切に対応する必要があるであろうし、俊敏な経済及び

事業の運営を必要としていると思われる。その際、特に留意しなければならないのは、こ

のような場面において、一つ一つの経済理論や経済原則が必ずしもあてはまるとは限らな

いことである。これらの理論や原則は、単純形であり、一方、実体経済は複雑系である。

理論や原則が当てはまる前提条件や境界条件を十分吟味するとともに、リスクの内容を十

分理解し、リスクのコントロールが必要である。また、必要な防護措置やリダンダンシー

などをリスク・コスト・利益分析によって最適化しており、さらに、常にリスクを監視し

て致命的な打撃受けないよう措置しておくことが必要であろう。ただし、リスクがあると

してそのゲームに参加しないことは、もっと大きなリスクや不利益となることが少なくな

い。リスクから逃げることが最適の判断だと言う場合は多くは無い。むしろ、積極的にそ

のリスクを利用して前進することが必要の場合が多い。ただし、リスクは発現し、悪影響

が避けられない場合もないではない思われる。そのような場合の危機管理の準備も必要で

ある。問題はそれが後に大きく尾を引く、致命的に近いようなものとならないような対応

が必要なことである。 

 

1.5 トランプ政権について、その他留意しなければいけない事項 

 

１）怜悧な国益優先の発想と行動 

トランプ政権は、過去にもアメリカが取ってきたことの多い、自己中心主義、唯我独尊

的態度、便宜主義など我が国にとっては好ましくない状況を生み出す可能性が高いが、そ

の発足はわが国にとって与えられた条件であり、それを否定あるいは非難してみても無意

味である。ある意味では論理は非常に明快である可能性が高いので、それに対してノーと

言える勇気及びその場合に生ずる部分的不利益に耐えるしなやかさ、全体最適のために、

ときには部分を犠牲にすることをいとわない強さなどが国および企業の経営層あるいは指

導層に求められるであろう。残念ながら「和を以て貴し」とする、あるいは「八方丸く収

める」という日本的アプローチは好ましいことではあるが、トランプ政権相手ではあまり

通じない可能性を覚悟しておかなければならない。そのような態度を優先した場合、わが

国民の負担と犠牲を大きくする可能性が高い。怜悧な国益優先の発想が必要であろう。 

２）強力な司令塔機能の存在と素早い行動への反応 

                 ――特に技術を絡めた総合的な政策 

今回の大統領選でも明らかになったトランプ氏の勝負師的な経済人の側面を十分認識し

た対応が不可欠であろう。その意味では、わが国の役所構造における各官庁縦割りの司令

塔機能の存在及び政府全体としての統合的司令塔機能の弱体は、単に災害時の問題ではな
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く、このような経済問題においても同様である。しかも、経済問題の場合、中長期的には

技術の問題を避けて通れないが、技術の性格や技術の趨勢、そして何よりも技術者のうっ

積した思いなどを理解していて、かつ、経済政策や国際政治の性格をも理解している者が

ほとんどいない状況は、わが国の政策を非常に偏ったものとしている可能性が高い。各種

の分析においても、技術を含めた統合的分析が行われている例はあまり見当たらない。こ

のことは、経済問題だけではなく、国際政治あるいは国家安全保障においても言えること

である。  

３）情報分析能力の向上と曖昧情報を基に判断する指導層及び経営層の能力涵養 

わが国の情報分析能力にはかなり疑問符が付く。それは、情報収集能力の問題だとする

見解が強いが、現代社会において、1 部の国および 1 部の組織を除けば、何らかの情報が

出ている場合が少なくない。むしろ情報が多すぎ、ときには攪乱的な情報もあり、分析者

の思い込みによる偏向などもあって像を確定できない場合も多い。100％ 明快な情報分析

結果を求めることが多いが、曖昧ではあるがある種の方向性を示していると思われる情報

分析結果、いくつかの可能性を提示している情報分析結果であっても、 十分意味がある。

そもそも、簡単に解答が出せる 100％確実なデータ等は、判断は誰でも出来るのでリーダ

ーや経営者が判断する対象では無い。むしろ、不確実な、あるいは曖昧な情報や曖昧な分

析結果しか得られないところで、それをいかに使って適切な判断をするかがリーダーや経

営者に求められている責務であり、そのために高給と好待遇が提供されているのである。

世のリーダーや経営者の責務は、その意味では、そのようなリーダーや経営者の資質の向

上も必要であろう。 

４）産軍複合体への警戒 

1 節で述べたようなトランプ政権の動きは、米軍納入業者の栄枯盛衰大きく関わってく

る可能性が高い。領域によっては大きく伸びるものもあれば、 頭打ちとなるものもあるで

あろう。その結果、米軍関係者を含めていろいろな売り込みがあるであろう。特にハイテ

ク兵器については、購入すれば安易に使えるというメリットはあるが、 一部であろうとも

技術のブラックボックス化あるいは強い拘束は、活用及び運用の柔軟性や補給及びメイン

テナンスの柔軟性を大幅に減らすことになり、継戦能力や戦略戦術能力の弱体化をもたら

す可能性が高い。また、近年の技術はほとんどがデュアル・テクノロジーであるので、日

本の産業技術力を弱体化や制限につながると考えられる。その意味でも、我が国の国力維

持、涵養と技術の観点から十分なる吟味が必要である。もちろん、単に高級だからといっ

て取得すべきものではなく、置かれている状況における抑止あるいは防衛抵抗力の面、わ

が国の実情との相好性、財政力などの観点から最適化される必要がある事は言うまでもな

い。 

また、特に、これまで中東等で活躍してきた軍事活動受託会社（傭兵会社）は受託先を

米軍以外に求めることになる。日本はややもすればこれまで安全保障などについては金で

解決しようという姿勢が強いとみられている傾向にあるのでいろいろな売り込みが行われ

るはずである。一方、自衛隊の兵員の数が限られていることから、この傭兵会社に依存す

る考え方を持つ防衛関係者が出てくる可能性は少なくない。また、米軍関係者もこれまで

委託してきた傭兵会社に新しい職場を提供する必要性から、これを推奨することもあると
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思われる。しかし、これは、現在の我が国が置かれている国際情勢の中で、何の抑止力に

もならず、わが国の安全保障に有害と考えられ、絶対に避けるべきことである。 

５）形や経緯、自己の倫理観などにこだわらない柔軟な発想 

トランプ氏の選挙戦の進め方、マスメディアで報じられたトランプ氏の発言ぶりや行動

パターン、当選後の発言ぶりや閣僚の選び方などから推察すると、選挙途中でのメキシコ

や中国産品に対する高率関税、イスラム教徒差別などの各論的な部分については、必ずし

もその数字や方法にこだわるのではなく、その狙いとする目的が達成されれば良いとの発

想であるように伺える。したがって、何が飛び出すか分からないという側面があるが、代

替措置等があれば代替措置が取られることもあろう。 

一方、アンチ・エスタブリッシュメントで当選したわけであるが、基本的にはセレブ（金

持ちグループ）に属する。その意味ではエスタブリッシュメントと同類の部分がある。ま

た、その経営スタイルは、息子、娘、娘婿を中心とした家族経営であり、彼らもまた、セ

レブとしての生活を送っている。そのような中で、アンチ・エスタブリッシュメントのス

タンスが継続するかどうかは今後注意して見ていかなければいけない事項のように思われ

る。ウォール街と言われるアメリカの金融界とは関係の修復が進んでいるようであり373、

特徴的なのはゴールドマン・サックス出身者を、閣僚を始めとする重要ポストに着けよう

としていることである374。その他、選挙期間中は IT 企業を何人もの経営者から非難を受

け、対立したが、それらの人々と懇談する機会を持つ375との報道があり、また、テスラ・

モーターのイーロン・マスク氏、ウーバーのカラニック氏が戦略政策フォーラムのメンバ

ーに指名された376。 

また、政権引き継ぎチームに娘や娘婿を加えるなど、家族経営のやり方を国政に持ち込

んでいるように見える。これがどのような問題を実際に引き起こすかは今のところ不明で

あるが、韓国大統領のケース、アフリカにおける独裁者のケースなど過去の例ではあまり

良い結果を生んでおらず、成熟した民主主義国家では非常に稀なケースである。通常はそ

れを避けることされていると思われる。 

さらに、ジューイッシュ・コミュニティとの問題がある。トランプ氏が非常にかわいが

っており、頼りにしているとされる優秀な娘イヴァンカさんは、結婚時にユダヤ教に改宗

している377。そして、その相手の娘婿は保守的なユダヤ教に属していると報じられており、

トランプ政権に強い影響力を及ぼす立場にあるとされている。ユダヤ教徒の人々のアメリ

カ社会におけるネットワーク力、団結力、それに属する大学教授たちやマスメディア人の

多さ、さらには、そのロビーイング力、政治力、そして最終的には社会的影響力の強さは

アメリカにしばらく滞在したことのある多くの人々にとって周知の事実である。他方、ジ

ューイッシュ・ミュニティーの母国とされるイスラエルは中東における紛争の大きな芽で

あり、ガザなど周辺のパレスチナ住民との小競り合いは絶えない。そして、これまでイス

                                                 
373 Wall Street Journal「トランプ氏とウォール街、早くも関係修復」 2016 年 11 月 30 日 
374 ゼロからやり直す「政治と経済」http://www.johoseiri.net/entry/2016/12/13/070000 
375 日本経済新聞 「トランプ氏、米ＩＴ企業経営者を招いた会議開催」2016/12/7  

376 オートブログ グリーン 2016 年 12 月 16 日 
http://jp.autoblog.com/2016/12/16/donald-trump-elon-musk-advisory-committee/ 

377 Mr. and Mrs. Reed  http://mrandmsreed.com/archives/2181 



 
 

316 
 

ラエルを強力に支援し保護してきた国はアメリカである。しかも、中東地域は、アラブ対

イスラエル、イスラム社会対米・西欧社会、スンニ派対シーア派、イスラム原理主義者対

既存統治者、サウジアラビア対イランなど複雑な対立関係、そして、ねじれた同盟関係に

は存在し、不安定でテロや戦乱が絶えない地域である。イスラエルは、自国の安全保障、

生存保障の観点から、直接あるいは間接にこれらの対立関係に関わっている可能性がある。

このような中で、イスラエルの安全保障が侵される可能性がある場合に、アメリカは実力

を伴った行動、すなわち、パックス・アメリカーナの行動をとるであろう。そのような意

味で、中東政策は例外的要素が多い可能性がかなり高い。 

 

 

 

 


